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新薬剤師研修会 201 9  
共催：（公社）広島県薬剤師会 広島県病院薬剤師会 広島県薬剤師研修協議会

職場を越えた新しい仲間との交流がグッと深まる研修会のご案内です。

皆さまのご参加をお待ちしております。

対象 平成 ～ 年の国家試験合格者
（ ）

日時 月 日（日） 時より

会場 広島県薬剤師会館
階ふたばホール
広島駅北口より徒歩約 分（ ）

参加費 円（懇親会費含む）

内容

「薬剤師の職能・薬剤師会のはたらき」

懇親会

広島県薬剤師研修協議会会長 松尾 裕彰 先生

「発見！あなたの薬剤師軸」

広島県薬剤師会常務理事 吉田 亜賀子 先生

「薬剤師になる」という目標を達成したあなたの今の目標は何ですか？目標の達成感はあなたの生活を

パワフルにしてくれますが、実は目標よりあなたをパワフルにしてくれるものがあるんです。それは…

ちまたでブームになっているコーチングを使ってそれを発見しませんか？

あなたの薬剤師生活やもしかしたら日常生活をもパワフルにしてくれるかもしれません！

（ 時間程度）

日本薬剤師研修センター研修認定制度による認定研修会です

参加希望の方は 月 日（月） 時まで にお申し込みください。

申込先：（公社）広島県薬剤師会事務局 木下

： ： ：

新薬剤師研修会に参加を希望します。

お名前 性別 男性 ・ 女性 （○をつけてください）

勤務先

☆会員以外の方でも構いません。お友達とお誘い合わせの上、ぜひご参加ください☆

二葉通り二葉通り

東照宮
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広島県薬剤師会館広島県薬剤師会館

JR広島病院JR広島病院

広テレダイワロイネットホテル 広テレダイワロイネットホテル
ホテル
グランヴィア広島
ホテル
グランヴィア広島

JR広島駅
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過去に参加経験のある方は参加できません
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

表紙写真　モモ（バラ科）

　モモ（桃）の葉を煮出し浴剤としてあせもや皮膚炎に用います。実核の中にある種子（桃
仁）は瘀血による血行障害や痛みの緩和に用います。打撲や月経障害に桃仁が配剤された桃
核承気湯や桂枝茯苓丸を用います。成分としては精油やアミグダリンなどが含まれます。

写真解説：吉本　悟先生（安芸薬剤師会）　撮影場所：北広島町
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巻頭
特集

平成から令和へ !!
移り行く二葉の里の姿

　天保 6年（1835年）に饒津（にぎつ）神社が建てら
れた時、背後の山にも名前を付けることになり、「金
葉集」から「いかばかり　神もうれしと　三笠山　二
葉の松の　千代のけしきを」という歌を、また「新続
古今集」から「松は　昔の二葉より　久しき事の　た
めしにぞひく」という歌を引用し、「二葉」をとって
「二葉山」と呼ばれるようになったと伝えられています。
　それに、現在のシリブカガシなどの常緑広葉樹林に
変わる前は山は赤松が主体の雑木林だったようですか

ら、「二葉」は松の葉を指すと考えて良さそうです。明
治時代には一帯は軍用地であったため人家は少なかっ
たのですが、やがて周辺に住宅が広がりはじめ、二葉
山を里山とする地域であることから「二葉の里」と言
われるようになり、昭和 8年（1933�年）に大須賀町と
尾長町の各一部を合わせて町になる際、大須賀町内の
小字名であった「二葉の里」を町名としたそうです。

出典：饒津神社、二葉の里町内会

　　平成31年 4月 1日に新元号が『令和』と発表されました。万葉集にある『初春（しよしゆん）の令月（れいげつ）
にして、気淑（よ）く風和（やはら）ぎ、梅は鏡前（きやうぜん）の粉（こ）を披（ひら）き、蘭（らん）は珮後（は
いご）の香（かう）を薫（かをら）す』との文言から引用されたそうです。
　 5月 1日の皇太子さまの新天皇即位に合わせて、元号が『平成』から『令和』に改められます。今回の巻頭特集は
新元号発表を記念して、二葉の里の移り行く姿を追ってみました。
　二葉の里は豊かな緑と歴史が融合している地ですが、新しいプロジェクトも並行して進んでいます。新しい時代『令
和』ではどのように変化していくのでしょうか。薬剤師会も先生方と共に、新しい時代に向かって進んでいきたいと
思います。

広島県薬剤師会　常務理事　中川　潤子

「二葉の里」の由来
2008年撮影 出典：二葉の里町内会

2018年撮影
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広島市東区二葉の里にある二葉の里第二公園（シリブカ公園）
　JR広島駅北口（新幹線口）側には二葉山（ふたばやま）
がそびえ、このふもとに二葉の里があります。 「二葉の
里第二公園」、通称「シリブカ公園」です。
　二葉山は、日本一の規模を誇る（2.5ヘクタール）ブ
ナ科シリブカガシの群生地でも知られています。

　平成26年 3 月16日には公園オープン目前お披露目イ
ベントがあり、参加者約150名でシリブカガシ70株の
植樹が行われました。
　また、この公園には、被爆樹木の「クスノキ」がそび
えています。

憩いの広場「エキキターレ」
　「GRANODE広島」の竣工に伴い、2019年 4 月、広
島テレビ新社屋との間の有効空地に憩いの広場「エキキ
ターレ」がオープンしました。長さ約100m、幅約20m
の空間では、広島テレビのイベントや中継、収録などが
行われるようです。広島駅から会館への動線も良くなり
ました。

「子育て応援団 すこやか2019」が
今年も開催されます。
日程： 6 月 1 日（土）～ 6 月 2 日（日）
会場：広島コンベンションホール（広島テレビ社屋内）

GRANODE広島� 出典：大和ハウス工業株式会社

お披露目イベントの様子
出典：UR都市機構
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　第54回広島県薬剤師会臨時総会は、去る３月24日（日）
午後１時から、広島県薬剤師会館において開催された。
　会議は柚木りさ常務理事の司会のもと開会され、松尾
裕彰副会長の開会の辞を以て開会された。
　次に、平成30年度の物故会員に対して、ご冥福を祈り
黙祷が捧げられた。
　次に、議長・副議長が着席され、出席代議員数の確認
があり、出席代議員数が70名であり、定款第20条に規定
にする２分の１の定足数に達しているので、会議の成立
宣言があり、直ちに開会された。
　議事録署名人に長坂晃治代議員（安芸）、田口直子代
議員（福山）を議長指名によって選任された。
　次に、会長演述に移り、豊見雅文会長から別掲のとお
り演述があった。
　次に、議案等の審議に入り、直ちに報告事項8件、議
案第９件を上程議題とし、次のとおり各担当理事等から
報告事項の説明並びに議案の提案理由の説明が行われ
た。
（報告事項の説明）
報告第１号　�公益社団法人日本薬剤師会臨時総会報告
	 （竹本貴明日薬代議員）
報告第２号　平成30年度会務及び事業執行状況報告
	 （公衆衛生）	
	 （野村祐仁副会長）
	 （青野拓郎副会長）（保険薬局部会）
	 （松尾裕彰副会長）（薬事情報センター）
報告第３号　平成30年度事業執行状況報告（会館）
	 （野村祐仁副会長）
報告第４号　平成30年度事業執行状況報告（薬局）		
	 （野村祐仁副会長）
報告第５号　平成30年度事業執行状況報告（共益）
	 （野村祐仁副会長）

報告第６号	 平成30年度決算見込	
（竹本貴明常務理事）

報告第７号　�新薬剤師会館の概要について	
（谷川正之副会長）

報告第8号　�要望事項への対応について	
（竹本貴明常務理事）

　以上の報告事項の説明終了後、暫時休憩した。

＜休憩　午後２時13分、再開　午後２時25分＞

　会議再開後、引き続き各議案の提案理由の説明が、次
のとおり行われた。
（提案理由の説明）
議案第１号　平成31年度事業計画（公衆衛生）（案） 
	 （野村祐仁副会長）
	 （青野拓郎副会長）（保険薬局部会）
	 （松尾裕彰副会長）（薬事情報センター）
議案第２号　平成31年度事業計画（会館）（案） 
� （野村祐仁副会長）
議案第３号　平成31年度事業計画（薬局）（案） 
� （野村祐仁副会長）
議案第４号　平成31年度事業計画（共益）（案） 
� （野村祐仁副会長）
議案第５号　平成31年度会費額の件（案）
� （竹本貴明常務理事）
議案第６号　平成31年度収支予算書（案）
� （竹本貴明常務理事）
議案第７号　�平成31年度資金調達及び設備投資の見込み

を記載した書類（案） 
� （竹本貴明常務理事）
議案第8号　�平成31年度借入金（会務運営）最高限度額

について（案） 
� （竹本貴明常務理事）
　以上の提案理由の説明終了後、質問に入った。
　○会営薬局の運営規約について
　○減価償却について
　○地域薬剤師会からの借り入れについて
　○保険薬局部会について
　○学校薬剤師部会について
　質疑終了後、採決が行われ、議案第１号～8号につい
ても原案のとおり承認された。
　次に議案第９号　基本財産の処分についての提案理由
の説明が行われ、質問に入った。

第54回 広島県薬剤師会臨時総会開催される
— 平成31年度事業計画・収支予算決定 —
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　○会館敷地208,805㎡の広島県歯科医師会への返還に	
　　ついて
　質疑終了後、採決が行われ原案のとおり承認された。

　以上で議事を終了し、谷川正之副会長の閉会の辞を以
て閉会された。

＜閉会　午後4時27分＞

《 豊 見 会 長 演 述 》
　第54回広島県薬剤師会臨時総会の開催にあたり、一言
申し述べさせていただきます。
　昨年7月、広島県では記録的な豪雨による災害で多く
の方々が被災されたことは記憶に新しいことと存じま
す。被災されていまだ、平常な生活に戻れない方々も少
なくなく、被災地の1日も早い復興を願うとともに、心
よりお見舞い申し上げます。
　また、その際には多くの会員が、派遣薬剤師として、
現地において、活動して下さいました。おかげさまで、
被災地の環境が衛生的に維持され、医療活動が滞ること
なく進められたことに心より感謝申し上げます。
　この臨時総会はこの新薬剤師会館で行う初めての総会
であり、平成最後の総会でもあります。昨年、豪雨災害
の時期に引っ越しの準備を始め、8月初旬よりこちらで
業務を始めることができました。計画段階では様々な形
態が考えられましたが、会員の皆様のご協力のおかげで、
身の丈に合った、実に中身の充実した会館が完成し、快
適に研修することができ、こうしてゆったりと総会も開
くことが出来るようになりました。隣の在宅医療研修室
ではインターネットを通じて、どこからでもアクセスし
参加できる環境も整えることが出来ました。心より感謝
申し上げます。
　さて、本年の薬機法「施行後5年」の改正に向けて「厚
生科学審議会医薬品医療器機制度部会」での議論が行わ
れ、昨年12月の末に取り纏めが発表されました。その内
容にはいろいろ議論もあるところですが、3月19日に国
会に提出された改正案をみますと、薬剤師が、調剤時に
限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服
薬指導を行う義務や、薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用
に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力
義務の法制化や、患者自身が自分に適した薬局を選択で
きるよう、機能別の薬局の知事認定制度を導入すること
が記載されています。この機能別とは、入退院時や在宅
医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局を「地
域連携薬局」、がん等の専門的な薬学管理に他医療提供
施設と連携して対応できる薬局を「専門医療機関連携薬
局」と称するとあります。健康サポート薬局との関係や、
診療報酬上どのような位置づけをされるのかなど、これ
からの課題も多く残されていると思います。
　この薬機法に示されていることは、薬局の姿の変化と
言われていますが、そうでは無く、実は薬剤師の働き方

の変革であるような気がします。「じりつ」した薬剤師
です。「じりつ」という言葉には二通りの漢字があります。
自らを律すると自ら立つです。国家資格をもつ薬剤師は、
自らを律し、医療人として独立した職能を持って、患者
の役に立つ仕事をしなければならない。二つの「じりつ」
を体現した薬剤師になる、これが薬機法改正のメッセー
ジであろうと考えています。
　一方では、患者のための薬局ビジョンで、門前からか
かりつけへ、そして地域へと言われたにもかかわらず、
それに真っ向から反する敷地内薬局・建物内薬局が許可
されていく現状があります。日本薬剤師会でも絶対反対
を表明していますが、広島県薬剤師会も当然反対の立場
をとり続けます。私は、敷地内薬局・建物内薬局は医薬
分業ではない、院内投薬と同じである、と言う見方をし
ています。また、先ほど言った医療機関から独立し、自
立した薬局薬剤師とは認められないと思っています。し
たがって、保険の負担も処方箋料を含めて院内と同じに
すべきであると思っています。そうしなければ、地域住
民は医薬分業を誤解したままとなりますし、保険で薬局
に支払われた調剤報酬が処方箋を発行する医療機関に還
流していく間違った構造が変わらないからです。
　平成の時代が終り、新しい時代が始まります。糖尿病
の重症化予防、ポリファーマシーの解消、大きい部分で
は地域包括ケアシステムの完成など、自立した薬剤師で
なければなしえない仕事が待っています。困難な仕事に
取り組み、地域住民から信頼される薬剤師の会をつくり
あげる所存であることを申し上げて、第54回臨時総会の
開会にあたっての会長演述と致します。
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　今回の研修では、「在宅医療に参画し、職能を発揮す
るために必要とされる専門的、実践的な知識・技能・態
度を身につける」を目標に検査値・バイタルサインをは
じめ在宅緩和医療における薬剤師の役割まで幅広く学び
ました。
　フィジカルイグザミネーション実習では、ファーマ
シューティカルアセスメントの考え方について説明して
いただき、「薬剤師しかできないアセスメントを実践す
る！！」ことの必要性を深く感じました。
　血圧測定では、なかなかコロトコフ音が聞こえず、時
間がかかってしまい、あせりました。患者さんの前であ
わてないように、まずは、日々練習したいと思います。
　酸素療法と人工呼吸療法の講義では、酸素療法の目的
をわかりやすく教えていただき、普段目にすることのな
い酸素供給装置や気道浄化療法の装置の種類や特徴につ

いて学びました。携帯用酸素ボンベを引いて薬局にい
らっしゃる患者さんと薬の話はしても、酸素療法につい
てお話したことはありませんでした。これからは、その
患者さんが受けている酸素療法についても、お聞きして
いきたいと思います。
　在宅緩和ケアにおける薬剤師の役割では、緩和医療の
考え方からACP、疼痛アセスメントなどを学びました。
痛みを表す言葉をグループで考えた時、さまざまな言い
方がありました。痛みのアセスメントを行うためは、患
者さんの痛みを表す言葉とともに、表情や話し方も重要
になるため、患者さんの様子もしっかり観察していきた
いと思います。
　今回学んだことを日々の患者対応に活かしたいと思い
ます。

平成30年度 在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

安芸薬剤師会　吉塚　知里
日　時：平成31年1月14日（月・祝）
場　所：広島県薬剤師会館

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 139ページ
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　国立成育医療研究センターにて、HIP 研究会第16回
フォーラムが開催されました。次の日に別の予定が入っ
ていたため、 1日目のみとなりましたが、参加してまい
りました。HIP（Home Infusion Pharmacy）研究会
とは、在宅医療の推進に伴い、在宅医療にかかわる薬局
の機能や薬剤師に関する役割を明らかにして、また、在
宅医療にかかわる薬剤師の交流を通じて、在宅医療の推
進に寄与することを目的としている会になります。
　今回のフォーラムは「薬薬連携で支える小児の在宅医
療」ということで小児在宅医療をメインテーマとして開
催されました。
　特別講演 1 は、「小児薬物療法を理解するために」と
いう演題で、明治薬科大学薬学部小児医薬品評価学研究
室教授　石川洋一先生の講演でした。小児期における発
達は一律ではなく新生児期には薬物動態が劇的に変化し、
幼児期には体重当たり成人を超える薬物代謝を行うよう
になること、小児と言っても、新生児期・乳児期・幼児
期・学童期では、薬物動態、使用できる医薬品剤形、医
薬品の効能・効果、用法・用量、副作用も変化していく
こと、感染の原因微生物に対しての免疫能、心の成長や
薬物療法に対する理解力の変化も治療に大きく係ること、
小児の薬物療法の実践には保護者の理解度も大きく係る
こと、など成人と異なる小児薬物療法のポイントについ

て話されました。
　教育講演 1 は、「小児在宅医療における栄養管理と消
化器疾患」という演題で、群馬大学教育学研究科障害児
教育学講座教授　吉野浩之先生の講演でした。小児の在
宅医療は、高度に医療的ケアに依存している子どもが少
なくないこと、基礎疾患は、脳性麻痺が最も多いが、そ
れ以外の、神経筋疾患、外傷等の後遺症、遺伝子・染色
体疾患、消化器系疾患をはじめ、非常に多岐にわたるこ
と、栄養管理に特に注意が必要な在宅の子どもは、外科
系に係る疾患が多く、その場合、原疾患を理解した管理
が必要になり、それらの疾患は、短腸症候群、腹壁破裂、
先天性腸閉塞、ヒルシュスプルング病、口唇口蓋裂など、
疾患ごとに大きな違いがあること、栄養管理に併せて、
より日常的な、便秘や下痢に注意することも必要である
事などについて話されました。
　大会長講演においては、「小児・障がい児の医療‒英
くんファミリーから教えられたこと‒」として心身障害
児総合医療療育センター　海老原毅先生が講演されまし
た。小児の在宅医療に実際に係った中での経験の話や、
その家族も会場にこられており、家族から見た小児の在
宅医療の話なども聞くことができました。
　私自身、小児の在宅医療の話はなかなか聞く機会が無
く、非常に貴重な機会であると感じました。

HIP研究会 第16回フォーラム

常務理事　有村　典謙
日　時：平成31年2月9日（土）
場　所：国立成育医療研究センター
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平成30年度 薬局ビジョン実現に向けた 
薬剤師のかかりつけ機能強化事業次世代薬剤師指導者研修会

常務理事　有村　典謙
日　時：平成31年2月10日（日）・11日（月・祝）
場　所：浜松町コンベンションホール

プログラム�  （敬称略）

【第 1 日　 2 月10日（日）】
開会挨拶　田尻　泰典（日本薬剤師会　副会長）
要旨説明　宮崎　長一郎（日本薬剤師会　常務理事）
講義 1  「医薬分業の歴史と現状」

山本　信夫（日本薬剤師会　会長）
講義 2  「かかりつけ薬剤師に関する現状と課題」

豊見　敦（日本薬剤師会　常務理事）
講義 3  「薬剤師による AMR 対策」

村木　優一（京都薬科大学　教授）
講義 4  「医薬品情報の活用と EBM」

高田　充隆（近畿大学薬学部　教授）
講義 5  「薬学的管理の手法と患者アプローチ」

山本　雄一郎（アップル薬局）
WS 1 「薬学的視点による患者対応・処方提案がで

きる薬剤師を作るには」
早川　達（北海道科学大学薬学部　教授）
鹿村　恵明（東京理科大学薬学部　教授）

【第 2 日　 2 月11日（月・祝）】
講義 6 「臨床疫学研究の進め方～薬局薬剤師業務の

エビデンス化に向けて～」
鹿村　恵明（東京理科大学薬学部　教授）

講義 7 「都道府県薬剤師会事業の論文化への取り
組み」
宮崎　長一郎（日本薬剤師会　常務理事）

講義 8  「薬局薬剤師による介入研究の取り組み」
岡田　浩（国立病院機構京都医療センター予
防医学研究室・研究員／京都大学大学院医学
研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野・
研修員）

講義 9 「研究計画書作成と倫理審査～研究を開始する
にあたっての心構え～」
山本　康次郎（日本薬剤師会臨床・疫学研究
推進委員会　委員長）

WS 2 「都道府県薬剤師会事業のエビデンス化へ向
けた研究計画書の作成」
竹内　尚子（日本薬剤師会臨床・疫学研究推
進委員会　委員）

課題説明　宮崎　長一郎（日本薬剤師会　常務理事）
総　　括　乾　英夫（日本薬剤師会　副会長）
閉会挨拶　吉田　力久（日本薬剤師会　常務理事）

　浜松町コンベンションホールにて、平成30年度薬局ビ
ジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業次
世代薬剤師指導者研修会が行われました。本事業は、薬
剤師のかかりつけ機能の強化及び専門性の向上に資する
知識・技能の習得、能力の維持・向上を目的とされてい
ます。事業内容としては、①研修シラバスの作成及び研
修資材、プログラム、研修実施計画例の作成、②指導者
研修会の実施、③昨年度事業成果の活用状況の把握、④
事業報告書の作成、⑤薬剤師に対する研修の実施（都道
府県薬剤師会等における事業成果の活用）とされており、
今回の研修会は②の「指導者研修会の実施」にあたりま
す。
　研修会は日本薬剤師会常務理事　豊見敦先生の司会の
もと、日本薬剤師会副会長　田尻泰典先生の挨拶から始
まりました。各講義やワークショップは研修シラバスの
一部を実施されており、それぞれテーマ沿った内容と
なっていました。 1 日目は、講義 1・2「薬剤師を取り
巻く社会的情勢と医薬分業の本質」、講義 3「直近の政
策課題」、講義 4・5、WS 1 については「かかりつけ薬
剤師の薬学的視点による疾病管理とアプローチ」、 2 日
目は、講義 6～9、WS 2 において、「かかりつけ薬剤師
業務及び薬剤師会事業の社会的認知ならびに評価につな
がるためのエビデンス化の手法」となっており、薬局薬
剤師業務および薬剤師会事業の成果を研究という視点か
ら見える化するためにいかに取り組むかが課題となって
いました。
　 1日目の研修終了後には、情報交換会があり、その中
で「都道府県薬剤師会における昨年度事業成果の活用事
例」として、ミニプレゼンテーションが行われました。
好事例として、広島県からは、広島県薬剤師会次世代指
導薬剤師特別委員会副委員長　荒川隆之先生が、広島県
薬剤師会での取り組みを発表されました。
　現在広島県の各地域において、次世代薬剤師研修会が
開催されていますが、 2日間学んだことを、どう研修計
画に反映させるか検討していきたいと思います。



9広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

　講座③‒1では、薬剤師・弁護士の赤羽根秀宜先生か
ら法的問題についてお話をいただいた。薬剤師資格を
持っていない実習生が調剤を行うには、患者の同意、目
的の正当性、行為の相当性が必要であることを学んだ。
患者、実習生双方に不利益が起きないよう指導・監督が
必要である。
　講座③‒2では、日本薬剤師会薬学教育委員会の山田
純一先生からOBEに基づいた薬局実務実習の進め方に
ついてお話をいただいた。指導薬剤師は、実習生の能力
とは薬剤師業務ができることではなく、医療の現場で実
践的な業務を学んでいける資格があることであると認識
し、実習の進め方については、作業の意義を学ばせ、対
人業務を反復させ、経験したことを振り返りながら繰り
返し学習し、なにができるかできないかを理解させ、成
長の過程を評価することが重要であるという話であった。
できないからさせてみる、考えながらさせてみるという
姿勢で、スタッフ全員で実習に臨もうと思う。
　講座③‒3では、日本病院薬剤師会薬学研究委員会の
石井伊都子先生から改訂薬学教育モデル・コアカリキュ
ラムに準拠した病院実習について話をいただいた。病院
実習と薬局実習を通じて代表的な 8疾患を学ぶこととな
るため、病院と薬局で到達目標とその到達段階を文章に
したものを共有する方法も学んだ。

　実習生が将来社会の一翼を担う薬剤師となれるよう、
今回の講習会で学んだことを生かし指導する側として十
分勉強・準備して実習に臨みたい。

　講座①では、日本薬剤師会会長の山本信夫先生から薬
剤師の理念についてお話をいただいた。超高齢社会を目
前とし、薬局の求められる機能も変化している。薬局に
おける調剤業務は当初の調剤・用法指示から、現在は一
元的・継続的な薬学管理指導、薬学的知見に基づく指導
の充実、長期投薬患者への指導・管理、かかりつけ医と
の連携、地域単位での24時間調剤、多様な施設の入居者
への対応と多岐にわたる。社会からどのような役割を担
うことが期待されているのか、薬剤師職能とは何か、薬
剤師が第一義的に考えるべきことはなにか、社会からど
のようにみられているか等、薬剤師はあらためて考える
必要があるとのことであった。

　講座②では、名古屋市立大学の鈴木匡先生から薬学教
育モデル・コアカリキュラム、薬学実務実習に関するガ
イドラインについてお話をいただいた。 6年制薬学部の
大きな役割の一つに未来まで社会を支える人材の育成が
ある。そのためには新しい薬学部教育、新しい臨床教育
が必要であるということから、モデル・コアカリキュラ
ムは改定され学習成果基盤型教育（OBE）の考え方に
基づいて行われることとなった。

　“薬剤師に求められる基本的な資質” は薬剤師生涯研
鑽の目標でもある。実務実習において実習生が目指すも
のは医療現場での即戦力として働ける能力ではなく、医
療の担い手としての高い意識と、将来薬剤師として活躍
できる基礎的な資質の習得を目標としなければならない
とのことであった。

認定実務実習指導薬剤師養成講習会（ビデオ 新規・更新）

呉市薬剤師会　上野　敏治
日　時：平成31年2月11日（月・祝）
場　所：広島県薬剤師会館
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次　第�  （敬称略）
1 ．主催者挨拶

日本薬剤師会会長　山本　信夫
2 ．講義Ⅰ 「学校薬剤師活動等に関する最近の話題」

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
健康教育調査官　小出　彰宏

3 ．講義Ⅱ 「スマホと子ども〜学校薬剤師に期待さ
れること〜」

予防医療研究所代表　磯村　毅
4 ．講義Ⅲ 「学校健康教育の最近の動向と学校薬剤

師に期待すること」
日本医師会総合政策研究機構主任研究員

和田　勝行
5 ．「麻薬教育の意義と活動」

日本緩和医療薬学会
広報委員会委員長　大澤　匡弘

日本緩和医療薬学会
麻薬教育認定委員会委員長　中川　貴之

6 ．「今期の学校薬剤師部会の活動等について」
日本薬剤師会学校薬剤師部会部会長　村松　章伊

7 ．「平成30年度全国学校保健調査結果（速報値）
について」

日本薬剤師会学校薬剤師部会副部会長　清水　大
8 ．閉会挨拶
日本薬剤師会学校薬剤師部会部会長　村松　章伊

　講義Ⅰ「学校薬剤師活動等に関する最近の話題」では、
薬物乱用防止教室の成果として、薬物は絶対に使うべき
ではないと考える児童生徒数の割合の増加、薬物乱用防
止教育を受けた世代の覚醒剤や大麻事犯の検挙者人員の
継続的な減少など一定の効果は得られているものの、大
麻事犯検挙者については約50％が30歳未満である、イン
ターネットなどで薬物が簡単に入手できるなどの課題も
残されている。大麻を含有する食品としてチョコやキャ

ラメル、キャンディー、クッキーなどがインターネット
で掲載されていたり、大麻の成分のみを抽出し、電子タ
バコのリキッドとして使用されるなど使用方法も多様化
しているとのことでした。
　その他には、学校に保管されている毒物、劇物が窃取
された事案として水銀を飛散させた事例、高い殺傷能力
を持つ爆発物として過酸化アセトンや四硝酸エリスリ
トールを製造した事例を挙げ、学校における薬品管理の
徹底についてや、学校三師の個人委嘱が困難な場合につ
いてなど拝聴いたしました。

　講義Ⅱ「スマホと子ども〜学校薬剤師に期待するこ
と〜」では、実際にホタルを見た子どもと、携帯やテレ
ビなどを使用してホタルを見せた時の子どもの脳の反応
や、スマホを 1日に使用する時間と勉強時間でテストの
正答率の比較などの例を挙げながら、スマホに対する依
存症についてわかりやすく解説をしていただきました。
確かに街中でも携帯を触りながら歩いている人も多くお
り、緊急のメールの返信であれば歩道の隅に寄って止
まって返信すれば良いのに。子どもがゲームをしながら
歩いていたら親なら叱ると思うが、その親が携帯を触り
ながら歩いていたら説得力がないだろうなと感じました。

　講義Ⅲ「学校健康教育の最近の動向と学校薬剤師に期
待すること」では、生徒児童の様々な健康課題に対応す
るため、学校薬剤師は保健管理のみならず、保健教育に
も積極的に関わっていくことが望まれるということ。ま
た、一般的に教育委員会・学校関係者は限られた授業時
数の中で、新しい事項を導入することに消極的な傾向が
あるので、学校三師は粘り強く積極的にこれを乗り越え
ていく必要があるとのことでした。

　今期の学校薬剤師会の活動についてでは、今年度の事
業報告及び大会・講習会の概要と、来年度の大会・講習
会の予定。平成30年 4 月に行われた学校環境衛生基準の
一部改正について、平成30年 7 月豪雨に被災した学校を
再開する際の留意点などの説明がありました。

平成30年度 日本薬剤師会 学校薬剤師部会全国担当者会議

常務理事　竹本　貴明
日　時：平成31年2月13日（水）13：30〜16：30
場　所：日本薬剤師会第１・２会議室
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10％を切る数値）と低くなっています。結核のまん延予
防策としての、接触者健診及び管理健診の受診率は高く、
予防策はできているとのことでした。結核感染の予防と
してのBCGの接種率も平成28年度94.9％と高くなって
います。
　（ 2 ）広島県結核予防推進プランの進捗状況
　目標項目としては、 1つの成果目標と 4つの事業目標
があり、それぞれの目標値（平成32年）があります。人
口10万人対罹患率の現状値11.3（目標値 9 以下）、潜在
性結核感染症の者に対しての直接服薬確認治療率の現状
値93.0％（目標値95％）の 2項目が目標値に達成できて
いませんが、潜在性結核感染症の者に対しての直接服薬
確認治療率に関しては次年度には達成の予定です。
　（ 3 ）広島県結核予防推進プランの目標達成に向けた

取り組み状況
　平成30年度の取組としては、
　・高齢者施設等への効果的な施策の検討のため、調査

を実施
　・結核医療にかかわる医療機関に対する研修会実施
　・外国人に対する結核対策に関する検討会開催
　・平成30年度より「広島県結核菌分子疫学調査事業」

を開始する
などがあり、それぞれの取組内容に関して詳しい説明が
ありました。
　高齢者に対する結核対策としては当面、通所介護施設
における取組を重点的に実施、外国人に対する対策とし
ては、「入院勧告」及び「接触者健診の受診方法」に関
する、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語の翻訳
資料を作成などが今後の取り組みとして挙げられました。
　委員からも多くの意見が出されましたので、その意見
も踏まえ、2020年には目標値を達成できるように今後も、
施策の達成状況を把握するとともに、必要に応じてプラ
ンの見直しを行っていきます。

次　第

1 　開会
2 　あいさつ
3 　委員紹介
4 　議題

（ 1 ）広島県の結核の現状
（ 2 ）広島県結核予防推進プランの進捗状況
（ 3 ）広島県結核予防推進プランの目標達成に

向けた取り組み状況
（ 4 ）その他

5 　閉会

　健康福祉局健康対策課　尾嵜誠主査の司会で、会議は
始まりました。広島県感染症・疾病管理センター　桑原
正雄センター長のあいさつの後、結核予防推進会議　小
林正夫会長の進行にて議事に入りました。
　先ず、健康福祉局健康対策課　川本睦子技師より各項
目について説明がありました。
　（ 1 ）広島県の結核の現状
　結核罹患率の推移において、全国的には右肩下がりに
減少していますが、広島県は平成27年から11.4（平成27
年）、11.4（平成28年）、11.3（平成29年）と横ばい状態
になっています。また、新登録結核患者のうち、外国籍
の者の割合の推移では、29年では全国9.1％に対し広島
県は10.6％と上回っています。これは、県内の外国人技
能実習生数が13,602人（2018年全国 2位）と多いことが
原因として考えられます。広島県の新登録結核患者の年
齢階級別割合の推移を見てみると、60歳以上だと76％、
80歳以上では48.6％と、高齢結核患者が占める割合が大
きくなっています。結核患者の早期発見対策として行わ
れている、市町が実施する65歳以上の住民に対する定期
健康診断の受診率は平成28年度10.5％（過去 5 年間は

平成30年度 広島県結核予防推進会議

常務理事　中川　潤子
日　時：平成31年2月13日（水）19：00～20：00
場　所：広島県感染症・疾病管理センター
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講義（ 1 ）「進化し続ける“抗 HIV 療法とチーム医療”
を考える」
～宮城県薬剤師会と HIV 診療ブロック拠点
病院の連携を含めて～

国立病院機構仙台医療センター薬剤部
阿部　憲介先生

　エイズ診療拠点病院ではHIV感染症治療において、
複数の職種によるチーム医療が行われている。チーム医
療における職種別の患者ケア実施状況調査によると、薬
剤師は「薬物相互作用の確認」「飲み忘れ対策」「服薬ス
ケジュール」「服用・副作用説明」を担う比率が高くなっ
ている。
　仙台医療センターにおける薬剤師の役割としては、「服
薬支援」「薬剤の適正な在庫管理」「チームスタッフへの
情報提供」や「保険薬局との連携」等が行われている。
服薬支援での薬剤師の活動としては、患者さんの「服薬
開始前」には患者さんの生活パターンに合わせた治療薬
の選定・提案を行い、「服用開始時」では処方薬の服用
方法、他剤や食事との相互作用の説明、「服用開始後」
は副作用をチェックし場合によっては処方変更の提案な
どがある。薬剤師は薬剤師の視点での患者さんのデータ
収集を行い、診察室に同席し医師に処方提案を行ってい
るとのことであった。
　現在、HIV感染症の治療では通常 3 剤（以上）の併
用療法が行われているが、抗HIV薬、抗ウイルス療法
の進化により副作用が減少し、服用錠数と服用回数が減
少することにより、服薬アドヒアランスが向上すること
で更なる抗ウイルス効果の持続が期待される。HIV陽
性であっても、HIVがコントロール出来ていれば非感
染者と同等の生存率が得られる。しかし、HIV陽性者
は高齢化が進行しており、ポリファーマシーの問題も出
てきていることには注意が必要である。
　仙台医療センターでは 4 年前の抗HIV薬の院外処方
箋発行に伴い、保険薬局との連携（薬薬連携）が進めら
れている。新規患者さんの処方箋発行時やレジメン変更
時には処方箋発行前に保険薬局に連絡し、障害者手帳・
自立支援の更新時の書類の確認等の連絡も行っている。
現在服薬指導は病院薬剤師が行っているが、今後は薬局
薬剤師も服薬指導に積極的に関わること、ジェネリック
医薬品、配合剤等への変更の提案、ポリファーマシーへ

の対策等にも取り組んで欲しいとのことであった。さら
に、HIV感染症は性感染症であり、薬物乱用と性感染
症には関連性があるため、学校薬剤師が薬物乱用の授業、
講義の際に性感染症に関する内容を組み込むことを求め
られた。

講義（ 2 ）「患者に寄り添う HIV 診療と薬局薬剤師の役
割」

川﨑医科大学血液内科学　教授
和田　秀穂先生

　日本におけるHIV感染については、1980年代は医療
機関での受診拒否などの混乱の時代であったが、2010年
代は積極的な治療を行い、治療薬を用いた予防でさらな
る感染予防につなげようという時代になっている。中
国・四国ブロックの対人口10万人のHIV感染者の累積
報告数は広島県がトップである。また、都道府県別の梅
毒発生状況では2018年第 3四半期では広島県は全国第 4
位と多くなっている。異性間性交渉では、他の性感染症
に罹患している場合にはHIVの感染リスクは高まると
の報告があるため注意が必要である。
　現代における抗HIV療法の目的は、 1．日和見合併
症のリスク軽減、2．非AIDS合併症のリスク軽減、3．
感染拡大の阻止であり、HIVの感染が確認された時点
での治療開始の「全員治療」の時代となっている。抗
HIV薬の使い方はキードラッグの 3 つの異なる作用機
序の中の 1剤とバックボーンドラッグ 2剤を組み合わせ
て併用するART（抗レトロウイルス療法）が治療の標
準となっている。治療は生涯に亘って95％以上の内服率

平成30年度 抗HIV薬服薬指導研修会

呉市薬剤師会　中嶋　都義
日　時：平成31年2月24日（日）10：00〜12：00
場　所：広島県薬剤師会館　２階ホール
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が必要である。抗HIV治療導入時には、服用のタイミ
ングは患者さんが決め、飲み忘れた時や副作用が起きた
時の対処法を具体的に説明することなどが重要で、治療
ではあくまで患者さんが主体で医療者は援助者である。
現在新しい抗HIV 薬が開発中であり、古い抗HIV 薬
は常に見直すことが重要であるとのこと。

　HIV感染者は一部の癌が数年早く診断されるため、
定期的な癌検診を受けることが必要となる。さらに、今
後感染拡大を抑えるためにも、HIV陽性者の早期治療
開始、治療でHIVが検出限界以下にコントロールでき
れば感染を防ぐことができること等の知識を浸透させる
必要があるとのこと。

　研修会のテーマは「ポリファーマシー対策に向けた必
要な視点と考え方」です。前半は広島大学病院薬剤部の
柴田ゆうか先生による講演で、日本におけるポリファー
マシーの現状と多剤処方を再設計する際のポイントを海
外のクライテリアやガイドラインの紹介を交えて、症例
を通じてお話ししていただきました。STOPP/START
クライテリアでは、65歳以上の高齢者における 4週間以
上のベンゾジアゼピン系薬剤の使用は過鎮静やふらつき
等のリスクから使用すべきでない、と記載されており、
2015年版高齢者の安全な薬物療法ガイドラインにおいて
も、ベンゾジアゼピン系薬剤は必要最低限の量をできる
だけ短期間使用すること、と記載されています。このよ
うなガイドラインを用いることで、処方の再設計におい
て医師との協議も円滑に行うことができるのではないか、
と感じました。また、これまでの薬剤師の働きによって、
「服用薬剤調整支援料」や「薬剤総合評価調整加算」と
いった加算が生まれてきましたが、今後は薬剤師が処方
の再設計にかかわることで、患者へ利益となっていると
いうアウトカムを示していく段階に入っていく、といっ
た話もありました。薬剤師の業務のすべてが数字に表れ
るとは思いませんが、薬剤師ができることをより多くの
職種、患者に知ってもらうためにも、目に見える形で残
すことが求められる段階であることを感じ、身の引きし
まる思いでした。
　研修会の後半ではスモールグループディスカッション
の形式で、症例検討を行いました。 1つの症例に対して
「情報収集」、「処方見直しの検討」、「服薬支援と必要な

連携」という 3つの段階に分けてグループでの検討、全
体の場での発表を行いましたが、段階に分けることで検
討すべき問題点が整理しやすく、グループでの議論も活
発に行うことができました。「情報収集」では現在の薬
物療法の妥当性を判断するうえで収集すべき情報は何が
必要か、患者面談で聞くべきことなどを検討し、「処方
見直しの検討」では収集した情報をもとに処方の再設計
を行いました。薬剤の中止だけではなく、代替薬として
何を提案すべきかも含めて検討しました。「服薬支援と
必要な連携」では、その後の経過観察で注意すべき点、
そして退院に向けた服薬支援と連携まで議論しました。
実際の業務において、退院後の生活を想定した介入をす
るのは難しい場面も多いですが、かかりつけとなる薬局
へ入院中の薬剤管理の状況、薬剤調節の根拠やその後の
経過、などの情報を提供するといった連携が必要である
と考えさせられました。また、そのためにもシームレス
に情報共有できるツールや仕組みの整備も進めていく必
要があると感じました。
　普段は別々の職場で働いていており、どのように議論
が進められるかはじめは緊張もありましたが、いざ始
まってみればそれぞれの考えていることを自由に出し合
いながら検討を進めることができ、ディスカッションを
楽しむことができました。同じ地域の薬剤師として顔が
見える関係を築いていくためにも、このような形式の研
修会が今後も定期的に開催されていってほしいと思いま
す。

薬薬連携研修会 
ポリファーマシー対策に向けて～必要な視点と考え方～

　福島　隆宏
日　時：平成31年3月3日（日）
場　所：広島県薬剤師会館
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平成30年度 薬事情報センター実務担当者等研修会

薬事情報センター長　水島　美代子
日　時：平成31年3月4日（月）13：00〜16：30
場　所：日本薬剤師会　第一・第二会議室

会次第� （演者敬称略）

1 ．開会挨拶
　　　日本薬剤師会常務理事　島田　光明

2 ．講演　RMP（医薬品リスク管理計画）の概要、
活用について

・「RMP の目的と活用状況」
　医薬品医療機器総合機構

　安全性情報・企画管理部　田島　康則

・「製薬企業における医薬品安全対策の取り組み」
　日本製薬団体連合会　

　安全性委員会情報提供検討部会
部会長　赤松　恵子

・「RMP の活用―病院薬剤師の立場から」
　　虎の門病院　薬剤部長　林　　昌洋

・「RMP の活用―薬局薬剤師の立場から」
　日本薬剤師会DI・医療安全・DEM委員会

委員長　高橋　正夫

3 ．薬剤師会を取り巻く最近の状況について
　　日本薬剤師会会長　山本　信夫

4 ．災害時における薬剤師の役割～災害時に薬剤師
に何が求められるのかどう活動すべきか　熊本
地震を体験して〜
　日本薬剤師会災害対策委員会委員　本田あきこ

5 ．閉会挨拶
　　日本薬剤師会常務理事　宮崎長一郎

■薬剤師を取り巻く最近の状況について
日本薬剤師会　山本信夫会長

　山本会長より次について講演された。薬剤師行動規範
（平成30年 1 月17日制定版）の改訂とその意味＊。薬剤
師会をめぐる最近の課題として、人生100年時代を踏ま
えた2040年を展望した社会保障制度における薬局の方向
性、薬局・薬剤師のあり方。医薬品販売制度実態把握調
査結果から導き出せるスイッチOTC販売品目追加及び
法令遵守に対する課題。かかりつけ薬剤師・薬局の薬局
機能情報提供制度の拡充とKPI 追加項目。医療に係る
ICT動向等について。
＊参考資料：日本薬剤師会ホームページ＞日本薬剤師

会について＞綱領・行動規範

■災害時における薬剤師の役割について
日本薬剤師会災害対策委員会　本田あきこ委員

　熊本地震の体験を踏まえた災害支援について講演され
た。活動の中で、公衆衛生対策、一般用医薬品の重要性、
現場でのプリンター設置の必要性（医薬品一覧等はパソ
コンでなく紙での共有が求められる）が紹介された。
　また、災害発生時に、熊本県薬剤師会薬事情報セン
ターとしては、災害現場で必要な資材作成等で協働した
ことから、災害時にデスクワークのできる薬剤師の必要
性を認識。一方、マスコミによる「お薬手帳持参すれば
無料で薬がもらえる」との誤った情報で、本当は困って
いない方が薬局に殺到したため、正しい情報の発信を薬
事情報センターから行うことの重要性を訴えられた。
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■ RMP を有効活用しましょう　～目的、活用意義・方法について～

　今回の研修会の重要テーマであるRMPは、大変重要なリスク最小化のためのツールであることから、有効に活用
いただく必要性を感じたので、次に詳記し報告する。

＜講演概要＞
RMP＝医薬品リスク管理計画　Risk Management Plan
・位置づけ：医薬品のベネフィットが上回るようにリスクを管理するために、製薬会社に承認条件として付されて

いる。EU、米国等でも同様な措置がなされ、国際的な取り組みである。
・目　　的：リスクを最小化させること。医薬品のリスク対策は「警告型から予防型へ」。
・構　　成： ３つのパート「①安全性検討事項」「②医薬品安全性監視活動（情報収集）」「③リスク最小化活動（情

報提供）」から成り立ち、リスク管理を一つの文書にわかりやすくまとめている。
・対象製品：2013年 4 月以降に承認申請の医療用医薬品、2013年 4 月以降、市販後に新たな安全性の懸念が判明し

た医薬品（後発品については2014年 8 月26日以降適用）。
・ 5年を経た現在の活用状況（2018年 1 月調査）：

病院で約50％、薬局でわずか17％と少なく、病院では病床数の多いところ、薬局では処方箋枚数の多
いところでの活用に留まっている。
特に、「追加のリスク最小化活動」の実施が求められていることから、患者用資材の活用等含め、服
薬指導時に、サイエンスベースでの対応が薬剤師に求められている。

＜ RMPは、薬剤師活動　服薬モニタリングの三種の神器の １ つ＞
　「RMP」からは、「添付文書」、「インタビューフォーム」と共に、医薬品リスクを予測するための大変重要な情報
が得られる。2013年から医薬品の承認条件となったRMPは、まさに服薬モニタリングに最適なツールである（後発
医薬品も2014年から発行）。薬局でのリスクマネジメントに必要な情報が、とても使いやすくまとめられている。

添付文書・インタビューフォーム・ の相関 イメージ図

 
インタビューフォーム

 
 

審査結果報告書

添付文書
データを反映し、記載

医薬品リスク管理計画
リスクを予想し
措置を計画

市販後に得られた情報等から、
措置結果を必要に応じ
添付文書等へ反映
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＜添付文書、インタビューフォーム、RMP は、同時に閲覧できる！＞
　PMDA添付文書検索サイト　に、製品名又は一般名をいれると、
　　→ http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_kensaku.html（参照2019- 4 - 3 ）
　三種の神器が同時に閲覧できます。

＜ RMP の ３ つのパート、とその意味＞

３ つのパート 項目 意味

① 安全性検討事項 重要な特定されたリスク すでに医薬品との関連性がわかっているリスク

重要な潜在的リスク 関連性が疑われるが、
十分確認されていないリスク

重要な不足情報 安全性を予測する上で、
十分な情報が得られていないリスク

② 医薬品安全性監視活動 情報収集 それぞれのリスクについて、情報の収集活動
通常と追加（市販後調査等）

③リスク最小化活動 情報提供 それぞれのリスクについて、
それを最小化するための情報提供活動
通常と追加（資材配布、使用条件の設定等）

＜ RMP の使い方は、簡単！＞
　 １ ．まずは、最初のページの「概要」をさっと一読し、当該医薬品のリスクを把握しましょう

～新薬の採用時に、上市後の副作用が予想できる。
　特に、新薬は、添付文書には記載されていないので、参考になる。
　※2019年 4 月からは、順次インタビューフォームの最初のページに掲載

　 ２ ．リスク設定の根拠を読みましょう
　　　～特に、新薬は、理由を確認できるので、予想されるリスクが参考になる。
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　 ３ ．患者向け資材を活用し、リスクを予防しましょう
～服薬開始した患者フォローに、特定されたリスク／潜在的リスク／不足情報の聴き取りや「追加のリスク
最小化活動」の患者向け資材を使った服薬指導、服薬モニタリングに活用できる。

　この折りに、【PMDAメディナビ】に登録し、メールでも届けられるRMPを使って、患者さんに最新の安全性情
報を届けましょう。

参考：＜ RMP だけでも、簡単に入手できる！＞
　ステップ	１  ．PMDAホームページ　一番上のカラム「安全性情報回収情報等」
	２  ．「リスク管理計画（RMP）」
	３  ．「RMP提出品目一覧」から、対象製品を選択

　※2019年 ４ 月からは、「添付文書検索の画面」からも、RMP、患者向け資材がダウンロードできる予定です。
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　平成31年 3 月 7 日に広島県地域保健対策協議会　医薬
品の適正使用検討特別委員会の主催で広島県の医療関係
者を対象として、医薬品に関する講演会が開催されまし
た。本講演会は、広島県民の医薬品適正使用の推進を目
的とした多職種向けの研修会として毎年開催されていま
す。
　広島県薬剤師会 豊見雅文会長の開会のあいさつに始
まり、医薬品の適正使用検討特別委員会の活動報告とし
て、ポリファーマシー改善に向けた多職種検討結果につ
いて、広島県薬剤師会常務理事の豊見敦先生による報
告、および「高齢者の医薬品適正使用の指針」について
厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課　課長補
佐　太田美紀先生の特別講演がありました。
　ポリファーマシー改善に向けた多職種検討結果報告で
は、診療報酬改定で「服用薬剤調整支援料」や「薬剤総
合評価調整管理料および連携管理加算」が算定できるよ
うになったことおよび、平成30年 5 月には「高齢者の医
薬品適正使用の指針（総論編）」が発出され、さらに、
各論編の発出も計画されていることから、ポリファーマ
シー改善のために医療機関の連携や多職種連携が求めら
れていることが紹介されました。また、今年度は、多職
種に対して、気づきを共有し、しっかりとした連携体制
を構築するための連携ツール導入のための検討が行われ
ました。多職種によるかかりつけ薬局の推進、および、

看護職、介護職の「気付き」をつなげていくための連携
ツールの作成が極めて重要であるとの話がありました。
来年度は、その連携ツールを完成させ試行し、その効果
を検証する予定であることが報告されました。
　特別講演で太田先生が、多剤投薬の実態、有害事象の
発生や不適切な服用による薬剤治療機会の喪失、ポリ
ファーマシーの形成と処方情報の一元化の重要性につい
て話されました。さらに、「高齢者の医薬品適正使用の
指針（総論編）」作成の経緯、薬剤見直しの基本的な考
え方及びフローチャートについて分かりやすくお話しい
ただきました。入院中は、専門性の異なる医師・歯科医
師、薬剤師を中心として、介護施設や在宅医療、外来等
の現場においても、それぞれの人的資源に応じて施設内
又は地域内で多職種のチームを形成することが可能であ
り、看護師、管理栄養士など様々な職種による処方見直
しチームを組織し、カンファランスなどを通じて情報の
一元化と処方の適正化を計画的に実施されることが望ま
れていることなど、私たち薬剤師にとって有益な情報が
提供されました。
　会員の皆様も高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）
および本年度に発出される（各論編）を参考にして、そ
れぞれの環境に合わせて多職種でポリファーマシー解消
に取り組んでいきましょう。

平成31年度 広島県地域保健対策協議会 
「医薬品に関する講演会～適切な服薬管理を目指して～」

副会長　松尾　裕彰
日　時：平成31年3月7日（木）19：00～20：30
場　所：広島県医師会館　1階ホール

高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）の内容

はじめに
1．ポリファーマシーの概念
2．多剤服用の現状
3．薬剤見直しの基本的な考え方及びフローチャート
4．多剤服用時に注意する有害事象と診断、処方見直しのきっかけ
5．多剤服用の対策としての高齢者への薬物投与の留意事項
6．服薬支援
7．多職種・医療機関及び地域での協働
8．国民的理解の醸成
別添　高齢者で汎用される薬剤の基本的な留意点　等
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第521回 薬事情報センター定例研修会

安芸薬剤師会　道祖　隆史
日　時：平成31年3月9日（土）
場　所：広島県薬剤師会館

「BPH/LUTS 治療の未来を考える　血管内皮機能の観点
から」
　下部尿路症状（Lower urinary tract symptoms: 
LUTS）は 前 立 腺 肥 大 症（Benign prostatichy 
perplasia: BPH）、 過 活 動 膀 胱（Over Active 
Bladder: OAB）など、さまざまな下部尿路機能障害
によって起こる排尿・畜尿に関する症状の総称である。
　LUTS の原因として血管内皮機能障害が報告されて
いる。血管内皮機能障害は、動脈硬化発症の第一段階で
あり進行すれば粥腫の破綻を招き心血管イベントを惹起
する。また、血管内皮機能は心血管イベントの予測因子
であることが確認されている。LUTSもまた、高血圧症、
脂質異常症、糖尿病、加齢、喫煙、肥満といった危険因
子と並んで、血管内皮機能障害因子として認識されつつ
ある。
　血管内皮細胞から多彩な生理活性物質が分泌・産生さ
れている。代表的なものでは拡張因子である一酸化窒素
（NO）、プロスタサイクリン、ヒスタミンなどと、収縮
因子であるエンドセリン、活性酸素、PGH 2 、アンジ
オテンシンⅡなどがある。これらの物質は血管透過性の
抑制、血栓形成および凝固線溶系の調節、接着因子の発
現などの重要な機能を担っている。
　血管内皮機能を評価する指標として FMD（Flow-
mediated dilation ：血流依存性血管拡張反応）がある。
FMDはカフで腕を締めた後の血流増大による一酸化窒
素（NO）が血管内皮からどれだけ放出されたかを動脈
の拡張度で評価する。血管内皮機能が低下していると

NOの産生は少なくなり FMDの値は低下する。頸動脈
IMTなどは、血管の硬さや詰まりの状態を捉える指標
であるのに対して、FMDは血管内皮細胞の働きを直接
知ることが出来るため有用性が高く、平成24年から保険
診療となった。
　LUTS の治療には様々な薬剤が使用されているが、
PDE 5 阻害薬は、LUTS を改善するだけでなく、血管
機能を改善する可能性がある。以前は PDE 5 を阻害す
ることで血管平滑筋が弛緩するため、血管内皮機能とは
関連がないと考えられていた。しかし、最近の研究では
PDE 5 阻害薬は血管内皮機能の改善にも関与すること
が明らかになってきた。今後、cGMP分解抑制を介し
た血管平滑筋機能の増強、改善作用だけでなく新たな機
序が解明されることが期待される。
　PDE 5 阻害薬を使用するうえで心血管イベントを増
加される可能性が指摘されていたが米国における大規模
なメタ解析では、PDE 5 阻害薬が心筋梗塞の発症を増
加させる、その他の心臓病を生じさせることはないとし
ている。ただし、亜硝酸薬の服用者では使用は禁忌であ
る。
　PDE 5 阻 害 薬 は抗動脈硬化作用（pleiotropic 
effects）を有しており、LUTS を改善させるだけでな
く、血管内皮機能や血管平滑筋機能を改善することで、
心筋梗塞、心不全や脳卒中などのイベント発症を予防す
ることが期待される。LUTSは動脈硬化（心血管合併症）
の介入ポイントの 1つと考えられる。



20 2019 Vol.44 No.3　広島県薬剤師会誌

日本薬剤師会 第92回 臨時総会

日本薬剤師会代議員　竹本　貴明
日　時：平成31年3月9日（土）・10（日）
場　所：ホテルイースト21東京

　ホテルイースト21において 3月 9日、10日に開催され
ました、第92回臨時総会についてご報告致します。

　開会にあたり来賓の藤井基之参議院議員、松本純衆議
院議員、渡嘉敷奈緒美衆議院議員よりご挨拶をいただき
ました。

　続いて、会長演述が行われました。
　我が国の少子高齢社会がさらに進行されることが予想
される中、国民の安全・安心を担保する社会保障制度、
中でも医療保障制度は、財政面からもあるいは効果的な
利用の視点からも、大きな転換期にさしかかっていると
認識している。国民皆保険の安定した維持・運営という
官民共通のコンセンサスに対して、医療を担う専門職と
して覚悟を持って、積極的に目的に関わっていかなくて
はならない。

　また、今通常国会への提出が予定されている薬機法改
正案に盛り込まれた薬局機能の明確化などについて「超
高齢社会にあって、あるべき薬局の姿を示したもので、

日本における『医薬分業制度』定着に向けた大きな変革」
だと認識をしている。医薬分業制度がわが国で名実とも
に定着させるためにも、法制上あるいは薬剤師教育など
残る課題の解決に向けた努力と働き掛けを継続していく
こと。

　さらに、今年10月に予定される消費増税に伴う2019年
度診療報酬改定について「前回のように、消費増税分が
補填不足とならないよう、その状況を見守っていく。併
せて2020年 4 月に予定される通常の診療報酬改定との混
乱が生じないよう、10月の改定はあくまでも消費税対応
の臨時的なものとして誤りなく対応していく」と述べら
れました。

　その後、報告が 1件（平成30年度会務並びに事業中間
報告）と、議案が 5件（平成30年度補正予算、平成31年
度事業計画・会費額・収入支出予算・借入金最高限度額
の件に関する議案）でした。

　続いて、重要事項経過報告として担当役員より説明が
ありました。
　各項目、主だったところのみ報告いたします。

①医療制度改革・規制改革への対応（消費税率10%
への引き上げ時の対応について、10連休における
医療提供体制の確保に関する対応）など
②薬局・薬剤師を巡る最近の動向について（厚生科
学審議会　医薬品医療機器制度部会のとりまとめ
について、オンライン服薬指導に対する考え方、
医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュ
アルの改定について）
③ ICTへの取り組みについて（オンライン資格確
認、電子処方箋、HPKI（薬剤師資格認証）につ
いて）
④予算・税制改革について（平成31年度厚生労働省
予算案では新規の予算として薬局機能強化・連携
体制構築事業、医療情報化等推進事業、全国薬局
機能情報提供制度事業　また、税制改正において
は個人事業者の事業継承税制
⑤薬学教育関連事項について（認定実務実習指導薬
剤師認定制度実施要領の一部改正について）



21広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

⑥薬剤師の生涯学習及び研究支援について（JPALS
登録者数、都道府県薬剤師会における倫理審査委
員会設置状況、薬剤師認定制度の適切な運用につ
いて）
⑦薬剤師年金保険について（薬剤師年金資産運用状
況）
⑧その他として、健康サポート薬局の啓発を目的と
した広報活動についてなどが報告されました。

　その後、日本薬剤師連盟副会長　本田あきこ氏の挨拶
ののちブロック代表質問、一般質問が 2日間にわたって
行われました。

　中国ブロックからの質問と致しまして
・薬剤師資格認証（HPKI）の取得によるさらなるメ
リットの検討
・医薬分業の今後のあり方について
・服薬期間中のフォローについて
・薬剤師不足が進んでいる地方での薬剤師・薬局の10
年、20年後のあり方について
・セルフメディケーション税制のさらなる告知につい
て

などが挙げられました。

　他のブロックの代表質問・一般質問としては
・敷地内薬局
・改正薬機法における薬局の機能分類について
・キャッシュレス化への対応について
・日薬会館建設について
などが挙げられました。

　その後、議案第 1号〜 5号の採決にうつり全議案が執
行部の提案通り議決され、全日程を終了致しました。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 139ページ
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　県庁にて執り行われました標記締結式に豊見雅文会長、
青野拓郎副会長、横山修三事務局長と出席致しました。
　本協定は大規模災害発生時に、医療機関等から医薬品
等の供給要請が頻発する事態に備えることを目的として、
災害時に限られたリソース等、様々な制約がある中、調
整を円滑に行い、医薬品の迅速な供給を行うため、災害
時に薬剤師会から県災害対策本部及び被災地域に災害薬
事コーディネーターを派遣し、県の医薬品等供給調整業
務に協力を行うという趣旨に基づき、以下の協定内容で
湯﨑英彦県知事と豊見会長により協定書への署名が行わ
れました。

【協定内容】
・県は、必要に応じて、県薬剤師会に対し災害薬事コー
ディネーターの派遣を要請する。
・県薬剤師会は、災害薬事に精通した会員を県災害対策
本部又は被災地に派遣する。
・災害薬事コーディネーターは、県災害対策本部にお
いて医薬品等の供給調整又は被災地において医薬品の
ニーズ把握を行う。
・県薬剤師会は、平時から災害薬事コーディネーターの
養成を図り、県の災害訓練に協力する。

「災害時の医薬品等供給調整及び医療救護活動に関する協定」 
締結式

常務理事　竹本　貴明
日　時：平成31年3月12日（火）
場　所：広島県庁北館2階応接室
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講演 1 「これからの薬剤師に求められるもの」
講師：広島県薬剤師会　会長　豊見　雅文先生

講演 2 「ポリファーマシーとは」
講師：株式会社セイエル　薬事医薬情報部　課長

薬剤師　河村　友紀先生

講演 3 「在宅でのお薬事情」
講師：特定非営利活動法人廿日市市五師士会　理事

看護師　安田　美治先生

講演 4 「施設でのお薬事情」
講師：特別介護老人ホーム阿品清鈴

施設福祉サービス推進室　室長
介護支援専門員　加芝　洋二先生

　この研修会は広島市西区、広島佐伯、廿日市、大竹の
次世代薬剤師指導者研修会地区担当者で企画し、開催い
たしました。開催にあたっては昨年秋から内容を検討し、
これからの薬剤師に求められる理念について豊見会長に、
ポリファーマシーの基礎知識を医薬品卸会社の学術の先
生に、また地域の多職種連携について看護師、介護支援
専門員の先生方に講師を依頼す
る事として、準備を進めました。
　研修会当日は、地域の薬局、
病院の薬剤師、合わせて46名の
参加がありました。
　豊見会長のご講演は薬剤師の
置かれた現状、必要とされる事
柄についての具体的なお話であ
り、会場に来られたすべての薬
剤師が意識するべき内容でした。
　河村先生のご講演はポリ
ファーマシーについての分かり
易い概論でした。ポリファーマ
シー形成の実際や、対応の基本
など、今後の業務に役立つ基礎
的な知識を得ることが出来まし
た。

　安田先生のご講演は、佐伯地区医師会訪問看護ステー
ションでの勤務経験を基に、訪問看護の導入から様々な
事例、医療器具や疾患別の対応についての内容でした。
現場からの声として、薬剤の把握、残薬や服薬への対応
等、在宅で薬剤師が必要とされる場面についても具体的
なお話がありました。また、廿日市市五師士会の運営
を行われている理事として、年間を通じて実施している
「医療とふくしの相談室」など多職種での連携した活動
の紹介がありました。
　加芝先生からは、特別養護老人ホームにおける医療の
体制、薬品管理など、現場の声を交えた様々な事例の紹
介がありました。また特別養護老人ホームの医療状況は
意外と理解されていない為、体調を崩されて入院となっ
た場合など「嘱託医と在宅主治医との違い」「施設と病
院との違い」「看護体制の違い」などを入院先に説明を
要する場合もあるとの事でした。現場での、薬剤師では
ない目線からのお話は新鮮で、また、学ぶべきところも
数多くありました。
　講演後の質疑応答では、「講師の方から見た理想の薬
剤師は？」「困った薬剤師は？」という質問に各々回答
される場面もありました。他職種からの薬剤師への要望
や本音も伺い、今後の地域連携について考える事の出来
た研修会であったと思います。

広島県西部地区生涯教育研修会

廿日市市薬剤師会　石本　康代
日　時：平成31年3月12日（火）19：30～21：00
場　所：廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）1階　多目的ホール
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　標記委員会が 3月13日に広島県医師会館会議室で開催
されました。広島県地域保健対策協議会の特別委員会で、
主に広島県「第 7次保健医療計画」における【第 2章：
安心できる保健医療体制の構築】の「第 2節：救急医療
などの医療連携体制」での救急医療やへき地医療などの
取組 5事業のうち「災害時における医療対策」に沿った
協議がなされています。従って、委員会構成は18災害拠
点病院、 4地域医師会、 3広島市関係部局、 2広島県関
係部局、 4広島県医師会であり、合わせて広島県薬剤師
会から青野拓郎副会長と私が出席しています。その他、
県・市・医師会事務局の10名を含む43名となっています。
広島県医師会の山田博康理事の司会で始まり、委員長は
県立広島病院の山野上敬夫先生ですが、この日ご欠席で、
7月豪雨災害で広島県DMAT調整本部本部長を務めら
れた、同じく県立広島病院の楠真二先生が代行にて会の
進行をされ、下記の 4項目の報告・協議が行われました。
（ 1）平成30年 7 月豪雨災害　広島県DMATの活動

報告（書）
（ 2）第 7次保健医療計画の取組について
（ 3）災害拠点病院による体制の強化について（災害

拠点病院の追加指定）
（ 4）平成31年度集団災害医療救護訓練の実施体制に

ついて
　（ 1）については昨年10月27日（土）に県庁にて「 7
月豪雨災害におけるDMAT活動検証会」が実施されて
いて、調整本部・活動拠点本部・拠点病院等様々な立場
での発表と課題ディスカッションがなされ、それらを踏
まえての報告書が平成31年 3 月に県で取りまとめられた
ことの報告でした。
　（ 2）においての「災害時における医療対策」には下
記対策が計画されています。

1．医療救護活動体制の強化
　①防災関連機関との連携、訓練、研修、会議等を

通じての「顔の見える関係」構築
　②防災計画、医療救護活動マニュアル等の見直し、

実効性の確保
　③定期的な災害訓練の実施
2．災害拠点病院の体制強化
　①拠点病院でのBCP作成
　②地域単位のBCP作成

　③南海トラフ巨大地震の想定に合わせた拠点病院
の追加検討（今回の議案）

3．災害時における公的支援の在り方と精神科病院
等の体制強化

4．災害拠点病院以外の病院機能強化
5．災害派遣医療チーム（DMAT）の養成、強化
6．災害時の情報把握の強化
7．広域医療搬送等の体制強化（ドクターヘリ等）
8．圏域における災害対応の強化
9．災害を見据えた小児・周産期医療体制の強化
10．特殊災害への対応強化

　この計画の進捗状況を測る指標として「DMAT数」
「DPAT 数」「災害拠点病院における BCP の策定率」
「BCPに基づく訓練実施」「EMIS 操作を含んだ二次医
療圏での訓練実施」などが平成29年に設定されています。
なかでも、DMATチームの目標値は「平成35年　36チー
ム」とされていて、現在32チームとなっているなどの報
告がされました。
　（ 3）については平成24年の内閣府「南海トラフ巨大
地震モデル検討会」の公表を受けて、翌年に広島県が調
査した結果、南海トラフ巨大地震で県の沿岸部を襲う津
波により、県内18か所の災害拠点病院のうち 7か所が最
大 3 mの浸水被害を受けることが想定され、特に広島
圏域では 5か所の拠点病院のうち 4か所での浸水が想定
されていて、重症患者カバー率が66％と低下することと
なっています。従って広島圏域において浸水被害が想定
されていない 2次救急輪番病院12か所を「病床数・救急
車受け入れ実績・DMAT整備数・耐震化構造・自家発
電・給水設備」等の観点から検討した結果として、広島
共立病院の追加が了承され、 3月末の広島県医療審議会
での指定承認を経て指定となる予定です。
　（ 4）については平成14年から開始された圏域対象の
訓練は広島圏域の 7回を除くと概ね 2回の開催がされて
おり、広島中央と備北圏域がそれぞれ 1回なので、次年
度は長期に開催されていない備北圏域での開催が賛同さ
れました。薬剤師会において、前日に広島県と「災害薬
事コーディネーター」に関する協定が交わされましたが、
この会議においても「災害医療コーディネーター」の位
置づけや役割、配置の様々な議論がなされていました。
やはり、「災害は忘れたころにやってくる」ではなく「災

広島県地域保健対策協議会災害医療体制検討特別委員会

専務理事　村上　信行
日　時：平成31年3月13日（水）
場　所：広島県医師会館
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害は必ず起きる」を前提とした訓練の積み重ねが最低要
件かとも感じました。薬剤師は「災害時医薬品供給マ
ニュアル」と「公衆衛生DMAT」での職能としての位
置づけのみでの会議でしたが、広島県薬剤師会独自の体
制は、多くの災害への関りから、モバイルファーマシー
を旗艦としての確立がなされてきたと思っています。災

害薬事コーディネーターはこの委員会とは別段での動き
となりそうですが、すでに制定されている医療コーディ
ネーターにおいても前述の議論があるところからして、
より機能的な体制を早期に確立できれば、とりあえずの
目標30名の育成計画に明確な指針が示せるとも思いまし
た。

ポリファーマシー対策に向けて～必要な視点と考え方～
　現在、75歳以上の高齢者の人口が増加の傾向にあるこ
とに伴い、 1人の75歳以上高齢患者さんの薬物治療にお
ける薬剤数も増加の一途をたどっている。理由としては、
加齢による併存疾患により、対処的に複数医療機関、複
数診療科からの薬剤処方がある。ここで薬剤師が考える
べきこととしては、薬剤の増加による複数薬剤併用によ
る患者さんへの薬剤による、健康への害や服薬アドヒア
ランスの低下に対して、薬理学的、薬物動態学的視点か
ら、その薬剤の必要性を考えること、その概念のことを
ポリファーマシーと言われている。単に薬剤数が多いこ
とはポリファーマシーとは言わない。ただ、薬物有害事
象の発症例は薬剤数に比例して起こっているというのも
現実である。「薬物が漫然投与をされていないか」「患者
さんの現在の症状をしっかりとらえられているか」が重
要になってくると感じた。もちろん薬物相互作用など基
本的な薬剤の知識も必要である。
　本研修会では、典型的な症例をもとに処方が適正であ
るか、というディベートを行った。まずは服薬アドヒア
ランスの問題である。ある患者さんに複数回に分けてお
薬が処方されることによって、コンプライアンス不良に
なっているケースである。例えばアンブロキソール塩酸
塩15mg毎食後である。この場合、アンブロキソール塩
酸塩には徐放錠が存在するため、 1日 1回に変更提案が
可能である。また複数薬剤が存在する場合、合剤の利用

福山地区薬–薬連携研修会

　宮奥　智大
日　時：平成31年3月13日（水）19：30～21：00
場　所：福山市民病院西館1階（ホールコア）

もいいのではないかという意見があった。例えば、バイ
アスピリン錠100mgとランソプラゾールOD錠15mg
にはタケルダ配合錠という合剤が存在する。また現在で
は降圧薬と高脂血症のお薬も存在するため、一般的に処
方にみられるカルシウム拮抗薬とHMG-COA阻害薬に
も現在は合剤にて対応で薬剤数が減らせる。このように
薬剤の服薬アドヒアランスは改善の方向に向かうのでは
ないかと考えられる。しかしこれだけでは有害事象への
対応は不十分である。保険薬局の場合は、処方医より訪
問薬剤管理指示を頂くことにより、実際に患者さんの生
活様式などを確認して、漫然と処方されているお薬の確
認ができる。例えば、ハルナールD錠0.2mgについて
である。排尿困難が現在も続いているのか、生活様式に
おいて、もしも必要なければ処方医に処方中止の提案も
できるのではないかと考える。また訪問薬剤指導を行う
と、バイタルサイン・検査値など具体的な情報が手に入
るため、薬剤の用量、必要性の確認ができるのではない
かと考えられる。しかし忘れてはいけないのは、このよ
うに処方に変更があった場合は、訪問薬剤管理指導実施
は常に患者さんの体調管理を続けていく必要はあると考
える。このことで薬剤師の介入により、薬剤数の増加に
よる有害事象の回避につながると考えた。
　私は今後、2025年に向けて高齢者の増加によるポリ
ファーマシー対策には薬剤師の力、副作用などマイナス
面からお薬が見られる力が必要であると考えた。
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次第�  （敬称略）

司会：日本薬剤師会理事　原口　亨
1 ．開会の挨拶

日本薬剤師会副会長　川上　純一
2 ．倫理審査に係る事務的事項

日本薬剤師会　臨床・疫学研究推進委員会委員　
山本　克己

3 ．倫理審査に関する事務局運営に係る諸課題
日本薬剤師会　臨床・疫学研究推進委員会委員　

氏原　淳
4 ．倫理審査基準の統一化に向けて

日本薬剤師会　臨床・疫学研究推進委員会
副委員長　飯島　久志

5 ．質疑応答
6 ．日薬からの報告事項

日本薬剤師会常務理事　宮﨑　長一郎
7 ．閉会の挨拶

日本薬剤師会会長　山本　信夫

　日本薬剤師会にて開催された、研究倫理に関する全国
会議に出席を致しました。
　【倫理審査に係る事務的事項】では、各都道府県事務
局から日薬によくいただく問い合わせの事例として、「倫
理審査委員会設置後はどこに報告すれば良いか？」「研
究倫理に関する研修は何を用いて行えば良いか？」など
の18例が報告されました。
　【倫理審査に関する事務局運営に係る諸課題】では、
倫理審査委員会が適切に機能するためには、個々の委員
の資質だけでなく、事務局機能を含めたシステムとして
機能していることが重要である。そのためには、
　①組織・運営規程の作成　
　②審査に関する記録作成保存　

　③規程の遵守　
　④研究の事前相談　
　⑤倫理違反の監視・指導　
　⑥研究者・委員等の教育　
　⑦設置者に求められる業務の代行　
の点に配慮がされた研究事務局・倫理審査委員会事務局
の運営が求められるため、通常の事務業務と同一とは捉
えない方が良いとのことでした。
　また、倫理審査委員向けの教育教材として、REC-
EDUCATION（倫理審査委員のための倫理研修用動画
教材提供サイト）の紹介がありました。

　【倫理審査基準の統一化に向けて】では、審査を行う
際には〈法的妥当性〉・〈科学性〉・〈倫理性〉・〈信頼性〉・
〈実行性〉・〈その他〉の観点から、例えば、「研究の意義
が明確になっているか？」「目的が達成できる方法か？」
「誰が見ても同じ方法で研究できるか？」「目的が達成
できる期間に設定されているか？」「リスクが最小にな
るように計画されているか？」「データの解析方法は適
切か？」「データ（個人情報を含む）の保管方法は適切
か？」などの項目について、質の深さをそれぞれの委員
の立場で審査し、委員会として統一した見解を出せるよ
うにしなければならないという内容でした。

　最後に日本薬剤師会から、2019年 2 月現在で36の薬剤
師会に倫理審査委員会が設置されていると状況が報告さ
れました。

　広島県薬剤師会も昨年 4月に設置をし、審査を開始し
ています。学術大会等で倫理審査の承認を必要とする発
表を考えている方は、研究を開始する前に広島県薬剤師
会ホームページ内の「研究を始める前に」「倫理審査受
付について」をご確認いただきますようお願いいたしま
す。

平成30年度 日本薬剤師会 研究倫理に関する全国会議

常務理事　竹本　貴明
日　時：平成31年3月13日（水）13：00〜16：30
場　所：日本薬剤師会会議室
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平成30年度 広島県医療安全研修会 
～コミュニケーションから始めよう～

副会長　谷川　正之
日　時：平成31年3月14日（木）
場　所：広島県医師会館ホール

　平成30年度広島県医療安全研修会は、『コミュニケー
ションから始めよう』をテーマとして、広島県健康福祉
局医務課　永島浩氏の司会で午後 2時に始まり、広島県
健康福祉局医療・がん対策部長の武田直也氏より開会に
あたり主催者からのあいさつがありました。
　まず、講演 1として、広島大学大学院社会科学研究科
教授の横藤田誠先生より「医療安全とインフォームドコ
ンセント～患者と医療職のコミュニケーション～」につ
いて、インフォームドコンセントを日本で導入した経緯
など話されました。
　次に講演 2として、広島県医療勤務環境改善支援セン
ター医業経営アドバイザーにより「勤務環境の改善と医
療安全～負担少なく勤務環境を改善するために～」につ
いて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律（医療機関の規制別の適用関係）についてや、
医療勤務環境マネジメントシステムが話されました。
　勤務環境の現状分析の際、医療スタッフの負担をでき
るだけ少なく、かつ真のニーズをより正確に把握できる
よう提案されていますので、より深く、より綿密に分析
したい際には、この手引きを活用されることを勧めてい
ます。また、この日配布された資料の中に「医療勤務環
境カイゼン読本（簡易版）」という小冊子についての説
明があり、国により平成26年（2014年） 3月に策定した
『医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マ
ネジメントシステム導入の手引き』（平成27年 3 月、平
成30年 3 月改定）をもとに、広島県医療勤務環境改善支
援センター（以下、センター）が医療機関の現状も踏ま
えてわかりやすく解説したものであり、この中に、当セ
ンターが独自に開発した20項目からなる勤務環境チェッ
クシート（表 1）という簡易なアンケートもあります。
　次に報告として、広島県医療安全支援センター相談員
の古江一子氏より「医療安全支援センターをご存知です

か？」について、医療安全支援センターについて・相談
対応の状況・相談対応の課題・相談対応からおもうこと
などについて話されました。
　休憩を挟んで、パネルディスカッションに移り、「医
療相談対応～そのときあなたなら！？」をテーマとして
行われました。（一社）広島県医師会常任理事の渡邊弘
司先生がコーディネーターを務められ、パネリストとし
て（一社）広島県歯科医師会常務理事の石田栄作先生、
（公社）広島県薬剤師会副会長の青野拓郎先生、（公社）
広島県看護協会常任理事の濵渦恵美子先生、講演された
横藤田誠先生、広島県弁護士会の谷脇裕子先生、報告を
担当された古江一子先生が壇上に上がられ事前に寄せら
れた質問から順次回答されました。
　薬剤師が関わる質問では、院内体制に関することで
「医療機関に勤務する薬剤師として、院内の医療安全対
策に取り組む際に特に注意すべき点があれば示してくだ
さい。」については、『医療機関に勤務する薬剤師として、
院内の医療安全に係わる部分として、特に安全管理が必
要な医薬品（ハイリスク薬）に対する薬学的管理と院内
の医薬品の安全使用の推進になる。』や、患者等への対
応に関することとして「薬局に来られた患者に服薬指導
を行う際、“他の患者がいるのにどうして病名や症状を
言わなければならないのか ”との苦情を受けた。プライ
バシーに配慮した対応をすべきと思うが、具体的にどの
ような点に気を付ければよいか。他の薬局等での取組も
教えて欲しい。」については、『調剤報酬の施設基準の中
で、服薬指導等の内容が他の患者さんに漏れ聞こえる場
合があることを踏まえ、患者さんとの会話のやり取りが
他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られ
た独立したカウンターを有することとなっている』。と
青野拓郎副会長が答えられていました（回答部分は一部
抜粋）。この研修会は定刻に終了しました。
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 ●勤務環境チェックシート（ＯＫ様式）   　　　　部署：                      年齢：　　　

チェックポイント ○△×

1 有給休暇を希望どおりにとることができる。

2 くつろげる休憩場所があり、適切に休憩をとることができる。

3 保育や介護のことで困っていない。

4 残業、夜勤、当直等で疲弊していない。（手当も含めて）

5 日々、ぐっすり睡眠をとれている。

6 身体も心も、健康的な環境で仕事ができている。

7 職場で質のよい食事（栄養、安全、手ごろな価格..）をとることができる。

8 健康診断を定期的に受けている。

9 暴力・暴言、クレーム対策がしっかりしていると思う。

10 パワハラ、セクハラ、いじめ等で困ったり、不快なことはない。

11 補助職（医療ｸﾗｰｸ、看護補助、ﾊﾟｰﾄ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ等）が効果的に導入されていると思う。

12 仕事量がちょうどよい。（忙しすぎない、ひま過ぎない）

13 職場安全（医療安全など）の対策がしっかりしており、安心できる。

14 普段、職場でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが上手く とれていると思う。

15 ５S（整理、整頓、掃除、清潔、しつけ）の風土がある。

16 どちらかというと、いつも笑顔である。

17 顧客（患者さん、職場スタッフなど）に喜ばれることが多い。

18 昇格、昇給、給与、手当など、人事評価に納得している。

19 希望する研修や学会に参加することができている。

20 自身も、職場も、将来は明るいと感じる。

Q３．Ｑ２の項目を選ばれたのは、なぜですか？

Q２．よい職場環境のためには、どの項目が重要と思いますか？（２つまで）・・（　　　　）（　　　　）

　　　　※ ○△×に関わりません。※使用、転載等の際は、必ず広島県医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせください。

問い合わせ先：
広島県健康福祉局医務課　医務グループ
六箱　栄子
TEL：082-513-3056

表 1
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　本講習会は、医療情報システムを活かして、現状課題
を解決する方策等について、 6名の講師の講演及び、 1
時間も質疑応答の時間を確保し、課題と対策、更なる課
題の共有化がなされる大変有意義な講習会であった。会
場には、広島県からも複数の先生、また、北海道から九
州まで全国から参加され、定員110名が満席となるほど
の盛況ぶりであった。

プログラム� （演者敬称略）
開会挨拶

　日本病院薬剤師会　副会長　
　鹿児島大学病院　武田　泰生

1 ．医療情報システムに関する最近の話題（薬剤業
務と AI、ロボット）

　奈良県立医科大学附属病院薬剤部
副部長　池田　和之

2 ．薬剤師の働き方改革に向けた情報システムの活
用方法

　名古屋第二赤十字病院薬剤部
薬剤部長　木下　元一

3 ．医療情報システム運用上の留意点
　岐阜県総合医療センター　

　薬剤センター技術主査　関谷　泰明
4 ．医療情報データベースの現在とこれから

　前九州大学病院
メディカルインフォメーションセンター

薬剤師　高田　敦史
5 ．医療情報システムの更新事例の紹介

　神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部
　主査　松岡　勇作

6 ．医療情報システムの利用事例の紹介
京都第二赤十字病院薬剤部

副部長　岡橋　孝侍
7 ．質疑応答

１ ．医療情報システムに関する最近の話題（薬剤業務と
AI、ロボット）

　まず、「医療情報システムの適正な使用に関する留意
事項」として、①サイバーセキュリティ対策②改元に

伴う情報システム改修等への対応③「医薬品の安全使用
のための業務手順書作成マニュアル」の改訂（厚生労働
省事務連絡、平成30年12月28日）の徹底がなされた。各
種コード（薬価基準収載医薬品コード、個別医薬品コー
ド、HOTコード、処方・注射オーダ標準用法規格等）
を有効活用することで、医療安全や業務効率化につなげ
ることができる。一方、そもそも人が基盤データ登録を
行うことから、例えば、正しい体重を登録していない、
或いは処方オーダ時の選択間違い等、システムといえど
もヒューマンエラーのヒヤリハット事例が報告されてい
る。そこで、平成30年改訂版「医薬品の安全使用のため
の業務手順書作成マニュアル」では、情報システムの利
用に際しての注意喚起が追記された。従って、施設のシ
ステムにおいては、例えば、システムを利用した警告や
アラートの基準設定等を明らかにし、利用者に運用の徹
底等の教育が必要である。ICTを活用したデータ収集・
利活用については、厳格な本人確認および薬剤師免許
の確認が必要なことから、薬剤師資格証（HPKI カード
Healthcare Public Key Infrastructure：日本薬剤会
発行）が紹介された。電子版お薬手帳は、いろいろな団
体・企業独自版での運用が始まっているため、相互に閲
覧できる環境が必要であり、「ｅ薬 Link（イークスリン
ク）®（日本薬剤会作成）」等が紹介された。医療情報シ
ステムにより多くのことが実現できそうな気がするが、
システム化はあくまでも手段であり、目的を明確化して、
初めてその恩恵に預かることができる。

２ ．薬剤師の働き方改革に向けた情報システムの活用方
法

　チーム医療が進み薬剤師業務への期待が高まり業務量
も増えている中、「働き方改革」においては、制限時間
内での質を落とすことなく業務遂行のため、効率化が求
められている。当院でも、薬剤業務を数値化し効率化を
図っている（公開サイト：名古屋第二赤十字病院　ク
オリティ・インディケーター https://www.nagoya2.
jrc.or.jp/quality-indicator/ 6 -yakuzai/（2019- 4 - 3
参照））。休暇管理、薬剤コードを活用した在庫管理、
ヒューマンエラーの回避等行っている。「エラーをした
人間は正しいと思って行動している。『以後、注意しま
す』は、まったく無意味」。例えば、アレルギー歴の

平成30年度 日本病院薬剤師会医療情報システム講習会

薬事情報センター長　水島　美代子
日　時：平成31年3月16日（土）9：55〜16：35
場　所：大阪科学技術センター
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チェックシステムやGS 1 バーコードを用いた調剤過誤
防止に努めている。

３ ．医療情報システム運用上の留意点
　電子カルテシステム等は、平成29年には病院46.7%、
診療所41.6% に普及し（医療施設調査　厚生労働省）
手書き処方箋の時代を振り返ると隔世の感がある。一方、
システムにより用量や相互作用を全てチェックされてい
るわけではなく、医療情報システム関連の医療事故も発
生している。システム構築は、フローチャートが書ける
事象であれば運用できるが、書けないものはシステム化
されないことを再認識する必要がある。従って、運用に
際しては、仕様・手順・説明書、施設内ルール等を確認、
また、複数の施設間での情報共有を前提とすること等、
システムを正しく理解し利活用に努める必要がある。

４ ．医療情報データベースの現在とこれから
　医薬品の副作用を検出し広くフィードバックする方
法の １ つとして、医療情報データベースの利活用が始
まっている。医療データベースとしては、NDB（レセ
プト情報・特定健診等情報データベース）、DPC（診断
群分類包括評価）等がある。これらに加え、MID-NET 
Project（医療情報データベース基盤整備事業）は、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）により
推進している事業で、従来の副作用自発報告等に寄らな
い安全対策業務の更なる強化・充実に向け、開発されて
いる。リン酸コデイン散が欧米において小児の呼吸抑制
で投与禁忌となったことを受け、本邦でもMID-NET
での試行調査結果から添付文書改訂（小児での投与禁
忌）に至った。厚生労働省や協力医療機関が協力しデー
タベースを構築し、定量的な安全性評価や、効果的な安
全対策が可能となることが期待される。（参考：PMDA　
MID-NETについてhttps://www.pmda.go.jp/safety/
mid-net/0001.html（2019- 4 - 3 参照））

５ ．医療情報システムの更新事例の紹介
　システム導入に際しての課題（システム構築時の業者

への依頼方法や進捗確認、運用開始後の動作について
等々）、進捗管理の重要性について、共有された。

６ ．医療情報システムの利用事例の紹介
　情報システムにおいては、他部門との連携が重要であ
る。院外処方箋への検査値表示、安全性速報の運用等
の利活用事例を紹介。情報システムを利活用するには、
“RASIS” の ５ つの要素が重要である。Rは Reliability
（信頼性）故障しにくい。AはAvailability（可用性）
高い稼働性。S は Serviceability（保守性）障害発生
時に速やかに復旧できること。Ｉは Integrity（保全
性）データに矛盾がなく一貫性を保っていること。Sは
Security（安全性）機密性が高く不正アクセスがなさ
れにくいこと。安全な情報利用、BCP（事業継続計画）
等も考慮し、正しく理解し正しく使うこと、便利さだけ
でなく権限と責任をもって、システムを活用することが
重要である。

７ ．質疑応答での特記
Q 1　電子お薬手帳は多種多様な仕様が出回っており、

電子お薬手帳を患者が持参した場合の出力方法に
ついて（紙であれば写しが取れる）

A 1　それぞれの電子版手帳会社と契約するのは困難な
ので、日本薬剤師会の e薬 Link® であれば、様々
な手帳に対応している。

Q 2　アレルギー歴の情報システムへの記載方法につい
て

A 2　アレルギー歴の重症度（例：アナフィラキシーの
既往か否か）や同系統薬（例：抗生物質の系統や
世代等）が、一律にすべて禁忌となるわけではな
い。従って、これら情報を処方に反映できる情報
システムパッケージの利用、適用レベルを院内で
ルール化して情報システムをカスタマイズ、或い
は情報をコード化する等で運用している。いずれ
にしても、これらのルールを使用者が理解し使用
すること、そして、使用者に対し繰り返し周知す
ることが重要である。



31広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

　豊見雅文評議員会会長の挨拶の後、報告事項、協議事
項について協議された。
　平成30年度の事業報告として、各県委員より平成30年
度の中国・四国地区での薬局実務実習の受け入れ依頼状
況について報告された。7月の豪雨災害で対応に追われ
た県もあったが、それ以外は大きな問題もなく、実習が
終了したとの報告があった。受け入れ人数は、岡山・広
島・徳島・愛媛が人数増であった。
　鳥取県・高知県では、中四国域内大学の実習学生数を
近畿地区内大学の実習学生数が上回るという逆転現象が
起きていると報告された。
　次に、出石啓治WS委員会委員長より、認定実務実習
指導薬剤師養成WSとアドバンストWSについての報告
がされた。新規WSは例年通り岡山と福山で2回開催さ
れた。また、アドバンストWSを9回開催し、中四国で
349名の参加があった。参加者は多いが、実際の受け入
れ薬局として機能しているのかどうかのチェックを各県
でお願いしたいとの話があった。
　今後も、中国・四国地区の認定実務実習指導薬剤師（平
成28年までに開催された旧WS受講者対象）が受講でき
るように、開催していきたいと報告された。
　次に、各県より認定指導薬剤師と受け入れ薬局の動向
について報告され、学生数に比べ、受け入れ薬局数は充
足しているように見えるが、チェーン店などは、指導薬
剤師の異動も多く依頼後にキャンセルをするケースも多
くなってきている。地域偏在も否めず、辺境の地域では
やる気があっても実際には受け入れることができず、や
めてしまうケースもあると報告があった。
　また、認定更新をしない指導薬剤師もでてきており、
その対策も必要である。
　次に、平成30年度収入・収支決算が事務局より報告さ
れた。
　次に、平成31年度の事業計画案について協議され、例
年通り、新WSについては、2回の開催予定。アドバン
ストWSについては、現在、岡山・福山での開催は決定
しており、他地区での開催希望があれば、事務局までに
連絡をすることとし、今後、開催地区・日程について検
討することとした。
　次に、平成31年度各県薬の拠出金（案）及び予算（案）
について協議された。拠出金（案）については、前年比、

高知県プラス1万、愛媛県マイナス1万、また予算（案）
についても承認された。

　陶山評議員より、文科省からふるさと実習についての
ヒアリングを受けたことが報告された。内容については、
ふるさと実習の受け入れ体制はどうなっているか、ふる
さと実習についてどう思うかということであった。島根
県では、薬学部もなく、ふるさと実習で帰って来なけれ
ば、薬剤師として帰ってくる人もいない。受け入れ体制
は整えているということを話した。文科省も、大学とし
てもふるさと実習を勧めていくということで、大学の無
い県から、今後は全国へヒアリングが進められる予定で
あるとのことであった。国立大学については、未だにふ
るさと実習を行っておらず、近畿地区はふるさと実習で
多く戻してくれるが、九州地区などはまったくないなど、
機構との連携もうまくいってないのではないかというこ
ととあわせて、原則的にふるさと実習をすることとして
ほしいとの要望を出したとので、中四国でもよろしくお
願いしたいということであった。
　豊見評議員会会長より、薬剤師はもうすぐ余りだすの
ではないかと考えている。規制緩和も進み、薬剤師が働
く場所がなくなっていっている。偏在が多く認められ、
都市部には薬剤師が余り、地方には薬剤師足りなくなる
といったドクターと同じ状況になるであろう。将来を見
据えて、是非ふるさと実習は行っていただきたいと要望
された。

　出石WS委員会委員長より、例年話題になっている
WSの参加費について、直近のWSの経費について年間
で40万の赤字が発生しており、開催県幹事大学及び開催
県薬が負担しているとの報告があった。特に岡山の場合
は、就実大学薬学部以外の場所を使用しているため、会
場費・警備費等が発生しており、薬学部の負担でまかなっ
ている。全国と比べ、参加費は2分の1程度となってお
り、現況16,000円（3,000円は調整機関負担）のところ、
4,000円（40万÷100人）アップの20,000円で赤字が解消
される見込みであるので、各県の意見を伺いたいと提案
された。開催県の持ち出しとなるのであれば、値上げ
せざるを得ないのではないかという意見が多数であった
が、決定機関ではないため、次回調整機構会議で再度協

中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関評議員会 
及び運営員会合同委員会

日　時：平成31年3月16日（土）
場　所：サンピーチOKAYAMA
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議されることとなった。

　次に、二宮昌樹調整機構病院・薬局実務実習中国・四
国地区調整機構委員長より、中央調整機構会議での動向・
中国・四国地区での状況について報告された。
　すでに、平成31年度の改訂コア・カリキュラム対応の
実習Ⅰ期がすでに始まっており、概ね順調に進んでいる
と報告された。
　ふるさと実習のエントリーを中四と同時期に行うこと
も検討している。ただ、
　地域のよっての事情もあるので、各地域別の対応も必
要となること、また5月の10連休により、例年より3日
分日程が減となることについては、各施設と大学が協議
し、日程調整をすることが報告された。

　次に、各大学より、入学者人数と32年度の実習予定人
数について報告され、来年度もほぼ今年度と同じ学生数
となるであろうと報告された。
　その他報告、質疑が行われ、佐藤委員より、認定実務
実習指導薬剤師認定制度の実施要領について、WSやビ
デオ講習の受講証にすべて期限が設けられたことなど紹
介され、更新の際などの要件について会員への周知をし
ていただきたいと報告された。

　佐和委員より、鳥取県の実習生が、他県に比べ近畿地
区からの実習生が非常に多いので出身地についての質問

があり、李委員より他地区から受け入れをしている学生
の出身地は、100％が鳥取県出身であり、特にキャンペー
ン活動をしているわけではない。ここ2、3年で近畿地
区からの学生が倍以上に増えているので、京都薬科大
学から講師を招くなど、近畿地区の実習についての情報
は積極的に取り入れるようにはしているとの回答があっ
た。
　有吉委員より、鳥取県の場合、どこの病院で実習をす
るのかと質問があった。
　李委員より、県薬と県病薬の話合いにより、近隣の病
院で実習できるようにしている。受け入れ体制も整えて
いるとの回答があった。
　島根県も同じとのことであった。

　以上で協議事項は終了し、出石委員の閉会挨拶により、
閉会した。

　認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領が平成30年
4月1日より変更になっていますのでご注意ください。
　また、新たにWS参加希望の方も、認定要件を十分ご
確認ください。
　※日本薬剤師研修センターホームページ

http://www.jpec.or.jp/nintei/ninteijitumu/
index.html

文責：木下美穂

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 139ページ



33広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

　 3月18日、東京　市ヶ谷で13：00～16：30までの標記
研修会に、青野拓郎副会長と出席いたしました。議事と
しては
（ 1 ）調剤報酬等に係る諸課題について

日本薬剤師会　副会長　安部　好弘
（ 2 ）最近の指導監査の状況について～保険薬局の主

な指摘事項～
厚生労働省保険局医療課医療指導監査室

医療指導監査官　土井　研治
（ 3 ）最近の保険行政の動向について
厚生労働省保険局医療課　薬剤管理官　田宮　憲一

　まず、中央社会保険医療協議会（中医協）委員でもあ
る安部先生から、今後、国が示して来るであろう、薬剤
師・薬局の方向性に、大きく影響のある「経済財政諮問
会議」「未来投資会議」「規制改革推進会議」の 3 つの
「会議」についての解説がありました。調剤報酬のみに
関して言えば、まず内閣において医療施策と財政課題を
考慮し、予算編成過程での医療費の総額が決定されます。
また一方では社会保障審議会の医療保険部会・医療部会
において、基本的な医療施策について審議され、報酬改
訂に係る「基本方針」が策定されます。ともすれば、報
酬改定の主役は「中医協」との認識ですが、実質は内閣
で決定された総額を、社会保障審議会で策定された基本
方針に沿って「分配」する場に過ぎず、楽観視するなら
ば、概ね「 1： 1：0.3」の分配率は決まっていますの
で、薬剤師・薬局は「基本方針」に沿った業務の取組が
対策となると思われます。その「基本方針」は先の「経
済財政諮問会議」の答申である「骨太の方針」や「規制
改革推進会議」の答申である「規制改革実施計画」に
沿ったものであるところから、その会議においての薬剤
師・薬局関連の記述を理解していく事が必要となります。
　【骨太の方針2018】概要
＊オンライン服薬指導（オンライン医療）
＊予防健康づくりの推進（セルフメディケーション
を推進）

＊医薬品等に係る改革（薬価改定、多剤投与、患者
本位の医薬分業）

＊公平な負担、給付の適正化（かかりつけ薬剤師、
薬剤自己負担）

　【規制改革実施計画】平成30年 6 月
＊オンライン診療を実施した場所で薬剤師が服薬指
導の実施

＊薬剤師による対面服薬指導とオンライン服薬指導
を柔軟に組み合わせる

＊「一気通貫の在宅医療」の実現に向けて電子処方箋
のスキームを完全に電子化

これらをふまえ、調剤報酬改定の意図する方向性として
　〇かかりつけ薬剤師・薬局　
　〇重複投薬・相互作用等防止加算　
　〇外来服薬支援　
　〇プレアボイド等の事例収集・分析　
　〇服薬情報提供　
　〇分割調剤　
　〇後発医薬品
がキーポイントとして挙げられ、最後に乾英夫副会長が
出席されていた「医薬品医療機器制度部会」において発
表された「薬機法等制度改正に関する取りまとめ（抜
粋）」について
（ 1）患者の薬物療法を支援するために必要な薬剤師・

薬局における取組
①服用期間を通じた継続的な薬学的管理と患者
支援
〇薬剤師に、調剤時のみならず、薬剤の服用
期間を通じて、一般用医薬品等を含め必要
な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指
導を行なう義務の付加

〇服薬状況等の情報や実施した指導等の内容
についての記録

②医師（歯科医師・薬剤師）等への服薬状況等
に関する情報提供
〇医療機関・薬局で診療又は調剤に従事する
医師・歯科医師・薬剤師に適切な頻度で服
薬情報等を提供する

（ 2）患者が自身に適した薬局を主体的に選択するた
めの方策
患者が自身に適した機能を有する薬局を主体
的に選択できるよう、薬局開設許可に加え、
特定の機能を有する薬局を法令上明確にし、
当該機能を果たしうる薬局であることをしめ

平成30年度 社会保険指導者研修会

専務理事　村上　信行
日　時：平成31年3月18日（月）
場　所：AP市ヶ谷
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す「名称の表示」を可能とする。
〇地域連携薬局
地域において、在宅医療への対応や入退院
時をはじめとする他の医療機関、薬局等と
の服薬情報の一元的・継続的な情報連携に
おいて役割を担う薬局

〇専門医療機関連携薬局
がん等の薬物療法を受けている患者に対し、
医療機関との密な連携を行いつつ、より丁
寧な薬学管理や、高い専門性を求められる
特殊な調剤に対応できる薬局

との要点を解説がなされた。
　続いて厚生労働省医療指導監査官の土井研治氏から平
成31年 2 月末時点ではあるが平成30年度の特定共同及び
共同指導等における主な指導事項の説明があった。
　この点に関しては、平成29年 3 月に厚生労働省が報酬
請求に係る質的向上や適正化推進を図ることを目的に指
導監査に関する情報を下記アドレスに開設されています
ので是非とも参考にしていただきたいと思います。この
度は保険薬局の指導におけるチェク項目リストも公表さ
れ、日常業務の見直しにも役立てることが可能です。
　https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
　厚生労働省薬剤管理官　田宮憲一氏からは医療費等の
動向と、消費税引き上げに伴う報酬及び薬価改定につい

てや、NDB（ナショナルデータベース）と介護DBを
活用しての「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施」、審査支払機関の機能強化、平成30年度調剤報酬改
定と次期改定等についてのお話であった。内容的には安
部副会長の要点と重なるものであったが、やはり冒頭に
記した「三つの会議」と密接に関与していることを再確
認しました。
　本研修会を通じて「薬剤師・薬局が選択されるために」
という観点が多用されたが、確か1980年代後半頃の日本
薬剤師会医薬分業対策研修会での講師が、「分業により
薬局は患者に淘汰される」と説かれた方がおられた記憶
がある。逆の逆の表現ではあるが同じ危機感に基づくも
のだと思います。また、同様の時期の研修会において、
当時は厚生労働省に在籍されていた石井甲一前日薬副会
長が医薬分業指導者研修において「薬剤師も風を受けて
下さい」と説かれました。定着しつつあった医薬分業は
その当時から、理念・経済・制度の弱点を表していたの
かもしれません。今ここに「まったなし」の状況におか
れています。かかりつけ薬剤師に関するアンケートでは
患者さんから高い評価を得ています。その評価は薬剤師
として何をしたかではなく、患者さんに何が出来たかと
言うアウトカムの観点であろうかと思います。
　31年度は消費税関連改定と本改訂の二度が実施されま
す。先の観点は今後も報酬改定に大きな影響をもたらす
と思います。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 139ページ
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雨災害時の三原薬剤師会の活動について報告がありまし
た。初めての経験で何をどう動いていいかわからない中、
三原市（行政）や活動しているたくさんの団体と情報共
有しながら行ったこと、たくさんの写真とともに知るこ
とができました。その中でも、やはり、お薬手帳の存在
は大きかった、との報告でした。

第 2 部②「やっさだるマンカードによる連携の現状と今
後について」

　「三原市薬薬連携を考える会」の方から「やっさだる
マンカード」についての使用法と使用後のアンケート結
果について報告がありました。
　「三原市薬薬連携を考える会」が、昨年、お薬手帳の
さらなる活用法を考え、「やっさだるマンカード」を発
案し、市内の病院と保険薬局に配布しました。お薬手帳
は大変有益なツールですが、まだまだ課題があります。
例えば、副作用情報などを書くページがありますが、ほ
とんど活用されていない現状があります。それを変えて
いこうと、三原独自のカードが作成されました。お薬手
帳は、まだまだ進化の途中であり、今後の展望としては、
多職種との連携ツールとしての活用を試案中とのことで
す。

  三原地区では、年 2 回病院薬剤師と保険薬局薬剤師の
合同の研修会、交流会を行っており、規模もそれほど大
きくないため、お互いが顔の見える関係になってきてい
ます。
　広島県薬剤師会からも、数名出席されていましたが、
内容に独自性があって、講師が外部ではなく内部の者で
あることなど、すばらしいとおほめの言葉をいただきま
した。
　私も含め、多分出席者全員が、大変実りある未来志向
の研修会であったと感じられたのはないか、と思います。

　平成31年 3 月20日に開催された三原・竹原地区、薬薬
合同研修会に出席しました。
　この研修会は、薬剤師生涯教育推進事業、「次世代薬
剤師特別委員会」企画による研修会でした。

第 1 部「連携方法・ツールについて考える」
　「次世代薬剤師委員会とポリファーマシー・残薬につ
いて」
　次世代委員の方の発表の後、ポリファーマシーについ
てディスカッションしました。　各グループに分かれ、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師がそれぞれの立場で話し合
いました。話し合いの後、各グループが発表し、意見を
共有しました。
　出た意見としては、
・病院、薬局それぞれがお薬手帳をもっと活用する。
・入院時に飲み忘れが多いことに気づき、主治医に提
案し服用回数を減らしてもらった事例。
・かかりつけ薬剤師の利用をもっと広げていく。
・薬剤師外来があればいい。
・主治医に薬のことを相談しづらいと思っている患者
がいる。
・薬剤情報提供文書を活用してもらい、余っている薬
を薬剤情報提供文書に書いてくるように促す。
・お薬手帳を見たとき、自薬局は関わっていないが、
気になる処方に気づいた場合の対応はどうしたらい
いか。
・飲み忘れがあるのは、薬剤師の説明不足ではないか。

など一部ですが、率直な意見交換がなされました。病院
薬剤師、保険薬局薬剤師が、お互いの日頃のモヤモヤを
発表し、また理解しあえたと思います。

第 2 部①「豪雨災害での連携活動報告」
　三原薬剤師会センター薬局の方から、昨年の西日本豪

三原・竹原地区 薬薬 合同研修会

三原薬剤師会　丹羽　和子
日　時：平成31年3月20日（水）
場　所：興生総合病院
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想い」を書き留めておく、保管用のノートです。これ赤
と併せると、「これから」のことについて対象者の方と
一緒に考えていただく機会を持つことができ、保管して
おくことで、いざというときには専門職間で対象者の
“想い ”を共有するためのツールとして役立ちます。
　「これから手帳」には 6 つの質問が設定されており、
生涯にわたって一人ひとりが最後まで「自分らしく」自
立して生活するために、「今の私」について専門職と話
をしながら書き残すことで、これからの生活の変化に対
応して、適切な支援が受けられるようにすること、また
健康保持や介護予防に取り組む上での助言を受けること
を目的としています。
　サポートを行う専門職としては、ここでのコミュニ
ケーションを通じて、本人の生きることへの意欲や生き
方などを知ること、また今後の支援において、自分らし
さのサポートに活かせるように本人の生活における思い
や意向を知り、多職種で共有できるようにすることを目
的としています。
　多職種で利用者の「自立」を支援するための手帳であ
ることを意識して、利用者の想いや専門職からの情報を
共有し、専門性を活かした支援を実施するためのツール
として使用して頂けたらと思います。

　広島県歯科医師会館において、平成30年度第 4回自立
支援多職種ネットワーク推進会議が開催されました。こ
の会議は広島県民一人ひとりが生涯にわたって、自分ら
しく健やかに生活を継続できるように、私たち専門職が
自立に関する共通の認識を確認しあい、連携して支援す
る体制を整備する目的で設置されています。今回が最終
回ということで、完成した「改訂版これから手帳」がお
披露目されました。
　「これから手帳」は自立支援多職種連携ワーキング会
議において2018年に作成され、その後 1年間で実際に活
用した専門職の声をヒントにこの度改訂されました。大
きな変更点としては、いままでは一冊であったものが、
説明用の「これから手帳」（通称：これ赤）と記録保管
用の「これから手帳～わたしの想い～」（通称：これ白）
の二冊に分かれた点です。これ白については、お薬手帳
と同じ大きさになり、携帯しやすくなりました。
　これ赤は、高齢者を迎える全ての広島県民を対象に作
成した手帳です。これからのことを考えるための冊子で
あり、“介護予防 ”や “ 自立支援 ”についての説明を行
う小冊子として、また地域の専門職ネットワークや地域
包括ケアシステムを説明する小冊子としても使えます。
　これ白は、これから手帳の問いに対応した「わたしの

自立支援多職種ネットワーク推進会議 
平成30年度 最終回「改訂版これから手帳お披露目会」

常務理事　有村　典謙
日　時：平成31年3月20日（水）
場　所：広島県歯科医師会館
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　平成31年 3 月23日（土）の10：00～12：00に広島県薬
剤師会館 1階の無菌調剤研修室と会営二葉の里薬局の無
菌調剤室を使用して、平成30年度在宅支援薬剤師専門研
修会（無菌製剤処理研修）が行われました。
　参加人数は 6人で、少数の実習となりました。講師・
運営を合わせても約10人超程度のミニ実習で、和やかに
出来る実習だと思いました。
　どういう実習をしたかというと、まず会営二葉の里薬
局の横にある無菌調剤研修室で、ニプロ株式会社の学術
部の講師の先生が、机上での導入講義を行い、①無菌製
剤処理とは②無菌調剤室の設備③手指衛生について④個
人防護服とは⑤シリンジ・針・アンプル・バイアルの取
り扱い等をプロジェクターに映して、こまかく説明され
ました。
　その後実習に入りました。まず手洗いや薬品類の取り
扱いを机上で実習しました。その内容は、
　①【手洗い】無菌製剤処理をするにあたり手指消毒が
大切なので、手洗いチェッカーを使い手洗いの基礎の実
習をしました。手に雑菌に見立てたローションを塗り、
石鹸で手を洗い水でよく濯いだ後に、手をチェッカーに
入れると、ブラックライトで洗えていない所が光って、
洗い残しが一目で分かりました。私は親指の根元のあた
りに洗い残しが大きく出ていました。
　②【シリンジ・針・アンプル・バイアルの取り扱い】
今迄に、病院実習もしたことが無ければ、病院に就職し
たことも無かったので、注射針の取り扱いや、バイアル
のカットの仕方などがとても新鮮に映り、久しぶりにワ
クワクした感じで実習を行いました。
　実際は、点滴の調製を行うという実習で、生理食塩液
から注射筒に注射針を付けて液を抜き取り、バイアルに
刺して液を入れ、溶解させるというような一連の作業
（動作）を無菌調剤室に入る前に練習をしました。
　その後、実際に無菌調剤室のクリーンベンチを使って
実習をしました。
　個人防護服を装着し、無菌調剤室内に入り、クリーン
ベンチで点滴剤の調製をするという作業をしました。先

に机上で同じことをしていたので特に迷うこともなく調
製は素早く出来ました。しかしながら、クリーンベンチ
がフルオープンタイプだったので、調製する際に作業を
見ようとしてしまい、顔が何度もクリーンベンチ内に入
るという痛恨のミスを連発していました。
　今回の実習は、 6人という少人数で行ったので気にな
る所が聞け、また、一人で点滴剤を調製する実習が行え
たので大変有意義であり、実際に処方箋が出た時には、
調剤・調整ができるという自信になりました。

　無菌製剤処理の基礎について学びました。実習をする
ために参加人数を制限し、このグループは 6人でした。
実際に調剤をされている方も、再確認のために参加され
ていました。
　講師のニプロ株式会社中国支店　学術部　久保田亜摘
先生の軽快な語り口で講義が始まりました。
導入講義
　無菌製剤処理について、クリーンベンチと安全キャビ
ネットの違い、排気がどちらに向いているかを聞きまし
た。このあたりから私は「へぇ～ボタン」の押しっぱな
しです。次に手指衛生について、実際に手洗いをして、
どの程度きれいになっているかを検査しました。以前に
薬局の勉強会でしたことがあったので、手指間や親指な
ど気を入れて洗いました。 2度洗いをしたので皮膚はき
れいになったのですが、爪囲の洗いが不十分でした。第
一関節を曲げて洗うというコツを教えていただきました。

平成30年度 広島県在宅支援薬剤師専門研修会 
（無菌製剤処理研修）

日　時：平成31年3月23日（土）・30日（土）
場　所：広島県薬剤師会館1階　無菌調剤研修室・会営二葉の里薬局

　　　　　報告Ⅰ（ 3月 23 日）

廿日市市薬剤師会　新出　恵

　　　　　報告Ⅱ（ 3月 30 日）

常務理事　松村　智子
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注射針、シリンジ、アンプル、バイアルについて、なる
ほどそういう意味なのかと納得しました。
机上実習
　シリンジ、針、アンプル、バイアルの取り扱いをしま
した。先生のされる通りに見様見真似です。針刺し事故
を起こさないためのワンポイントを講師の先生は軽く話
されるけど、このように一から手技の基礎を学ぶことが
とても重要であると感じました。
実習
　防護服も、着るときは清潔にするポイント、脱ぐとき
には薬物を拡散しないように意識すること。先ほど机上

でやったことをクリーンベンチで再度やってみる。手元
を近づけないよう意識しました。
　今回の実習をさせていただき、病院で看護師さんが何
気にされている手技を興味深くみるようになりました。
調剤においてもそうですが、不慣れなものが薬を作って
いるところを患者さんが見たときに、この薬大丈夫かな
と不安に思われます。スペシャリストとしては、確実に、
またスマートに作ることも信頼と思います。実際に注射
調剤は慣れるほど機会はないかもしれない。けれど「で
きない」とは言えない位、他職種からは期待されている
のも現実です。

　今回、薬事情報センターでの業務について説明を伺い、
モバイルファーマシーの実物を見学するという貴重な体
験をさせていただきました。
　この説明会を受けるまで、どのような仕事をされてい
るのかを耳にすることはあっても、細かな内容までは存
じ上げませんでした。また、モバイルファーマシーは想
像していた以上に様々な設備が用意されており、あらゆ
る被災地に対応する薬局になることを期待しています。
　特に興味を惹かれたのは、消費者からの相談を電話で
受け付けるお薬相談電話とモバイルファーマシーの設備
でした。
　まずお薬電話相談の話題を面白く感じたのは、私がも
ともとセルフメディケーションや患者が薬に関する知識
を深めることに興味があるからです。医療用医薬品に加
えてOTC医薬品も数多くの種類が流通する現代におい
て、自分が使っている薬について自身で調べる患者も多
くいらっしゃいます。そしてそのようなときにインター
ネットを使う方がほとんどだと考えますが、インター
ネットではやはり真偽が不確かな情報も存在します。そ
んなときに薬局やドラッグストアにいる薬剤師のもとま
で赴く手間もなく、電話で相談ができるのは手軽で便利
だと考えます。
　他にも広島中毒119番やアンチ・ドーピングホットラ
インなど、薬や病気のことで市民が不安に思うこと全般

薬事情報センター業務紹介及びモバイルファーマシー見学

日　時：平成31年3月26日（火）・4月4日（木）
場　所：広島県薬剤師会館

　　　　　報告Ⅰ（ 3月 26 日）

広島大学薬学部薬学科 5年　土井　隆聖

を相談する手段として薬事情報センターの事業は活躍し
ていると感じます。
　次にモバイルファーマシーの設備について、これは想
像以上に充実したものでした。このたびの説明会以前に
モバイルファーマシーがどのようなものかは伺っていた
のですが、そのとき聞いた以上にあらゆる状況に対応す
るための造りとなっておりました。
　キャンピングカーを改造した車両なため水の運搬が容
易であり、その水を用いることで水剤の調剤をするだけ
でなく、シャワーやトイレに用いれば被災地で水からの
感染症に罹患することを防ぐことができます。
　分包機も備え付けてあり、最大わずか21包分と少なめ
ですが、被災地への薬の流通が回復するまでの期間（ 7
日間）をカバーするには充分だとのことでした。
　また、調剤のための薬品棚は楽に持ち運べるための創
意工夫がこなされ、常に利便性の向上に配慮されていま
す。
　今回の研修では病院や薬局以外での場における薬剤師
会の業務を多く学ぶことができました。薬事情報セン
ターでは薬の担い手として今の薬剤師に求められている
ことが、モバイルファーマシーでは災害が起きる前に何
を想定しておくか（BCPの作成）や実際に被災地で何
ができるかを知りました。
　いつ如何なるとき、どんなことでも、患者に限らずす
べての人々が安心して健やかに過ごせる日々のために薬
剤師が行っている努力を学びました。ありがとうござい
ました。
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　　　　　報告Ⅱ（ 4月 4日）

福山大学薬学部 5年　清水　謙太

　私は本日、広島県薬剤師会で実施された薬事情報セン
ター業務紹介及びモバイルファーマシー見学に参加させ
て頂きました。薬事情報センター業務内容とモバイル
ファーマシーの働きについてまず薬事情報センターの業
務というものをはじめて知り、なにげなく行われている
研修会等の開催やお薬相談やアンチ・ドーピングホット
ライン、薬剤師の在宅訪問相談電話などの相談・助言に
関わる事業、ホームページによる情報提供、情報誌の発
行などの薬事関連情報の収集、提供活動、薬の適正使用、
ドーピング等に関する研修会などの講演活動及び広島県
薬剤師会会員の講演活動支援、薬局実務実習の協力など
を実施して頂いていたことを知りました。またアンチ・
ドーピング機構や日本中毒情報センターというサイトで
調べたいものを間違いなく検索するためのネット検索方
法も教えていただいて例えば石油製品や、酸性アルカリ
性の漂白剤、防虫剤など危険なものを子どもが飲み込ん
でしまった場合や吸い込んだ場合、目に入った場合、皮
膚についた場合など詳しく記載されていました。これか
らの学習で正しい情報を探す上でとても便利なことも教
えていただきました。
　次にモバイルファーマシーについてですが、これはそ

の名の通り移動することができる薬局です。いままでは
薬学生でありながらモバイルファーマシーと言われても
あまりパッとイメージができていませんでしたが災害時
の薬剤師の業務として二酸化炭素濃度の測定や砂埃など
がはいってこないか、温度湿度、食事を長時間放置して
いないかなどの避難者の住居空間、貯水槽があるか、塩
素濃度、濁ったり異臭はないかなどの水質、トイレ、食
事などの生活環境のことからOTC医薬品や処方箋医薬
品のお薬相談などさまざまな業務のことを教えていただ
きました。そしてモバイルファーマシーの設備を実際に
車両の中に入らせて頂いて移動する薬局ならではの薬剤
が飛ばないように移動中はカバーで覆ってあったり引き
出しはボタンを押さないとあかないような工夫やが垣間
見れました。きちんと患者さんに薬剤情報を渡すためや、
医療を引き続いてもらうための資料作成、自衛隊の人に
扱っている薬剤を知ってもらうための薬剤リストの作成
のためのパソコンやコピー機もきちんとおくスペースが
確保されていたのを見てきました。
　今回薬事情報センターの業務やモバイルファーマシー
について勉強したのははじめてで、日頃薬剤師が働く環
境を整えてくれていたり災害時での薬剤師の活動内容を
学習させてもらって、将来このようなことも視点に入れ
て活動しなければいけないなと感じさせられ、とても勉
強になりました。とても詳しくわかりやすく丁寧に説明
していただきありがとうございました。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 139ページ
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　広島県地域保健対策協議会 脳卒中医療体制検討特別
委員会では、広島県における保健医療提供体制（脳卒中）
の現状と課題を共有し、今後の方向性について協議を重
ねています。昨年度第 7次保健医療計画（脳卒中医療）
を策定しました。施策の方向性として①速やかな搬送と
専門的な診療が可能な体制づくり、②病期に応じたリハ
ビリテーションが一貫して実施可能な体制づくり、③在
宅療法が可能な体制づくりが掲げられ、それぞれの施策
の方向について、具体的な計画が示されています。今回
の委員会では、（ 1）第 7次保健医療計画「脳卒中対策」
の取組状況について、（ 2）脳卒中地域連携クリティカ
ルパス使用状況について、（ 3）脳血管内治療等に係る
JUST（ジャスト）スコアを活用した救急患者の搬送に
ついて、協議されました。
　（ 1）について、マツダスタジアムのアストロビジョ
ン、ラジオ、新聞等による特定健康診査の受診勧奨およ
び特定保健指導の推進、市民公開講座の後援を実施した
こと、広島市域においては、脳血管内治療を必要とする
患者を迅速に治療実施可能な医療機関へ搬送し専門治療
を提供できる体制が構築されたことなどが報告された。
　（ 2）について、平成31年 3 月上旬に基礎調査を実施

した結果、地域連携パスは77%の医療機関で使用され
ており、県内共通様式であり何れの医療機関とも円滑な
連携を図ることができることについての評価が高いこと
が示された。今後、HMネットでのパスの運用拡大、お
よび急性期から生活期まで連携していることについての
調査を検討することが報告された。
　（ 3）について、脳血管内治療における救急医療体
制（病院前救護）検討部会での議論内容が報告された。
JUSTシステムとは、複数の脳卒中の病型を予測する世
界初のスコアであり、救急隊員が現場や搬送中に21の質
問項目をアプリに入力すると、高い確率で、脳卒中の可
能性とその病型（脳主幹動脈閉塞症、その他の脳梗塞、
脳出血、くも膜下出血）を判定できます。非常に有益な
ツールなので、今後の運用等について継続して検討する
ことになりました。
　脳卒中の治療や再発予防において、シームレスな薬物
治療が重要です。現在、地域における連携を推進するた
め薬剤師の積極的な参加が求められています。今後、地
域連携パスを利用した急性期から生活期までの連携に、
薬剤師としてどのように貢献していくかを考えて行きた
いと思いました。

広島県地域保健対策協議会 
脳卒中医療体制検討特別委員会

副会長　松尾　裕彰
日　時：平成31年3月27日（水）19：30～21：00
場　所：広島県医師会館　401会議室
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　本研修会は、厚生労働省平成29年度薬剤師生涯教育推
進事業の一つとして企画・開催されました。地域の病院
薬剤師と保険薬局薬剤師とが地域医療に関する基本的な
知識を身につけ、直面する様々な問題を共有し、目指す
べき地域医療に一体となって取り組むことを目的として
います。開催にあたり、各支部より病院・保険薬局薬剤
師の次世代指導薬剤師地域担当者が集められ、昨年10月
には指導者養成のための研修会が行われました。
　さて、本研修を行う地区単位を決める中で、我々は
「地区の実情に応じた内容」という事業の趣旨を考慮し、
安佐地区（広島市安佐南区・安佐北区）単独開催とし、
実行委員 3 名で研修会を企画・実行することにしまし
た。これまで地区に勤める保険薬局薬剤師と病院薬剤師
とが同じ目的・目標で研修をしたことはなく、互いの情
報交換や顔の見える関係作りを図る場所がありませんで
した。それ故、本合同研修会が薬薬連携の交流の場とし
ても活用されることを期待し、薬剤師の地域医療に対す
る役割・貢献とは何なのか、地域における問題点・解決
に向けた取り組みは何なのか、継続的な研修会や交流会
を通してその突破口を見つけることを目標としました。
　短い準備期間でありましたが、地区の実行委員が協力
し合い、合同の初の研修会としては滞りなく開催するこ
とができました。参加者は病院14名、保険薬局29名の合
計43名でした。講師の広島大学病院薬剤部薬剤主任　柴
田ゆうか先生は、次世代薬
剤師特別委員会における指
導者養成研修会でも講師を
務めていただきました。「ポ
リファーマシー対策を考え
る」をテーマとし、必要な
視点と考え方についてご講
演いただきました。
　まずは高齢化社会を迎え
た日本の現在の置かれてい
る状況、高齢者の身体的・心理的特徴、国の目指す薬剤
師の新機能について示していただきました。その後、ポ
リファーマシーの概念、国内外のその対策に係る動向、
そして例題を用いながらポリファーマシーに対するアプ
ローチについて学びました。本講演を聴講した感想とし
ては、患者の使用薬のチェック機能として薬剤師の役割

はやはり大きなものであり、まだ十分浸透しているとは
言えないトレーシングレポート（服薬情報提供書）の積
極的な活用も大いに推進する必要があると感じました。
また、柴田先生から減薬することにおいて大事なことは、
患者とのコミュニケーションであり、患者の全使用薬の
把握だけなく、患者の治療・服薬に対する思いや意向を
都度確認することであると教えていただきました。
　今後の会の継続のため、参加者から取り上げてほしい
テーマ等に関するアンケート調査を行いました。その中
で、薬局薬剤師から病院薬剤師の方を講師に迎えた研修
会を望む声もあり、今後の合同研修会の開催に関する前
向きな意見がみられました。各々の職場や薬剤師の得意
なところ・取り組みを紹介することで、受講者側は学
び・実践し、講演者側もさらに高みを目指すという、両
者の相互理解から相互支援や相互成長ができるような交
流の場を築くことができればと思います。アンケート結
果における関心の大きな分野として、薬局・病院で大き
な偏りはなく、◎薬剤の一元的継続管理に関する薬薬連
携（HMネット、お薬手帳、各種パス、入退院に係る連
携など）、◎プレアボイド、副作用監視・対策に関する
こと、◎疑義照会・処方提案に関すること、◎在宅医療
に関すること、◎検査値に関すること、が挙げられまし
た。懇親会開催の声も半数以上得られましたので、こち
らも前向きに検討したいと思います。
　トラブル・反省点としては、準備期間が短かったため
か参加が思ったより少な目であり、次回はしっかり余裕
を持って準備や告知をしていきたいと思いました。また、
病院薬剤師会の研修シールが当日間に合わず、後日参加
者に郵送という形になってしまいました。その背景とし
て、病薬の研修シール申請が 1か月以上前にする必要が
あったにも関わらず、会場予約が 1か月前からしかでき
ず、正式な案内が作成できなかったことの手続き上の不
備が挙げられます。病院と薬局における研修会開催手順
の相互理解が足りませんでした。
　今回、合同研修を支部単独で行ったことで、地区の実
情に合わせた薬剤師同士の交流や協力が期待され、地域
医療への貢献につながるものと思われました。本研修会
の開催にあたり、ご指導、ご協力いただきました皆様に
この場をかりて感謝申し上げます。

第1回 安佐地区合同薬剤師会研修会 
「ポリファーマシー対策を考える」

安佐薬剤師会　山田　篤志
日　時：平成31年3月28日（木）
場　所：安佐南区総合福祉センター6階会議室
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　 4月 7日（日）県医師会館にての標記研修会に、出席、
受講いたしました。
　CBRNE（シーバーン）災害とは、C：化学　B：生
物　R：放射能　N：核　E：爆発物による特殊災害を
総称しています。CBRNE 災害は決して人為的な物ば
かりではなく、地下水のヒ素、カドミウム汚染やエボ
ラ出血熱、MERS 等の特異感染症、化学工場での爆発
や運搬時の事故もあります。それらの医療対策におい
て、基本的には災害医療ですが、感染症・熱傷・急性中
毒・ショックの多岐にわたる分野となります。NBCテ
ロ、BCR兵器や爆発物（E）対策を除いたNBCR対策
等の分類標記をされる場合もありますが、この度の研修
は2020年のオリンッピクを念頭に置いた喫緊の課題とし
て、総括的テロ災害と医療対策講習でしたのでCBRNE
が対象とされています。演題は下記の 5題で 4時間のプ
ログラムでした。

【講演 1 】CBRNE テロ・災害と医療対策の重要性
NBCR対策推進機構理事長（元陸上自衛隊化学学校長）

井上　忠雄
【講演 2 】爆発テロと医療対策

日本医師会救急災害対策委員長：
杏林大学医学部　主任教授　山口　芳裕

【講演 3 】化学テロ・災害への最新の医療対策
医療法人社団元気会横浜病院長

（元自衛隊中央病院内科部長）　箱崎　幸也
【講演 4 】バイオテロ・バイオ災害の医療対策

防衛医科大学校防衛医学研究センター
広域感染症疫学・制御研究部門　教授　加來　浩器

【講演 5 】大災害発生時における消防と医療の連携
NBCR対策推進機構特別顧問（元東京消防庁防災部長）　

伊藤　克己

　まず、井上理事長から特殊テロ全般についてのお話が
あり、最近の国際テロでは、無差別で警備の弱い、ソフ
トターゲットが狙われ、インターネットを介しての拡散
や、テロ実行者が地元での犯行に及ぶホームグロ－ンテ
ロリストであることも脅威とされました。薬剤師として
はある意味、身近な化学剤が印象に残りました。致死性
化学剤としては、シアン系の血液剤、ルイサイト、ナイ

トロジェンマスタード等のびらん剤、タブン、サリン、
ソマン等の神経ガス剤、VEガス、VMガス、VXガス
などのV剤や塩素ガス、ホスゲン、クロロピクリン等
の窒息剤があり、致死ではないまでも　催涙剤、嘔吐
剤、無力化剤、焼夷剤等の化学剤がテロに用いられる可
能性を指摘されました。それらの危険度の指標には、馴
染みのある LD50の他に、暴露 1分間の時間で50％が死
亡する濃度を LCt50で表し、単位はmg　min/m3で表
され、サリンが70mg　min/m3であるところから 7 mg
であれば10分間で50％の致死となります。井上先生のお
話で印象に残ったのはノビチョック（Novichok）と塩
素でした。ノビチョックはV剤で、手のひらに入る香
水瓶一本の量で会場である医師会館講堂の広さの全員に
作用するほどの脅威であり、塩素は飲料水、プールなど
で日常的に使われ、保存されている物の貯蔵保安でした。
神経剤は多くがコリン作動系神経症状で、薬物治療はア
トロピンと PAM、ジアゼパム等になります。特殊災害
への応急対処では「事態の把握と被害の軽減措置」を重
要とされています。「警報（検知）」を初動とし「防護」
「除染」「救護（医学的措置）」として行きます。さらに
化学テロにあっては時間・場所・気象等も重要な要素と
なるとのお話でした。続いての山口先生は所用での来広
がかなわず、次演者の箱崎先生が代行されました。箱崎
先生は山口先生と共に平昌オリンピック・パラリンピッ
クで医療対応に帯同され、爆弾テロへの造詣が深い先生
でした。基本医師対象の講習会でしたので、爆創部の感
染は、非常に高率なので一時的縫合はしてはならないと
か、爆弾テロの脅威下にある諸外国ではAEDと同様に
止血帯（ターニケット）の一般市民への導入も進んでい
て、2013年のボストンマラソンでの爆弾テロ事件では14
件の一般市民のターニケット使用が確認されていたよう
です。爆弾製造については、日本でもインターネットで
作成方法のDVDを入手し、インターネットで原材料を
購入して作成した事例もあったようです。加來先生から
はバイオテロのお話で、1984年のサルモネラと1972年の
天然痘テロに沿って平時と有事の感染制御策の違いを話
されました。端的に言えば、平時は標準予防策に加え検
査確定後に病原微生物の特徴に応じての制御策を追加し
ていくイメージですが、有事は検査確定前に症候群を基
に経験的に病原体を予測しての予防策が必要とお話でし

広島県医師会CBRNE災害対策医療講習会

専務理事　村上　信行
日　時：平成31年4月7日（日）
場　所：広島県医師会館
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た。テロではなくとも新興・再興感染症においては「臨
床像不明」「市中病院では病原体診断不能」「感染源・感
染経路不明」「有効な治療法（ワクチン）が無い」等の
特徴を持っている状況で、新型インフルエンザ等で定め
られている対策特別措置法においては、病原性が強いお
それのある場合の「緊急事態」が宣言され臨時の医療施
設における医療提供となるが、「緊急事態」の終了宣言
がされると、すべての医療機関での診療を実施しなけれ
ばならないと示されていることの留意が促されました。
最後の伊藤顧問からは現役時代の東京消防庁の取組を中
心にその活動を話されました。中越地震で土砂に埋もれ
た厳しい状況下での車からの姉妹救出に東京レスキュー
が赴き、離れた位置からの無数のマスメディアカメラの
ある意味「監視下」ともいえる思い出や、東京DMAT
連携隊の紹介がされました。東京DMAT連携隊とは
DMAT指定病院と東京消防庁が連携し消防小隊が現場
までDMATを搬送かつ活動の安全管理と消防・医療の
連携を図る仕組みです。概ね消防ポンプ車で搬送されま
すが、DMATがドクターカーで出動され、現場での合
流であったり、消防ヘリでのDMAT搬送も想定されて
いました。最後にNBCRの特別顧問ではありますが、

東京消防庁のOBとして、災害時の情報共有の重要性
を苦言も含めた重要課題として話されました。2008年の
秋葉原殺傷事件で 2隊の東京DMATが出動し無差別殺
傷事件下でドクターの安全確保しつつの防護服着用にて
の緊張した活動を余儀なくされ、犯人捕獲済みの情報は
消防には 1時間も遅れて入ってきたことや、地下鉄サリ
ン事件では現地活動中に異臭の情報はあったが隊員は通
常装備での展開をしており、サリンの情報はマスメディ
アの取材報道で得たことについて話されました。災害時
の警察・自衛隊・自治体との情報共有や指揮命令系統に
おいて、消防では災害規模に応じた指揮官が現地に入り
情報、命令系統が 1本化されるが、医療体制に言及して
もそれぞれの医師がそれぞれで対応されているように見
えるとのお話もありました。消防フェーズ「 0（ゼロ）」
の段階での他機関からの情報が全く得られないことの嘆
きがあったが、逆に災害現場最先端である消防にその情
報を一元化する施策とか、消防から各関係機関に「番記
者」的な職員の派遣を有効にしての対応方法はないもの
かとの感想を得ました。聴講のみでしたが広島県医師会
より終了証を授与頂き、あってはならないが、ある意味
必ず起きる災害への心構えの再確認が出来ました。
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　広島県健康福祉局医療介護保険課の霜正浩事業調整員
の司会で会議が始まりました。
　中国四国厚生局からは、熊瀬進也指導監査課長、胡田
正彦保険指導薬剤師、堀部順史課長補佐、今田千愛係員
が出席されました。
　広島県薬剤師会からは豊見雅文会長、村上信行専務理
事、私と横山修三事務局長が出席しました。
　熊瀬指導監査課長、豊見会長の挨拶の後、本年度の指
導実施計画について下記の説明がありました。

1　集団指導について
①新規指定の保険薬局に対する指導（指定時集団指導）
•新規指定後概ね 1年以内（平成30年 4 月 1 日〜平
成31年 3 月31日）の保険薬局に対して実施：45薬
局

②指定更新の保険薬局に対する指導（更新時集団指導）
•指定更新後及び更新予定（平成31年 4 月 1 日〜令
和 2 年 3 月31日）の保険薬局に対して実施：165
薬局

③新規登録の保険薬剤師に対する指導（登録時集団
指導）

　上記①、②、③ともに
実施時期：令和元年 7月 7日（日）　時間は未定
会　　場：広島国際会議場フェニックスホール

2　集団的個別指導について
•講義方式による集団部分のみの指導を実施予定
•実施時期：10月頃を予定

【令和元年度（平成31年度）】指導実施計画（薬局）

集団指導

中国四国厚生局　指導監査課

集団的
個別指導

新規
個別指導

個別指導

新規薬局 45
更新薬局 165
新規薬剤師 64

6月から実施予定

6月から実施予定

集団部分のみ

平成30年度
新規指定の
保険薬局
平成31年度
選定委員会により
選定されたもの

113

4月　　　5月　　　6月　　　   7 月　   　　8月 　　　9月　　　10月　　 　11月　　　12月　　  　1月　　　2月　　　3月　　合計　　　　備考

274

113

45

60

3 　個別指導について
（ 1）新規個別指導
•新規指定後概ね 1年以内の保険薬局に対して実施
•実施時期　　6月以降予定
•実施機関数　45薬局
（ 2）個別指導
•平成31年度選定委員会で選定された保険薬局
•実施時期　　6月以降予定
•実施機関数　60薬局（高点数49薬局、再指導11薬局）

4　個別指導の実施方法について
（ 1）会場
（ア）新規個別指導

東部会場：尾道市（ 3）、福山市（ 1）、三原市 
（ 1 ）の保険薬局

広島合同庁舎：その他の地域の保険薬局
（イ）個別指導

原則として広島合同庁舎において実施
（ 2）実施時期
（ア）新規個別指導

東部地域については、秋以降に実施
（イ）個別指導

6月以降に順次実施
なお、高点数については、点数上位から優先的
に実施し、再指導については前回から概ね 1年
経過後に実施。

※詳細は、決まっていませんが来年 3月に実施される調
剤報酬改定に伴う集団指導は、西部が 3 月22日（日）、
東部が 3月29日（日）に実施する予定となっています。

令和元年度（平成31年度）保険医療機関等（薬局） 
指導打合せ会

副会長　青野　拓郎
日　時：平成31年4月11日（木）
場　所：広島県薬剤師会館
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広島県立美術館「団体割引会員」について
　本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会員」に登録し
ました。
　会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
　是非ご利用ください。

【割引の対象となる展覧会】

※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉
広島県立美術館
〒730︲0014　広島市中区上幟町２－22
TEL：（082）221－6246
FAX：（082）223－1444
ホームページ　http://www.hpam.jp/

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を 
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：社団法人 広島県薬剤師会

挑む浮世絵　国芳から芳年へ

　会　　期：2019年４月13日（土）～
　　　　　　2019年５月26日（日）
　　　　　　会期中無休
　開館時間：９：00～17：00
 ※金曜日は20：00まで開館
 ※入場は閉館の30分前まで
　入　場　料：一般 1，200円 → 1，000円
　　　　　　高・大学生 1，000円 →  800円
　　　　　　小・中学生    600円 → 400円
　会　　場：３階企画展示室



46 2019 Vol.44 No.3　広島県薬剤師会誌

指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
自動車
買取

㈱JCM

㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除 
特別価格

15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30
10:00 ～19:00

９:00 ～19:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

広島市中区国泰寺町1-8-13
あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4-10-17

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

広島市中区基町6-27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5-23

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成31年 4 月１日現在

（082）293-4125レジャー 國富㈱広島営業所 Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off

８:30 ～20:00 なし 広島市中区江波沖町4-6

優遇買取価格に加え、さらに「全
国共通10,000円分商品券」を別途
進呈。ただし、買取価格5万円未
満の車両は除く。

広島市中区中町8-12
広島グリーンビル4F

（査定受付）
0120-322-755
（代表）
（082）534-8011

（平日）
９:30 ～19:00
（土）
９:30 ～17:30

日曜日・祝日・年末
年始
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（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）512-1000

（082）247-1050

（082）278-2323

（084）920-3950

（082）834-8061

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120-06-0747

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

ひろでん中国新聞
旅行㈱

㈱日本旅行
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱エディオン法人
営業部中四国支店
メットライフ生命
広島第一エイジェ
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン
ター
㈱福利厚生倶楽部
中国（中国電力グ
ループ会社）

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）

募集型企画旅行（パッケージ
旅行）本人のみ３%割引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
エディオン店頭価格より家電製
品10％引、パソコン関連５％引
無料保険診断サービス実施中
国家資格を持ったファイナンシャル・
プランニング技能士が対応

通常価格より15％割引

入会金（一法人）31,500円→無料、
月会費1,050円／人
サービス内容（一例）全10,000アイ
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
約4,000ヶ所 2,000円～、◆公共の
宿：1泊2,500円／人補助◆パックツ
アー：10％OFF、◆フィットネス：１
回500円～、◆映画：1,300円等
特別価格

営業日時
６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00～18:30
土・日・祝
11:00～18:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
毎週火曜

不定休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

年末年始 休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区基町11-10

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

広島市安佐北区落合南
3-2-12 エディオン高陽店2F
広島市中区紙屋町1-2-22
広島トランヴェールビルディング7Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

・新規受付は平成21年８月末をもって終了しました。
・継続の方は引き続きご利用いただけます。
・ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。

広島県薬剤師会会員証（会員カード）について

0120-04-1234墓石 大日堂㈱ 特別価格 10:00 ～17:00 水曜日 広島市東区温品5-10-48
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2 月18日 平成30・31年度広島県薬剤師会代議員・補欠
の代議員選挙の実施について

2 月18日 地域・職域会長協議会資料の送付について

2 月25日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.147」の提供について（通知）

2 月25日 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第19
回報告書について（通知）

2 月27日 第54回広島県薬剤師会臨時総会の開催につい
て（事務連絡）

3 月 1 日 申請受付等に関する連携協力に関する覚書締
結について（依頼）

3 月 1 日 広島県薬剤師会認定基準薬局について（依頼）

3 月 1 日 薬剤師会認定基準薬局の平成31年度第 1 次認
定について（依頼）

県薬より
各地域・職域薬剤師会への発簡

 1 月17日定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成31年 1 月17日（木） 午後6時30分〜午後9時10分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者：有村典謙
出席者：	豊見会長、野村・青野・谷川・松尾各副会長、村上

専務理事、有村・小林・竹本・豊見・中川・平本・
二川・松村・宮本・吉田各常務理事

欠席者：柚木常務理事

【会長挨拶】
　昨日、日本薬剤師会都道府県会長協議会と新年賀詞交換会
がありました。薬機法改正作業の過程で薬剤師に対して非常
に厳しい意見もあり、今からの薬剤師がどうやっていくかと
いうところを皆さん模索をしておられました。薬剤師が今後
どうあるべきかということが重要な課題になると思います。
　広島県で薬剤師が今後どうしていくか、県薬剤師会もどの
ようなことを重点的に動いていくかを皆さんに考えていただ
きたいと思っております。

1 ．審議事項
（ 1 ）広島県からの広報資料作成配付（薬局向け）の受託

について（資料 1 ）（横山事務局長）
掲載日： 1 月 4 日（金）
横山事務局長より、広島県から業務委託の依頼が
あった後発薬の利用促進に関する PR を載せたバイ
ンダーの作成について説明があった。バインダーを

3 月 4 日 応需薬局のゴールデンウィーク休業期間調査
について（依頼）

3 月 7 日 平成31年度広島県薬剤師会会費について

3 月19日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.148」の提供について（通知）

3 月22日 「休日当番薬局」の考え方について

3 月25日 第54回広島県薬剤師会臨時総会の結果につい
て（報告）

3 月25日 第54回広島県薬剤師会臨時総会資料の送付に
ついて

3 月27日 平成31年度公益社団法人広島県薬剤師会賞及
び同功労賞の推薦について（依頼）

3 月27日 平成30・31年度公益社団法人広島県薬剤師会
代議員選挙・補欠の代議員選挙結果の告示に
ついて（通知）

3 月29日 医療事故調査・支援センタ－2018年年報の公
表について（通知）

4 月 1 日 応需薬局のゴールデンウィーク休業表につい
て（通知）

4 月 8 日 医療事故情報収集等事業 第56回報告書の公
表等について（通知）

各薬局に配付し初回質問票に利用してもらうという
ことで、業務を薬剤師会で受注することが承認され
た。なお、バインダーへの記載内容は県で作成する
とのことであった。
豊見会長より、情報量よりインパクトを重視したデ
ザインにしていただきたいという指摘があった。

（ 2 ）薬機法等制度改正に関するとりまとめについて（資
料 2 ）（豊見会長）
今までの医薬分業の薬局の開き方自体が問われてお
り、今後は内向きの働きではなく患者に理解される
薬剤師を目指さないといけない。厳しい現実を知っ
ていただくため審議事項としたと説明され、現状認
識を共有して意見を取りまとめることに決定した。

（ 3 ）平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ
いて（資料 3 ）（野村・谷川各副会長）
野村副会長より事業計画案について説明があった。
松尾副会長より（ 3 ）その他事業の「ク会館建設」
を削除するよう指摘があり修正することとした。
谷川副会長より予算案について説明があった。 1 月
25日（金）に財務担当者会議を行い内容を固めて、
次回常務理事会では新しい予算案を提示することが
承認された。

（ 4 ）「医療・衛生材料備蓄センター」利用手順書（案）
について（資料 4 ）（青野副会長）
返品の項目を「譲渡した商品の返品は受け付けない」
と修正し承認された。
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（ 5 ）日薬代議員中国ブロック会議へ提出する質問につい
て（資料 5 ）（村上専務理事）
日　時： 2 月 2 日（土）15：00〜18：00
場　所：ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元

町 1 番 5 ）
締　切： 1 月21日（月）
村上専務理事より内容については個別に確認するこ
とが説明された。豊見常務理事より国民皆保険の誤
字について指摘があり、訂正することで承認された。

（ 6 ）平成30年 7 月豪雨災害における保険医療活動検証会
への参加について（資料 6 ） （野村副会長）
日　時： 2 月 1 日（金）10：00～16：00
場　所：広島県医師会館　 1 F ホール
内　容： 8 薬剤師チーム　竹本常務理事活動報告
標記検証会について紹介され、できるだけ多く参加
することとした。

（ 7 ）平成30年度「広島県合同輸血療法研修会」への参加
について（資料 7 ）（野村副会長）
日　時： 2 月 2 日（土）15：00〜17：30
場　所：広島県庁　本館 6 階　講堂
谷川・松尾各副会長が出席することとした。

（ 8 ）平成30年度圏域地対協研修会の出欠について（回覧）
（資料 8 ）（野村副会長）
日　時： 2 月 3 日（日）13：00〜16：30
場　所：くれ絆ホール（呉市中央 4 丁目 1 − 6 ）
交流会：16：45〜18：00（隣接 シティプラザすぎや）
谷川・松尾各副会長、二川・松村各常務理事が出席
することとした。

（ 9 ）日本薬剤師会平成30年度学校薬剤師部会全国担当者
会議への参加について（資料 9 ）（豊見会長）
日　時： 2 月13日（水）13：30〜16：30
場　所：日本薬剤師会　 8 階会議室

（昨年度参加：永野孝夫先生、村上専務理事）
村上専務理事、竹本常務理事が出席することとした。

（10）広島県介護支援専門員協会第18回ケアマネジメント
広島大会への参加について（資料10）（村上専務理
事）
日　時： 2 月17日（日）10：00〜15：00
場　所：広島県民文化センター　多目的ホール
標記大会について紹介され、興味のある役員が参加
することとした。

（11）日本薬剤師会平成30年社会保険指導者研修会の参加
について（資料11）（野村副会長）
日　時： 3 月18日（月）13：00〜16：30
場　所：AP 市ヶ谷 C 会議室（ 6 F）

（平成28年度社会保険指導者研修会参加：青野副会
長、村上専務理事）
青野副会長、村上専務理事が出席することとした。

（12）公益社団法人広島県薬剤師会職員給与支給規程の一
部改正について（資料12）（横山事務局長）
広島県の給与が改定されるため、それに準じる薬剤
師会職員給与支給規定の改正について理事会に提案
することが承認された。

（13）HIP 研究会フォーラムへの参加について（資料13）
（青野副会長）
開催日： 2 月 9 日（土）・10日（日）
会　場：国立成育医療研究センター
有村常務理事の参加費（会員価格4,000円）を県薬
から支出することが承認された。なお、来年度の広

島でのフォーラム開催にあたっては、主催・共催で
はなく会場を貸すのみの予定と説明があった。

2 ．報告事項
（ 1 ）12月 5 日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙 2 ）
イ．会務報告（〃 3 ）
ウ . 会員異動報告（〃 4 ）

（ 3 ）委員会等報告
（豊見会長）

12/27　第123回中国地方社会保険医療協議会広島部
会［中国四国厚生局］

1 / 5 　三原薬剤師会新年会［三原国際ホテル］
1 /10　第843回社会保険診療報酬支払基金広島支部

幹事会［支払基金広島支部］
1 /10　平成31年薬事関係者新年互礼会　［広島県薬

剤師会館］
参加者71名

1 /14　安佐薬剤師会学術大会［安田女子大学］
1 /16　日本薬剤師会第 4 回都道府県会長協議会（会

長会［日本薬剤師会］
（豊見会長、豊見常務理事、村上専務理事）

1 /16　日本薬剤師会新年賀詞交換会［明治記念館］
（青野副会長）

12/21　認定基準薬局運営協議会［広島県薬剤師会
館］
認定基準の審査を行ったところ薬剤師数不
足や非会員等の不備が若干あったと報告さ
れた。

（谷川副会長）
12/26　財務担当者会議［広島県薬剤師会館］

（松尾副会長）
12/14　広島県病院協会薬剤師研修会［広島県医師

会館］
参加者30名程で県内の病院薬剤師が参加し
ており、HM ネットの紹介をしたと報告さ
れた。

（村上専務理事）
1 /14　平成30年度在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ［広

島県薬剤師会館］
参加者66名
カリキュラムを縮小し認知症に関する部分
は実績報告という形に切り替えて、今年度
は全員がワーキングを達成できるようにし
たと報告された。

1 /17　日本薬剤師会議事運営委員会［東京・日薬］
（有村常務理事）

1 /12　第519回薬事情報センター定例研修会［広島
県薬剤師会館］

（竹本常務理事）
12/27　広島県アルコール健康障害対策連絡協議会

［広島県医師会館］（資料14）
県薬会誌 1 月号と併せて各薬局にアルコー
ルチェックカードを配付したと報告された。
1 薬局20部の計32,000部程で、全体65,000
部のおよそ半数にあたるとのこと。
また県の取組である「平成30年度広島県ア
ルコール健康障害サポート医（専門）養成
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研修会」についてご案内された。薬剤師も
参加可能とのこと。

 （豊見常務理事）
12/26　平成30年度第 9 回 HM ネット運営会議［広

島県医師会館］
日薬 e お薬手帳から HM ネット経由で処方
箋の写真を送信する機能を実装する件につ
いての議論があったことが報告された。
健康の庫との契約の場合は通知がきて印
刷するという形だが、HM ネットの場合は
FAX で薬局に送られる仕組みを作り、その
送信費用もHMネットが負担することになっ
たと報告された。

（豊見日薬常務理事）
1 / 8 　かかりつけ機能強化事業実施委員会［日本

薬剤師会］
1 / 8 　日本薬剤師会常務理事会［日本薬剤師会］

（資料15）
1 /15　日本薬剤師会常務理事会［日本薬剤師会］
1 /16　日本薬剤師会第10回理事会［日本薬剤師会］

（資料16）
（中川常務理事）

12/25　広島県感染症・疾病管理センター研修会（感
染症病原体研修コース）［広島県健康福祉セ
ンター］

12/26　結核予防技術者研修会［広島県医師会館］
県薬会誌 3 月号に報告を掲載すると説明さ
れた。

（平本常務理事）
1 /17　広島県高等学校保健会第 2 回理事会［広島

県立熊野高等学校］
多くの地区で救急蘇生を演題としていたと
いう事業報告があったため、覚醒剤や薬乱
等を行ってはどうかと提案したと報告され
た。

（二川常務理事）
1 /11　平成30年 7 月豪雨災害時公衆衛生活動（保

健師チーム）報告会［県庁］
（吉田チーム）

1 /16　広報委員会［広島県薬剤師会館］
（指導）

12/21　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（吉
田常務理事）
個別指導についての報告があった。

1 /16　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（宮
本・二川各常務理事）
個別指導についての報告があった。

3 ．その他
（ 1 ）常務理事会の開催について（野村副会長）

2 月 6 日（水）午後 7 時〜（議事要旨作製責任者
【予定】小林啓二）

2 月21日（木）午後 7 時〜
（ 2 ）広島県地域保健対策協議会「〜適切な服薬管理を目

指して〜医薬品に関する講演会」
日　時： 3 月 7 日（木）19：00〜 （資料17）（松尾

副会長）
場　所：広島県医師会館
ポリファーマシー改善に向けた多職種検討の結果に
ついて豊見常務理事から報告と、特別講演として厚
生労働省医薬安全対策課課長補佐の太田様より講演
をいただくと説明された。一斉同報と研修会カレン
ダーでの広報が決定した。

（ 3 ）リチウムイオン蓄電池（POWER YIILES 3 ）モニ
ター募集キャンペーンについて（資料18）（横山事
務局長）

（ 4 ）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料19）（野村副会長）
特に伸びていないが、年末年始の歯科が少し多かっ
たため 1 月は上がる予定と報告された。

（ 5 ）世界アンチ・ドーピング規程禁止表国際基準の冊子
について（冊子）（野村副会長）

（ 6 ）その他
 ・野村副会長より、「ひろしまドナーバンク主催・

終末期医療の選択肢〜臓器提供でつなぐ命〜」に
ついて紹介があった。

 ・豊見会長より、「県立広島大学主催・研究センター
開設記念 HbpMS セミナー」について紹介があっ
た。なお旅費日当の支給はなく、広島市薬剤師会
にも広報して頂き県薬よりまとめて申込を行うこ
ととした。

 ・村上専務理事より、会営薬局での無菌の研修はど
うすれば良いか質問があり、研修は薬局が中心に
行っていくと回答があった。また 3 月に講師養成
の研修会が計画されていること、無菌の手順書を
作成していることが担当者より説明された。

 ・豊見会長より、メーカーがかりの共催の研修会を
公益社団法人が行うことには、今後は考慮が必要
になってくると説明があった。

・豊見常務理事より研修会カレンダーと、研修会の
受け付けシステムは 4 月から本格的に設計を進め
る予定と報告があった。

 ・豊見常務理事より10連休中の薬局業務対応につい
て質問があった。地域薬剤師会に広域病院の休業
期間を調べていただくこと及び地域で全く対応が
できないという状況にはならないようお願いする
こととなった。また、医薬品卸より薬局への医薬
品の供給についても協力の依頼をすることとした。

 ・平本常務理事より事業計画に次世代指導薬剤師特
別委員会について追加するよう依頼があった。ま
た 2 月10・11日の次世代薬剤師指導者研修会につ
いて平本・有村常務理事のほか荒川委員も出席さ
れる予定と報告された。
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 2 月 6 日定例常務理事会議事要旨　

日　時 ： 平成31年 2 月 6 日（水）午後 7 時～午後 9 時35分
場　所 ： 広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者 ： 小林啓二
出席者：豊見会長、野村・青野・谷川各副会長、村上専務理

事、有村・小林・竹本・豊見・中川・平本・二川・
松村・宮本・柚木・吉田各常務理事

欠席者：松尾副会長

【会長挨拶】
　本日は、理事会の提出議題や 3 月の総会に向けて、重要な
議題が沢山ある。薬機法は本当に国会へ上程されるようだ。
様々な事件により厚労省の力が弱まっていると感じる。それ
に反比例し、財務省の力が増大し、医療業界全体には、つら
く厳しい時代になっていくだろうという見方が出ている。当
然、10月の消費税増税の際には薬価・調剤報酬が改定され、
その内容についても分かりつつあるが、厳しい結果が予想さ
れる。我々も一層気を引き締めて業務を遂行しなければなら
ない。 3 月の定時総会に関して、どのような薬剤師会をつく
り運営していくかをしっかり考えつつ、提出議案等を決定し
ていきたいと思っている。よろしくお願いする。

1 ．審議事項
（ 1 ）地域・職域会長協議会次第について（資料 1 ）（青

野副会長）
日　時： 2 月16日（土）15：00～
場　所：広島県薬剤師会館
当日の分担や説明内容の確認、議題等の追加・修正
作業をし決定した。

（ 2 ）理事会次第について（資料 2 ）（青野副会長）
日　時： 2 月16日（土）16：30～
場　所：広島県薬剤師会館
横山事務局長から補足説明を受け、当日の分担や説
明内容を確認し決定した。

（ 3 ）第54回広島県薬剤師会臨時総会資料について（資料
3 ・別冊）（青野副会長）
日　時： 3 月24日（日）13：00～
場　所：広島県薬剤師会館
吉田常務理事より決算等内容について説明があり承
認された。

（ 4 ）理事会の開催について（予定）（青野副会長）
日　時： 3 月24日（日）　総会終了後～
場　所：広島県薬剤師会館
審議事項：安芸薬剤師会代議員・補欠の代議員選挙

提案どおり決定された。
（ 5 ）監査会の開催について（青野副会長）

日　時：① 5 月16日（水）②14日（火）13時00分～
場　所：広島県薬剤師会館
岡田・菊一両監事のご予定を確認し、決定すること
とした。

（ 6 ）理事会の開催について（青野副会長）
日　時： 5 月18日（土）15時00分～
場　所：広島県薬剤師会館

（第55回広島県薬剤師会定時総会 平成31年 6 月16日
（日） 13:00～開催）

（ 7 ）一般社団法人日本老年医学会作成パンフレット「高
齢者が気を付けたい 多すぎる薬と副作用」の印刷
について（資料 4 ）（豊見会長）

先ずは1000冊作成し、公民館等での講演会活動に使
用することを目的とし、無料配布することが決定し
た。

（ 8 ）広島県薬事審議会委員への推薦について（資料 5 ）
（豊見会長）
現　在：豊見雅文会長
引き続き、豊見会長を推薦することを承認した。

（ 9 ）にんしん SOS カードの薬局への配布について（資
料 6 ）（柚木常務理事）
会員薬局への配布とカード内容の確認依頼があった。
内容について特に問題はなく、カード配布について
も承認した。

（10）東京オリンピック・パラリンピック選手村総合診療
所薬剤師募集について（資料 7 ）（竹本常務理事）
1 名の応募があり、日薬へ提出することを承認した。

（11）日本赤十字社広島県支部平成30年度防災・減災プロ
ジェクト～私たちは、忘れない。～の実施に係る賛
同について（資料 8 ）（横山事務局長）
実施期間： 3 月 1 日（金）～ 3 月31日（日）
館内へのポスター掲示等について協力することが決
定された。

（12）患者のための薬局ビジョン推進事業動画作成につい
て（資料 9 ）（豊見常務理事）
ビジョン事業予算内で行うこととなり、事務局担当
者も併せて決めることを決定した。今年度中に動画
を 1 本作成することとした。

（13）歯と全身疾患の関連性の周知・広報のためのポス
ター配布について（資料10）（青野副会長）
会員薬局へ配布することを承認した。

（14）中国新聞広告掲載について（谷川副会長）
昨年と同様に就業支援の内容で広告作成を検討する
ことが了承された。

（15）平成30年度日本薬剤師会研究倫理に関する全国会議
への出席について（資料11）（谷川副会長）
日　時： 3 月13日（木）13：00～16：30
場　所：日本薬剤師会

（昨年度：）
竹本常務理事と横山事務局長が出席することを承認
した。

（16）広島国際大学第18回学位記・修了証書授与式への出
席について（資料12）（青野副会長）
日　時： 3 月15日（金）10：00
場　所：広島国際大学東広島キャンパス
役員等の都合がつかなかったため欠席することを承
認した。

（17）薬事情報センター定例研修会の受講料について（野
村副会長）
事業継続、会員メリット、資料作成の諸経費等を
勘案し、平成31年度より会員は1,000円、非会員は
2,000円とすることを決定した。ただし、学生は引
き続き無料とする。

（18）会営二葉の里薬局の土曜日の閉局について（資料
13）（野村副会長）
処方箋受付状況、経費削減等の諸事情を勘案し、 3
月から土曜日を閉局することを決定した。
吉田常務理事より、土曜日の閉局が「公益性」関係
に問題が生じないかと質問があったが、特段問題は
ないと確認された。

（19）後援、助成及び協力依頼等について
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ア．平成31年（2019年）度「看護の日」広島県大会に係
る後援について（資料14）（青野副会長）
日　時： 5 月11日（土）13：00～15：40
場　所：広島県民文化センター
主　催：広島県、広島県看護協会

（毎年 : 承諾）
後援について承諾した。

イ．第27回広島県言語友の会みつぎ大会の後援依頼につ
いて（資料15）（青野副会長）
日　時： 5 月26日（日）10：00～15：00 （青野副会
長）
場　所：公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設附属

リハビリテーションセンター
（前回：承諾）
後援について承諾した。

（20）その他
・豊見常務理事より、薬剤師資格証（HPKI）の地

域薬剤師会へ支払う手数料の金額について確認が
あった。地域薬剤師会への手数料は一人当たり会
員800円、非会員1,600円とする提案を承認し、地
域・職域薬剤師会長会で報告することとなった。

2 ．報告事項
（ 1 ）12月20日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）委員会等報告

（豊見会長）
1 /19　平成30年度日本薬剤師会中国ブロック会議

［ホテルモナーク鳥取］
1 /24　第57回広島県学校保健研究協議大会［広島

県民文化センター］
1 /25　第124回中国地方社会保険医療協議会広島部

会［中国四国厚生局］
1 /26　広島市薬剤師会新年会［ホテルチューリッ

ヒ東方2001］
（青野副会長、中川・柚木各常務理事）

2 / 2 　第 1 回広島県アレルギー疾患対策研修会［広
島コンベンションホール］

（青野副会長）
1 /18　平成30年度広島県医療安全推進協議会［県

庁・北館］
1 /31　平成30年度第 2 回広島県国民健康保険運営

協議会　［国保会館］
2 / 1 　医療保険委員会（保険薬局部会）担当者会

議［広島県薬剤師会館］
2 / 4 　災害対策委員会［広島県薬剤師会館］

（青野副会長、豊見常務理事）
1 /30　平成30年度第10回 HM ネット運営会議［広

島県医師会館］（資料16）
豊見常務理事より、過日行われた HM ネッ
ト運営会議についての報告が行われ、薬局
のシステムと HM ネットとの接続に関して、
あるベンダーから各薬局のレセコンではな
く、レセコンのセンターサーバーとHMネッ
トを接続するという提案があったことが報
告された。当該レセコンでは、レセコンと
同一のネットワークで参照ができるように
なることが提案されており、データ送信の
手順も簡素化され、HM ネットへの新規加
入のハードルも下がる見込みであると説明

を受けたことが報告された。本日、常務理
事会前に、該当業者より再度説明を受け、
県薬 HM ネット委員会では概ねこの方式で
よいと判断しているが、今後の方向性を左
右する可能性がある大きな案件のため、常
務理事会の了承を得たい旨、上程理由が説
明され了承された。
また、日薬 e お薬手帳アプリから HM ネッ
ト参加薬局へ処方箋画像を送信する機能に
ついては、この 4 月より対応する予定であっ
たが、健康の庫側の仕様変更が予定されて
おり、仕様変更確定後まで延期となる旨説
明があったことが報告された。
さらに、広島ヘルスケアポイントが本年度
末で終了することが広島県から説明された
ことも併せて報告された。

（谷川副会長）
1 /25　財務担当者会議　［広島県薬剤師会館］
1 /27　第 8 回認定実務実習指導薬剤師のためのア

ドバンスドワークショップ中国・四国 in 広
島［広島県薬剤師会館］

1 /31　平成31年度薬局・病院実務実習受け入れ説
明会［広島県薬剤師会館］
実習生の所属大学から各受け入れ施設宛に、
富士ゼロックスのパスワードが送られてい
るが、マニュアルのパスワードをそのまま
入力してしまい、次に進めないという事案
を何件か耳にした。各役員においても、そ
のような事案を確認された場合は、必ず対
象大学へ連絡をするようアドバイスをして
ほしいと要請された。

2 / 2 　平成30年度広島県合同輸血療法研修会［県
庁・本館］

2 / 3 　平成30年度圏域地対協研修会（16：45 交流
会～　シティプラザやすらぎ）［くれ絆ホー
ル］
松村常務理事が呉市薬剤師会からのシンポ
ジストとして登壇されていたと報告され、
ねぎらわれた。

2 / 5 　薬務課新年度予算説明会［広島県薬剤師会
館］

（谷川副会長、豊見常務理事）
1 /28　地対協医薬品の適正使用協議会［広島県医

師会］（資料17）
豊見常務理事より、 3 月 7 日に開催される
地対協研修会で発表する内容について、説
明が行われた。ポリファーマシーが疑われ
る例など、薬の服用について問題があると
思われる事例を用紙に記載し、施設から薬
局に連絡をする連携ツールが提案されおり、
研修会で発表されると報告された。また、
ポリファーマシー改善に向け、施設におけ
る服用薬剤の把握状況についてもアンケー
ト調査を実施することが予定されているこ
とも併せて報告された。

（村上専務理事）
1 /20　平成30年度在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ［広

島県薬剤師会館］
1 /22　復職支援研修会［まなびの館ローズコム］
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1 /29　平成31年度薬局・病院実務実習受け入れ説
明会［福山大学宮地茂記念館］

2 / 2 　日薬代議員中国ブロック協議会［グランヴィ
アホテル岡山］

（竹本常務理事、村上専務理事）
2 / 1 　平成30年 7 月豪雨災害における保健医療活

動検証会［広島県医師会館］（資料18）
（豊見常務理事）

1 /18　ひろしま医療情報ネットワーク（HM ネッ
ト）ワーキンググループ［広島県薬剤師会
館］

1 /24　ST ネット担当者挨拶のため訪問［南海老園
豊見薬局］

1 /28　患者のための薬局ビジョン推進事業にかか
る打合せ　［広島県薬剤師会館］（資料 9 ）

（豊見日薬常務理事）
1 /22　日薬常務理事会［日本薬剤師会］（資料19）
1 /23　日薬指導者研修会 WG 1 ［日本薬剤師会］
1 /25　第 2 回訪日外国人旅行者等に対する医療の

提供に関する検討会［厚生労働省］
1 /29　日薬常務理事会［日本薬剤師会］（資料20）
1 /30　日薬指導者研修会 研修委員会［日本薬剤師

会］
2 / 1 　かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会［厚

生労働省］
2 / 2 　中国ブロック代議員協議会［グランヴィア

ホテル岡山］
2 / 5 　日薬常務理事会［日本薬剤師会］

（松村常務理事）
1 /19　21世紀、県民の健康とくらしを考える広島

県民フォーラム［広島県医師会館］
1 /23　平成30年度健康ひろしま21推進協議会　［県

庁・北館］
（平本常務理事）

1 /29　者のための薬局ビジョン推進委員会　［広島
県薬剤師会館］

（柚木常務理事）
1 /17　ブレストケア・ピンクリボンキャンペーン

in 広島実行委員会［大手町おりづるタワー］
（資料21）

5 月12日（日）にピンクリボキャンペーン
とカープ球団とのイベントが開催予定であ
り、 2 月末までに寄付金付きチケット（自
由席）の申込みができると報告された。

（吉田常務理事）
1 /20　平成30年度高度管理医療機器等に係る継続

研修会［まなびの館ローズコム］
1 /21　復職支援研修会［広島県薬剤師会館］

（横山事務局長）
1 /18　広島県庁税務課来会［広島県薬剤師会］

（指導）
1 /23　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（平
本・吉田各常務理事）

1 /31　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（柚
木常務理事）

1 /31　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の集団的個別指導［広島合同庁
舎］（中川常務理事）

（その他）
12/17　災害対策委員会［日本薬剤師会］（串田委員）

（資料22）
・村上専務理事より、本日は松尾副会長が欠席のた

め資料提出がないが、 7 月開催予定の療養薬学
フォーラムは全国大会であり、病院と薬局での検
査値の共有、抗がん剤の副作用についての猶予事
例関連の報告を 1 コマ持ちたい。基本的には、広
域病院と地域薬剤師との連携で出した事例になる
ため、薬剤師の多数の参加希望と、次回常務理事
会で松尾副会長から説明を要望された。

3 ．その他
（ 1 ）常務理事会の開催について（青野副会長）

2 月21日（木）午後 7 時～（議事要旨作製責任者
【予定】竹本貴明）

3 月 6 日（水） 午後 7 時～
（ 2 ）広島市立安佐市民病院の敷地内薬局について（資料

23）（青野副会長）
開局予定薬局が 2 店舗決まったと資料により説明さ
れた。条件面等に問題があるのではないかという意
見もでたが、本会としては、今後も敷地内薬局につ
いては断固反対であるというスタンスは崩さず、こ
の動向を注視していくと発言があった。

（ 3 ）後発医薬品使用促進チラシの作成と配布について
（青野副会長）
作　成：広島県薬務課（ヤクザイくんのイラスト使

用）
会員宛：県薬より配布
非会員：薬務課より配布

（ 4 ）広島県介護支援専門員協会第18回ケアマネジメント
広島大会について（チラシ）  （村上専務理事）
日　時： 2 月17日（日）13：30～14：50
場　所：広島県民文化センター　多目的ホール

（ 5 ）平成30年度広島県医療安全研修会～コミュニケー
ションから始めよう～の参加について（青野副会長）
日　時： 3 月14日（木）14：00～17：00 （資料24）

　　　　場　所：広島県医師会館　 1 階ホール
　　　　パネリスト：青野副会長

（ 6 ）第27回クリニカルファーマシーシンポジウム大会の
案内について（資料25）（青野副会長）

　　　　会　期： 7 月13日（土）・14日（日）
　　　　場　所：広島国際会議場

（ 7 ） 北方領土返還要求運動広島県民会議について（チラ
シ）（青野副会長）

（ 8 ） 日本医療薬学会入会案内について（パンフレット）
（青野副会長）

（ 9 ） その他行事予定（青野副会長）
・野村副会長より、 5 月ゴールデンウィーク（10連

休）の際に事務局及び二葉の里薬局の対応につい
ては暦通り（休日）とすることが確認され了承さ
れた。
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 2 月 21日定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成31年 2 月21日（木）午後 7 時～
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者：竹本貴明
出席者：豊見会長、野村・青野・谷川・松尾各副会長、村上

専務理事、有村・小林・竹本・豊見・中川・松村・
宮本・柚木・吉田各常務理事

欠席者：平本・二川各常務理事

1 ．審議事項
（ 1 ）医療薬学フォーラム2019/ 第27回クリニカルファー

マシーシンポジウムにおける「災害医療に関するシ
ンポジウム」のシンポジストの推薦について（資料
1 ）（松尾副会長）
会　期： 7 月13日（土）・14日（日）
場　所：広島国際会議場
串田災害対策委員会委員長を推薦することとした。

（ 2 ）第54回広島県薬剤師会臨時総会の運営について（野
村副会長）
日　時： 3 月24日（日）13：00～
場　所：広島県薬剤師会館
次のとおり役割分担を決定した。
・開会の辞：松尾副会長
・閉会の辞：谷川副会長
・司　　会：松村常務理事

（ 3 ）広島県地域保健対策協議会在宅医療・介護連携推進
専門委員会委員の推薦及び委員会への出席について

（資料 2 ）（野村副会長）
現　在：有村健二　前副会長
任　期：平成31年 3 月31日まで　
日　時： 3 月14日（木）19：30～21：00
場　所：広島県医師会館　 2 階　201会議室
平本敦大常務理事を推薦することとした。

（ 4 ）広島県薬剤師会業務継続計画（BCP）の作成につ
いて（青野副会長）
富士見町の時、BCP を作成していたが、会館を移
転したため再度作成する必要がある。まず常務理事
以上及び災害対策委員、職員の自宅住所、携帯電話、
メールアドレス等を収集し、かつ、会館への所要時
間等を調査し、一覧表を作成するということが報告
され、承認された。

（ 5 ）医療従事者等向け研修会（薬物依存症・ギャンブル
依存症）の参加について（資料 3 ）（野村副会長）
○薬物依存症
日　時： 3 月15日（金）14：30～17：00
場　所：医療法人せのがわ瀬野川病院（広島市安芸

区中野東 4 -11-13）
吉田常務理事が出席することとした。
○ギャンブル依存症
日　時： 3 月22日（金）18：00～19：30
場　所：医療法人せのがわ瀬野川病院（広島市安芸
区中野東 4 -11-13）

（ 6 ）広島県薬剤師会関係団体助成金支給要綱の一部改正
について（資料 4 ）（横山事務局長）
提案どおり（支給先から学校薬剤師会を削除）改正
することを決議した。

（ 7 ）大和ハウス工業㈱からの業務協定締結の申し入れに
ついて（資料 5 ）（横山事務局長）

業務協定を締結することとした。
（ 8 ）常務理事会開催日の確認について（資料 6 ）（野村

副会長）
5 月16日（木）、 6 月 5 日（水）・20日（木）、 7 月
10日（水）・25日（木）、 8 月 8 日（木）・21日（水）、
9 月 4 日（水）・19日（木）、10月 9 日（水）・24日

（木）、11月 7 日（木）・20日（水）、12月 4 日（水）・
19日（木）に仮決定した。

○野村副会長より未就業薬剤師就業支援事業の託児に
ついて
今後は（株）くうねあという業者に依頼するとのこ
とで了承された。

○村上専務理事よりプラチナウイーク期間中の休日輪
番制について、半日開局の場合や、連日開局する場
合も輪番とするかどうかと確認があり、ウェブサイ
トへの掲載については厚生局等とも確認をとり、引
き続き検討することとなった。

2 ．報告事項
（ 1 ） 1 月17日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙 2 ）
イ．会務報告（〃 3 ）
ウ . 会員異動報告（〃 4 ）

（ 3 ）委員会等報告
（豊見会長）

2 / 8 　第844回社会保険診療報酬支払基金広島支部
幹事会及び懇談会［支払基金広島支部］

2 /16　地域・職域会長協議会［広島県薬剤師会館］
2 /16　理事会［広島県薬剤師会館］
2 /17　平成30年度第 2 回和歌山県学校薬剤師講習

会［和歌山県薬剤師会館］
ここに書いてある以外に、今日は協会けん
ぽの後発品率の高い薬局を表彰しようとい
う行事があり、向洋薬局とひとみ薬局（基
町）の 2 件を訪問したと報告された。

（野村副会長）
2 /21　未就業薬剤師就業支援事業打合会（仮称）

［広島県薬剤師会館］
（青野副会長）

2 /14　退院時カンファレンス等メンター制度検討
委員会［広島県薬剤師会館］
在宅医療に参加している薬局と参加してい
ない薬局についてのそれぞれの今後の取り
組みについて話し合いを行った。実績があ
る薬局については研修というよりは情報交
換会をする。実績なしのところについては
研修会をしていこうという方向で話し合っ
ており、 3 月にもう 1 回まとめの委員会を
開催する予定と報告された。

2 /18　平成30年度第11回 HM ネット運営会議［広
島県医師会館］
豊見常務理事より先日の調剤レセコンと
HM ネットの接続の件は進めることなった
ことが報告された。再度コストについての
確認を行いながら進めるとのこと。今後、
他のレセコンメーカーとの接続が行われる
場合も同様の支出が可能である旨も県から
報告があった。
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また、広島県から安佐市民病院へ HM ネッ
トの導入についての説明が行われたことが
報告された。

2 /19　患者のための薬局ビジョン推進委員会［広
島県薬剤師会館］
薬局内で健康教室をやっている、それらの
テーマの事例集を作成して、ホームページ
に載せる方向で検討していると報告された。

（谷川副会長）
2 /11　認定実務実習指導薬剤師養成講習会（新規・

更新）［広島県薬剤師会館］
更新は実際 7 名程度。全体で60名近く受け
ているので、新規がまだ50人近く受講をさ
れていた。病薬関係者が大体 3 分の 1 ぐら
いの26名であったと報告された。

（松尾副会長）
2 /12　広島県薬剤師研修協議会［広島県薬剤師会

館］
本年度の事業の進捗報告と、決算の案を承
認したことが報告された。また来年度は今
年度と同様の事業を行い、通常、各大学と
新薬剤師研修会に助成をしているが来年度
はクリニカルファーマシーシンポジウムに
も助成することを決定したと報告された。

（村上専務理事、竹本常務理事）
2 /13　日本薬剤師会学校薬剤師部会全国担当者会

議［東京・日薬］
文科省の小出先生から、最近の話題として
は、薬物乱用では、大麻の使用がかなり増
えているという内容であった。また、藤田
保健衛生大学の先生からは、スマホの使用
と子供の関係のお話があった。あとは医師
会の総合研究所の方からは、学校教育にお
ける学校薬剤師と医師会、地域との連携に
というところでお話があったと報告された。
依存症についての漫画本をいただいている
ので、読みたい方がいましたら県薬事務局
で借りてくださいと報告された。

（有村常務理事）
2 / 9 　HIP 研究会第16回フォーラム［国立成育医

療研究センター］
来年広島でフォーラムを開催するかもしれ
ないということで、下見を兼ねて参加した。
参加者が大体100名弱ということだったので、
広島県で開催した場合は会館のキャパは大
丈夫かなと思った。ただ、無菌調剤室など
を活用する際に、いろいろ課題が出てくる
と思うので、そこら辺はまた青野副会長と
相談しながら進めていきたいと報告された。

（有村・平本各常務理事）
2 /10・11　平成30年度薬局ビジョン実現に向けた薬剤

師のかかりつけ機能強化事業（平成30年度
薬剤師生涯教育推進事業）次世代薬剤師指
導者研修会［浜松町コンベンションホール］
日本薬剤師会が作成したシラバスに沿った
内容で、医薬分業の歴史、薬歴の記載方法、
研究計画書の作成などについて学んできた。
これをまた各地域薬剤師会の担当者に伝え
るため、昨日その特別委員会を開催した。

今後の予定としては 4 月14日（日）に、各
地域で行われている研修会の報告会と、連
盟の話も兼ねて、ホテルグランヴィアで行
いたいという話になっている。伝達講習会
は 7 月または 8 月あたりに開催できればと
検討していると報告された。

（豊見日薬常務理事）
2 / 8 　第 3 回訪日外国人旅行者等に対する医療の

提供に関する検討会
2 /10・11　薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかり

つけ機能強化事業次世代薬剤師指導者研修
会

2 /12　日薬常務理事会
2 /14・15　香川県保険薬局共同指導

2 /19　第 4 回くすりの基礎知識啓発会議
2 /19　常務理事会
2 /19　調剤と情報編集会議

（中川常務理事）
2 / 8 　県民が安心して暮らせるための四師会協議

会　医療・介護人材の育成・確保対策ワー
キンググループ［広島県医師会館］（資料 7 ）
在宅にかかわっている方、これからかかわ
る方に研修会をして、それをビデオに撮り、
医師会のホームページに載せて、いろんな
方が勉強できればいいということで行って
いる。今回はその説明だけで、次回実動部
隊を紹介してほしいとのこと。医師会、歯
科医師会、看護協会、薬剤師会とできれば
ケアマネの方も集まって、いろいろ話して
みたいとのことで、平本常務理事がワーキ
ングに入っているので、有村常務理事もよ
かったら、一緒に実動部隊になっていただ
いて、実際に問題になっていること等を検
討してみたい。そういう研修会が年に 2 回
ぐらいできればいいと報告された。また、
健康寿命延伸の薬剤師会が来年度当番にな
ることになり、年に多分 4 回ぐらいで会議
は終わると思うが中心でやらないといけな
いので事務局長にも会議に入って頂きたい
と報告された。

2 /13　平成30年度広島県結核予防推進会議［広島
県感染症・疾病管理センター］（資料 8 ）

（平本常務理事）
2 / 7 　next generation 研修会 vol 1 （次世代指

導薬剤師特別委員会因島・尾道地域での研
修会）［尾道総合病院］

2 /13　平成30年度第 3 回介護支援専門員アセスメ
ントマニュアル作成検討会議［広島県医師
会］

2 /20　第 5 回次世代指導薬剤師特別委員会［広島
県薬剤師会館］

（吉田常務理事）
2 /18　復職支援研修会　［広島県薬剤師会館］

参加者 2 名
2 /20　広報委員会［広島県薬剤師会館］

座談会を開催し、その内容を次号の会誌で
巻頭特集として掲載しているので、見てい
ただきたいと報告された。
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（その他）
2 / 9 　第520回薬事情報センター定例研修会［広島

県薬剤師会館］　
参加者84名

2 /20　第64回スポーツリーダーズセミナー［広島
大学総合科学部］（岡崎修司委員）

3 ．その他
（ 1 ）常務理事会の開催について（野村副会長）

3 月 6 日（水）
在宅医療推進委員会　午後 6 時30分～
常務理事会　午後 7 時～（議事要旨作製責任者【予
定】豊見　敦）
3 月20日（水）
在宅医療推進委員会　午後 6 時30分～
常務理事会　午後 7 時～

（ 2 ）東京オリンピック・パラリンピック選手村総合診療
所薬剤師募集について（資料 9 ）（竹本常務理事）

1 名追加応募があったので日薬に提出したと報告さ
れた。

（ 3 ）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料10）（野村副会長）

（ 4 ）薬物乱用防止啓発資料について（資料11）（野村副
会長）
100部（地域薬剤師会へ配布）

（ 5 ）一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気（NPPV）
及び気管切開下陽圧換気（TPPV）に係る死亡事例
の分析について（冊子）（野村副会長）

（ 6 ）広島県立美術館からの案内について（チラシ）（野
村副会長）

その他
○宮本常務理事より 4 月より吉島病院が院外処方箋を

発行することになり、その説明会が 3 月 6 日19時30
分から市民病院で開催される。院外処方箋について
病院側から疑義照会簡素化プロトコルの内容も発表
があると報告された。

 3 月 6 日定例常務理事会議事要旨

日　時：平成31年 3 月 6 日（水）午後 7 時22分〜午後 9 時 1分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者：豊見　敦
出席者：豊見会長、野村・青野各副会長、村上専務理事、有

村・竹本・豊見・中川・平本・二川・松村・柚木・
吉田各常務理事

欠席者：谷川・松尾各副会長、小林・宮本各常務理事

【会長挨拶】
　先日、日本薬剤師連盟全国会長・幹事長連絡協議会に出席
しました。竹本常務理事が司会をされましたが、広島県の本
田あきこ後援会への応援者の紹介数が少なく、とても厳しい
状況にあります。全国平均よりも少し成績が低い、全国的に
は西高東低で西のほうは全般的にいい状況ですが、その中で、
広島だけが全国平均以下という状況です。これからしつこい
くらいにハッパをかけつつ、がんばらないといけないと思っ
ています。
　その会議の中で、日本郵政の話が出ました。日本郵政の 2
万人の会員で52万票、 1 人が20票以上取っている状況です。
それに比べると、薬剤師は 1 人が1.3票程度、広島県もその
程度です。こういう結果を続けていくと、それこそ、もしも
本田あきこを当選させることに失敗することになれば、薬剤
師の未来はもうなくなります。なぜ、日本郵政の話が出たの
かというと、日本郵政は、そのおかげで通常貯金と定期性貯
金を合わせて1,300万円だったのが、通常貯金と定期性貯金、
それぞれの上限を1,300万円とし、併せて2,600万とすること
が決まった。票に結果が付いてくるという話を聞きしました。
女性部門、若手部門も頑張っていただき、ぜひとも 5 月、 6
月までには数字を上げていかないと、我々の最終的な結果は
悲惨なものになっていくだろうと思っております。
　次は、昨日、管理薬剤師の兼務を大幅に認めるという話が
出ました。学校薬剤師との兼務だけは認められていましたが、
新たに 1 人の薬剤師が何軒も薬局の管理者として認められた
ら、利するのは大チェーンだけの話になるわけです。元々、
山口県萩市が、へき地など薬剤師の確保が難しい地域では管
理薬剤師の兼務を可能にしてほしいという要望を、内閣府に
対して「地方分権改革に関する提案」として提出し、規制緩

和に向けた検討が進められているということでした。

1 ．審議事項
（ 1 ）薬剤師に対する行政処分に関する意見について（資

料 1 ）（豊見会長）
広島県健康福祉局薬務課へ、「処分はおおむね妥当
と考えるが、本事故に関わる他の医療関係者の処分
内容との均衡を考慮していただきたい」とし、提出
することが決定した。

（ 2 ）第54回広島県薬剤師会臨時総会の追加資料について
（資料 2 ）（竹本常務理事）
臨時総会の報告第 8 号の追加資料として、平成29年
度広島県学校薬剤師会決算書を配布することが決定
した。

（ 3 ）常務理事会資料データのダウンロードについて（竹
本常務理事、豊見会長）
今後、欠席者等に資料は送付せず、県薬の来簡文書
サイトに保管しているデータへアクセスしてもらう
こととし、アドレス、ユーザー名、パスワードを連
絡することを承認した。

（ 4 ）第52回日本薬剤師会学術大会の事前参加登録・ホテ
ル予約について（資料 3 ）（青野副会長）
期　間：10月13日（日）・14日（月・祝）
場　所：下関市民会館、海峡メッセ下関、下関市生

涯学習プラザ、シーモールパレス、シー
モールホール、シーモールシアター、下関
グランドホテル

受付開始： 3 月 1 日（金）正午〜
参加者は、各自で事前登録・宿泊等の手配すること
を確認した。

（ 5 ）研修受講シールに関する不正行為の防止について
（資料 4 ）（豊見会長）
日本薬剤師研修センターから、研修会等の受講者名
簿の電子化、本人確認等要望がきているが、カード
等で受講者の確認ができるようなシステムを構築す
るには費用が発生すること等、いろいろ問題があり、
研修センターの見解が出てから対応を考えることに
なった。
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（ 6 ）次世代指導薬剤師特別委員会委員について（村上専
務理事）
委員会の委員は理事会において選任するため、次回
の理事会までは、有村典謙常務理事はオブザーバー
とし出席することが決定した。

（ 7 ）広島国際大学入学宣誓式への出席について（資料 5 ）
（野村副会長）
日　時： 4 月 4 日（木）10：00　開式
場　所：広島国際大学東広島キャンパス　講堂
欠席することが決定した。

（ 8 ）エキキタ「イベント広場」オープンセレモニーへの
出席について（資料 6 ）（野村副会長）
日　時： 4 月13日（土）10：00〜10：30
場　所：エキキタ「イベント広場」
豊見雅文会長が出席することが決定した。

（ 9 ）後援、助成及び協力依頼等について
ア．「わんぱく大作戦」後援名義申請について（資料 7 ）

（野村副会長）
主　催：テレビ新広島
後　援：広島県、広島県教育委員会、広島市、広島

市教育委員会、広島県医師会、広島県歯科
医師会、広島県看護協会外

（毎年 : 承諾）
後援について承諾した。

イ．第21回広島県医療情報技師会研修会の後援及び会誌
への広報について（資料 8 ）（野村副会長）
日　時： 5 月25日（土）10：00〜17：20
場　所：県立広島病院　 2 F 講堂
主　催：広島県医療情報技師会

（初めて）
後援について承諾し、会誌への広報については有料
とすることが決定した。

ウ．環境と健康のポスター・標語コンクール事業の後援
ならびに広島県薬剤師会長賞の創設について（資料
9 ）（横山事務局長）
主　催：広島県環境保健協会
共　催：広島県、広島県教育委員会、広島県環境保

全公社
後　援：広島県医師会、広島県歯科医師会

（初めて）
後援及び広島県薬剤師会長賞の創設について承認し
た。

（10）2020年 3 月の臨時総会の開催日について（青野副会
長）
2020年度調剤報酬改定等説明会の開催日を決める必
要があり、そのため2020年 3 月開催する臨時総会を
3 月20日（金・春分の日）に開催することが決定し
た。

2 ．報告事項
（ 1 ） 2 月 6 日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）委員会等報告

（豊見会長）
2 /23　平成30年度学校薬剤師部会中国ブロック連

絡会議［松江エクセルホテル東急］
2 /25　第125回中国地方社会保険医療協議会広島部

会［中国四国厚生局］
3 / 6 　在宅医療推進委員会［広島県薬剤師会館］

（豊見会長、平本常務理事）
3 / 1 　広島県地域保健対策協議会平成30年度第 2

回定例理事会［広島県医師会館］
（野村副会長）

3 / 1 　薬局運営ワーキンググループ［広島県薬剤
師会館］
無菌調剤室共同利用指針（案）について、
原案を長谷川栄治弁護士に確認してもらい、
次回の常務理事会で審議してもらいたいと
説明があった。指針の改廃を常務理事会と
しており、今年の 7 月頃には会員へ周知し
たいと報告があった。指針の内容を確認す
るため事前に送付することになった。
また、 4 月28日から 5 月 6 日の10連休につ
いては、薬剤師 2 名体制で対応すること、
時給は通常の2,500円とすると報告があった。

（青野副会長）
2 /22　後発医薬品に関する調査結果（アンケート

及びレセプトデータ）に関する検証会［広
島県薬剤師会館］

2 /25　第 2 回災害薬事コーディネーター導入検討
会［県庁・本館］

3 / 4 　平成30年度緩和ケア推進会議［広島県庁］
3 月12日（火）に県庁で、災害時の医薬品
等供給調整及び医療救護活動に関する協定
を締結するが、その協定書の災害薬事コー
ディネーターの前の部分に、災害時の医薬
品等の供給に係るという一文を入れてもら
うことになったと報告があった。

（谷川副会長）
2 /25　地対協 WG［広島県薬剤師会館］
3 / 3 　研究センター開設記念 HbpMS セミナー⑤

［日本赤十字社中四国ブロック血液センター
研究室］

（村上専務理事）
2 /24　平成30年度抗 HIV 薬服薬指導研修会［広島

県薬剤師会館］
参加者45名

2 /25　復職支援研修会［まなびの館ローズコム］
参加者 1 名

（豊見常務理事）
2 /28　患者のための薬局ビジョン推進事業にかか

る打合せ［広島県薬剤師会館］
事業推進のために動画を作成すること、動
画作成について 2 時間・ 3 回の説明指導を
職員が受ける予定であると報告があった。

（竹本常務理事）
2 /26　アンチ・ドーピング推進活動［広島大学　

リハビリテーション科医局］
広島大学病院、リハビリテーション科の牛
尾会先生、平田和彦先生と面談をし、薬剤
師会としてのアンチドーピング推進活動に
ついて、今後、広島市ジュニアアスリート
向け講習会やオール広島スポーツサミット
等への協力、広島県スポーツ協会との連携
を進めるべきとのアドバイスをいただいた
とと報告があった。
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（豊見日薬常務理事）
2 /26　かかりつけ機能強化事業シラバス委員会［日

本薬剤師会］
2 /26　常務理事会［日本薬剤師会］
2 /27　情報システム検討委員会［日本薬剤師会］
3 / 5 　常務理事会［日本薬剤師会］

（平本常務理事）
3 / 3 　薬薬連携研修会　ポリファーマシー対策に

向けて〜必要な視点と考え方〜 （次世代指
導薬剤師特別委員会中区、南区、東区、安
芸、東広島地域での研修会）［広島県薬剤師
会館］

（その他）
3 / 4 　 平成30年度薬剤師会薬事情報センター実務

担当者等研修会［東京・日薬］（水島セン
ター長）

3 ．その他
（ 1 ）常務理事会の開催について（野村副会長）

3 月20 日（水）
　在宅医療推進委員会　午後 6 時30分〜
　常務理事会　午後 7 時〜（議事要旨作製責任者【予

定】中川潤子）
4 月 3 日（水）
　常務理事会　午後 7 時〜

（ 2 ）「患者信頼度アップのポイント」について（資料10）
（青野副会長）
患者と医療者のコミュニケーション不足に起因する
トラブルを防ぐため、広島県医療安全推進協議会で
患者信頼度アップのポイントを作成したこと、薬局
でも十分活用できる内容となっていると報告があっ
た。

○豊見会長より、2019年 8 月22日（木）広島国際会議場
で、第64回中国地区学校保健研究協議大会が開催され
るので、学薬担当役員は出席するよう要請があった。

 第53回公益社団法人広島県薬剤師会
　 定時総会議事録

１ ．日時：平成30年 6 月17日（日）
　　　　　午後 １ 時 １ 分〜午後 ３ 時55分
２ ．場所：広島市中区富士見町11－42　広島県薬剤師會館
３ ．次第

（ 1 ）開会の辞
（ 2 ）薬剤師綱領唱和
（ 3 ）会長挨拶
（ 4 ）表彰
ア．日本薬剤師会有功賞伝達
イ．広島県薬剤師会賞
ウ．広島県薬剤師会功労賞
エ．広島県薬剤師会有功賞

（ 5 ）謝辞
（ 6 ）来賓祝辞
（ 7 ）祝電披露
（ 8 ）出席代議員数の確認
（ 9 ）議事録署名人の選出
（10）報告事項

ア．報告第 1 号　平成29年度会務及び事業報告（公衆衛 
　　生）
イ．報告第 2 号　平成29年度事業報告（検査）
ウ．報告第 3 号　平成29年度事業報告（会館）
エ．報告第 4 号　平成29年度事業報告（共益）
オ．報告第 5 号　新会館建設の進捗状況について

（11）議　事
ア．議案第 1 号　平成29年度決算の承認について（案）
イ．議案第 2 号　理事の選任について（案）

（12）その他
（13）閉会の辞

4 ．出席者
（ 1 ）代議員

池田康彦　　岩本義浩　　形部宏文　　河内一仁
坂本　徹　　佐々木薫英　髙橋　強　　髙村豊至
武末玲子　　出張景子　　長坂晋次　　中野真豪

野村伸昭　　日浦昌洋　　細田正紀　　大谷純一
森川悦子　　山内純子　　秋本浩志　　木村昌彦
貞永昌夫　　下田代幹太　峠　文子　　土井郁郎
徳尾節子　　皮間壽美子　末次達也　　西原昌幸
畠山　厚　　池田和彦　　宗　文彦　　呑田敬三
長谷川項一　竹下武伸　　石本晃一郎　森川淳一郎
渡邊理恵子　小埜真理子　中嶋都義　　花岡宏之
濵﨑匡史　　林　充代　　大塚幸三　　井上俊則
井上　真　　作田利一　　髙橋富夫　　田口直子
萩原謙二　　松本久ニ子　村上寛子　　山岡恵美子
山口恵徳　　肥後克彦　　麻生祐司　　下田篤子
横田いつ子　津国美香　　杉田善信　　平岡一貴
西田ルリコ

（ 2 ）役員
（会　　長）　豊見雅文
（副　会　長）　野村祐仁　　青野拓郎　　有村健二

谷川正之　　松尾裕彰
（専務理事）　村上信行
（常務理事）　井上映子　　竹本貴明　　豊見　敦

中川潤子　　平本敦大　　二川　勝
松村智子　　柚木りさ　　吉田亜賀子

（理　　事）　小澤孝一郎　新井茂昭　　秋本　伸
安保圭介　　有村典謙　　宮地　理
宮本一彦　　森広亜紀

（監　　事）　岡田　甫　　菊一瓔子
（欠席理事）　小林啓二　　佐藤英治　　三宅勝志

（ 3 ）地域・職域会長
野村祐仁　　下田代幹太　二川　勝　　宗　文彦
竹下武伸　　大塚幸三　　村上信行　　安保圭介
宮地　理　　杉田善信　　松岡俊彦

（ 4 ）顧問弁護士
久笠法律事務所　長谷川栄治 弁護士

5 ．会議の状況
定時総会は、 6 月17日（日）午後 1 時から、中川潤子常
務理事の司会のもと開会された。
まず、松尾裕彰副会長の開会の辞があり、薬剤師綱領唱
和の後、豊見雅文会長が挨拶した。
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［会長挨拶  −  別添］
次に、表彰式に移り、はじめに、日本薬剤師会有功賞受賞者、
福井勝七氏（広島市薬剤師会）に豊見雅文会長から賞状及び
記念品が授与された。なお、欠席された永野孝夫氏（広島市
薬剤師会）、増原紀子氏（三次薬剤師会）、浜本邦博氏（広島
市薬剤師会）、吉田桂子氏（広島市薬剤師会）、平野篤子氏（安
芸薬剤師会）はお名前が披露された。
次に、広島県薬剤師会賞受賞者、菊一瓔子氏（広島市薬剤師
会）、永野弘子氏（安芸薬剤師会）、松村智子氏（呉市薬剤師
会）、松本久ニ子氏（福山市薬剤師会）、森川悦子氏（広島市
薬剤師会）に豊見雅文会長から賞状及び記念品が授与された。
なお、欠席された宮本あや子氏（広島市薬剤師会）はお名前
が披露された。
次に、広島県薬剤師会功労賞受賞者、石本晃一郎氏（廿日市
市薬剤師会）、小埜真理子氏（東広島薬剤師会）、田口直子氏

（福山市薬剤師会）、宮地理氏（因島薬剤師会）、森広亜紀氏（三
原薬剤師会）に豊見雅文会長から賞状及び記念品が授与され
た。なお、欠席された蔵本恵氏（安佐薬剤師会）はお名前が
披露された。
次に、広島県薬剤師会有功賞受賞者、上野千代子氏（安佐薬
剤師会）、上村仁志氏（広島市薬剤師会）、高祖邦英氏（広島
市薬剤師会）、田口明美氏（廿日市市薬剤師会）、田中憲子氏

（三次薬剤師会）、満井万彦氏（東広島薬剤師会）に豊見雅文
会長から賞状及び記念品が授与された。なお、欠席者の澁谷
節子氏（福山支部）、住田好道氏（安芸支部）、武田宏氏（福
山支部）、平野篤子氏（安芸支部）、森田洋子氏（広島支部）、
藤田美恵子氏（福山支部）、前田和子氏（安佐支部）、米田一
輝氏（廿日市支部）はお名前が披露された。
受賞者を代表して、松村智子氏が謝辞を述べられた。
次に、来賓として、御出席いただいた広島県健康福祉局長の
田中剛様、広島県健康福祉局薬務課長の應和卓治様の紹介の
後、広島県健康福祉局の田中剛局長から祝辞があり、引き続
き、日本薬剤師会山本信夫会長、参議院議員藤井基之先生、
日本薬剤師連盟本田あきこ副会長からの祝電披露があった。
田中剛局長、應和卓治薬務課長が退席され、続いて、受賞者
が退席され、表彰式は終了した。
次に、野村伸昭議長、池田和彦副議長が議長・副議長席に着
き、定時総会の議事を開始した。
初めに、出席代議員数の確認が行われ、代議員総数80中、出
席者数61名で、定款第20条に規定する 2 分の 1 以上の定足数
40名を超えており、会議の成立を確認した。
次に、顧問弁護士として出席された久笠法律事務所の長谷川
栄治弁護士が紹介された。
次に、議事録署名人の選出に移り、定款第24条第 2 項の規定
により議長が、岩本義浩代議員（広島市薬剤師会）、呑田敬
三代議員（広島佐伯薬剤師会）を指名した。

野村伸昭議長
「本日、臨時総会に提出されました報告事項は、報告第

1 号　平成29年度会務及び事業報告（公衆衛生）より、
報告第 5 号　新会館建設の進捗状況についてまでの 5
件、また、議案としましては、議案第 1 号　平成29年度
決算の承認について（案）、議案第 2 号　理事の選任に
ついて（案）の 2 件であります。
この場合、お諮りいたします。これらの各報告事項及び
各議案を一括上程議題としたいと思いますが、ご異議あ
りませんか。」

【異議なし】

野村伸昭議長
「ご異議なしと認めます。よって、各報告事項及び各議
案は、一括上程議題といたします。
お諮りいたします。
これより各報告事項及び各議案に対する、理事者からの
報告及び提案理由の説明に入りますが、この場合、審議
の能率化を図るため、各報告説明の終了後、暫時休憩と
し、再開後に、議案第 1 号の提案理由の説明、質疑及び
討議、採決を行い、議案第 2 号につきましては、投票に
よる理事の選任を行うことにしたいと思いますが、ご異
議ありませんか。」

【異議なし】
野村伸昭議長
「ご異議なしと認めます。よって、さよう決します。
ここで進行を副議長と交代いたします。」

【進行交代】
池田和彦副議長
「それでは、先ず、報告事項の、第 1 号から第 5 号まで
を一括して、報告説明を求めます。
はじめに、報告第 1 号　平成29年度会務及び事業報告（公
衆衛生）、野村副会長から順にお願いいたします。」
　報告第 1 号　平成29年度会務及び事業報告（公衆衛生）

野村 祐仁 副会長
青野 拓郎 副会長
松尾 裕彰 副会長

池田和彦副議長
「次は、報告第 2 号　平成29年度事業報告（検査）から、
報告第 4 号　平成28年度事業報告（共益）まで、野村副
会長、お願いいたします。」
　報告第 2 号　平成29年度事業報告（検査）

野村 祐仁 副会長
　報告第 3 号　平成29年度事業報告（会館）

野村 祐仁 副会長
　報告第 4 号　平成29年度事業報告（共益）

野村 祐仁 副会長
池田和彦副議長
「次は、報告第 5 号　新会館建設の進捗状況について、
中野真豪会館建設特別委員会委員長、お願いいたしま
す。」
　報告第 5 号　新会館建設の進捗状況について（総括− 
　　　　　　　別添）

中野 真豪 会館建設特別委員会委員長
池田和彦副議長
「以上で報告事項に対する説明は終わりました。
ただいまより休憩いたします。
会議は、午後 2 時25分から再開いたします。」

休　憩（午後 2 時15分）
【休憩】

再　開（午後 2 時25分）
池田和彦副議長
「休憩前に引き続いて会議を行います。ここで進行を議
長と交代いたします。」

【進行交代】
野村伸昭議長
「これより各議案の提案理由の説明を求めます。」
最初は　議案第 1 号  平成29年度決算の承認について

（案）です。提案理由の説明を求めます。谷川副会長、
お願いいたします。」
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（提案理由説明）
野村伸昭議長
「個別の内容については、担当の吉田常務理事、説明を
お願いします。」
議案第 1 号　平成29年度決算の承認について（案）
　資料 1 　平成29年度貸借対照表

吉田亜賀子常務理事
　資料 2 　平成29年度正味財産増減計算書

　　吉田亜賀子常務理事
　資料 3 　財務諸表に対する注記

吉田亜賀子常務理事
　資料 4 　附属明細書

吉田亜賀子常務理事
　参考 1 　平成29年度貸借対照表内訳表

吉田亜賀子常務理事
　参考 2 　平成29年度正味財産増減計算書内訳表

吉田亜賀子常務理事
　参考 3 　財産目録

吉田亜賀子常務理事
野村伸昭議長
「それでは、監査報告を、岡田監事からお願いします。」

岡田甫監事
（監査報告書）

野村伸昭議長
「ただいま、説明のありました議案第 1 号につきまして、
質疑を行います。
今回は、質問事項の事前告知は頂いておりません。
発言される方は、議席番号、氏名を述べ、私の許可を得
てご発言ください。ご質問はありますでしょうか。」

○54番・大塚幸三代議員（呉）「54番、呉の大塚です。これ
はうちの会計士の問題だけかもわからないんですけれど
も、会費の取り扱いについて、会員会費は非課税という形
で、呉の会計士もやっているんですけれども、保険薬局部
会の負担金、これは受取負担金の中に入っているんですよ
ね。そうすると負担金という名前がつくと課税対象になる
ということを言われたんで、そのへんのことを県薬の方に
しっかりとお伺いして、もしそういう課税になるような形
であるならば、課税にならない会費の取り方をしていただ
けないかということを考えているのですが、お願いしま
す。」

○野村伸昭議長「はい、吉田亜賀子常務理事」
○吉田亜賀子常務理事　「県薬では従来からこちらでやって

おりまして、特に税理士さんから何か指摘を受けたわけで
はありませんので、今の内容を再度検討させていただきた
い。確認してみます。」

○54番・大塚幸三代議員（呉）「決算日も近づいております
ので、なるべく早くお願いします。」

○野村伸昭議長　「他にございませんか。それでは、他に質
疑もないようでありますので、議案第 1 号に関する質疑を
終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。」

【異議なし】
○野村伸昭議長「ご異議ないようですので、これで質疑を終

結いたします。」
　それでは、これより採決に入ります。
　事務局は、出席代議員数を確認してください。」

（確認・報告）
○野村伸昭議長「出席代議員数は現在61人です。お諮りしま

す。ただいま説明のありました議案第 1 号について、ご承
認をいただける方は挙手をお願いします。

【挙手多数】
○野村伸昭議長「挙手多数です。よって、議案第 1 号は承認

されました。
　次に、議案第 2 号  理事の選任についてです。この場合、

投票によって選任を行います。会場の準備がありますので、
少々お待ちください。」

（会場準備）
○野村伸昭議長「会場の準備が整いましたので、議案第 2 号

について、提案理由の説明を求めます。豊見会長。」
○豊見雅文会長
　議案第 2 号　理事の選任について（定款第15条第 2 項の規

定に基づき新たな理事の選任について別紙候補の選任を求
める。）

○豊見雅文会長「現在の役員は、任期が本日の総会終結まで
となっているため、定款第15条第 2 項の規定に基づき、新
たな役員の選任について、別紙理事候補27名の選任を求  
めるものであります。よろしくお願いします。

　なお、理事候補者27名につきましては、定款第27条第 4 項
にあります「理事のうち、理事のいずれか 1 名と、その配
偶者又は三親等内の親族、その他法令に定める特別の関係
のある者の理事の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えて
はならない。」

　また、同第 6 項にあります「他の同一の団体（公益法人又
はこれに準ずるものは除く。）の理事又は使用人である者、
その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数
は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。」の規定に
ついては、すべてクリアしております。」

○野村伸昭議長「それでは、定款第15条第 2 項の規定により、
これより、役員の選任投票を行います。まず、出席代議員
数の確認をしますので、議場封鎖を行います。」

【議場閉鎖】
○野村伸昭議長「それでは、代議員数を発表します。出席代

議員数は現在61名、委任状 3 名、書面表決11名の75名です。
　次に、立会人を 3 名、議長より指名したいと思いますが、

御異議ありませんでしょうか。」
【異議なし】

○野村伸昭議長 「異議なしと認めます。それでは、議長より
3 名の方を指名させていただきます。

　20番、山内純子代議員、41番、竹下武伸代議員、62番、田
口直子代議員。

　それでは、お三方、立ち会いをよろしくお願いします。先
ず、投票箱の横にお集まりください。」

【立会人立会】
○野村伸昭議長
　「それでは、投票箱を改めてください。」

【投票箱点検】
○野村伸昭議長「それでは、次に、本日欠席された代議員19

名中15名の投票用紙をお預かりしております。この場で封
筒を開封し、投票用紙を投票箱に入れます。」

【投票用紙開封・箱入】
○野村伸昭議長「欠席代議員の方の投票用紙を投票箱に入れ

ましたので、出席代議員数は現在61名、15名の投票用紙が
入りましたので76名。次に、手順を説明いたします。職員
の指名点呼に応じて、始めにお配りしております投票用紙
をお持ちいただき、演壇正面右から登壇し、記載所におい
て、投票用紙に記載の上、順次投票を願います。記載につ
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いてご説明いたします。必ず、お配りしております投票用
紙をご使用ください。「投票用紙に記載の候補者全員を選
任することに賛成する場合は 1 に○を」、 「選任を不可とす
る候補者がいる場合は 2 に○をつけ、該当する候補者に×
を」記入してください。 1 に○があり、候補者に×がある
場合、 2 に○があり、候補者に×がない場合、×以外が記
入されている場合は、すべて無効といたします。それでは、
点呼を始めます。」

【事務局長 氏名を点呼】
 【投票】

○野村伸昭議長「投票は終了いたしました。これより開票い
たします。しばらくお待ちください。」

【投票数を計算】
○竹下武伸代議員（大竹）「では開票の立ち会い結果を報告

いたします。 1 が69票、 2 が 5 票、無効が 2 票の計76票で
した。」

○野村伸昭議長「ただいま投票結果を報告していただきまし
た。理事候補者27名全員賛成票が過半数を超えていまし
た。以上の結果理事候補者27名の選任が議決されました。
以上をもちまして本総会において審議する事項は全て終了
いたしました。」

○野村伸昭議長「それではここで何かご意見、発言がござい
ましたらよろしくお願いします。」

○50番・中嶋都義代議員（呉）「50番の中嶋です。本日の議
題にない内容で最後に質問させていただきます。学校薬剤
師部会の規程について、 3 月総会の後の理事会で決定され
たものを、支部総会の方で、配布されましたので、その中
身について質問させていただきます。学校薬剤師部会の規
程によりますと、第 8 条で学薬部会の負担金は県薬の会計
で経理するとなっていまして、第 9 条では、県薬の経費を
もって支弁するとなっています。しかし規程の第 4 条にお
きましては、学薬部会員には県薬会員ではない準部会員と
いう規程があります。また県薬会員ではあっても学薬部会
員ではないという会員がたくさんいるということを考えま
すと、薬剤師会の経費でもってすべて支弁するというので
はなくて、薬剤師会会員ではない保険薬局部会員を会員と
しているというのがありますけれども、これにならって、
これと同様に独立した特別会計にする方がよろしいのでは
ないかと思いますがいかがでしょうか。」

○豊見雅文会長「中嶋代議員より、ただいまご意見のあった
とおり、地域の学校薬剤師をやっていただいている薬剤師
の中には、病院薬剤師の先生とか、薬局をやめられて、県
薬剤師会からは退会された先生とか、県薬剤師会に入って
おられない先生方がおられるのは承知しております。割合
にしては、それほど多くはないだろうと思っておりますけ
れども。考え方のひとつとして、学校薬剤師の任務という
のは、その地域の公衆衛生をお任せするとういう薬剤師会
がやらなければならない仕事の一部分を担っていただいて
いるというふうな考え方もできるんです。反対にお金をも
らってやっているんだから、それはそちらでやるべきだと
おっしゃるのも分かります。日本薬剤師会でもまったく同
じことが起こったわけですが、地域の薬剤師会がやらなけ
ればいけない公衆衛生部門を、児童の教育を含めて学校薬
剤師に押しつけている部分もあるのではないかと、薬剤師
会がその部分を支弁するというのは考え方として、間違っ
てはいないだろうと思います。県薬の学校薬剤師部会とい
うのは、各一人一人にサービスをする部分は非常に少ない。
DVDを配るとかになると、お金がかかる部分はあります

が、他は情報伝達でありまして、学校薬剤師に対するサー
ビスという部分は、各地域でやっていただいている。その
部分においては、薬剤師会会費とは別途に今まで通り集め
ていただいて、学校薬剤師にサービスをするということは
あろうかと思います。ある程度県薬が全ての学校薬剤師の
方に情報伝達に関して役目を果たすということは当然では
あろうし、あってもいいことだとは思います。地域の代表
者に説明をしたのですが、薬剤師会に入っておられなくて、
学薬だけをやっていただいている先生には、 ぜひとも薬剤
師会に入っていただくよう説明していただきたい。B会員
会費は日薬に収める会費を含めて 4 万円近くになります。
学薬でもらっている報酬というのは、それに達しない。D
会員として会費を6000円を県薬に納めていただければ、県
薬までの会員として、県薬会誌を送り、県薬の情報はお伝
えするという会員があります。ぜひとも地域で県薬に入っ
ておられない学薬の先生がおられましたら、まずD会員と
して登録していただきたいということをお願いして、もち
ろん県薬の会員に入っていなくても、支部の学薬をやめる
必要はないですし、これからも学薬活動をがんばっていた
だく。いずれ県薬のB会員に入っていただいても十分な学
薬報酬が県から出るようにこれからも運動していきたいと
思っております。学薬報酬を上げていくお助けを県薬の方
から各教育委員会にお願いしたりということもできるかと
思いますのでそれを含めて、これから県薬会員を増やして
いき、学薬活動は今までどおりしっかりとやっていただく
というふうにお願いしていきたいと思います。」

○50番・中嶋都義代議員（呉）「県薬として全面的にバックアッ
プするというのはいいんですけど、会計経理として県薬会
費の中に全部入れ込んでどこにいったかわからなくなると
いうのではなくて、学校薬剤会部会として独立した会計処
理を行われないんですか」

○豊見雅文会長「事務の方に聞きますと、それは可能だと聞
いています。とりあえず学薬活動に使ってくださいという
ことで、使途を限定して、県学薬の残余金二百数十万円余
の寄付をいただきました。とりあえずそれを使って今年活
動をしていくということをお約束しています。今年に関し
ては、県薬会費を使わずに県学薬から寄付をいただいたお
金で学薬部会を活動していきます。経理上は内部では一緒
になりますが、別個に県学薬からこれだけいただいて、学
薬活動にこれだけ使いましたという報告はできるようにし
ております。別個にお金を集めるようなことは少なくとも、
今年、来年はしません。規則の中に、負担金を別個に集め
ることができるとあります。県薬が財政難に陥り、学薬は
学薬でやるべきだという意見が出て、負担金を集めるよう
なことになれば、県薬の学薬部会はそれ相応の負担金を学
薬の支部の方で徴収をお願いして集めることができるよう
にはしてあります。今年度、来年度に関して私が会長をやっ
ているうちは、お預かりしたお金あるいはプラスαちょっ
とでできそうですのでとりあえずそれやっていく、という
ふうなお約束をしております。別個に報告をできるように
しております。」

○50番・中嶋都義代議員（呉）「独立採算的にちゃんと経理
をして報告をされるということですね。わかりました。」

○60番・作田利一代議員（福山）「先ほどから学校薬剤師部
会の話がでていますが、一番重要なのは現場なんですよ。
部会に入るか入らないか、支部でどうするかではなくて、
今まで活動をされてきた先生方にそのままやっていただく
ということが大事なんで、恐らく会費をとられていたのが
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ほとんどだと思います。県学薬があった時分も、県の会費
はとられていると思います。部会になった場合、県薬のD
会員に入っていただければ一番いいが、支部の方で会費を
とられて、それを県の学薬部会の方へ会費としてD会員の
代わりに納めるという形もあると思います。そういうのが
無理であれば、別な会計で県薬の会員に入ってない方のた
めにそのようにされるというのもいいでしょう。今年は、
まだ十分にまかなえるということですので、この間に検討
していただければどうでしょうか。とにかく現場が一番大
切ですから。現場が混乱しないようにお願いしたいと思い
ます。」

○豊見雅文会長「ほんとに、中嶋先生、作田先生の仰る通り
だと思いますので、現場中心で考えていきたい、今後も検
討していくと回答したいと思います。」

○野村伸昭議長「ありがとうございます。ほかにありません
か。特にないようなので、長時間にわたり熱心なるご審議
及び議事の運営につきまして、格別のご協力を賜りました
ことを衷心から厚くお礼申し上げ、議長の職務を終わらせ
ていただきます。ご協力、どうもありがとうございました。」

　　　　　  （議長、副議長　降壇）
○中川潤子常務理事「議長さん、副議長さん、ご苦労様でご

ざいました。円滑なる議事運営によりまして、滞りなく議
事は、終了いたしました。厚くお礼申し上げます。それで
は、閉会の辞を、有村 健二（ありむら　けんじ）副会長
にお願いいたします。」

（閉会の辞）
　「ありがとうございました。次に、先ほど、議長より説明

がありましたように、直ちに、理事会を開催し、役職を決
め、皆様にご報告したいと思いますので、皆様は、この会
場でお待ちください。選任された理事者及び監事は、 2 階
会議室へ移動してください。」

（ 2 階　理事会開催）
○中川潤子常務理事「お待たせいたしました。それでは、理

事会の報告を行います。先ず、会長ですが、 3 月18日に開
催しました第52回臨時総会において会長候補者に推薦され
た豊見 雅文（とよみ　まさふみ）氏が、会長に選任され
ました。それでは、豊見 雅文（とよみ　まさふみ）会長、
挨拶をお願いいたします。」

（会長挨拶）
○豊見雅文会長「ただいま理事会を開いて私豊見雅文が会長

に選任されましたのでご報告いたします。先ほど挨拶しま
したとおり、非常に大事な時期です。勝負所です。これか
らどうなっていくか決まっていくような時代になっている
と思います。なんとか、新会館で引き続き薬剤師が尊敬さ
れるような職業であるように頑張っていければと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。」

○中川潤子常務理事「ありがとうございました。引き続き、
豊見 雅文（とよみ　まさふみ）会長から、平成30・31年
度の役員の紹介をお願いいたします。」

（役員紹介）
○中川潤子常務理事「ありがとうございました。次に、平成

30・31年度公益社団法人広島県薬剤師会代議員選挙・補欠
の代議員　　選挙について、ご説明いたします。

（代議員選挙説明）
○中川潤子常務理事「現代議員の任期は、平成30年度に実施

予定の次期代議員選挙終了の時までとなっておりますこと
から、次期平成30・31年度広島県薬剤師会代議員・補欠の
代議員を選出するため、本会定款第12条及び代議員選挙細

則に基づき代議員選挙・補欠の代議員選挙を実施いたしま
す。選挙期日を 8 月20日（月）、開票日を同じく 8 月20日

（月）、明日、6 月18日（月）を告示日とし、本会ホームペー
ジに代議員選挙・補欠の代議員選挙サイトに告示をいたし
ます。サイトから立候補届、経歴書をダウンロードしてい
ただき、 7 月20日（金）までに地域・職域薬剤師会へ届出
をお願いいたします。代議員と補欠の代議員選挙の届出用
紙は違いますので、お間違いのないようお願いいたします。
選出数等、詳細については、サイトに記載いたします。ご
確認いただきますようお願いいたします。　以上をもちま
して、本日の日程はすべて終了いたしました。皆さん、大
変お疲れさまでございました。ありがとうございました。」

閉会　午後 3 時55分

　定款第30条第 2 項の規定により、ここに署名する。
平成　　年　　月　　日

第53回公益社団法人広島県薬剤師会定時総会
議　　　　長� ㊞
副 　 議 　 長 � ㊞
議事録署名人� ㊞
議事録署名人� ㊞

［会長挨拶］
　第53回広島県薬剤師会総会にあたりひとことご挨拶申し上
げます。
　まず薬事功労により表彰を受けられる皆様、本日は誠にお
めでとうございます。今回は
　広島県健康福祉局から田中剛局長、應和卓治薬務課長の御
列席の中で日本薬剤師会有功賞などの表彰を受けていただき
ます。
　本日は梅雨晴れの休日にもかかわらずご来賓をはじめ、受
賞者のみなさま、代議員のみなさま、地域・職域薬剤師会会
長の皆様ご列席いただき感謝申し上げます。
　広島県薬剤師会の新会館は 2 年前に民間企業に土地の半分
を貸し出す計画から単独建設に大きく計画を変更し建設を進
めてまいりました。本年 8 月初旬には事務局の引越を行い
新しい会館で在宅医療支援を含めた事業を始めていきます。
この新会館建設に関しましては、地域・職域薬剤師会のみな
さまのご支援があったからこそと感謝申し上げます。
　新会館建設に辺り、銀行から予定通り、建設資金の一部を
借りるようにしています。そこで誠に勝手なお願いではあり
ますが、もし地域薬剤師会において、無利子で銀行に余剰資
金を預けておられるようなことがあれば、その預け先を広島
県薬剤師会に変更していただくことができればありがたいと
考えています。その分だけ会費による負担を少なくすること
ができれば、早く有利子負債を返済することができ、今後の
薬剤師会の運営に資することができると思うのです。是非各
地域薬剤師会においてご検討いただければと思います。
　今年度の調剤報酬の改訂において医薬分業制度そのものが
医療費増加の一端であるような指摘を受け、薬局は苦しい状
況におかれるようになりました。我々薬剤師は正確に調剤す
るだけの機械であってはならず、安全で有効な医療の質の向
上に資するという使命を果たし、その薬剤師職能が国民の多
くから評価をされる存在にならなければこの窮地を脱するこ
とはできないのでしょう。かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤
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師として病気の時だけでなく、常にその人の健康を、また老
後をサポートするそのような薬局、薬剤師が求められている
のだと思います。日本薬剤師会では本年 1 月に今までの薬剤
師倫理規定を見直し、15項目からなる薬剤師行動規範を策定
いたしました。その中には職能基準の継続的な実践と向上、
また国民の主体的な健康管理への支援というような項目が含
まれています。全ての薬剤師はこの行動規範を遵守し、人々
の信頼に応え、保健医療の向上及び福祉の増進を通じて社会
に対する責任を全うするという誓いをたてなければならない
と思っています。
　次に、先日来新聞報道もされています、基幹病院の敷地内
薬局の問題ですが、医薬分業の根本理念に反し、医療機関側
の利益優先で筋の悪い選択であると考えています。患者さん
の利便性をいうならば、院内で調剤すれば済む話です。指導
的役割を果たすべき基幹病院が、わざわざ敷地内、まして規
制緩和の狭間ぎりぎりの建物内に保険薬局を誘致する意味は
全くありません。薬剤師会は今後も敷地内薬局に断固として
反対していく所存です。
　最後にはなりますが、本日は決算を承認していただき、今
後 2 年間の運営を行う理事を選任していただくことになって
います。代議員各位におかれましては、議事に関しては、慎
重に審議をお願いし、運営に関しては、より一層のご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げて、簡単措辞ではござい
ますが、ご挨拶とさせていただきます。

〔中野真豪会館建設委員会委員長総括〕
　 2 年前に新執行部になり、新たに会館建設委員会が立ち上
がりました。ようやく完成間近までこぎつけることができま
した。皆様ご存じのとおり、ここまで来るのにも、いろんな
困難がありました。まず設計の見直しから始まり予算の見直
し、都計審エリマネ会議提出資料の見直し、現広島県薬剤師
會館の売却交渉など。たくさんのいろいろな事項が進み出し
ては止まり、引き戻し、紆余曲折がありましたが、建設委員
会と豊見会長、事務局、皆さまの力をお借りしてこの難局を
乗り切ることができ、やっとここまで来ることができました。
会館建設委員会といたしましても、 2 年間何度となく会議を
開き、委員の先生方には、細かく審議していただき、まとめ
たあげた事項を県薬に報告し、承認していただいた事項を代
議員会で可能な限り報告させていただいて、会館建設に関わ
る全ての事項を概ね先生方には了承していただいたことを、
建設委員会を代表いたしまして感謝いたします。 8 月には新
会館が完成いたします。 これで外枠造りに携わった建設委
員会の役目は終りになりますが、今後は、豊見会長をはじめ、
新執行部が新会館に魂を注ぎ込む役目がございます。この会
館が広島県薬剤師会会員全員、また地域住民の心の拠り所と
なるよう、豊見会長には、さらなるリーダーシップを発揮し
ていただき、今後よりよい会館づくりを目指していただきた
いと思います。
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

2月21日 木

・未就業薬剤師就業支援事業打合会（仮
称）
・第１回呉地区薬剤師セミナー
� （ビューポートくれ）
・常務理事会

22日 金 後発医薬品に関する調査結果（アンケー
ト及びレセプトデータ）に関する検証会

23日 土 平成30年度学校薬剤師部会中国ブロック
連絡会議� （松江エクセルホテル東急）

23日・24日 第104回薬剤師国家試験

24日 日 平成30年度抗HIV薬服薬指導研修会

25日 月

・復職支援研修会
� （まなびの館ローズコム）
・第125回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）
・第２回災害薬事コーディネーター導入
検討会� （県庁・本館）
・地対協WG

26日 火 アンチ・ドーピング推進活動
（広島大学　リハビリテーション科医局）

28日 木 患者のための薬局ビジョン推進事業にか
かる打合せ

3月1日 金
・薬局運営WG
・広島県地域保健対策協議会 平成30年
度第2回定例理事会
� （広島県医師会館）

3日 日

・研究センター開設記念HbpMSセミナー
⑤
（日本赤十字社中四国ブロック血液セン
ター研究室）
・薬薬連携研修会　ポリファーマシー対
策に向けて～必要な視点と考え方~

4日 月
・平成30年度薬剤師会薬事情報センター
実務担当者等研修会� （東京・日薬）
・平成30年度緩和ケア推進会議
� （広島県庁）

6日 水 ・在宅医療推進委員会
・常務理事会

7日 木
広島県地域保健対策協議会「～適切な服
薬管理を目指して～医薬品に関する講演
会」� （広島県医師会館）

日　　　付 行　事　内　容

8日 金 広報委員会

9日 土

・第521回薬事情報センター定例研修会
・第14回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会�
� （広島コンベンションホール）
・広島大学薬学部　卒業・修了記念パー
ティー
� （グランドプリンスホテル広島）

9日・10日 日本薬剤師会第92回臨時総会
� （ホテルイースト21東京）

11日 月
・選挙管理委員会
・平成30年度患者のための薬局ビジョン
推進事業打合会

12日 火

・災害時の医薬品等供給調整及び医療救
護活動に関する協定締結式
� （県庁・北館）
・平成30年度第2回ひろしま食育・健康
づくり実行委員会� （広島県庁）
・健康寿命延伸検討ＷＧ
・広島県西部地区生涯教育研修会
� （廿日市市総合健康福祉センター）

13日 水

・第845回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会� （支払基金広島支部）
・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ
・第3回広島県医療費適正化計画検討委
員会� （県庁・本館）

・「子育て応援団すこやか2019」第1回
けんこうサポートゾーン調整会議
� （広島テレビ）
・広島県地域保健対策協議会災害医療体
制検討特別委員会（広島県医師会館）
・福山地区薬-薬連携研修会
� （福山市民病院）
・平成30年度日本薬剤師会研究倫理に関
する全国会議� （日薬）

14日 木

・平成30年度広島県医療安全研修会～コ
ミュニケーションから始めよう～
� （広島県医師会館）
・広島県地域保健対策協議会在宅医療・
介護連携推進専門委員会
� （広島県医師会館）

15日 金

・医療従事者等向け研修会（薬物依存
症）� （医療法人せのがわ瀬野川病院）
・福岡県保健医療介護部薬務課来会
� （モバイルファーマシー見学）
・平成30年度第2回在宅医療の人材（訪
問看護師）確保のための推進事業検討
委員会� （広島県看護協会）

・ブレストケア・ピンクリボンキャン
ペーンin広島実行委員会
� （大手町おりづるタワー）
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日　　　付 行　事　内　容

16日 土

・平成30年度日本病院薬剤師会医療情報
システム講習会
� （大阪科学技術センター）
・中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習
受入調整機関評議員会及び運営委員会
合同会議�（サンピーチ・OKAYAMA）

18日 月

・日本薬剤師会平成30年社会保険指導者
研修会� （AP市ヶ谷Ｃ会議室）
・第3回リハビリテーション専門職派遣
等調整会議� （県庁・本館）
・平成30年度第4回介護支援専門員アセ
スメントマニュアル作成検討会議
� （広島県庁）
・アンチ・ドーピング活動推進委員会

19日 火

・ひろしま健康づくり県民運動推進会議
総会� （広島県健康福祉センター）
・第2回広島県医療審議会保健医療計画
部会� （広島県庁）
・倫理審査委員会

20日 水

・RIOネットワーク 倫理審査委員教育
実施に向けたワークショップ
�（CIVI研修センター 新大阪東 E704会
議室）
・広島県地域保健医療推進機構評議員会
事前説明
・広島県がん対策課との打合せ
・㈱広島リビング新聞社取材
・在宅医療推進委員会
・常務理事会
・薬-薬 合同研修会� （興生総合病院）
・自立支援多職種ネットワーク推進会議 
平成30年度最終回「改訂版これから手
帳お披露目会」� （広島県医師会館）

22日 金 平成30年度第12回ＨＭネット運営会議
� （広島県医師会館）

23日 土
平成30年度広島県在宅支援薬剤師専門研
修会（無菌製剤処理研修会・インストラ
クター養成研修）

24日 日 第54回広島県薬剤師会臨時総会

25日 月
・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ
・平成30年度第２回広島県医療審議会
� （広島県庁）

日　　　付 行　事　内　容

26日 火

・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ
・薬事情報センター業務紹介及びモバイ
ルファーマシー見学
・広島経営同友会3月例会
� （ANAクラウンプラザホテル広島）
・第126回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）
・広島県がん対策推進委員会
�（広島がん高精度放射線治療センター）
・ブレストケア・ピンクリボンキャン
ペーン in 広島実行委員会
� （大手町おりづるタワー）

27日 水
・地対協　脳卒中医療体制検討特別委員
� （広島県医師会館）
・選挙管理委員会� （書面表決）

28日 木

・河合あんり先生来会
・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ� （動画レクチャー）
・広島県地域保健医療推進機構評議員会
� （広島県健康福祉センター）
・平成30年度第2回地域包括ケア強化推
進検討委員会� （広島県医師会館）
・第１回　安佐地区合同薬剤師研修会
� （安佐南区総合福祉センター）

29日 金 グラノード広島竣工式�（グラノード広島）

30日 土 平成30年度広島県在宅支援薬剤師専門研
修会（無菌製剤処理研修会②）

4月3日 水 ・広島銀行広島駅北口支店長来会
・常務理事会

4日 木

・社会保険診療報酬支払基金広島支部　
藤井支部長来会
・薬事情報センター業務紹介及びモバイ
ルファーマシー見学
・21世紀、県民の健康とくらしを考える
会役員会� （広島県医師会館）
・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ（動画レクチャー）

6日 土

・広島大学霞管弦楽団2019 Spring Concert
� （広島市南区民文化センター）
・復職支援研修説明会（オリエンテー
ション）
�（まなびの館ローズコム・広島県薬剤師
会館）

7日 日 広島県医師会CBRNE災害対策医療講習
会� （広島県医師会館）

8日 月 次世代指導薬剤師特別委員会

9日 火 ・部会外　会計チェック
・公益法人に係る研修会� （広島県庁）
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日　　　付 行　事　内　容

10日 水
・第58回病院・薬局実務実習中国・四国
地区調整機構会議（支部総会）
� （サンポート高松シンボルタワー）
・財務担当打合会

11日 木

・平成31年度社会保険医療担当者（薬
局）指導打合会
・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ（動画レクチャー）
・第39回広島県薬剤師会学術大会実行委
員会

12日 金
・第846回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会� （支払基金広島支部）
・認定基準薬局運営協議会

13日 土

・エキキタ「イベント広場」オープンセ
レモニー�（エキキタ「イベント広場」）
・第522回薬事情報センター定例研修会
・医療事故調査制度対応支援委員・外部
委員研修会� （広島県医師会館）

14日 日 次世代指導薬剤師特別委員会　報告会
� （ホテルグランヴィア広島）

日　　　付 行　事　内　容

15日 月

・復職支援研修説明会（オリエンテーション）
�（まなびの館ローズコム・広島県薬剤師
会館）
・ブレストケア・ピンクリボンキャンペーン
in 広島実行委員会

� （大手町おりづるタワー）

16日 火 財務担当者会議

17日 水 倫理審査委員会

18日 木

・全国健康保険協会広島支部 第２回広
島県医療関係者意見交換会
� （広島県歯科医師会館）
・平成31年度第1回「がん検診へ行こう
よ」推進会議
� （広島県健康福祉センター）
・外国人医療対策に向けた医療関係団体
連絡会議事前打合会
・常務理事会

19日 金 ・広報委員会
・広島県病院薬剤師会DI委員会

行事予定（令和元年 5月）

5 月10日（金） 第847回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

5 月11日（土） 平成31年（2019年）度「看護の日」広島県大会（広島県民文化センター）

　　〃 IPPNW日本支部理事会、広島県支部総会、日本支部総会（広島県医師会館）

　　〃 第63回広島県病院薬剤師会総会（ホテルセンチュリー21広島）

　　〃 第523回薬事情報センター定例研修会

5 月12日（日） 母の日　ピンクリボンdeカープ2019（マツダスタジアム）

5 月15日（水） 日本薬剤師会第 １ 回都道府県会長協議会（会長会）（日本薬剤師会）

5 月16日（木） 日本薬剤師会総会議事運営委員会（日本薬剤師会）

　　〃 監査会

　　〃 常務理事会

5 月18日（土） 第 １ 回理事会

5 月21日（火） 日本薬剤師会第 ２ 回 理事会（日本薬剤師会）

　　〃 健康寿命延伸検討WG第 １ 回会議
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行事予定（令和元年 5〜 7月）

5 月23日（木） 平成31年度広島県学校保健会常任理事会、理事会及び代議員会（県立総合体育館）

5 月25日（土） 第21回広島県医療情報技師会研修会（県立広島病院）

　　〃
日薬代議員中国ブロック協議会（ホテルモナーク鳥取）

5 月26日（日）

　　〃 新薬剤師研修会

　　〃 第27回広島県言語友の会みつぎ大会
（公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設附属リハビリテーションセンター）

5 月31日（金） 「子育て応援団すこやか2019」会場準備（広島テレビ(新社屋)）

6 月 1 日（土） 学薬部会　理事会

　　〃 学薬部会地域組織代表者会議 

　　〃
「子育て応援団すこやか2019」（広島テレビ(新社屋)）

6 月 2 日（日）

6 月 5 日（水） 常務理事会

6 月 8 日（土） 認知症の人と家族の会広島県支部 第38回家族の会大会（広島県民文化センター）

6 月14日（金） 第848回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

6 月16日（日） 第55回広島県薬剤師会定時総会

6／20～ 7／19 平成31年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

6 月20日（木） 常務理事会

6 月21日（金） 日本薬剤師会第 ３ 回理事会（日本薬剤師会）

　　〃 日本薬剤師会第 ２ 回都道府県会長協議会（会長会）（日本薬剤師会）

6 月22日（土）
日本薬剤師会第93回定時総会（ホテルイースト21東京）

6 月23日（日）

6 月27日（木） 広島原爆障害対策協議会 評議員会（予定）（広島原対協）

6 月28日(金) スポーツファーマシスト向けLive on Seminar研修（広島県薬剤師会館他）

6 月29日(土) （株）メディア中国 薬剤師向けてんかんセミナー
薬剤師が知っておきたい「てんかん」の基本～患者さんとの接点を深めるために～

（TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前）

7 月 6 日(土) 2019年度学校薬剤師中国ブロック連絡会議

7 月 7 日(日) 集団的個別指導

7 月10日(水) 常務理事会
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	 平成31年 3 月11日

公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

薬剤師研修認定制度の適切な運用について（通知）

　このことについて、平成31年 3 月 1 日付け薬生総発0301第 8 号により厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長から別
紙のとおり通知がありました。
　不適切な方法により入手した研修受講シールにより研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るがし
かねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。
　ついては、貴会会員等に対し、機会をとらえて、これらの注意喚起を行ってくださるようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　安井）

別紙 1
	 薬生総発0301第 8 号
	 平成31年 3 月 1 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
� （公 　　　印 　　　省　　　略）

薬剤師研修認定制度の適切な運用について

　日頃より薬事行政に対してご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に
重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体
制を定める省令（昭和39年厚生省令第 3号。以下「体制省令」という。）第 1条第 1項第16号の規定により、薬局開
設者にその実施を求めております。
　公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度（以下「研修認定制度」という。）については、
研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付される場合がありますが、今般、
一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールが、インターネット上のオークションサイト等で
売買されている事例が確認されました。
　不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るが
しかねないことから、関係団体等に対し別添のとおり通知しましたのでお知らせします。
　つきましては、貴管下の薬局、関係団体等にご周知いただくよう、ご協力の程よろしくお願い致します。
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別紙 2
	 薬生総発0301第 7 号
	 保 医 発0301第 2 号
	 平成31年 3 月 1 日

（別記）　 殿
� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

� 厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

薬剤師研修認定制度の適切な運用について

　平素は薬事行政及び医療保険行政に対してご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に
重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体
制を定める省令（昭和39年厚生省令第 3号。以下「体制省令」という。）第 1条第 1項第16号の規定により、薬局開
設者にその実施を求めております。また、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包
括管理料」の施設基準として、公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度（以下「研修認定
制度」という。）等の研修認定を取得していることを求めているところです。
　研修認定制度につきましては、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付
される場合があると承知しておりますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シール
が、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。
　不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るが
しかねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。
　つきましては、貴会会員に対して、オークションサイト等における研修受講シールの不適切な売買について注意喚
起するとともに、薬局に勤務する薬剤師が不適切な方法で研修認定を取得しないよう周知徹底を行っていただきたく、
ご協力の程よろしくお願いいたします。また、薬局機能情報提供制度において認定薬剤師の数を報告している薬局並
びにかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定のための施設基準の届出を行っている薬局の開
設者におかれましては、認定薬剤師の研修受講状況の把握等に努めていただきたく、あわせてご協力の程よろしくお
願いいたします。

（別記）
公益社団法人　日本薬剤師会会長
一般社団法人　日本保険薬局協会会長
日本チェーンドラッグストア協会会長

別紙 3
	 薬生総発0301第 6 号
	 保 医 発0301第 1 号
	 平成31年 3 月 1 日

薬剤師認定制度実施機関の長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

� 厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

薬剤師研修認定制度の適切な運用について

　平素は薬事行政及び医療保険行政に対してご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に
重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体
制を定める省令（昭和39年厚生省令第 3号。以下「体制省令」という。）第 1条第 1項第16号の規定により、薬局開
設者にその実施を求めております。また、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包
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括管理料」の施設基準として、公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度（以下「研修認定
制度」という。）等の研修認定を取得していることを求めているところです。
　研修認定制度につきましては、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付
される場合があると承知しておりますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シール
が、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。
　不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るが
しかねないものであり、また、調剤報酬請求の適正性にも疑念を生じさせるものです。
　つきましては、研修認定制度の適切な運用のため、薬剤師認定制度実施機関である貴団体において実施している研
修の受講者及び関係者に対して、オークションサイト等における研修受講シールの不適切な売買について注意喚起を
行うとともに、受講者名簿による受講状況の管理、研修受講シール配布時の本人確認及び未受講者の研修受講シール
の回収徹底等、不適切な売買を防止する取組について検討していただき、研修受講シールの取扱いをはじめとして適
切に研修を実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。

� 平成31年 3 月18日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会理事長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ＆Aについて（通知）
　このことについて、平成31年 3 月15日付け薬生監麻発0315第 1 号により厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻
薬対策課長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　安井）

別紙 1
	 薬生監麻発0315第 1 号
	 平成 3 1年 3 月 1 5日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）

「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ＆Aについて

　今般、「無承認無許可医薬品の指導取締まりについて」（昭和46年 6 月 1 日薬発476号都道府県知事宛て厚生省薬務
局長通知）の別紙「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ＆Aを別添のとおり取りまとめましたので、御了知の上、
貴管下関係業者に対する指導取締りにおいて御留意をお願いいたします。
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� （別添）

問　「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和46年 6 月 1 日薬発第476号厚生省薬務局長通知）の別添 2
「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」（以下「専ら医薬品リスト」という。）に収載されて
いる成分を元から含有する野菜、果物等の生鮮食料品又はそれを調理・加工して製造された加工食品は、医薬
品に該当すると判断されるのか。

（答）　「専ら医薬品リスト」に収載されているものであっても、それが野菜・果物等の生鮮食料品（「専ら医薬品リ
スト」に当該生鮮食料品そのものが収載されていないものに限る。）に元から含有される成分である場合は、当
該成分を含有している生鮮食料品の医薬品該当性について、当該成分を含有することのみを理由として医薬品に
該当するとは判断せず、食経験、製品の表示・広告、その製品の販売の際の演術等を踏まえ総合的に判断する。
　また、当該生鮮食料品を調理・加工（伝統的発酵を含む。）して製造された食品（伝統的発酵によって当該成
分が含有されることとなるものを含む。以下「加工食品」という。）についても、当該加工食品の製造工程にお
いて、当該成分の抽出、濃縮又は純化を目的とした加工をしておらず、かつ、食品由来でない当該成分を添加し
ていない場合は、前段と同様の取扱いとする。

� 平成31年 3 月18日
一般社団法人広島県医師会会長 様
一般社団法人広島県病院協会会長 様
一般社団法人広島県歯科医師会会長 様
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
公益社団法人広島県看護協会会長 様
一般社団法人広島県医療法人協会会長 様
広島県医薬品卸協同組合理事長 様

� 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
� （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

抗真菌薬「ゼフナート外用液 2 ％」の中国国内で確認された 
偽造品について（通知）

　このことについて、平成31年 3 月15日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から別紙のとおり
事務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への注意喚起をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別紙 1
	 事　務　連　絡
	 平成31年 3 月15日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）薬務主管課　 御中

� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

抗真菌薬「ゼフナート外用液 2 ％」の中国国内で確認された偽造品について

　今般、別紙のとおり、全薬工業株式会社が製造販売し、鳥居薬品株式会社が販売している抗真菌薬「ゼフナート外
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用液 2％」について、中国国内において、包装（箱）の表示や製品ボトルのラベルが日本語で日本国内の正規品と同
様に記載された偽造品が確認されました。
　現在のところ、日本国内において「ゼフナート外用液 2％」の偽造品は確認されておらず、偽造品の服用に起因す
ると考えられる健康被害の報告も受けていませんが、もし、このような偽造品を発見した場合には、決して、流通さ
せたり、調剤したり、服用させたりすることがないよう、貴管下の医療機関、薬局及び医薬品の販売業者に対する注
意喚起をお願いいたします。
　なお、製品に関する問い合わせ先については、別紙を御覧ください。

別紙 2
� 2019年 3 月15日

中国国内で確認された抗真菌薬「ゼフナート外用液 2 ％」の偽造品について

� 製造販売元　全薬工業株式会社
� 販　売　元　鳥居薬品株式会社

　この度、全薬工業株式会社が製造販売承認を取得し、鳥居薬品株式会社が販売しております抗真菌薬「ゼフナート
外用液 2％」（以下「ゼフナート」）について、包装（箱）の表示や製品ガラス瓶のラベルが日本語で記載された偽造
品が、中華人民共和国（以下「中国」）国内において確認されました。
　現在のところ、日本国内において、ゼフナートの偽造品は確認されておらず、また、偽造品の使用に起因すると思
われる健康被害の報告もございません。
　偽造品が正規の流通ルートを介して日本国内の医療機関に納入されることはないと考えておりますが、輸入等によ
り偽造品が日本国内に流入する可能性は否定できないことから、注意喚起が必要と判断し、念のためお知らせするも
のです。
　今回の偽造品は、中国の通販サイトで販売されており、包装等が正規品と同様の日本語で記載されていることなど、
一見して偽造品と正規品の区別がつきにくい状況でございました。
　今後、別の形態の偽造品が発見されるおそれもありますので、医師の処方せんに基づいて調剤された以外の方法で
ゼフナートを入手しないよう重ねてご注意をお願いいたします。
　なお、製品に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。

【お問合せ先】
　鳥居薬品株式会社　お客様相談室
　電話番号：0120-316-834
　受付時間： 9：00～17：30（土・日祝日および会社休業日を除く）

	 平成31年 3 月28日
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
広島県医薬品卸協同組合理事長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
第 7 条第 3 項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について（通知）

　このことについて、平成31年 3 月20日付け薬生総発0320第 3 号により厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長より別
紙のとおり通知がありました。
　本県においては、従前より管理者の兼務許可については次のとおりとしていますが、本通知の趣旨を踏まえ、当面



73広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

の間、この取扱いについては変更しないこととします。
　なお、各保健所設置市には本県の取扱い方針について別途通知しています。

【管理者の兼務について】
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 7条第 3項ただし書きの規定に基づく薬局
の管理者の兼務は、次のア～ウに掲げる場合に限り、認められるものであること。
　ア　学校保健安全法に基づく学校薬剤師の業務
　イ　薬剤師会が開設する休日夜間対応薬局の業務
　ウ　市町が開設する休日夜間診療所の業務
　なお、この場合は、管理者兼務の適用願いを、法第 7条第 3項ただし書きの規定に基づく許可申請とみなすことと
する。
　また、管理者兼務の内容に変更を生じた場合は、当該許可は、消滅するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-523-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別　紙
	 薬生総発0320第 3 号
	 平成31年 3 月20日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
� （公 　　　印 　　　省　　　略）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
第 7 条第 3 項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について

　薬局の管理者は、その薬局を実地に管理する必要があり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第 7条第 3項の規定により、原則とし
て、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事することが禁止されていますが、同項
のただし書きにより、その薬局の所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある
場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」という。）の許可（以下「兼務許可」という。）を受けた場
合には、例外的に薬局の管理者が他の薬事に関する実務に従事することが認められています。
　この兼務許可を与えることができるものとしては、「薬事法の施行について」（昭和36年 2 月 8 日付け薬発第44号厚
生省薬務局長通知。以下「昭和36年通知」という。）において、「非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合等であって薬局の
管理者としての業務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められるとき」を例示しています。
　今般、「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月25日閣議決定）において、「へき地におけ
る薬局の管理者の兼務要件については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会での薬局・薬剤師の在り方に関する
議論を踏まえて検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされたところです。
これを受けて、近年、薬局の薬剤師が行う業務が多岐にわたり、その勤務体系も多様化していること等も踏まえ、兼
務許可に関する考え方を下記のとおり整理しましたので、業務の参考としていただきますようお願いします。
　なお、医薬品医療機器等法第 7条第 1項及び第 2項において、当該薬局を実地に管理する者として薬局の管理者が
規定されていることにかんがみれば、兼務許可は例外的な取扱いとすべきことに御留意いただきますようお願いします。

記

　医薬品医療機器等法第 7条第 3項の兼務許可については、昭和36年通知で例示した薬局の管理者が非常勤の学校薬
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剤師を兼ねる場合のほか、地域における必要な医薬品提供体制の確保を目的として、
　・薬局の営業時間外である夜間休日に、当該薬局の管理者がその薬局以外の場所で地域の輪番制の調剤業務に従事

する場合
　・へき地における薬局の管理者の確保が困難であると認められる場合において、当該地域に所在する薬局の営業時

間外に、当該薬局の管理者が他の薬局に勤務する場合
等であって、都道府県知事等が地域の実情、個別の事案を勘案した上で、薬局の管理者としての業務を遂行するにあ
たって支障を生ずることがないと判断する場合は、認められ得ること。

� 平成31年 3 月29日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会理事長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

医薬品の範囲に関する基準の一部改正について（通知）
　このことについて、平成31年 3 月22日付け薬生発0322第 2 号により厚生労働省医薬・生活衛生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別紙 1
	 薬生発0322第 2 号
	 平成31年 3 月22日

各　
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

　殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局長
� （公　　　印　　　省　　　略）

医薬品の範囲に関する基準の一部改正について

　人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第
145号）第 2条第 1項第 2号又は第 3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導
取締りについて」（昭和46年 6 月 1 日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知。以下「通知」という。）により判断して
きたところですが、今般、通知の一部を別紙のとおり改正しますので、下記の改正の趣旨等を御了知の上、貴管下関
係業者に対する指導取締りにおいて御留意をお願いいたします。
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記

1　改正の趣旨
　都道府県から提出のあった個別成分本質（原材料）（※）について、通知の別紙「医薬品の範囲に関する基準」
（以下「基準」という。）の別添 1「食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いについて」に基づき、専ら医
薬品として使用される成分本質（原材料）に該当するかどうか等の判断を行い、別添 2「専ら医薬品として使用
される成分本質（原材料）リスト」及び別添 3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分
本質（原材料）リスト」に追加した。
※企業等が輸入又は製造して販売しようとする物に含有されている成分及びいわゆる健康食品の買上調査にお
いて検出された成分。

2　改正の概要
 （ 1）以下の成分本質（原材料）について、基準の別添 2「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」

に追加する。
　　　○ 3．その他（化学物質等）
　　　　・デスカルボンシルデナフィル
 （ 2）以下の成分本質（原材料）について、基準の別添 3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しな

い成分本質（原材料）リスト」に追加する。
　　　○ 2．動物由来物等
　　　　・ホタテ（貝殻）
　　　○ 3．その他（化学物質等）
　　　　・3-アミノプロパン酸
　　　　・2-フコシルラクトース

別紙 2

「医薬品の範囲に関する基準」の一部改正について

　昭和46年 6 月 1 日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙「医
薬品の範囲に関する基準」の一部を次のように改正します。

第 1　別添 2の 1．植物由来物等の表カイソウ＜海葱＞属の項を次のように改める。

カイソウ＜海葱＞属 鱗茎 カイソウ＜海藻＞の全藻は「非医」

別添 2の 1．植物由来物等の表ユキノハナ属の項を次のように改める。

ユキノハナ属 オオユキノハナ／ユキノハナ 鱗茎

別添 2の 3．その他（化学物質等）の表デキストロメトルファンの項の次に次の項を加える。

デスカルボンシルデナフィル Descarbonsildenafil

第 2 　別添 3の 2．動物由来物等の表ヘビの項の次に次の項を加える。

ホタテ 貝殻

別添 3の 3．その他（化学物質等）の表アスパラギン酸の項の次に次の項を加える。

3 -アミノプロパン酸 β-アラニン

別添 3の 3．その他（化学物質等）の表フェルラ酸の項の次に次の項を加える。

2 -フコシルラクトース
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無承認無許可医薬品の指導取締りについて

� （昭和46年 6 月 1 日　薬発第476号）
� （各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知）

改正　昭和58年 4 月 1 日　薬発第273号
　　　昭和62年 9 月22日　薬発第827号
　　　平成 2年11月22日　薬発第1179号
　　　平成10年 3 月31日　医薬発第344号
　　　平成12年 4 月 5 日　医薬発第392号
　　　平成13年 3 月27日　医薬発第243号
　　　平成14年11月15日　医薬発第1115003号
　　　平成16年 3 月31日　薬食発第0331009号
　　　平成19年 4 月17日　薬食発第0417001号
　　　平成21年 2 月20日　薬食発第0220001号
　　　平成23年 1 月20日　薬食発0120第 1 号
　　　平成24年 1 月23日　薬食発0123第 3 号
　　　平成25年 7 月10日　薬食発0710第 2 号
　　　平成27年 4 月 1 日　薬食発0401第 2 号
　　　平成27年12月28日　薬生発1228第 4 号
　　　平成28年10月12日　薬生発1012第 1 号
　　　平成30年 4 月18日　薬生発0418第 4 号
　　　平成31年 3 月22日　薬生発0322第 2 号

　昨今、その本質、形状、表示された効能効果、用法用量等から判断して医薬品とみなされるべき物が、食品の名目
のもとに製造（輸入を含む。以下同じ。）販売されている事例が少なからずみうけられている。
　かかる製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）（以
下「法」という。）において、医薬品として、その製造、販売、品質、表示、広告等について必要な規制を受けるべ
きものであるにもかかわらず、食品の名目で製造販売されているため、
 （ 1）万病に、あるいは、特定疾病に効果があるかのごとく表示広告されることにより、これを信じて服用する一般

消費者に、正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる、
 （ 2）不良品及び偽薬品が製造販売される、
 （ 3）一般人の間に存在する医薬品及び食品に対する概念を崩壊させ、医薬品の正しい使用が損われ、ひいては、医

薬品に対する不信感を生じさせる、
 （ 4）高貴な成分を配合しているかのごとく、あるいは特殊な方法により製造したかのごとく表示広告して、高価な

価格を設定し、一般消費者に不当な経済的負担を負わせる、
等の弊害をもたらすおそれのある事例がみられている。
　このため、従来より各都道府県の協力をえて、法等の規定に基づく厳重な指導取締りを行なってきたところである
が、業者間に認識があさく、現在、なお医薬品の範囲に属する物であるにもかかわらず、食品として製造販売されて
いるものがみられることは極めて遺憾なことである。
　ついては、今般、今まで報告されてきた事例等を参考として、人が経口的に服用する物のうち「医薬品の範囲に関
する基準」（以下「基準」という。）を別紙のとおり定めたので、今後は、下記の点に留意のうえ、貴管下関係業者に
対して、遺憾のないように指導取締りを行なわれたい。

記

1．医薬品の該当性については、法第 2条における定義に照らし合わせて判断されるべきものであり、本基準は、当
該判断に資するよう、過去の判断を例示しているものであることから、医薬品の該当性は、その目的、成分本質（原
材料）等を総合的に検討の上、判断すること。
2．基準により医薬品の範囲に属する物は、法の規制を受けるべきものであるので、この旨関係業者に周知徹底し、
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同法の規定に基づく承認及び許可を受けたものでなければ、製造販売しないよう強力に指導されたいこと。なお、
その表示事項、形状等の改善により、食品として製造販売する物にあっては、表示事項については直ちに、また、
形状等については、昭和46年11月までに所要の改善措置を講じさせること。
3．これらの指導にもかかわらず、基準により医薬品の範囲に属する物を食品として製造販売する業者に対しては、
法及びその他の関連法令に基づき、告発等の厳重な措置を講じられたいこと。
4．ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水の取扱いについては、今後とも、基準準中専ら医薬品として使用され
る物として例示したような成分本質の物についても、清涼飲料水に配合しないよう指導されたいこと。

（別紙）

医薬品の範囲に関する基準

　人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律
第145号）第 2条第 1項第 2号又は第 3号に規定する医薬品に該当するか否かは、医薬品としての目的を有しているか、
又は通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識するかどうかにより判断することとなる。通常人が同項
第 2号又は第 3号に掲げる目的を有するものであると認識するかどうかは、その物の成分本質（原材料）、形状（剤型、
容器、包装、意匠等をいう。）及びその物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の
演述等を総合的に判断すべきものである。
　したがって、医薬品に該当するか否かは、個々の製品について、上記の要素を総合的に検討のうえ判定すべきもの
であり、その判定の方法は、Ⅰの「医薬品の判定における各要素の解釈」に基づいて、その物の成分本質（原材料）
を分類し、効能効果、形状及び用法用量が医薬品的であるかどうかを検討のうえ、Ⅱの「判定方法」により行うもの
とする。
　ただし、次の物は、原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差
し支えない。
1　野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物
2　健康増進法（平成14年法律第103号）第26条の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品
3　食品表示法（平成25年法律第70号）第 4条第 1項の規定に基づき制定された食品表示基準（平成27年内閣府令
第10号）第 2条第 1項第10号の規定に基づき届け出た表示内容を表示する機能性表示食品

Ⅰ　医薬品の判定における各要素の解釈

1　物の成分本質（原材料）からみた分類
　物の成分本質（原材料）が、専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）であるか否かについて、別添 1「食
薬区分における成分本質（原材料）の取扱いについて」（以下「判断基準」という。）により判断することとする。
　なお、その物がどのような成分本質（原材料）の物であるかは、その物の成分、本質、起源、製法等についての表
示、販売時の説明、広告等の内容に基づいて判断して差し支えない。
　判断基準の 1．に該当すると判断された成分本質（原材料）については、別添 2「専ら医薬品として使用される成
分本質（原材料）リスト」にその例示として掲げることとする。
　なお、別添 2に掲げる成分本質（原材料）であっても、医薬部外品として承認を受けた場合には、当該成分本質（原
材料）が医薬部外品の成分として使用される場合がある。
　また、判断基準の 1．に該当しないと判断された成分本質（原材料）については、関係者の利便を考え、参考とし
て別添 3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」にその例示として
掲げることとする。
　なお、当該リストは医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等
の評価がなされたもののリストではないことに留意されたい。

2　医薬品的な効能効果の解釈
　その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物あるいは演
述によって、次のような効能効果が表示説明されている場合は、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなす。
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また、名称、含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれと同様な効能効果を標ぼうし又は暗示するものも同様
とする。
　なお、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）第 2条第 1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準
に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品（以下「栄養機能食品」という。）にあっては、その表示等を医
薬品的な効能効果と判断しないこととして差し支えない。
　（一）疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
　　（例）糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害をなおす、ガンがよくなる、

眼病の人のために、便秘がなおる等
　（二）身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
　　　 ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。
　　（例）疲労回復、強精（強性）強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力

をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血
液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長
促進等

　（三）医薬品的な効能効果の暗示
　 （a）名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの
　　（例）延命○○、○○の精（不死源）、○○の精（不老源）、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、

和漢伝方等
　 （b）含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
　　（例）体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等
　 （c）製法の説明よりみて暗示するもの
　　（例）本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法（製法特許出願）

によって調製したものである。等
　 （d）起源、由来等の説明よりみて暗示するもの
　　（例）○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝（うつ）を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無

くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等
　 （e）新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの
　　（例）医学博士○○○○の談

　「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。………癌細胞の脂質代謝異常ひいて
は糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」等

3　医薬品的な形状の解釈
　錠剤、丸剤、カプセル剤及びアンプル剤のような剤型は、一般に医薬品に用いられる剤型として認識されてきてお
り、これらの剤型とする必要のあるものは、医薬品的性格を有するものが多く、また、その物の剤型のほかに、その
容器又は被包の意匠及び形態が市販されている医薬品と同じ印象を与える場合も、通常人が当該製品を医薬品と認識
する大きな要因となっていることから、原則として、医薬品的形状であった場合は、医薬品に該当するとの判断が行
われてきた。
　しかし、現在、成分によって、品質管理等の必要性が認められる場合には、医薬品的形状の錠剤、丸剤又はカプセ
ル剤であっても、直ちに、医薬品に該当するとの判断が行われておらず、実態として、従来、医薬品的形状とされて
きた形状の食品が消費されるようになってきていることから、「食品」である旨が明示されている場合、原則として、
形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこととする。ただし、アンプル形状など通常の食品とし
ては流通しない形状を用いることなどにより、消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合
は、医薬品と判断する必要がある。

4　医薬品的な用法用量の解釈
　医薬品は、適応疾病に対し治療又は予防効果を発揮し、かつ、安全性を確保するために、服用時期、服用間隔、服
用量等の詳細な用法用量を定めることが必要不可欠である。したがって、ある物の使用方法として服用時期、服用間隔、
服用量等の記載がある場合には、原則として医薬品的な用法用量とみなすものとし、次のような事例は、これに該当
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するものとする。ただし、調理の目的のために、使用方法、使用量等を定めているものについてはこの限りでない。
　一方、食品であっても、過剰摂取や連用による健康被害が起きる危険性、その他合理的な理由があるものについて
は、むしろ積極的に摂取の時期、間隔、量等の摂取の際の目安を表示すべき場合がある。
　これらの実態等を考慮し、栄養機能食品にあっては、時期、間隔、量等摂取の方法を記載することについて、医薬
品的用法用量には該当しないこととして差し支えない。
　ただし、この場合においても、「食前」「食後」「食間」など、通常の食品の摂取時期等とは考えられない表現を用
いるなど医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合においては、引き続き医薬品的用法用量の表示
とみなすものとする。
　　　 （例） 1日 2～ 3回、 1回 2～ 3粒
　　　　　　 1日 2個
　　　　　　毎食後、添付のサジで 2杯づつ
　　　　　　成人 1日 3～ 6錠
　　　　　　食前、食後に 1～ 2個づつ
　　　　　　お休み前に 1～ 2粒

Ⅱ　判定方法

　人が経口的に服用する物について、Ⅰの「医薬品の判定における各要素の解釈」に基づいて、その成分本質（原材
料）を分類し、その効能効果、形状及び用法用量について医薬品的であるかどうかを検討のうえ、以下に示す医薬品
とみなす範囲に該当するものは、原則として医薬品とみなすものとする。なお、 2種以上の成分が配合されている物
については、各成分のうちいずれかが医薬品と判定される場合は、当該製品は医薬品とみなすものとする。
　ただし、当該成分が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されているものと認めら
れ、かつ、当該成分を含有する旨標ぼうしない場合又は当該成分を含有する旨標ぼうするが、その使用目的を併記す
る場合等総合的に判断して医薬品と認識されるおそれのないことが明らかな場合には、この限りでない。
　医薬品とみなす範囲は次のとおりとする。
　（一）効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、判断基準の 1．に該当する成分本質（原材料）が配合又

は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。
　（二）判断基準の 1．に該当しない成分本質（原材料）が配合又は含有されている場合であって、以下の①から③

に示すいずれかに該当するものにあっては、原則として医薬品とみなすものとする。
　　　 ①　医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
　　　 ②　アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの
　　　 ③　用法用量が医薬品的であるもの

（別添 1）

食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いについて

1 ．「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」の考え方
 （ 1）専ら医薬品としての使用実態のある物
　　　解熱鎮痛消炎剤、ホルモン、抗生物質、消化酵素等専ら医薬品として使用される物
 （ 2）（ 1）以外の動植物由来物（抽出物を含む。）、化学的合成品等であって、次のいずれかに該当する物。ただし、

一般に食品として飲食に供されている物を除く。
　　①　毒性の強いアルカロイド、毒性タンパク等、その他毒劇薬指定成分（別紙参照）に相当する成分を含む物（た

だし、食品衛生法で規制される食品等に起因して中毒を起こす植物性自然毒、動物性自然毒等を除く）
　　②　麻薬、向精神薬及び覚せい剤様作用がある物（当該成分及びその構造類似物（当該成分と同様の作用が合理

的に予測される物に限る）並びにこれらの原料植物）
　　③　処方せん医薬品に相当する成分を含む物であって、保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要性があ

る物
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注 1）ビタミン、ミネラル類及びアミノ酸（別紙参照）を除く。ただし、ビタミン誘導体については、食品衛生法の
規定に基づき使用される食品添加物である物を除き、「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」
に収載される物とみなす。

注 2）当該成分本質（原材料）が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されているも
のと認められ、かつ、当該成分本質（原材料）を含有する旨標ぼうしない場合又は当該成分本質（原材料）を含
有する旨標ぼうするが、その使用目的を併記する場合等総合的に判断して医薬品と認識されるおそれがないこと
が明らかな場合には、「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に収載されていても、医薬品
とみなさない。

注 3）「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」に収載されている原
材料であっても、水、エタノール以外の溶媒による抽出を行った場合には、当該抽出成分について、上記の考え
方に基づいて再度検討を行い、「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に収載すべきかどう
か評価する。

2．新規成分本質（原材料）の判断及び判断する際の手続き
 （ 1）「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」にも、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬

品と判断しない成分本質（原材料）リスト」にも収載されていない成分本質（原材料）を含む製品を輸入販売又
は製造する事業者は、あらかじめ、当該成分本質（原材料）の学名、使用部位、薬理作用又は生理作用、毒性、
麻薬・覚せい剤様作用、国内外での医薬品としての承認前例の有無、食習慣等の資料を都道府県薬務担当課（室）
を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課あて提出し、その判断を求めることができる。

 （ 2）監視指導・麻薬対策課は、提出された資料により、上記 1の考え方に基づき学識経験者と協議を行い、専ら医
薬品として使用される成分本質（原材料）への該当性を判断する。この場合、事業者に対し追加資料の要求をす
る場合がある。

 （ 3）監視指導・麻薬対策課は、「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に該当せず、効能効果
の標ぼう等からみて食品としての製造（輸入）、販売等が行われる場合には、食品安全部関係各課（室）に情報
提供を行う。

　　　また、当該リストは定期的に公表するものとする。

3．その他
　「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」及び「専ら医薬品として
使用される成分本質（原材料）リスト」は、今後、新たな安全性に関する知見等により、必要に応じて変更すること
がある。

（参考）ハーブについては、次の文献等を参考にする。
・Jeffrey B.Harborne FRS, Herbert Baxter：Dictionary of Plant Toxins, Willey
・The Complete German Commission E Monographs Therapeutic Guide to Herbal Medicines（The 
American Botanical Council）
・Botanical Safety Handbook（American Herbal Products Association）
・Richard Evans Schultes, Albert Hofmann：The Botany and Chemistry of Hallucinogens, Charles C. 
Thomas Publisher
・Poisonous Plants：Lucia Woodward
・WHO monographs on selected medicinal plants
・John H. Wiersema, Blanca Leon：World Economic Plants
・中薬大辞典：小学館
・和漢薬：医歯薬出版株式会社
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（別紙）

○毒薬・劇薬指定基準（注略）
　（ 1）急性毒性（概略の致死量：mg/kg）が次のいずれかに該当するもの。
　 　 1）経口投与の場合、毒薬が30mg/kg、劇薬が300mg/kg 以下の値を示すもの。
　 　 2）皮下投与の場合、毒薬が20mg/kg、劇薬が200mg/kg 以下の値を示すもの。
　 　 3）静脈内（腹腔内）投与の場合、毒薬が10mg/kg、劇薬が100mg/kg 以下の値を示すもの。
　（ 2）次のいずれかに該当するもの。なお、毒薬又は劇薬のいずれに指定するかは、その程度により判断する。
　 　 1）原則として、動物に薬用量の10倍以下の長期連続投与で、機能又は組織に障害を認めるもの
　 　 2）通例、同一投与法による致死量と有効量の比又は毒性勾配から、安全域が狭いと認められるもの
　 　 3）臨床上中毒量と薬用量が極めて接近しているもの
　 　 4）臨床上薬用量において副作用の発現率が高いもの又はその程度が重篤なもの
　 　 5）臨床上蓄積作用が強いもの
　 　 6）臨床上薬用量において薬理作用が激しいもの

○注 1に規定するアミノ酸は、以下のとおりとする。
　・アスパラギン、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン、グルタミン酸、

シスチン、システイン、セリン、チロシン、トリプトファン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、 4－ヒドロキ
シプロリン、ヒドロキシリジン、フェニルアラニン、プロリン、メチオニン、リジン、ロイシン

（
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茎
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ボ
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ロ
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を
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Ｃ
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葉
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葉
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葉
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茎
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茎
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茎
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葉
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葉
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葉
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＜
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仁
＞

/
シ

ュ
ク

シ
ャ

ミ
ツ

種
子

の
塊

・
成

熟
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＜
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茎
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ボ
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茎
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ボ
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葉
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葉
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茎
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葉
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ボ
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熟
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菌
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ラ
ッ

パ
脂

・
根

ユ
キ

ノ
ハ

ナ
属

オ
オ

ユ
キ

ノ
ハ

ナ
/
ユ

キ
ノ

ハ
ナ

鱗
茎

ヨ
ヒ

ン
ベ

樹
皮

ラ
タ

ニ
ア

根
ラ

ン
ソ

ウ
フ

ジ
バ

カ
マ

全
草

リ
ュ

ウ
タ

ン
ト
ウ

リ
ン

ド
ウ

/
リ
ン

ド
ウ

根
･根

茎
リ
ョ
ウ

キ
ョ
ウ

根
茎

レ
ン

ギ
ョ
ウ

連
翹

果
実

葉
は

「
非

医
」

ロ
ウ

ハ
ク

カ
樹

皮
・
花

ロ
コ

ン
ヨ

シ
根

茎
根

茎
以

外
は

「
非

医
」

ロ
ベ

リ
ア

ソ
ウ

全
草

注
１

）
　

「
名

称
」
及

び
「
他

名
等

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
生

薬
名

、
一

般
名

及
び

起
源

植
物

名
等

を
記

載
し

て
い

る
。

注
２

）
　

リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
成

分
本

質
（
原

材
料

）
の

う
ち

、
該

当
す

る
部

位
に

つ
い

て
、

「
部

位
等

」
の

欄
に

記
載

し
て

い
る

。
注

３
）
　

他
の

部
位

が
別

の
リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
場

合
等

、
そ

の
取

扱
い

が
紛

ら
わ

し
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

そ
の

旨
　

　
　

記
載

し
て

い
る

。
注

４
）
　

備
考

欄
の

「
非

医
」
は

「
医

薬
品

的
効

能
効

果
を

標
ぼ

う
し

な
い

限
り

医
薬

品
と

判
断

し
な

い
成

分
本

質
（
原

材
料

）
リ
ス

ト
」
に

　
  
　

掲
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

。



84 2019 Vol.44 No.3　広島県薬剤師会誌
２
．
動
物
由
来
物
等

（
例
）
名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

カ
イ
ク
ジ
ン

オ
ッ
ト
セ
イ
/
ゴ
マ
フ
ア
ザ
ラ
シ

陰
茎
･睾
丸

骨
格
筋
抽
出
物
は
「
非
医
」

ケ
ツ
エ
キ

ヒ
ト
血
液

ウ
シ
・
シ
カ
・
ブ
タ
の
血
液
・
血
漿
は

「
非
医
」

コ
ウ
ク
ベ
ン

イ
ヌ
/
ク
イ
ン
ラ
ン
/
ボ
ク
イ
ン
キ
ョ
ウ

/
ボ
ク
イ
ン
ケ
イ

陰
茎
・
睾
丸

ゴ
オ
ウ

ウ
シ

胆
嚢
中
の
結
石

コ
コ
ツ

ト
ラ

骨
格

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
輸
入
が
禁
止
さ

れ
て
い
る

コ
ツ
ズ
イ

ヒ
ト
骨
髄

ウ
シ
骨
髄
は
「
非
医
」

ゴ
レ
イ
シ

モ
モ
ン
ガ
亜
科
動
物
の
糞

シ
ベ
ッ
ト

ジ
ャ
コ
ウ
ネ
コ
/
レ
イ
ビ
ョ
ウ
コ
ウ

香
嚢
腺
か
ら
得
た
分
泌
液

ジ
ャ
コ
ウ

ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ

雄
の
麝
香
腺
か
ら
得
た
分

泌
物

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
輸
入
が
禁
止
さ

れ
て
い
る

ジ
ャ
ド
ク

ヘ
ビ

蛇
毒

ヘ
ビ
全
体
は
「
非
医
」

ジ
リ
ュ
ウ

カ
ッ
シ
ョ
ク
ツ
リ
ミ
ミ
ズ

全
形

セ
ン
ソ

シ
ナ
ヒ
キ
ガ
エ
ル

毒
腺
分
泌
物

セ
ン
タ
イ

ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
/
ク
マ
ゼ
ミ

蛻
殻

胎
盤

シ
カ
シ
ャ

ヒ
ト
胎
盤

ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ブ
タ
の
胎
盤
は
「
非

医
」

胆
汁
･胆
嚢

ウ
シ
/
ク
マ
/
ブ
タ

ウ
シ
・
ク
マ
・
ブ
タ
の
胆
汁
･胆

嚢
コ
イ
・
ヘ
ビ
の
胆
嚢
は
「
非
医
」

バ
ホ
ウ

ウ
マ

胃
腸
結
石

ボ
ウ
チ
ュ
ウ

ア
ブ

全
虫

リ
ュ
ウ
コ
ツ

古
代
哺
乳
動
物
の
骨
の
化

石
レ
イ
ヨ
ウ
カ
ク

サ
イ
カ
レ
イ
ヨ
ウ

角
ロ
ク
ジ
ョ
ウ

シ
ベ
リ
ア
ジ
カ
/
マ
ン
シ
ュ
ウ
ア
カ

ジ
カ
/
マ
ン
シ
ュ
ウ
ジ
カ
/
ワ
ピ
チ

雄
の
幼
角

ロ
ク
ベ
ン

ロ
ク
ジ
ン

シ
カ
の
陰
茎
･睾
丸

注
１
）
　
「
名
称
」
及
び
「
他
名
等
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
生
薬
名
、
一
般
名
及
び
起
源
動
物
名
、
該
当
す
る
部
位
等
を
記
載
し
て
い
る
。

注
２
）
　
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
成
分
本
質
（
原
材
料
）
の
う
ち
、
該
当
す
る
部
位
に
つ
い
て
、
「
部
位
等
」
の
欄
に
記
載
し
て
い
る
。

注
３
）
　
他
の
部
位
が
別
の
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
等
、
そ
の
取
扱
い
が
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
そ
の
旨

　
　
　
記
載
し
て
い
る
。

注
４
）
　
備
考
欄
の
「
非
医
」
は
「
医
薬
品
的
効
能
効
果
を
標
ぼ
う
し
な
い
限
り
医
薬
品
と
判
断
し
な
い
成
分
本
質
（
原
材
料
）
リ
ス
ト
」
に

　
　
　
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

３
．
そ
の
他
（
化
学
物
質
等
）

（
例
）
名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ア
ス
ピ
リ
ン

ア
セ
チ
ル
サ
リ
チ
ル
酸

ア
セ
チ
ル
ア
シ
ッ
ド

A
ce

ti
l 
ac

id
/

4
-
et

h
o
xy

-
3
-
(1

-
m

et
h
yl

-
7
-

o
xo

-
3
-
p
ro

p
yl

-
6
,7

-
d
ih

yd
ro

-
1
H

-
p
yr

az
o
lo

[4
,3

-
d

]p
yr

im
id

in
-
5
-
yl

)b
en

zo
ic

ac
id

ア
ミ
ノ
タ
ダ
ラ
フ
ィ
ル

A
m

in
o
ta

d
al

af
il

ア
ミ
ラ
ー
ゼ

ジ
ア
ス
タ
ー
ゼ

ア
ラ
ン
ト
イ
ン

ア
ロ
イ
ン

バ
ル
バ
ロ
イ
ン

ア
ロ
エ
の
成
分

ア
ン
ジ
オ
テ
ン
シ
ン

ア
ン
ド
ロ
ス
テ
ン
ジ
オ
ン

イ
ミ
ダ
ゾ
サ
ガ
ト
リ
ア
ジ
ノ
ン

Im
id

az
o
sa

ga
tr

ia
d
in

o
n
e

イ
ン
ベ
ル
タ
ー
ゼ

イ
ン
ベ
ル
チ
ン
/
サ
ッ
カ
ラ
ー
ゼ
/

β
-
フ
ル
ク
ト
フ
ラ
ノ
シ
ダ
ー
ゼ

ウ
デ
ナ
フ
ィ
ル

U
d
en

af
il

Ｓ
-
ア
デ
ノ
シ
ル
-
Ｌ
-
メ
チ

オ
ニ
ン

S
A

M
e

N
-
ア
セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン

N
-
ア
セ
チ
ル
-
L
-
シ
ス
テ
イ
ン
/
ア

セ
チ
ル
シ
ス
テ
イ
ン

N
-
オ
ク
チ
ル
ノ
ル
タ
ダ
ラ

フ
ィ
ル

N
-
o
ct

yl
n
o
rt

ad
al

af
il

Ｎ
－
ニ
ト
ロ
ソ
フ
ェ
ン
フ
ル

ラ
ミ
ン

エ
フ
ェ
ド
リ
ン

A
T

P
ア
デ
ノ
シ
ン
-
5
’
-
三
リ
ン
酸

カ
オ
リ
ン

カ
タ
ラ
ー
ゼ

カ
ル
ボ
デ
ナ
フ
ィ
ル

C
ar

b
o
d
en

af
il

キ
サ
ン
ト
ア
ン
ト
ラ
フ
ィ
ル

X
an

th
o
an

th
ra

fil
γ
－
オ
リ
ザ
ノ
ー
ル

グ
ア
イ
フ
ェ
ネ
ジ
ン

グ
ル
タ
チ
オ
ン

ク
ロ
ロ
プ
レ
タ
ダ
ラ
フ
ィ
ル

C
h
lo

ro
p
re

ta
d
al

af
il

ゲ
ン
デ
ナ
フ
ィ
ル

G
en

d
en

af
il

Ｇ
Ｂ
Ｌ

ガ
ン
マ
ブ
チ
ロ
ラ
ク
ト
ン

シ
ク
ロ
フ
ェ
ニ
ー
ル

シ
ク
ロ
ペ
ン
チ
ナ
フ
ィ
ル

C
yc

lo
p
en

ty
n
af

il
臭
化
水
素
酸
デ
キ
ス
ト
ロ
メ

ト
ル
フ
ァ
ン

D
ex

tr
o
m

et
h
o
rp

h
an

H
yd

ro
b
ro

m
id

e
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
デ
ナ
フ
ィ

ル
D

im
et

h
yl

d
it
h
io

d
en

af
il

シ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

Ｓ
ｉｌ
ｄ
ｅ
ｎ
ａ
ｆｉ
ｌ

ス
ル
フ
ォ
ン
ア
ミ
ド

セ
キ
テ
ッ
コ
ウ

赤
鉄
鉱
/
タ
イ
シ
ャ
セ
キ

鉱
石

タ
ウ
リ
ン

タ
ダ
ラ
フ
ィ
ル

T
ad

al
af

il
脱
Ｎ

,Ｎ
-
ジ
メ
チ
ル
シ
ブ
ト

ラ
ミ
ン

D
es

-
N

,N
-
d
im

et
h
yl

-
si

b
u
tr

am
in

e
脱
Ｎ
－
メ
チ
ル
シ
ブ
ト
ラ
ミ

ン
D

es
-
N

-
m

et
h
yl

-
si

b
u
tr

am
in

e

チ
オ
ア
イ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

T
h
io

ai
ld

en
af

il
チ
オ
キ
ナ
ピ
ペ
リ
フ
ィ
ル

T
h
io

q
u
in

ap
ip

er
ifi

l
チ
オ
デ
ナ
フ
ィ
ル

T
h
io

d
en

af
il

Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ

デ
ヒ
ド
ロ
エ
ピ
ア
ン
ド
ロ
ス
テ
ロ
ン

1
-
デ
オ
キ
シ
ノ
ジ
リ
マ
イ
シ

ン
Ｄ
Ｎ
Ｊ

デ
キ
ス
ト
ロ
メ
ト
ル
フ
ァ
ン

D
ex

tr
o
m

et
h
o
rp

h
an

デ
ス
カ
ル
ボ
ン
シ
ル
デ
ナ

フ
ィ
ル

D
es

ca
rb

o
n
si

ld
en

af
il

ニ
コ
チ
ン

ニ
ト
ロ
デ
ナ
フ
ィ
ル

N
it
ro

d
en

af
il

ノ
ル
ネ
オ
シ
ル
デ
ナ
フ
ィ

ル
N

o
rn

eo
si

ld
en

af
il
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名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ノ
ル
ホ
ン
デ
ナ
フ
ィ
ル

N
o
rh

o
n
gd

en
af

il
パ
パ
イ
ン

パ
パ
イ
ア
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
加
工
品

は
「
非
医
」

バ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

V
ar

d
en

af
il

ハ
ル
マ
リ
ン

H
ar

m
al

in
e

ハ
ル
ミ
ン

H
ar

m
in

e
パ
ン
ク
レ
ア
チ
ン

Ｂ
Ｄ

１
，
４
－
ブ
タ
ン
ジ
オ
ー
ル

B
D

D
ジ
メ
チ
ル
－
４
，
４
’
－
ジ
メ
ト
キ
シ

－
５
，
６
，
５
’
，
６
’
－
ジ
メ
チ
レ
ン

ジ
オ
キ
シ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
－
２
，
２
’

－
ジ
カ
ル
ボ
キ
シ
レ
ー
ト

h
E
G

F
ヒ
ト
上
皮
細
胞
増
殖
因
子

ヒ
ド
ロ
キ
シ
チ
オ
ホ
モ
シ
ル

デ
ナ
フ
ィ
ル

H
yd

ro
xy

th
io

h
o
m

o
si

ld
en

af
il

５
－
Ｈ
Ｔ
Ｐ
（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ト
リ

プ
ト
フ
ァ
ン
）

L
-
5
-
H

yd
ro

xy
-
tr

yp
to

p
h
an

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ホ
モ
シ
ル
デ
ナ

フ
ィ
ル

H
yd

ro
xy

h
o
m

o
si

ld
en

af
il

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ホ
ン
デ
ナ
フ
ィ

ル
H

yd
ro

xy
h
o
n
gd

en
af

il

ビ
ン
カ
ミ
ン

プ
ソ
イ
ド
バ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

ピ
ペ
リ
デ
ナ
フ
ィ
ル
/

P
se

u
d
o
va

rd
en

af
il/

P
ip

er
id

en
af

il
ブ
フ
ォ
テ
ニ
ン

B
u
fo

te
n
in

e
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン

プ
ロ
テ
ア
ー
ゼ

ブ
ロ
メ
ラ
イ
ン

ペ
プ
シ
ン

ホ
モ
シ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

H
o
m

o
si

ld
en

af
il

ホ
モ
タ
ダ
ラ
フ
ィ
ル

H
o
m

o
ta

d
al

af
il

ホ
モ
チ
オ
デ
ナ
フ
ィ
ル

H
o
m

o
th

io
d
en

af
il

ホ
ン
デ
ナ
フ
ィ
ル

ア
セ
チ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル
/

H
o
n
gd

en
af

il/
A

ce
ti
ld

en
af

il
マ
グ
ノ
フ
ロ
リ
ン

M
ag

n
o
fl
o
ri
n
e

マ
ル
タ
ー
ゼ

α
-
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ム
タ
プ
ロ
デ
ナ
フ
ィ
ル

M
u
ta

p
ro

d
en

af
il

メ
チ
ソ
シ
ル
デ
ナ
フ
ィ
ル

M
et

h
is

o
si

ld
en

af
il

メ
ラ
ト
ニ
ン

松
果
体
ホ
ル
モ
ン

ヨ
ウ
キ
セ
キ

鉱
石

ラ
ク
タ
ー
ゼ

β
-
ガ
ラ
ク
ト
シ
ダ
ー
ゼ

リ
パ
ー
ゼ

ル
ン
ブ
ル
キ
ナ
ー
ゼ

注
１
）
　
他
の
部
位
が
別
の
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
等
、
そ
の
取
扱
い
が
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
そ
の
旨

　
　
　
記
載
し
て
い
る
。

注
２
）
　
備
考
欄
の
「
非
医
」
は
「
医
薬
品
的
効
能
効
果
を
標
ぼ
う
し
な
い
限
り
医
薬
品
と
判
断
し
な
い
成
分
本
質
（
原
材
料
）
リ
ス
ト
」
に

　
　
　
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

注
３
）
　
消
化
酵
素
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。

（
別
添
３
）

○
　
医
薬
品
的
効
能
効
果
を
標
ぼ
う
し
な
い
限
り
医
薬
品
と
判
断
し
な
い
成
分
本
質
（
原
材
料
）
リ
ス
ト

１
．
植
物
由
来
物
等

（
例
）
名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ア
イ
ギ
ョ
ク
シ

寒
天
様
物
質

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
苔

植
物
体

ア
イ
ブ
ラ
イ
ト

全
草

ア
オ
ギ
リ

種
子

ア
オ
ダ
モ

コ
バ
ノ
ト
ネ
リ
コ
/
ト
ネ
リ
コ

/
F
ra

xi
n
u
s

la
n
u
gi

n
o
sa

/
F
ra

xi
n
u
s 

ja
p
o
n
ic

a

樹
皮

ア
ガ
ー
ベ

テ
キ
ラ
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ

球
茎

ア
カ
ザ

葉
ア
カ
シ
ョ
ウ
マ

根
シ
ョ
ウ
マ
の
根
茎
は
「
医
」

ア
カ
ツ
メ
ク
サ

コ
ウ
シ
ャ
ジ
ク
ソ
ウ
/
ム
ラ
サ
キ
ツ
メ

ク
サ
/
レ
ッ
ド
・
ク
ロ
ー
バ
ー

葉
・
花
穂
（
序
）

ア
カ
テ
ツ

果
肉
・
葉

ア
カ
ニ
レ

ス
リ
ッ
パ
リ
ー
エ
ル
ム

全
草

ア
カ
バ
ナ
ム
シ
ヨ
ケ
ギ
ク

葉
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

樹
皮

ア
ガ
リ
ク
ス

ア
ガ
リ
ク
ス
・
ブ
ラ
ゼ
イ
/
ヒ
メ
マ
ツ

タ
ケ

子
実
体

ア
ギ
タ
ケ

阿
魏
茸

子
実
体

ア
キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ

全
草

ア
ケ
ビ

モ
ク
ツ
ウ

実
つ
る
性
の
茎
は
「
医
」

ア
サ

発
芽
防
止
処
理
さ
れ
て
い
る

種
子

発
芽
防
止
処
理
さ
れ
て
い
な
い
種

子
は
「
医
」

ア
サ
ガ
オ

葉
･花

種
子
は
「
医
」

ア
サ
ツ
キ

茎
葉
･鱗
茎

ア
シ

ヨ
シ

全
草
（
根
茎
を
除
く
）

根
茎
は
「
医
」

ア
ジ
サ
イ

シ
ヨ
ウ
カ
/
ハ
チ
セ
ン
カ

全
草

ア
シ
タ
バ

葉
ア
シ
ド
フ
ィ
ル
ス
菌

菌
体

ア
ズ
キ

セ
キ
シ
ョ
ウ
ズ

種
子

ア
ス
ナ
ロ

葉
ア
セ
ロ
ラ

バ
ル
バ
ド
ス
サ
ク
ラ

果
実

ア
セ
ン
ヤ
ク

ガ
ン
ビ
ー
ル

葉
及
び
若
枝
の
乾
燥
水
製

エ
キ
ス

ア
ッ
ケ
シ
ソ
ウ

全
草

ア
ッ
プ
ル
ミ
ン
ト

ラ
ウ
ン
ド
リ
ー
ミ
ン
ト

葉
ア
ニ
ス

ピ
ン
ピ
ネ
ラ

果
実
･種
子
・
種
子
油
・
根

ア
フ
ァ
ニ
ゾ
メ
ノ
ン

全
藻

ア
フ
リ
カ
マ
ン
ゴ
ノ
キ

オ
ボ
ノ
/
ア
ポ
ン
（
種
子
）
/
テ
ィ
カ

ナ
ッ
ツ
/
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
ゴ
ー
/
ワ
イ

ル
ド
マ
ン
ゴ
ー

種
子

ア
ボ
ガ
ド

果
実
・
葉

ア
マ

ア
マ
シ
/
ア
マ
ニ
ン
/
ア
マ
ニ
油

種
子
・
種
子
油

ア
マ
チ
ャ

枝
先
・
葉

ア
マ
チ
ャ
ヅ
ル

コ
ウ
コ
ラ
ン

全
草

ア
マ
ナ

サ
ン
ジ
コ

鱗
茎

ア
メ
リ
カ
サ
ン
シ
ョ
ウ

全
草

ア
メ
リ
カ
ニ
ン
ジ
ン

カ
ン
ト
ン
ニ
ン
ジ
ン
/
セ
イ
ヨ
ウ
ジ
ン

/
セ
イ
ヨ
ウ
ニ
ン
ジ
ン
/
P
an
ax

q
u
in

q
u
ef

o
liu

m

根
茎
・
根
・
茎
・
葉

ア
メ
リ
カ
ホ
ド
イ
モ

塊
根

ア
ラ
ガ
オ

葉
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム

ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
ノ
キ

乾
燥
ゴ
ム
質
（
枝
・
葉
）

ア
ラ
メ

全
草

ア
リ
タ
ソ
ウ

ド
ケ
イ
ガ
イ

茎
･葉

ア
ル
テ
ア

ビ
ロ
ー
ド
ア
オ
イ
/
マ
ー
シ
ュ
マ
ロ

ウ
根
・
葉

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ

ウ
マ
ゴ
ヤ
シ
/
ム
ラ
サ
キ
ウ
マ
ゴ
ヤ

シ
全
草

ア
ロ
エ

キ
ュ
ラ
ソ
ー
ア
ロ
エ
/
ケ
ー
プ
ア
ロ

エ
根
・
葉
肉

葉
の
液
汁
は
「
医
」

ア
ン
ゼ
リ
カ

ガ
ー
デ
ン
ア
ン
ゼ
リ
カ

全
草

ア
ン
ソ
ク
コ
ウ
ノ
キ

樹
脂
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名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ア
ン
テ
ィ
リ
ス
・
ブ
ル
ネ
ラ
リ

ア
根
・
葉
・
花

ア
ン
ト
ロ
デ
ィ
ア
　
カ
ン
フ
ォ

ラ
タ

A
n
tr

o
d
ia

 c
am

p
h
o
ra

ta
菌
糸
体

イ
グ
サ

イ
/
ト
ウ
シ
ン
ソ
ウ
/
Ju
n
cu
ｓ

ef
fu

su
s

地
上
部
の
熱
水
抽
出
(１
０

０
℃
８
分
以
上
又
は
同
等
以

上
の
方
法
）
後
の
残
渣

全
草
は
「
医
」

イ
ク
リ
ニ
ン

コ
ニ
ワ
ザ
ク
ラ
/
チ
ョ
ウ
コ
ウ
イ
ク
リ
/

ニ
ワ
ウ
メ

種
子
・
根

イ
ズ
イ

ア
マ
ド
コ
ロ
/
ギ
ョ
ク
チ
ク

根
茎

イ
ソ
マ
ツ

ウ
コ
ン
イ
ソ
マ
ツ

全
木

イ
タ
ド
リ

若
芽

根
茎
は
「
医
」

イ
チ
イ

ア
ラ
ラ
ギ

果
実

枝
・
心
材
・
葉
は
「
医
」

イ
チ
ジ
ク

花
托
・
根
・
葉

イ
チ
ビ

種
子
・
葉

イ
チ
ヤ
ク
ソ
ウ

ロ
ク
テ
イ
ソ
ウ
/
P
yr
o
la
ce
ae

ja
p
o
n
ic

a
全
草

イ
チ
ョ
ウ

ギ
ン
ナ
ン
/
ハ
ク
カ

種
子
・
葉

イ
ナ
ゴ
マ
メ

ア
ル
ガ
ロ
バ
/
キ
ャ
ロ
ブ

果
肉
・
葉
・
豆
・
莢

イ
ヌ
サ
ン
シ
ョ
ウ

果
実
・
根

イ
ヌ
ナ
ズ
ナ

種
子

イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ

全
草

イ
ヌ
ハ
ッ
カ

チ
ク
マ
ハ
ッ
カ

葉
･花
穂

イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

リ
ュ
ウ
キ

全
草

イ
ネ

苅
株
の
二
番
芽

イ
ブ
キ
ジ
ャ
コ
ウ
ソ
ウ

葉
イ
ボ
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ

T
in

o
sp

o
ra

 c
ri
sp

a
全
草

イ
ラ
ク
サ
属

ウ
ル
チ
カ
ソ
ウ
/
ネ
ッ
ト
ル

茎
･種
子
・
根
・
葉

イ
レ
イ
セ
ン

シ
ナ
ボ
タ
ン
ヅ
ル

葉
根
･根
茎
は
「
医
」

イ
ワ
タ
バ
コ

全
草

イ
ワ
ニ
ガ
ナ

ジ
シ
バ
リ

全
草

イ
ワ
ベ
ン
ケ
イ

コ
ウ
ケ
イ
テ
ン

全
草

イ
ン
ゲ
ン
マ
メ

フ
ジ
マ
メ

種
子

イ
ン
ス
リ
ー
ナ

ア
ニ
ー
ル
・
ト
レ
バ
ド
ー
ル

葉
イ
ン
ド
ア
マ
チ
ャ

葉
イ
ン
ド
カ
ラ
タ
チ

ベ
ー
ル
フ
ル
ー
ツ
/
ベ
ン
ガ
ル
カ

ラ
タ
チ

果
実
･樹
皮

イ
ン
ド
ナ
ガ
コ
シ
ョ
ウ

ヒ
ハ
ツ

果
穂

イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

F
ic

u
s 

re
lig

io
sa

樹
皮

イ
ン
ド
ヤ
コ
ウ
ボ
ク

葉
･花

イ
ン
ペ
テ
ィ
ギ
ノ
サ

全
草

イ
ン
ペ
ラ
ト
リ
ア

根
ウ
イ
キ
ョ
ウ

フ
ェ
ン
ネ
ル

果
実
・
種
子
・
根
・
葉

ウ
キ
ヤ
ガ
ラ

塊
茎

ウ
コ
ギ

葉
ウ
コ
ン

根
茎

ウ
シ
ョ
ウ

ク
ロ
モ
ジ
/
チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ

幹
皮
･根
皮

ウ
ス
ベ
ニ
ア
オ
イ

ゼ
ニ
ア
オ
イ

葉
･花

ウ
チ
ワ
サ
ボ
テ
ン
属

ウ
チ
ワ
サ
ボ
テ
ン
/
フ
ィ
ク
ス
イ
ン

デ
ィ
カ

全
草

ウ
チ
ワ
ヤ
シ

パ
ル
ミ
ラ
ヤ
シ

全
草

ウ
ド

A
ra

lia
 c

o
rd

at
a

軟
化
茎

根
茎
は
「
医
」
、
シ
シ
ウ
ド
（
A
n
ge
lic
a

p
u
b
es

ce
n
s/

A
n
ge

lic
a

b
is
se
ra
ta
）
の
根
茎
・
軟
化
茎
は

「
非
医
」

ウ
ベ

ダ
イ
シ
ョ

根
茎

ウ
マ
ノ
ア
シ
ガ
タ

キ
ン
ポ
ウ
ゲ

全
草

ウ
メ

ウ
バ
イ

果
肉
・
未
成
熟
の
実

ウ
メ
ガ
サ
ソ
ウ

オ
オ
ウ
メ
ガ
サ
ソ
ウ

全
草

ウ
ヤ
ク

テ
ン
ダ
イ
ウ
ヤ
ク

葉
･実

根
は
「
医
」

ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ

葉
ウ
ワ
ミ
ズ
ザ
ク
ラ

花
穂

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス

L
eo

n
to

p
o
d
iu

m
 a

lp
in

u
m

地
上
部

エ
キ
ナ
ケ
ア

パ
ー
プ
ル
コ
ー
ン
フ
ラ
ワ
ー
/
プ

ル
プ
レ
ア
/
ム
ラ
サ
キ
バ
レ
ン
ギ
ク
全
草

エ
ス
ト
ラ
ゴ
ン

タ
ラ
ゴ
ン

葉

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
　

考
エ

ゾ
ウ

コ
ギ

シ
ゴ

カ
/
シ

ベ
リ
ア

ニ
ン

ジ
ン

幹
皮

･根
・
根

皮
・
葉

・
花

・
果

実
エ

ゾ
チ

チ
コ

グ
サ

花
エ

ゾ
ヘ

ビ
イ

チ
ゴ

全
草

エ
ニ

シ
ダ

花
枝

・
葉

は
「
医

」
エ

ノ
キ

タ
ケ

子
実

体
エ

ビ
ス

グ
サ

ケ
ツ

メ
イ

シ
/
ケ

ツ
メ

イ
ヨ

ウ
種

子
・
葉

エ
ル

カ
ン

プ
ー

レ
H

er
ca

m
p
u
re

全
草

エ
ン

シ
シ

ョ
ウ

全
草

エ
ン

ジ
ュ

カ
イ

ヨ
ウ

葉
・
サ

ヤ
花

・
花

蕾
・
果

実
は

「
医

」
エ

ン
バ

ク
オ

ー
ト
ム

ギ
/
マ

ラ
カ

ス
ム

ギ
全

草
エ

ン
ベ

リ
ア

果
実

エ
ン

メ
イ

ソ
ウ

ク
ロ

バ
ナ

ヒ
キ

オ
コ

シ
/
ヒ

キ
オ

コ
シ

全
草

オ
ウ

ギ
キ

バ
ナ

オ
ウ

ギ
/
ナ

イ
モ

ウ
オ

ウ
ギ

茎
・
葉

根
は

「
医

」
オ

ウ
ゴ

ン
コ

ガ
ネ

バ
ナ

/
コ

ガ
ネ

ヤ
ナ

ギ
茎

・
葉

根
は

「
医

」
オ

ウ
シ

ュ
ウ

ハ
ン

ノ
キ

樹
皮

･葉
オ

ウ
セ

イ
ナ

ル
コ

ユ
リ

根
茎

オ
ウ

バ
ク

キ
ハ

ダ
葉

・
実

樹
皮

は
「
医

」
オ

ウ
ヤ

ク
シ

ニ
ガ

カ
シ

ュ
ウ

全
草

オ
ウ

レ
ン

キ
ク

バ
オ

ウ
レ

ン
葉

根
茎

・
ひ

げ
根

は
「
医

」
オ

オ
イ

タ
ビ

枝
・
茎

・
葉

オ
オ

バ
コ

シ
ャ

ゼ
ン

シ
/
シ

ャ
ゼ

ン
ソ

ウ
/
シ

ャ
ゼ

ン
ヨ

ウ
全

草

オ
オ

ハ
ン

ゴ
ン

ソ
ウ

全
草

オ
オ

ヒ
レ

ア
ザ

ミ
全

草
オ

オ
ボ

ウ
シ

バ
ナ

ア
オ

バ
ナ

/
ツ

キ
ク

サ
/
ジ

ゴ
ク

バ
ナ

/
C

o
m

m
el

in
a 

co
m

m
u
n
is

 L
.

va
r.

 h
o
rt

en
si

s 
M

ak
in

o

地
上

部
（
種

子
を

除
く

）

オ
オ

ム
ギ

バ
ク

ガ
/
H

o
rd

eu
m

 v
u
lg

ar
e

茎
・
葉

・
発

芽
種

子
オ

カ
オ

グ
ル

マ
全

草
オ

カ
ヒ

ジ
キ

ミ
ル

ナ
茎

葉
オ

シ
ャ

グ
ジ

タ
ケ

オ
シ

ャ
ク

シ
タ

ケ
/
サ

ヨ
ウ

/
C

yn
o
m

o
ri

u
m

 c
o
cc

in
eu

m
全

草

オ
タ

ネ
ニ

ン
ジ

ン
コ

ウ
ラ

イ
ニ

ン
ジ

ン
/
チ

ョ
ウ

セ
ン

ニ
ン

ジ
ン

果
実

・
根

・
根

茎
・
葉

オ
ト
ギ

リ
ソ

ウ
シ

ョ
ウ

レ
ン

ギ
ョ
ウ

全
草

オ
ト
メ

ア
ゼ

ア
バ

コ
パ

モ
ニ

エ
ラ

全
草

オ
ド

リ
コ

ソ
ウ

花
オ

ニ
サ

ル
ビ

ア
ク

ラ
リ
ー

セ
ー

ジ
/
Sa

lv
ia

 s
cl

ar
ea

葉
オ

ニ
バ

ス
ケ

ツ
ジ

ツ
/
ミ
ズ

ブ
キ

種
子

オ
ペ

ル
ク

リ
ナ

・
タ

ル
ペ

タ
ム

葉
オ

ミ
ナ

エ
シ

ハ
イ

シ
ョ
ウ

/
P
at

ri
n
ia

sc
ab

io
sa

ef
o
lia

根

オ
リ
ー

ブ
オ

リ
ー

ブ
油

/
オ

レ
イ

フ
葉

・
花

・
果

肉
油

オ
レ

ン
ジ

オ
レ

ン
ジ

ピ
ー

ル
果

実
・
果

皮
・
蕾

カ
イ

コ
ウ

ズ
花

カ
イ

ソ
ウ

＜
海

藻
＞

海
中

の
食

用
藻

類
カ

イ
ソ

ウ
＜

海
葱

＞
属

の
鱗

茎
は

「
医

」
ガ

イ
ハ

ク
ノ

ビ
ル

/
ラ

ッ
キ

ョ
ウ

鱗
茎

ガ
ウ

ク
ル

ア
ア

カ
ガ

ウ
ク

ル
ア

全
草

カ
ガ

ミ
グ

サ
A

m
p
el

o
p
si

s 
ja

p
o
n
ic

a
根

カ
キ

＜
柿

＞
D

io
sp

yr
o
s 

ka
ki

渋
・
葉

・
果

実
の

宿
存

が
く

（
ヘ

タ
）

カ
キ

ネ
ガ

ラ
シ

ヘ
ッ

ジ
マ

ス
タ

ー
ド

/
エ

リ
シ

マ
ム

全
草

カ
シ

グ
ル

ミ
セ

イ
ヨ

ウ
グ

ル
ミ
/
ペ

ル
シ

ャ
グ

ル
ミ

果
実

・
葉

カ
シ

ス
ク

ロ
フ

サ
ス

グ
リ

葉
ガ

ジ
ュ

ツ
根

茎
カ

シ
ュ

ト
ウ

カ
ン

カ
ト
ウ

/
ド

カ
ン

ゾ
ウ

全
草

カ
ツ

ア
バ

全
草

カ
ッ

コ
ウ

ア
ザ

ミ
A

ge
ra

tu
m

 c
o
n
yz

o
id

es
全

草
カ

ッ
パ

リ
ス

・
マ

サ
イ

カ
イ

バ
ビ

ン
ロ

ウ
/
マ

ビ
ン

ロ
ウ

/
C

ap
p
ar

is
 m

as
ai

ka
i

種
子

カ
ニ

ク
サ

ツ
ル

シ
ノ

ブ
/
L
yg

o
d
iu

m
ja

p
o
n
ic

u
m

胞
子

カ
ノ

コ
ソ

ウ
キ

ッ
ソ

ウ
コ

ン
/
セ

イ
ヨ

ウ
カ

ノ
コ

ソ
ウ

/
ワ

レ
リ
ア

根
･根

茎
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名
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部

　
　

位
　

　
等

備
　

　
考

カ
バ

ノ
ア

ナ
タ

ケ
菌

核
カ

フ
ン

ガ
マ

・
ヒ

メ
ガ

マ
以

外
の

花
粉

ガ
マ

・
ヒ

メ
ガ

マ
の

花
粉

は
「
医

」
カ

ボ
チ

ャ
ナ

ン
ガ

ニ
ン

種
子

・
種

子
油

ガ
マ

ヒ
メ

ガ
マ

花
粉

以
外

花
粉

（
蒲

黄
）
は

「
医

」
カ

ミ
ツ

レ
カ

モ
ミ
ー

ル
小

頭
花

カ
ム

カ
ム

果
実

ガ
ム

グ
グ

ル
Ｃ

o
m

m
ip

h
o
ra

 m
u
ku

l
樹

脂
そ

の
他

の
コ

ン
ミ

フ
ォ

ラ
属

の
全

木
は

「
医

」
カ

ヤ
ツ

リ
グ

サ
全

草
カ

ラ
ス

ノ
エ

ン
ド

ウ
コ

モ
ン

ヴ
ィ

ッ
チ

全
草

カ
ラ

ス
ム

ギ
ヤ

エ
ン

ム
ギ

全
草

カ
ラ

タ
チ

キ
コ

ク
/
P
o
n
ci

ru
s 

tr
if
o
lia

ta
果

実
・
果

皮
・
蕾

ガ
ラ

ナ
種

子
カ

リ
ウ

ス
フ

ォ
レ

ス
コ

リ
ー

根
カ

ル
ケ

ッ
ハ

カ
ル

ケ
/
カ

ル
ケ

ー
ジ

ャ
/
パ

ッ
ソ

ー
ラ

全
草

ガ
ル

シ
ニ

ア
カ

ン
ボ

ジ
ア

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

デ
イ

ト
/
ゴ

ラ
カ

/
タ

マ
リ
ン

ド
果

実
・
果

皮
･茎

・
種

子
・
根

・
葉

･花
ガ

レ
ガ

ソ
ウ

葉
カ

ロ
ニ

ン
オ

オ
カ

ラ
ス

ウ
リ

/
キ

カ
ラ

ス
ウ

リ
/

シ
ナ

カ
ラ

ス
ウ

リ
果

実
・
種

子
根

は
「
医

」

カ
ワ

ラ
タ

ケ
サ

ル
ノ

コ
シ

カ
ケ

子
実

体
菌

糸
体

は
「
医

」
カ

ン
カ

ニ
ク

ジ
ュ

ヨ
ウ

C
is

ta
n
ch

e 
ｔu

b
u
lo

sa
肉

質
茎

カ
ン

キ
ョ
ウ

ニ
ン

ア
ン

ズ
種

子
ク

キ
ョ
ウ

ニ
ン

は
「
医

」
カ

ン
シ

ョ
サ

ト
ウ

キ
ビ

根
カ

ン
ゾ

ウ
＜

甘
草

＞
リ
コ

ラ
イ

ス
根

･ス
ト
ロ

ン
カ

ン
ト
ウ

タ
ン

ポ
ポ

全
草

カ
ン

ブ
イ

ペ
ド

ラ
・
ウ

マ
・
カ

ア
/
ペ

ド
ラ

・
ウ

メ
カ

葉

カ
ン

ラ
ン

C
an

ar
iu

m
 a

lb
u
m

果
実

カ
ン

レ
ン

ボ
ク

キ
ジ

ュ
果

実
キ

イ
チ

ゴ
葉

キ
キ

ョ
ウ

根
キ

グ
ケ

ン
ポ

ナ
シ

果
実

･果
柄

キ
ク

イ
モ

塊
茎

キ
ク

カ
キ

ク
頭

花
キ

ク
ニ

ガ
ナ

チ
コ

リ
ー

根
・
根

の
抽

出
物

・
葉

・
花

キ
ク

ラ
ゲ

子
実

体
キ

ダ
チ

ア
ロ

エ
葉

ア
ロ

エ
の

葉
液

汁
は

「
医

」
キ

ダ
チ

キ
ン

バ
イ

ス
イ

チ
ョ
ウ

コ
ウ

全
草

キ
ダ

チ
コ

ミ
カ

ン
ソ

ウ
全

草
キ

ダ
チ

ハ
ッ

カ
サ

ボ
リ
ー

全
草

キ
ヌ

ガ
サ

タ
ケ

子
実

体
キ

ノ
ア

種
子

･葉
キ

バ
ナ

ア
ザ

ミ
サ

ン
ト
リ
ソ

ウ
全

草
キ

バ
ナ

シ
ュ

ス
ラ

ン
全

草
キ

ブ
ネ

ダ
イ

オ
ウ

ネ
パ

ー
ル

サ
ン

モ
根

ギ
ム

ネ
マ

葉
キ

ャ
ッ

サ
バ

タ
ピ

オ
カ

/
マ

ニ
オ

ク
塊

根
・
葉

キ
ャ

ッ
ツ

ク
ロ

ー
全

草
キ

ュ
ウ

セ
ツ

チ
ャ

セ
ン

リ
ョ
ウ

全
草

ギ
ュ

ウ
ハ

ク
ト
ウ

茎
･葉

ギ
ョ
ウ

ジ
ャ

ニ
ン

ニ
ク

全
草

キ
ョ
ウ

チ
ク

ト
ウ

花
ギ

ョ
リ
ュ

ウ
全

草
ギ

ョ
リ
ュ

ウ
モ

ド
キ

エ
リ
カ

/
ス

コ
ッ

ツ
ヘ

ザ
ー

全
草

キ
ラ

ン
ソ

ウ
ジ

ゴ
ク

ノ
カ

マ
ノ

フ
タ

全
草

キ
リ
ン

ケ
ツ

キ
リ
ン

ケ
ツ

ヤ
シ

果
実

か
ら

分
泌

す
る

紅
色

樹
脂

キ
リ
ン

ソ
ウ

ア
イ

ゾ
ー

ン
/
ホ

ソ
バ

ノ
キ

リ
ン

ソ
ウ

全
草

キ
ン

カ
ン

果
実

キ
ン

ギ
ン

カ
ス

イ
カ

ズ
ラ

/
ニ

ン
ド

ウ
全

草
キ

ン
シ

バ
イ

全
草

キ
ン

シ
ン

サ
イ

ヤ
ブ

カ
ン

ゾ
ウ

花
・
若

芽
キ

ン
セ

ン
ソ

ウ
全

草
キ

ン
セ

ン
レ

ン
葉

名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ギ
ン
ネ
ム

ギ
ン
ゴ
ウ
カ
ン

全
草

キ
ン
マ

果
実
・
葉

キ
ン
ミ
ズ
ヒ
キ

セ
ン
カ
ク
ソ
ウ
/
リ
ュ
ウ
ガ
ソ
ウ

全
草

キ
ン
モ
ク
セ
イ

花
キ
ン
レ
ン
カ

全
草

グ
ア
コ

葉
グ
ア
バ

バ
ン
カ
/
バ
ン
ザ
ク
ロ
/
バ
ン
ジ
ロ

ウ
/
バ
ン
セ
キ
リ
ュ
ウ

果
実
・
果
皮
・
葉

グ
ア
ヤ
ク
ノ
キ

ユ
ソ
ウ
ボ
ク

材
部

ク
ガ
イ

ニ
ガ
ヨ
モ
ギ
/
ワ
ー
ム
ウ
ッ
ド

茎
枝

ク
コ

ク
コ
シ
/
ク
コ
ヨ
ウ

果
実
・
葉

根
皮
は
「
医
」

ク
サ
ボ
ケ

果
実

ク
ジ
チ
ョ
ウ

全
草

ク
ズ

種
子
・
葉
・
花
・
ク
ズ
澱
粉
・

蔓
根
（
カ
ッ
コ
ン
）
は
「
医
」

ク
ス
ノ
キ

葉
グ
ッ
タ
ペ
ル
カ

乳
液

ク
マ
ザ
サ

葉
ク
マ
ツ
ヅ
ラ

バ
ー
ベ
ナ
/
バ
ベ
ン
ソ
ウ

全
草

ク
マ
ヤ
ナ
ギ

茎
･葉
･木
部

ク
ミ
ス
ク
チ
ン

全
草

ク
ミ
ン

果
実

ク
ラ
チ
ャ
イ

ク
ン
チ

全
草

グ
ラ
ビ
オ
ラ

サ
ー
サ
ッ
プ
/
ト
ゲ
バ
ン
レ
イ
シ
/

オ
ラ
ン
ダ
ド
リ
ア
ン

果
実

種
子
は
「
医
」

ク
ラ
ン
ベ
リ
ー

ツ
ル
コ
ケ
モ
モ

果
実
・
葉

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
イ
ソ
ツ
ツ
ジ
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
テ
ィ
ー

全
草

グ
ル
テ
ン

コ
ム
ギ

小
麦
蛋
白
質
の
混
合
物

ク
ル
マ
バ
ソ
ウ

ウ
ッ
ド
ラ
フ

全
草

グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ

果
実

ク
ロ
ー
ブ

花
･蕾

ク
ロ
ガ
ラ
シ

種
子

ク
ロ
グ
ル
ミ

成
熟
果
実
・
葉

ク
ロ
ス
グ
リ

果
実

黒
米

種
子

ク
ロ
マ
メ
ノ
キ

果
実

ク
ロ
ヨ
ナ

種
子

ク
ロ
レ
ラ

藻
体

ク
ワ

ソ
ウ
ジ
ン
/
ソ
ウ
ヨ
ウ
/
マ
グ
ワ

葉
・
花
・
実
（
集
合
果
）

根
皮
は
「
医
」

ク
ワ
ガ
タ
ソ
ウ

根
・
葉

ケ
イ
ケ
ッ
ト
ウ

つ
る

ケ
イ
コ
ツ
ソ
ウ

全
草

ケ
イ
シ

C
in

n
am

o
m

u
m

 c
as

si
a

小
枝
、
若
枝

ケ
イ
ヒ

ケ
イ
/
シ
ナ
ニ
ッ
ケ
イ
/
ニ
ッ
ケ
イ

根
皮
・
樹
皮

ケ
ー
ル

ハ
ゴ
ロ
モ
カ
ン
ラ
ン

全
草

ケ
シ

発
芽
防
止
処
理
し
た
種
子
・

種
子
油

発
芽
防
止
処
理
し
た
種
子
・
種
子

油
を
除
く
全
草
は
「
医
」

ゲ
ッ
カ
ビ
ジ
ン

ド
ン
カ

全
草

ゲ
ッ
ケ
イ
ジ
ュ

ゲ
ッ
ケ
イ
ヨ
ウ
/
ベ
イ
リ
ー
フ
/
ロ
ー

レ
ル

葉

ゲ
ッ
ト
ウ

月
桃

葉
ケ
ル
プ

全
藻

ケ
ン

種
子
の
核

ケ
ン
ケ
レ
バ

コ
ン
ブ
レ
ツ
ム

葉
ゲ
ン
チ
ア
ナ

花
根
・
根
茎
は
「
医
」

玄
米
胚
芽

イ
ネ

胚
芽
・
胚
芽
油

コ
ウ
カ
ガ
ン
シ
ョ
ウ

セ
キ
レ
ン

全
草

コ
ウ
キ

茎
・
樹
皮
･葉

コ
ウ
ジ
ュ

ナ
ギ
ナ
タ
コ
ウ
ジ
ュ

全
草

コ
ウ
シ
ン
コ
ウ

コ
ウ
コ
ウ
/
コ
ウ
コ
ウ
ダ
ン

全
草

コ
ウ
ソ
ウ

全
藻

コ
ウ
ホ
ネ

茎
根
茎
は
「
医
」

酵
母

S
ac
ch
ar
o
m
yc
es
に
属
す
る
単
細

胞
生
物
/
ト
ル
ラ
酵
母
/
ビ
ー
ル
酵

母
/
C
an
d
id
a　
u
ti
lis

菌
体

コ
ウ
モ
ウ
ゴ
カ

紅
毛
五
加

樹
皮
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名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

コ
オ
ウ
レ
ン

P
ic

ro
rh

iz
a 

ku
rr

o
o
a/

P
ic

ro
rh

iz
a

 s
cr

o
p
h
u
la

ri
ae

fl
o
ra

茎
・
根
茎

コ
ー
ヒ
ー
ノ
キ

ア
ラ
ビ
ア
コ
ー
ヒ
ー

果
実

コ
ー
ラ

コ
ラ
/
コ
ラ
シ
/
コ
ラ
ノ
キ

種
子

ゴ
カ

ソ
ヨ
ウ
ゴ
カ
/
マ
ン
シ
ュ
ウ
ウ
コ
ギ
/

リ
ン
サ
ン
ゴ
カ

根
皮
・
種
子
・
葉
・
花

コ
ガ
ネ
キ
ク
ラ
ゲ

G
o
ld

en
 T

re
m

el
la

子
実
体

コ
ケ
モ
モ

果
実

葉
は
「
医
」

コ
ゴ
メ
グ
サ

全
草

コ
シ
ョ
ウ

果
実

コ
ジ
ン

タ
イ
ゲ
イ

全
草

コ
ズ
イ
シ

コ
エ
ン
ド
ロ
/
コ
リ
ア
ン
ダ
ー

果
実

コ
セ
ン
ダ
ン
グ
サ

コ
シ
ロ
ノ
セ
ン
ダ
ン
グ
サ

全
草

コ
ナ
ス
ビ

果
実

コ
パ
イ
ー
バ
・
オ
フ
ィ
シ
ナ

リ
ス

C
o
p
ai

fe
ra

 o
ff
ic

in
al

is
樹
脂

コ
パ
イ
ー
バ
・
ラ
ン
グ
ス
ド

ル
フ
ィ

C
o
p
ai

fe
ra

 l
an

gs
d
o
rf

fii
樹
液

コ
ハ
ク

古
代
マ
ツ
科
P
in
u
s属
植
物

樹
脂
の
化
合
物

コ
フ
キ
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ

ジ
ュ
ゼ
ツ
/
バ
イ
キ
セ
イ

菌
核
（
菌
糸
体
）

ゴ
ボ
ウ

根
･葉

果
実
は
「
医
」

ゴ
マ

ゴ
マ
油

種
子
・
種
子
油
・
根

コ
ミ
カ
ン
ソ
ウ

全
草

コ
ム
ギ

茎
・
澱
粉
・
葉
・
胚
芽
・
胚
芽

油
・
ふ
す
ま

ゴ
ム
ノ
キ

全
草

コ
メ
デ
ン
プ
ン

イ
ネ

種
子

コ
メ
ヌ
カ

イ
ネ

米
糠

コ
リ
ビ

茎
・
根

ゴ
レ
ン
シ

葉
・
実

コ
ロ
ハ

種
子

コ
ン
ブ

モ
エ
ン

全
藻

コ
ン
フ
リ
ー

ヒ
レ
ハ
リ
ソ
ウ

根
・
葉

サ
ー
ジ

サ
ク
リ
ュ
ウ
カ
/
ラ
ム
ノ
イ
デ
ス

果
実
・
種
油

サ
イ
カ
チ

ソ
ウ
カ
ク
シ
/
ト
ウ
サ
イ
カ
チ

樹
幹
の
棘

サ
イ
コ

ミ
シ
マ
サ
イ
コ

葉
根
は
「
医
」

サ
イ
ハ
イ
ラ
ン

ト
ケ
ン
ラ
ン

鱗
茎

サ
キ
ョ
ウ

果
実

サ
ク
ラ
ソ
ウ

根
･葉

ザ
ク
ロ

サ
ン
セ
キ
リ
ュ
ウ
/
セ
キ
リ
ュ
ウ

/
P
u
n
ic

a 
gr

an
at

u
m

果
実
・
果
皮
・
根
皮
･樹
皮
・

花
サ
ゴ
ヤ
シ

茎
（
髄
）

サ
ッ
サ
フ
ラ
ス
ノ
キ

全
草

サ
ト
ウ
ダ
イ
コ
ン

ビ
ー
ト

全
草

サ
フ
ラ
ン

柱
頭

サ
ボ
ン
ソ
ウ

葉
サ
ラ
シ
ア
・
レ
テ
ィ
キ
ュ

ラ
ー
タ

コ
タ
ラ
ヒ
ム
/
コ
タ
ラ
ヒ
ム
ブ
ツ

茎
・
根

サ
ラ
シ
ア
・
オ
ブ
ロ
ン
ガ

根
サ
ラ
シ
ア
・
キ
ネ
ン
シ
ス

茎
・
根

サ
ル
ナ
シ

コ
ク
ワ
/
シ
ラ
ク
チ
ヅ
ル

果
実

サ
ル
ビ
ア

セ
ー
ジ

葉
サ
ン
カ
ク
ト
ウ

外
果
皮
･根
皮
・
種
仁

サ
ン
キ
ラ
イ

ケ
ナ
シ
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
/
S
m
ila
x

gl
ab

ra
葉

塊
茎
・
根
茎
は
「
医
」
、
サ
ン
キ
ラ
イ

以
外
の
シ
オ
デ
属
の
葉
・
根
は
「
非

医
」

サ
ン
ザ
シ

オ
オ
サ
ン
ザ
シ

偽
実
・
茎
・
葉
・
花

サ
ン
シ
キ
ス
ミ
レ

全
草

サ
ン
シ
シ

ク
チ
ナ
シ

果
実
・
茎
・
葉

サ
ン
シ
チ
ニ
ン
ジ
ン

デ
ン
シ
チ
ニ
ン
ジ
ン

根
サ
ン
シ
ュ
ユ

ハ
ル
コ
ガ
ネ
バ
ナ

果
実

サ
ン
シ
ョ
ウ

果
実
・
果
皮
・
根

サ
ン
シ
ョ
ウ
バ
ラ

花
サ
ン
ソ
ウ
ニ
ン

サ
ネ
ブ
ト
ナ
ツ
メ

種
子

サ
ン
ナ

バ
ン
ウ
コ
ン

根
茎

サ
ン
ペ
ン
ズ

カ
ワ
ラ
ケ
ツ
メ
イ

全
草

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
　

考
サ

ン
ヤ

ク
ナ

ガ
イ

モ
/
ヤ

マ
イ

モ
コ

ン
根

茎
シ

ア
シ

ア
ー

バ
タ

ー
ノ

キ
種

子
・
油

シ
イ

タ
ケ

菌
糸

体
・
子

実
体

シ
オ

デ
属

サ
ル

サ
/
Sm

ila
x属

葉
・
サ

ン
キ

ラ
イ

以
外

の
根

サ
ン

キ
ラ

イ
（
S
m

ila
x 

gl
ab

ra
）
の

塊
茎

・
根

茎
は

「
医

」
シ

ク
ン

シ
果

実
シ

ケ
イ

ジ
ョ
テ

イ
葉

シ
コ

ウ
カ

ヘ
ン

ナ
葉

シ
コ

ク
ビ

エ
種

子
シ

シ
ウ

ド
A

n
ge

lic
a 

p
u
b
es

ce
n
s/

A
n
ge

lic
a

b
is

se
ra

ta
根

茎
・
軟

化
茎

ド
ク

カ
ツ

（
ウ

ド
/
A

ra
lia

 c
o
rd

at
a）

の
根

茎
は

「
医

」
ジ

ジ
ン

全
草

シ
ソ

エ
ゴ

マ
/
シ

ソ
油

枝
先

・
種

子
・
種

子
油

・
葉

シ
セ

ン
サ

ン
シ

ョ
ウ

土
山

椒
根

シ
ダ

レ
カ

ン
バ

ハ
ク

カ
ヒ

/
ユ

ウ
シ

カ
全

草
シ

タ
ン

イ
ン

ド
シ

タ
ン

/
P
te

ro
ca

rp
u
s

in
d
ic

u
s

根
・
樹

皮
・
材

ジ
チ

ョ
ウ

全
草

シ
デ

リ
テ

ィ
ス

・
ス

カ
ル

デ
ィ

カ
S
id

er
it
is

 s
ca

rd
ic

a
茎

・
葉

・
花

シ
ナ

タ
ラ

ノ
キ

ソ
ウ

ボ
ク

/
A

ra
lia

 c
h
in

en
si

s
根

･根
皮

・
材

シ
ナ

ノ
キ

全
草

シ
バ

ム
ギ

グ
ラ

ミ
ニ

ス
根

ジ
フ

イ
ソ

ボ
ウ

キ
/
ト
ン

ブ
リ
/
ホ

ウ
キ

ギ
果

実
・
種

子
･葉

シ
マ

タ
コ

ノ
キ

ア
ダ

ン
全

草
シ

マ
ト
ウ

ガ
ラ

シ
果

実
シ

ャ
ウ

ペ
デ

コ
ウ

ロ
全

草
シ

ャ
エ

ン
シ

種
子

ジ
ャ

ク
ゼ

ツ
ソ

ウ
ノ

ミ
ノ

フ
ス

マ
葉

シ
ャ

ク
ヤ

ク
花

根
は

「
医

」
シ

ャ
ジ

ン
＜

沙
参

＞
ツ

リ
ガ

ネ
ニ

ン
ジ

ン
根

シ
ャ

ジ
ン

＜
砂

仁
＞

は
「
医

」
ジ

ャ
ス

ミ
ン

花
シ

ャ
タ

バ
リ

地
下

部
ジ

ャ
ト
バ

オ
オ

イ
ナ

ゴ
マ

メ
樹

皮
ジ

ャ
ビ

ャ
ク

シ
ニ

オ
イ

イ
ガ

ク
サ

全
草

ジ
ャ

ワ
ナ

ガ
コ

シ
ョ
ウ

ヒ
ハ

ツ
果

実
ジ

ュ
ウ

ヤ
ク

ド
ク

ダ
ミ

地
上

部
ジ

ュ
ル

ベ
ー

バ
全

草
シ

ュ
ロ

葉
シ

ョ
ウ

キ
ョ
ウ

カ
ン

キ
ョ
ウ

/
シ

ョ
ウ

ガ
根

茎
シ

ョ
ウ

ズ
ク

カ
ル

ダ
モ

ン
果

実
シ

ョ
ウ

ノ
ウ

カ
ン

フ
ル

ク
ス

ノ
キ

か
ら

得
ら

れ
た

精
油

シ
ョ
ウ

ラ
ン

タ
イ

セ
イ

/
ホ

ソ
バ

タ
イ

セ
イ

全
草

食
用

ダ
イ

オ
ウ

マ
ル

バ
ダ

イ
オ

ウ
葉

柄
食

用
ホ

オ
ズ

キ
プ

ル
イ

ノ
サ

果
実

ホ
オ

ズ
キ

の
根

は
「
医

」
シ

ラ
カ

ン
バ

果
実

シ
ラ

ン
花

シ
リ

イ
ザ

ヨ
イ

バ
ラ

果
実

シ
ロ

キ
ク

ラ
ゲ

ハ
ク

ボ
ク

ジ
子

実
体

シ
ロ

コ
ヤ

マ
モ

モ
樹

皮
シ

ン
キ

ン
ソ

ウ
ヒ

カ
ゲ

ノ
カ

ズ
ラ

全
草

シ
ン

ト
ク

ク
ス

ノ
キ

樹
皮

ス
イ

ー
ト
オ

レ
ン

ジ
果

皮
ズ

イ
カ

ク
成

熟
果

核
ス

イ
バ

ヒ
メ

ス
イ

バ
茎

・
葉

ス
カ

ル
キ

ャ
ッ

プ
根

以
外

根
は

「
医

」
ス

ギ
ナ

ツ
ク

シ
/
モ

ン
ケ

イ
栄

養
茎

・
胞

子
茎

ス
グ

リ
実

ス
テ

ビ
ア

葉
ス

ト
ロ

ー
ブ

ス
ト
ロ

ー
ブ

マ
ツ

全
木

ス
ピ

ル
リ
ナ

全
藻

ス
ペ

ア
ミ
ン

ト
オ

ラ
ン

ダ
ハ

ッ
カ

/
ミ
ド

リ
ハ

ッ
カ

全
草

ス
マ

パ
フ

ィ
ア

/
ブ

ラ
ジ

ル
ニ

ン
ジ

ン
根

ス
マ

ッ
ク

ジ
ビ

ジ
ビ

果
実

ス
ミ
レ

花
ス

リ
ム

ア
マ

ラ
ン

ス
ア

マ
ラ

ン
サ

ス
・
ハ

イ
ブ

リ
ダ

ス
種

子
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名

　
　

　
称

他
　

　
名

　
　

等
部

　
　

位
　

　
等

備
　

　
考

ズ
ル

カ
マ

ラ
茎

セ
イ

セ
ン

リ
ュ

ウ
葉

セ
イ

タ
カ

カ
ナ

ビ
キ

ソ
ウ

ヤ
カ

ン
ゾ

ウ
全

草
セ

イ
タ

カ
ミ
ロ

バ
ラ

ン
全

草
セ

イ
ヒ

オ
オ

ベ
ニ

ミ
カ

ン
未

熟
果

実
セ

イ
ヨ

ウ
ア

カ
ネ

根
セ

イ
ヨ

ウ
イ

ラ
ク

サ
全

草
セ

イ
ヨ

ウ
エ

ビ
ラ

ハ
ギ

メ
リ
ロ

ー
ト

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

オ
オ

バ
コ

オ
ニ

オ
オ

バ
コ

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

オ
ト
ギ

リ
ソ

ウ
セ

ン
ト
ジ

ョ
ン

ズ
ワ

ー
ト
/
ヒ

ペ
リ

ク
ム

ソ
ウ

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

キ
イ

チ
ゴ

セ
イ

ヨ
ウ

ヤ
ブ

イ
チ

ゴ
果

実
・
葉

セ
イ

ヨ
ウ

キ
ン

ミ
ズ

ヒ
キ

ア
グ

リ
モ

ニ
ー

/
ア

グ
リ
モ

ニ
ア

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

サ
ク

ラ
ソ

ウ
根

セ
イ

ヨ
ウ

サ
ン

ザ
シ

C
ra

ta
eg

u
s

o
xy

ac
an

th
a/

C
ra

ta
eg

u
s

la
ev

ig
at

a/
C

ra
ta

eg
u
s

m
o
n
o
gy

n
a

果
実

・
葉

セ
イ

ヨ
ウ

シ
ナ

ノ
キ

果
実

・
樹

皮
・
葉

・
花

セ
イ

ヨ
ウ

ジ
ュ

ウ
ニ

ヒ
ト
エ

A
ju

ga
 r

ep
ta

n
s 

L
.

茎
葉

部
セ

イ
ヨ

ウ
シ

ロ
ヤ

ナ
ギ

ホ
ワ

イ
ト
ウ

イ
ロ

ー
全

草
セ

イ
ヨ

ウ
ス

モ
モ

プ
ル

ー
ン

果
実

・
果

実
エ

キ
ス

セ
イ

ヨ
ウ

タ
ン

ポ
ポ

根
・
葉

セ
イ

ヨ
ウ

ト
チ

ノ
キ

樹
皮

・
葉

・
花

・
芽

種
子

は
「
医

」
セ

イ
ヨ

ウ
ト
ネ

リ
コ

オ
ウ

シ
ュ

ウ
ト
ネ

リ
コ

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

ナ
ツ

ユ
キ

ソ
ウ

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

ニ
ワ

ト
コ

エ
ル

ダ
ー

茎
・
葉

・
花

セ
イ

ヨ
ウ

ニ
ン

ジ
ン

ボ
ク

イ
タ

リ
ア

ニ
ン

ジ
ン

ボ
ク

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

ネ
ズ

セ
イ

ヨ
ウ

ビ
ャ

ク
シ

ン
全

草
セ

イ
ヨ

ウ
ノ

コ
ギ

リ
ソ

ウ
ヤ

ロ
ー

全
草

セ
イ

ヨ
ウ

ハ
ッ

カ
ペ

パ
ー

ミ
ン

ト
全

草
セ

イ
ヨ

ウ
ヒ

イ
ラ

ギ
花

セ
イ

ヨ
ウ

ヒ
メ

ス
ノ

キ
果

実
・
葉

セ
イ

ヨ
ウ

マ
ツ

タ
ケ

シ
ャ

ン
ピ

ニ
オ

ン
/
ツ

ク
リ
タ

ケ
子

実
体

セ
イ

ヨ
ウ

ミ
ザ

ク
ラ

果
実

・
葉

セ
イ

ヨ
ウ

メ
ギ

全
草

セ
キ

イ
ヒ

ト
ツ

バ
/
P
yr

ro
si

a
lin

gu
a/

P
yr

ro
si

a
gr

an
d
is

im
u
s/

P
yr

ro
si

a
p
el

is
lo

su
s/

P
yr

ro
si

a 
h
as

ta
ta

全
草

セ
キ

コ
ウ

ジ
ュ

全
草

セ
キ

シ
ョ
ウ

茎
根

茎
は

「
医

」
セ

キ
シ

ョ
ウ

モ
ク

ソ
ウ

/
セ

イ
ヨ

ウ
セ

キ
シ

ョ
ウ

モ
全

草
セ

キ
ヨ

ウ
ソ

ロ
バ

ン
ノ

キ
/
ハ

ノ
キ

/
ハ

ン
ノ

キ
全

草
セ

ッ
コ

ツ
ボ

ク
ニ

ワ
ト
コ

茎
･葉

・
花

セ
ツ

レ
ン

カ
全

草
ゼ

ニ
ア

オ
イ

マ
ロ

ー
葉

･花
セ

ル
ピ

ウ
ム

ソ
ウ

テ
イ

ム
ス

・
セ

ル
ピ

ウ
ム

全
草

セ
ロ

リ
オ

ラ
ン

ダ
ミ
ツ

バ
/
セ

ル
リ
ー

種
子

セ
ン

キ
ュ

ウ
葉

根
茎

は
「
医

」
セ

ン
ザ

ン
リ

ュ
ウ

ウ
チ

ワ
ド

コ
ロ

全
草

セ
ン

シ
ン

レ
ン

葉
セ

ン
ソ

ウ
＜

仙
草

＞
リ
ョ
ウ

フ
ン

ソ
ウ

全
草

セ
ン

ソ
ウ

＜
茜

草
＞

の
根

は
「
医

」
セ

ン
ソ

ウ
ト
ウ

全
草

セ
ン

タ
ウ

リ
ウ

ム
ソ

ウ
C

en
ta

u
ri
u
m

 m
in

u
s

全
草

セ
ン

ダ
ン

ク
レ

ン
/
ト
キ

ワ
セ

ン
ダ

ン
/
M

el
ia

az
ed

ar
ac

h
葉

セ
ン

ダ
ン

（
M

el
ia

 a
ze

d
ar

ac
h
）
及

び
ト
ウ

セ
ン

ダ
ン

（
M

el
ia

to
o
se

n
d
an

）
の

果
実

・
樹

皮
は

「
医

」
セ

ン
ナ

茎
果

実
・
小

葉
・
葉

柄
・
葉

軸
は

「
医

」
セ

ン
ボ

ウ
キ

ン
バ

イ
ザ

サ
根

茎
セ

ン
リ

コ
ウ

タ
イ

キ
ン

ギ
ク

全
草

セ
ン

リ
ョ
ウ

腫
節

風
/
竹

節
草

/
草

珊
瑚

全
株

ソ
ウ

ジ
ュ

ヨ
ウ

ハ
マ

ウ
ツ

ボ
/
O

ro
b
an

ch
e

co
er

u
le

sc
en

s
茎

ソ
ク

ハ
ク

ヨ
ウ

コ
ノ

テ
ガ

シ
ワ

枝
・
葉

ソ
ゴ

ウ
コ

ウ
分

泌
樹

脂

名
　
　
　
称

他
　
　
名
　
　
等

部
　
　
位
　
　
等

備
　
　
考

ソ
バ

キ
ョ
ウ
バ
ク
/
ソ
バ
ミ
ツ

/
F
ag

o
p
yr

u
m

 e
su

le
n
tu

m
種
子
・
花
か
ら
集
め
た
蜂

蜜
・
茎
・
葉

タ
ー
ミ
ナ
リ
ア
・
ベ
リ
リ
カ

T
er

m
in

al
ia

 b
el

lir
ic

a
完
熟
果
実

ダ
イ
ウ
イ
キ
ョ
ウ

ス
タ
ー
ア
ニ
ス

果
実

ダ
イ
オ
ウ

ヤ
ク
ヨ
ウ
ダ
イ
オ
ウ
/
ル
バ
ー
ブ

葉
根
茎
は
「
医
」

ダ
イ
ケ
ッ
ト
ウ

茎
ダ
イ
コ
ン
ソ
ウ

ス
イ
ヨ
ウ
バ
イ

全
草

タ
イ
シ
ジ
ン

ワ
ダ
ソ
ウ

塊
根

ダ
イ
ズ

コ
ク
ダ
イ
ズ
/
ダ
イ
ズ
オ
ウ
ケ
ン
/
ダ

イ
ズ
油

種
子
・
種
子
油
・
種
皮
・
葉
・

花
・
大
豆
の
特
殊
発
酵
品

タ
イ
ソ
ウ

ナ
ツ
メ

果
実
・
種
子
・
葉

ダ
イ
ダ
イ

キ
ジ
ツ
/
キ
コ
ク
/
ト
ウ
ヒ
/
C
it
ru
s

au
ra

n
ti
u
m

果
実
・
果
皮
・
蕾
・
花

タ
イ
ワ
ン
ス
ク

枝
・
茎

タ
イ
ワ
ン
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ

果
実

タ
ウ
コ
ギ

全
草

タ
カ
サ
ゴ
ギ
ク

全
草

タ
カ
サ
ブ
ロ
ウ

カ
ン
レ
ン
ソ
ウ

全
草

タ
ガ
ヤ
サ
ン

テ
ツ
ト
ウ
ボ
ク

全
草

タ
ケ
類

タ
ケ
ノ
コ

若
芽

タ
コ
ノ
ア
シ

カ
ン
コ
ウ
ソ
ウ
/
P
en
th
o
ru
m

ch
in
eｎ
se

茎
・
葉

タ
チ
ア
オ
イ

茎
葉
・
種
子
・
根
・
花

タ
チ
ジ
ャ
コ
ウ
ソ
ウ

タ
イ
ム

全
草

タ
チ
バ
ナ

C
it
ru

s 
ta

ch
ib

an
a

葉
・
果
皮

タ
チ
バ
ナ
ア
デ
ク

ス
リ
ナ
ム
チ
ェ
リ
ー
/
ブ
ラ
ジ
ル

チ
ェ
リ
ー

果
実
・
葉

ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ

全
草

タ
デ
ア
イ

根
タ
ベ
ブ
イ
ア

タ
ヒ
ボ

樹
皮
・
葉

タ
モ
ギ
タ
ケ

子
実
体

タ
ラ
ノ
キ

A
ra

lia
 e

la
ta

葉
・
芽
・
根
皮
・
樹
皮

タ
ラ
ヨ
ウ

ク
テ
イ
チ
ャ

葉
タ
ン
ジ
ン

葉
根
は
「
医
」

タ
ン
チ
ク
ヨ
ウ

サ
サ
ク
サ

全
草

タ
ン
テ
イ
ヒ
ホ
ウ

ト
ウ
サ
ン
サ
イ
シ
ン

全
草

チ
ア

全
草

チ
ク
レ
キ

タ
ン
チ
ク

ハ
チ
ク
の
茎
を
火
で
炙
っ
て

流
れ
た
液
汁

チ
シ
マ
ザ
サ

ネ
マ
ガ
リ
タ
ケ

葉
・
幼
茎

チ
シ
マ
ル
リ
ソ
ウ

全
草

チ
ャ

ア
ッ
サ
ム
チ
ャ
/
プ
ー
ア
ル
チ
ャ
/

フ
ジ
チ
ャ
/
リ
ョ
ク
チ
ャ

茎
・
葉
・
葉
の
精
油
・
花
（
蕾

を
含
む
）

チ
ャ
ー
ビ
ル

葉
チ
ャ
デ
ブ
グ
レ

全
草

チ
ャ
ボ
ト
ケ
イ
ソ
ウ

果
実
・
根
・
葉
・
花

チ
ョ
ウ
ト
ウ
コ
ウ

カ
ギ
カ
ズ
ラ
/
コ
ウ
ト
ウ

葉
と
げ
は
「
医
」

チ
ョ
ウ
ジ

ク
ロ
ー
ブ
/
チ
ョ
ウ
コ
ウ
/
チ
ョ
ウ
ジ

油
花
蕾
・
葉
の
精
油

チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
ザ
ミ

ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク

茎
・
根
・
葉
・
頭
花
の
総
苞
・

花
床

チ
ョ
ウ
マ
メ

C
lit

o
ri
a 

te
rn

at
ea

花
チ
ン
ピ

ウ
ン
シ
ュ
ウ
ミ
カ
ン

果
皮

ツ
ウ
ダ
ツ
ボ
ク

カ
ミ
ヤ
ツ
デ

樹
皮

ツ
キ
ミ
ソ
ウ
油

ツ
キ
ミ
ソ
ウ

種
子
の
油

ツ
チ
ア
ケ
ビ

ド
ツ
ウ
ソ
ウ

果
実

ツ
ノ
マ
タ
ゴ
ケ

オ
ー
ク
モ
ス

樹
枝
状
地
衣

ツ
バ
キ

種
子
・
葉
・
花

ツ
ボ
ク
サ

ゴ
ツ
コ
ー
ラ
/
セ
キ
セ
ツ
ソ
ウ
/
レ
ン

セ
ン
ソ
ウ

全
草

ツ
ユ
ク
サ

若
芽

ツ
リ
ガ
ネ
ダ
ケ

子
実
体

ツ
ル
ド
ク
ダ
ミ

茎
・
葉

塊
根
は
「
医
」

ツ
ル
ナ

ハ
マ
ジ
シ
ャ
/
バ
ン
キ
ョ
ウ

全
草

ツ
ル
ニ
ン
ジ
ン

ジ
イ
ソ
ブ

全
草

ツ
ル
マ
ン
ネ
ン
グ
サ

石
指
甲

全
草

ツ
ル
ム
ラ
サ
キ

全
草
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名

　
　

　
称

他
　

　
名

　
　

等
部

　
　

位
　

　
等

備
　

　
考

テ
ィ

ユ
ー

ル
葉

テ
ガ

タ
チ

ド
リ

チ
ド

リ
ソ

ウ
/
シ

ュ
シ

ョ
ウ

ジ
ン

根
デ

カ
ル

ピ
ス

・
ハ

ミ
ル

ト
ニ

ー
根

茎
デ

ビ
ル

ズ
ク

ロ
ー

全
草

デ
ュ

ナ
リ

エ
ラ

ド
ナ

リ
エ

ラ
/
ド

ナ
リ
エ

ラ
油

全
藻

・
圧

搾
油

テ
ン

グ
サ

カ
ン

テ
ン

全
草

テ
ン

ジ
ク

オ
ウ

マ
ダ

ケ
/
青

皮
竹

茎
テ

ン
チ

ャ
タ

ス
イ

カ
/
タ

ス
イ

セ
キ

カ
ヨ

ウ
葉

テ
ン

モ
ン

ド
ウ

ク
サ

ス
ギ

カ
ズ

ラ
種

子
・
葉

･花
根

は
「
医

」
ト
ウ

ガ
シ

ト
ウ

ガ
ニ

ン
/
ト
ウ

ガ
ン

/
ハ

ク
ガ

果
実

種
子

は
「
医

」
ト
ウ

ガ
ラ

シ
果

実
･果

皮
ト
ウ

キ
オ

ニ
ノ

ダ
ケ

/
カ

ラ
ト
ウ

キ
葉

根
は

「
医

」
ト
ウ

キ
シ

フ
ユ

ア
オ

イ
種

子
・
葉

ト
ウ

キ
ン

セ
ン

カ
キ

ン
セ

ン
カ

/
マ

リ
ー

ゴ
ー

ル
ド

花
ト
ウ

チ
ャ

茶
葡

萄
/
藤

茶
/
A

m
p
el

o
p
si

s
gr

o
ss

ed
en

ta
ta

/
A

m
p
el

o
p
si

s
ca

n
to

n
ie

n
si

s 
va

r.
gr

o
ss

ed
en

ta
ta

茎
・
葉

ト
ウ

チ
ュ

ウ
カ

ソ
ウ

ホ
ク

チ
ュ

ウ
ソ

ウ
子

実
体

及
び

そ
の

寄
主

で
あ

る
セ

ミ
類

や
コ

ウ
モ

リ
ガ

科
の

幼
虫

を
乾

燥
し

た
も

の
ト
ウ

ホ
ク

オ
ウ

ギ
花

ト
ウ

モ
ロ

コ
シ

ト
ウ

キ
ビ

/
ト
ウ

モ
ロ

コ
シ

油
/
ナ

ン
バ

ン
キ

ビ
/
Z
ea

 m
ay

s
種

子
油

・
澱

粉
・
花

柱
・
柱

頭

ド
オ

ウ
レ

ン
ク

サ
ノ

オ
ウ

/
ハ

ッ
ク

ツ
サ

イ
全

草
ト
ー

メ
ン

テ
ィ

ル
タ

チ
キ

ジ
ム

シ
ロ

/
チ

シ
エ

ン
コ

ン
根

茎
ト
キ

ン
ソ

ウ
ガ

フ
シ

ョ
ク

ソ
ウ

全
草

ト
ケ

イ
ソ

ウ
パ

ッ
シ

ョ
ン

フ
ラ

ワ
ー

果
実

・
茎

・
葉

・
花

ト
シ

ョ
ウ

ト
シ

ョ
ウ

ジ
ツ

/
ネ

ズ
全

草
ト
チ

ノ
キ

種
子

・
樹

皮
セ

イ
ヨ

ウ
ト
チ

ノ
キ

の
種

子
は

「
医

」
ト
チ

ュ
ウ

果
実

・
葉

･葉
柄

･木
部

樹
皮

は
「
医

」
ト
ッ

ク
リ
イ

チ
ゴ

R
u
b
u
s 

co
re

an
u
s

完
熟

偽
果

ド
ッ

グ
ロ

ー
ズ

果
実

・
葉

･花
ト
マ

ト
果

実
ト
ラ

ガ
ン

ト
A

st
ra

ga
lu

s 
gu

m
m

if
er

又
は

そ
の

同
属

植
物

（
L
eg

u
m

in
o
sa

e）
の

幹
か

ら
得

た
分

泌
物

樹
脂

ト
ロ

ロ
ア

オ
イ

A
b
el

m
o
sc

h
u
s 

m
an

ih
o
t

花
ナ

ガ
エ

カ
サ

ト
ン

カ
ッ

ト
・
ア

リ
根

ナ
ガ

ミ
ノ

ア
マ

ナ
ズ

ナ
C

am
el

in
a 

sa
ti
va

種
子

油
ナ

ギ
イ

カ
ダ

根
ナ

ズ
ナ

ペ
ン

ペ
ン

グ
サ

全
草

ナ
タ

ネ
油

ナ
タ

ネ
種

子
油

ナ
ツ

シ
ロ

ギ
ク

フ
ィ

ー
バ

ー
フ

ュ
ー

全
草

ナ
ッ

ト
ウ

ナ
ッ

ト
ウ

菌
納

豆
菌

の
発

酵
ろ

液
ナ

ツ
ミ
カ

ン
キ

ジ
ツ

/
キ

コ
ク

/
ト
ウ

ヒ
/
Ｃ

ｉｔ
ｒｕ

ｓ　
n
at

su
d
ai

d
ai

果
実

・
果

皮
・
蕾

ナ
ツ

メ
ヤ

シ
果

実
・
葉

ナ
ナ

カ
マ

ド
種

子
･樹

皮
ナ

ベ
ナ

セ
ン

ゾ
ク

ダ
ン

/
ゾ

ク
ダ

ン
/
D

ip
sa

cu
s 

ja
p
o
n
ic

a/
D

ip
sa

cu
s

as
p
er

o
id

es
/
D

ip
sa

cu
s 

as
p
er

根

ナ
ン

キ
ョ
ウ

コ
ウ

ズ
ク

果
実

･根
ナ

ン
サ

ン
ソ

ウ
ゴ

ガ
ン

カ
ジ

ュ
ヒ

/
チ

ャ
ン

チ
ン

モ
ド

キ
果

核
・
果

実
・
樹

皮

ナ
ン

シ
ョ
ウ

ヤ
マ

イ
モ

根
茎

ナ
ン

ヨ
ウ

ア
ブ

ラ
ギ

リ
タ

イ
ワ

ン
ア

ブ
ラ

ギ
リ

葉
ニ

オ
イ

ス
ミ
レ

全
草

ニ
ガ

ウ
リ

ツ
ル

レ
イ

シ
/
M

o
m

o
rd

ic
a

ch
ar

an
ti
a

果
実

・
根

・
葉

ニ
ク

ジ
ュ

ヨ
ウ

オ
ニ

ク
/
キ

ム
ラ

タ
ケ

/
ホ

ン
オ

ニ
ク

/
C

is
ta

n
ch

e 
sa

ls
a/

B
o
sc

h
n
ia

ki
a

ro
ss

ic
a（

=
B

o
sc

h
n
ia

ki
a 

gl
ab

ra
）

肉
質

茎

ニ
ク

ズ
ク

ナ
ツ

メ
グ

種
子

ニ
シ

キ
ギ

全
草

ニ
ト
ベ

ギ
ク

全
草

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
　

考
乳

酸
菌

L
ac

to
b
ac

ill
u
s属

/
S
tr

ep
to

co
cc

u
s属

菌
体

ニ
ョ
テ

イ
ジ

ョ
テ

イ
シ

/
タ

マ
ツ

バ
キ

/
ト
ウ

ネ
ズ

ミ
モ

チ
/
ネ

ズ
ミ

モ
チ

/
L
ig

u
st

ru
m

ja
p
o
n
ic

u
m

/
L
ig

u
st

ru
m

 l
u
ci

d
u
m

葉
・
種

子
・
果

実

ニ
ラ

キ
ュ

ウ
サ

イ
シ

/
コ

ミ
ラ

/
リ
ー

キ
種

子
ニ

レ
根

皮
ニ

ン
ジ

ン
ニ

ン
ジ

ン
油

根
・
根

の
圧

搾
油

ニ
ン

ジ
ン

ボ
ク

タ
イ

ワ
ン

ニ
ン

ジ
ン

ボ
ク

全
草

ニ
ン

ニ
ク

オ
オ

ニ
ン

ニ
ク

/
ダ

イ
サ

ン
鱗

茎
ヌ

ル
デ

ゴ
バ

イ
シ

/
R
h
u
s 

ja
va

n
ic

a
嚢

状
虫

瘻
ネ

ギ
ソ

ウ
ジ

ツ
/
ソ

ウ
シ

/
A

lli
u
m

fi
st

u
lo

su
m

種
子

ネ
バ

リ
ミ
ソ

ハ
ギ

セ
ッ

テ
・
サ

ン
グ

リ
ア

ス
全

草
ネ

ム
ノ

キ
ゴ

ウ
カ

ン
ヒ

/
ネ

ム
ノ

ハ
ナ

樹
皮

・
花

ノ
ア

ザ
ミ

タ
イ

ケ
イ

/
C

ir
si

u
m

n
ip

p
o
n
en

se
/
C

ir
si

u
m

sp
ic

at
u
m

/
C

ir
si

u
m

 j
ap

o
n
ic

u
m

と
そ

の
近

縁
種

根

ノ
ゲ

イ
ト
ウ

セ
イ

シ
ョ
ウ

種
子

ノ
ゲ

シ
茎

・
葉

・
花

ノ
コ

ギ
リ
ヤ

シ
ノ

コ
ギ

リ
パ

ル
メ

ッ
ト

果
実

ノ
ブ

ド
ウ

茎
･根

・
葉

･実
バ

ア
ソ

ブ
C

o
d
o
n
o
p
si

s 
u
ss

u
ri
en

si
s

根
ハ

イ
ゴ

シ
ョ
ウ

果
実

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

加
工

品
果

実
パ

パ
イ

ン
は

「
医

」
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
果

実
・
萼

パ
ウ

ダ
ル

コ
ア

ク
ア

イ
ン

カ
ー

/
イ

ペ
樹

皮
・
葉

バ
オ

バ
ブ

ア
フ

リ
カ

バ
オ

バ
ブ

果
実

ハ
カ

マ
ウ

ラ
ボ

シ
骨

砕
補

根
茎

バ
ク

ガ
発

芽
種

子
ハ

ク
チ

ャ
葉

ハ
ク

ト
ウ

ス
ギ

ウ
ン

ナ
ン

コ
ウ

ト
ウ

ス
ギ

心
材

樹
皮

・
葉

は
「
医

」
ハ

ク
ヒ

シ
ョ
ウ

ハ
ク

シ
ョ
ウ

ト
ウ

球
果

ハ
コ

ベ
全

草
ハ

ゴ
ロ

モ
ソ

ウ
全

草
バ

シ
カ

ン
ス

ベ
リ
ヒ

ユ
全

草
バ

シ
ョ
ウ

全
草

ハ
ス

レ
ン

カ
/
レ

ン
コ

ン
/
レ

ン
ジ

ツ
/
レ

ン
ニ

ク
/
レ

ン
ヨ

ウ
雄

し
べ

・
果

実
・
根

茎
・
種

子
・
葉

・
花

柄
・
花

蕾
パ

セ
リ

パ
セ

リ
油

種
子

油
・
根

・
葉

バ
タ

ー
ナ

ッ
ト

種
子

・
種

子
油

パ
タ

デ
バ

カ
ウ

シ
ノ

ツ
メ

葉
ハ

チ
ミ
ツ

ト
ウ

ヨ
ウ

ミ
ツ

バ
チ

等
が

巣
に

集
め

た
甘

味
物

ハ
ッ

カ
葉

ハ
ッ

カ
ク

レ
イ

シ
全

草
ハ

ッ
ク

ル
ベ

リ
ー

果
実

・
葉

ハ
ッ

シ
ョ
ウ

マ
メ

ビ
ロ

ウ
ド

マ
メ

全
草

ハ
ト
ム

ギ
ジ

ュ
ズ

ダ
マ

/
ヨ

ク
イ

ニ
ン

/
ヨ

ク
ベ

イ
種

子
・
種

子
エ

キ
ス

・
種

子
油

・
葉

葉
の

場
合

は
、

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
/
ヨ

ク
イ

ニ
ン

/
ヨ

ク
ベ

イ
は

除
く

ハ
ナ

シ
ュ

ク
シ

ャ
キ

ョ
ウ

カ
花

か
ら

得
ら

れ
た

精
油

バ
ナ

ナ
M

u
sa

　
ac

u
m

in
at

e（
C

av
en

d
is

h
種

）
成

熟
し

た
果

実
の

果
皮

バ
ナ

バ
オ

オ
バ

ナ
サ

ル
ス

ベ
リ

全
木

ハ
ナ

ビ
シ

ソ
ウ

全
草

ハ
ナ

ビ
ラ

タ
ケ

子
実

体
ハ

ネ
セ

ン
ナ

全
草

パ
パ

イ
ヤ

チ
チ

ウ
リ
/
モ

ク
カ

種
子

・
葉

・
花

パ
パ

イ
ン

は
「
医

」
ハ

ハ
コ

グ
サ

オ
ギ

ョ
ウ

/
ゴ

ギ
ョ
ウ

/
ソ

キ
ク

ソ
ウ

全
草

ハ
ブ

ソ
ウ

全
草

ハ
マ

ゼ
リ

全
草

（
果

実
を

除
く

）
ハ

マ
ナ

ス
ハ

マ
ナ

シ
果

実
・
花

ハ
マ

ボ
ウ

フ
ウ

根
・
根

茎
・
種

子
・
若

芽
ハ

マ
メ

リ
ス

H
am

am
el

is
 v

ir
gi

n
ia

n
a

葉
バ

ラ
バ

ラ
科

植
物

果
実

･葉
・
花

エ
イ

ジ
ツ

は
「
医

」
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名
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位
　
　
等

備
　
　
考

パ
ラ
ミ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク

果
実
・
種
子
・
葉
・
花

バ
ラ
ン

葉
ハ
ル
ウ
コ
ン

ア
ロ
マ
テ
ィ
カ

根
茎

バ
レ
イ
シ
ョ

バ
レ
イ
シ
ョ
デ
ン
プ
ン

塊
茎

パ
ロ
ア
ッ
ス
ル

全
草

ハ
ン
ゲ
シ
ョ
ウ

カ
タ
シ
ロ
グ
サ
/
三
白
草

茎
・
葉

ハ
ン
シ
レ
ン

全
草

ハ
ン
ダ
イ
カ
イ

バ
ク
ダ
イ

果
実
・
種
子

ヒ
イ
ラ
ギ
メ
ギ

オ
レ
ゴ
ン
ブ
ド
ウ

全
草

ヒ
イ
ラ
ギ
モ
チ

ク
コ
ツ

果
実
・
樹
皮
・
根
・
葉

ヒ
カ
ゲ
キ
セ
ワ
タ

P
h
lo

m
is

 u
m

b
ro

sa
根

ヒ
カ
ゲ
ミ
ズ

根
ヒ
ジ
ツ

カ
ヤ

果
実

ヒ
シ
ノ
ミ

ヒ
シ

果
実

ビ
ジ
ョ
ザ
ク
ラ

全
草

ヒ
ソ
ッ
プ

ヤ
ナ
ギ
ハ
ッ
カ

全
草

ヒ
ナ
ギ
ク

エ
ン
メ
イ
ギ
ク

全
草

ヒ
ナ
ゲ
シ

グ
ビ
ジ
ン
ソ
ウ
/
レ
イ
シ
ュ
ン
カ

花
ヒ
ノ
キ

枝
･材
・
葉

ヒ
バ
マ
タ

全
藻

ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌

B
if
id
o
b
ac
te
ri
u
m
属

菌
体

ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ン
ジ
ン

根
茎

ヒ
マ
ワ
リ

ニ
チ
リ
ン
ソ
ウ
/
ヒ
グ
ル
マ
/
ヒ
マ
ワ

リ
油

種
子
・
種
子
油
・
葉
・
花

ヒ
メ
ウ
イ
キ
ョ
ウ

イ
ノ
ン
ド
/
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
/
ジ
ラ
シ

果
実
・
種
子

ヒ
メ
ジ
ョ
オ
ン

デ
イ
ジ
ー

全
草

ヒ
メ
ツ
ル
ニ
チ
ニ
チ
ソ
ウ

全
草

ビ
ャ
ク
ズ
ク

果
実

ヒ
ョ
ウ
タ
ン

果
肉
・
葉

ヒ
ヨ
ド
リ
ジ
ョ
ウ
ゴ

ハ
ク
エ
イ
/
ハ
ク
モ
ウ
ト
ウ

全
草

ヒ
ル
ガ
オ

全
草

ビ
ル
ベ
リ
ー

果
実
・
葉

ビ
ル
マ
ネ
ム

A
lb

iz
ia

 l
eb

b
ec

k
樹
皮

ビ
ロ
ウ
ド
モ
ウ
ズ
イ
カ

マ
レ
イ
ン

茎
・
葉
・
花

ビ
ワ

種
子
・
樹
皮
・
葉

ビ
ン
ロ
ウ
ジ

ビ
ン
ロ
ウ

種
子

果
皮
は
「
医
」

フ
ー
デ
ィ
ア
・
ゴ
ー
ド

ニ
ー

地
上
部

フ
ウ
ト
ウ
カ
ズ
ラ

カ
イ
フ
ウ
ト
ウ

茎
プ
エ
ラ
リ
ア
ミ
リ
フ
ィ
カ

貯
蔵
根

ブ
カ
ト
ウ

根
･葉

フ
キ
タ
ン
ポ
ポ

カ
ン
ト
ウ
ヨ
ウ
/
フ
キ
ノ
ト
ウ

葉
・
幼
若
花
茎

花
蕾
は
「
医
」

フ
ク
ベ

果
実
・
葉

フ
ジ

茎
(フ
ジ
コ
ブ
菌
が
寄
生
し
生

じ
た
瘤
以
外
）

フ
ジ
コ
ブ
菌
が
寄
生
し
生
じ
た
瘤
は

「
医
」

ブ
シ
ュ
カ
ン

コ
ウ
エ
ン
/
シ
ト
ロ
ン

果
実
・
花

フ
タ
バ
ム
グ
サ

ハ
ッ
カ
ジ
ャ
セ
ツ
ソ
ウ

全
草

フ
ダ
ン
ソ
ウ

ト
ウ
ジ
シ
ャ

葉
ブ
ッ
コ

葉
ブ
ッ
シ
ュ
テ
ィ
ー

全
草

フ
ッ
ソ
ウ
ゲ

花
ブ
ド
ウ

茎
・
種
子
･種
皮
・
葉
・
花

ブ
ラ
ッ
ク
ク
ミ
ン

ニ
ゲ
ラ

全
草

ブ
ラ
ッ
ク
コ
ホ
ッ
シ
ュ

ラ
ケ
モ
サ

全
草

ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ン
ジ
ャ
ー

K
ae

m
p
fe

ri
a 

p
ar

vi
fl
o
ra

根
茎

ブ
ラ
ッ
ク
プ
ラ
ム

ポ
ル
ト
ガ
ル
プ
ラ
ム
/
パ
ー
プ
ル

プ
ラ
ム

果
実

ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー

果
実

ブ
ラ
ッ
ク
ル
ー
ト

ア
メ
リ
カ
ク
ガ
イ
ソ
ウ

全
草

フ
ラ
ン
ス
カ
イ
ガ
ン
シ
ョ
ウ

オ
ニ
マ
ツ
/
カ
イ
ガ
ン
シ
ョ
ウ

樹
皮
・
樹
皮
エ
キ
ス

プ
ラ
ン
タ
ゴ
・
オ
バ
タ

サ
イ
リ
ウ
ム
・
ハ
ス
ク

種
子
・
種
皮

ブ
リ
オ
ニ
ア

全
草

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

果
実

プ
ル
ッ
ト

葉
ブ
ン
タ
ン

ザ
ボ
ン
/
ボ
ン
タ
ン

果
実
・
種
子

ペ
グ
ア
セ
ン
ヤ
ク

心
材
の
水
性
エ
キ
ス

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
　

考
ヘ

チ
マ

シ
カ

ラ
ク

果
実

・
果

実
繊

維
・
茎

・
葉

ベ
ニ

コ
ウ

ジ
麹

米
ベ

ニ
バ

ナ
コ

ウ
カ

/
サ

フ
ラ

ワ
ー

/
ベ

ニ
バ

ナ
油

/
C

ar
th

am
u
s 

ti
n
ct

o
ri
u
s

管
状

花
・
種

子
油

･種
子

ベ
ニ

バ
ナ

ボ
ロ

ギ
ク

ナ
ン

ヨ
ウ

ギ
ク

全
草

ペ
ピ

ー
ノ

メ
ロ

ン
ペ

ア
/
S
o
la

n
u
m

m
u
ri
ca

tu
m

果
実

ヘ
ラ

オ
オ

バ
コ

全
草

ヘ
リ
ク

リ
サ

ム
・
イ

タ
リ
カ

ム
カ

レ
ー

プ
ラ

ン
ト

全
草

ヘ
ル

ニ
ア

リ
ア

ソ
ウ

全
草

ベ
ル

ノ
キ

成
熟

果
実

ヘ
ン

ズ
フ

ジ
マ

メ
種

子
・
種

皮
・
根

・
葉

・
花

・
つ

る
ヘ

ン
ル

ー
ダ

種
子

ボ
ウ

シ
ュ

ウ
ボ

ク
コ

ウ
ス

イ
ボ

ク
/
レ

モ
ン

バ
ー

ベ
ナ

葉
ホ

ウ
セ

ン
カ

全
草

（
種

子
を

除
く

）
種

子
は

「
医

」
ホ

ー
ク

ウ
ィ

ー
ド

ミ
ヤ

マ
コ

ウ
ゾ

ウ
リ
ナ

全
草

ボ
ケ

果
実

ホ
コ

ウ
エ

イ
コ

ン
タ

ン
ポ

ポ
根

・
根

茎
ホ

コ
ツ

シ
オ

ラ
ン

ダ
ビ

ユ
果

実
ボ

ス
ウ

ェ
リ
ア

・
セ

ラ
ー

タ
イ

ン
ド

乳
香

/
B

o
sw

el
lia

 s
er

ra
ta

樹
脂

そ
の

他
の

ボ
ス

ウ
ェ

リ
ア

属
の

全
木

は
「
医

」
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

ナ
ツ

ボ
ダ

イ
ジ

ュ
/
フ

ユ
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

/
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

ミ
ツ

果
実

・
花

･花
の

蜜

ボ
タ

ン
葉

・
花

根
皮

は
「
医

」
ボ

タ
ン

ボ
ウ

フ
ウ

P
eu

ce
d
an

u
m

 j
ap

o
n
ic

u
m

茎
・
葉

・
根

・
根

茎
ホ

ッ
プ

ヒ
シ

ュ
カ

球
果

ホ
ホ

バ
種

子
・
種

子
油

ポ
リ
ポ

デ
ィ

ウ
ム

・
レ

ウ
コ

ト
モ

ス
P
o
ly

p
o
d
iu

m
 l
eu

co
to

m
o
s

葉
・
茎

ボ
ル

ド
葉

ボ
ロ

ホ
果

実
・
果

皮
・
種

子
ホ

ワ
イ

ト
セ

ー
ジ

葉
マ

ア
ザ

ミ
葉

マ
ー

シ
ュ

全
草

マ
イ

タ
ケ

シ
ロ

マ
イ

タ
ケ

子
実

体
マ

イ
テ

ン
全

草
マ

カ
マ

カ
マ

カ
根

マ
キ

バ
ク

サ
ギ

タ
イ

セ
イ

ヨ
ウ

/
ロ

ヘ
ン

ソ
ウ

枝
・
葉

マ
コ

モ
葉

マ
チ

コ
茎

・
葉

マ
ツ

カ
イ

シ
ョ
ウ

シ
/
シ

ョ
ウ

ボ
ク

ヒ
/
マ

ツ
ノ

ミ
/
マ

ツ
バ

/
マ

ツ
ヤ

ニ
殻

・
殻

皮
・
種

子
・
樹

脂
・
葉

・
樹

皮
マ

ツ
タ

ケ
子

実
体

マ
テ

葉
マ

ヨ
ラ

ナ
ハ

ナ
ハ

ッ
カ

/
マ

ジ
ョ
ラ

ム
葉

マ
リ
ア

ア
ザ

ミ
オ

オ
ア

ザ
ミ

全
草

マ
ル

バ
ハ

ッ
カ

ニ
ガ

ハ
ッ

カ
全

草
マ

ル
ベ

リ
ー

小
梢

・
葉

マ
ン

ゴ
ー

果
実

・
葉

マ
ン

ゴ
ー

ジ
ン

ジ
ャ

ー
C

u
rc

u
m

a 
am

ad
a

根
茎

マ
ン

ゴ
ス

チ
ン

G
ar

ci
n
ia

 m
an

go
st

an
a

果
皮

マ
ン

ダ
リ
ン

果
実

ミ
ソ

ハ
ギ

全
草

ミ
チ

ヤ
ナ

ギ
全

草
ミ
モ

ザ
ア

カ
シ

ア
全

草
ミ
ヤ

コ
グ

サ
全

草
ミ
ン

ト
葉

ム
イ

ラ
プ

ア
マ

根
以

外
根

は
「
医

」
ム

カ
ン

シ
ム

ク
ロ

ジ
果

肉
ム

ラ
サ

キ
セ

ン
ブ

リ
全

草
ム

ラ
サ

キ
フ

ト
モ

モ
ジ

ャ
ン

ブ
ル

/
S
yz

yg
iu

m
 c

u
m

in
i

種
子

ム
ラ

サ
キ

ム
カ

シ
ヨ

モ
ギ

ヤ
ン

バ
ル

ヒ
ゴ

タ
イ

/
V

er
n
o
n
ia

ci
n
er

ea
地

上
部

乾
燥

物
を

茶
と

し
て

煎
じ

る
場

合
に

限
る

メ
グ

サ
ハ

ッ
カ

葉
メ

グ
ス

リ
ノ

キ
枝

・
樹

皮
・
葉
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等
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考

メ
シ

マ
コ

ブ
子

実
体

・
菌

糸
体

メ
ナ

モ
ミ

キ
ケ

ン
/
キ

レ
ン

ソ
ウ

/
ツ

ク
シ

メ
ナ

モ
ミ
/
S
ie

ge
sb

ec
ki

a
p
u
b
es

ce
n
s/

S
ie

ge
sb

ec
ki

a
o
ri
en

ta
lis

茎
・
葉

メ
ボ

ウ
キ

ア
ル

フ
ァ

バ
ー

カ
/
バ

ジ
リ
コ

/
バ

ジ
ル

全
草

メ
マ

ツ
ヨ

イ
グ

サ
オ

オ
マ

ツ
ヨ

イ
グ

サ
/
マ

ツ
ヨ

イ
グ

サ
全

草

メ
ラ

レ
ウ

カ
テ

ィ
ー

ト
リ
ー

油
精

油
メ

リ
ッ

サ
コ

ウ
ス

イ
ハ

ッ
カ

/
セ

イ
ヨ

ヤ
マ

ハ
ッ

カ
/
レ

モ
ン

バ
ー

ム
葉

メ
ロ

ン
果

実
メ

ン
ジ

ツ
油

ワ
タ

種
子

油
モ

ク
テ

ン
リ
ョ
ウ

マ
タ

タ
ビ

果
実

・
虫

瘻
モ

ッ
カ

カ
リ
ン

偽
果

モ
ッ

シ
ョ
ク

シ
ガ

ラ
エ

虫
瘻

モ
ミ
ジ

ヒ
ル

ガ
オ

五
爪

竜
全

草
モ

モ
葉

・
花

種
子

（
ト
ウ

ニ
ン

）
は

「
医

」
モ

モ
タ

マ
ナ

樹
皮

・
実

モ
リ
ア

ザ
ミ

ヤ
マ

ゴ
ボ

ウ
/
C

ir
si

u
m

d
ip

sa
co

le
p
is

根
P
h
yt

o
la

cc
a 

es
cu

le
n
ta

の
根

は
「
医

」
モ

リ
シ

マ
ア

カ
シ

ア
A

ca
ci

a 
m

ea
rn

si
i

樹
皮

モ
ロ

ヘ
イ

ヤ
タ

イ
ワ

ン
ツ

ナ
ソ

葉
ヤ

ー
コ

ン
ア

ン
デ

ス
ポ

テ
ト

塊
根

・
茎

・
葉

ヤ
エ

ヤ
マ

ア
オ

キ
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
マ

ル
ベ

リ
ー

/
ノ

ニ
果

実
・
種

子
・
葉

ヤ
ク

シ
マ

ア
ジ

サ
イ

ド
ジ

ョ
ウ

ザ
ン

/
ロ

ウ
レ

ン
シ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
根

・
葉

ヤ
グ

ル
マ

ギ
ク

花
ヤ

グ
ル

マ
ハ

ッ
カ

ホ
ー

ス
ミ
ン

ト
葉

ヤ
シ

コ
コ

ヤ
シ

/
ヤ

シ
油

種
子

油
・
樹

皮
・
葉

･花
ヤ

シ
ャ

ビ
シ

ャ
ク

実
ヤ

チ
ダ

モ
葉

ヤ
ナ

ギ
全

木
ヤ

ナ
ギ

ラ
ン

フ
ァ

イ
ア

ウ
ィ

ー
ド

葉
ヤ

ハ
ズ

ツ
ノ

マ
タ

ア
イ

リ
ッ

シ
ュ

モ
ス

全
藻

ヤ
ブ

タ
バ

コ
C

ar
p
es

iu
m

 a
b
ro

ta
n
o
id

es
茎

･根
・
葉

・
果

実
ヤ

マ
ウ

ル
シ

若
芽

ヤ
マ

ノ
イ

モ
属

根
茎

ヤ
マ

ハ
ハ

コ
若

芽
ヤ

マ
ハ

マ
ナ

ス
シ

バ
イ

カ
果

実
ヤ

マ
ブ

キ
実

ヤ
マ

ブ
シ

タ
ケ

子
実

体
ヤ

マ
ブ

ド
ウ

葉
・
実

ヤ
マ

モ
モ

ヨ
ウ

バ
イ

ヒ
/
M

yr
ic

a 
ru

b
ra

樹
皮

ユ
ウ

ガ
オ

コ
シ

果
肉

・
葉

・
若

芽
ユ

ー
カ

リ
ユ

ー
カ

リ
ノ

キ
/
ユ

ー
カ

リ
油

葉
・
精

油
ユ

キ
チ

ャ
ム

シ
ゴ

ケ
全

草
ユ

ズ
ト
ウ

シ
果

実
・
種

子
ユ

ズ
リ
ハ

コ
ウ

ジ
ョ
ウ

ボ
ク

全
草

ユ
ッ

カ
キ

ミ
ガ

ヨ
ラ

ン
根

ユ
リ

オ
ニ

ユ
リ
/
ビ

ャ
ク

ゴ
ウ

花
・
鱗

茎
ヨ

ウ
シ

ュ
カ

ン
ボ

ク
全

草
ヨ

ウ
テ

イ
ギ

シ
ギ

シ
/
ナ

カ
バ

ギ
シ

ギ
シ

根
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

ソ
ク

ズ
全

草
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

ナ
ラ

Q
u
er

cu
s 

ro
b
u
r

心
材

（
髄

を
除

く
）

ヨ
カ

ン
シ

ア
ン

マ
ロ

ク
/
ユ

カ
ン

果
実

・
樹

皮
・
根

・
葉

ヨ
モ

ギ
ガ

イ
ヨ

ウ
/
モ

グ
サ

枝
先

・
葉

ヨ
モ

ギ
ギ

ク
タ

ン
ジ

ー
全

草
ラ

イ
ガ

ン
チ

ク
リ
ョ
ウ

/
モ

ク
レ

ン
シ

/
ラ

イ
シ

/
ラ

イ
ジ

ツ
乾

燥
し

た
菌

核

ラ
イ

フ
ク

シ
ダ

イ
コ

ン
種

子
ラ

イ
ム

ギ
茎

・
葉

ラ
カ

ン
カ

果
実

ラ
ス

グ
ラ

ブ
ラ

根
皮

ラ
ズ

ベ
リ

ー
果

実
・
葉

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
　

考
ラ

ッ
カ

セ
イ

ナ
ン

キ
ン

マ
メ

種
子

ラ
フ

マ
コ

ウ
マ

全
草

ラ
ベ

ン
サ

ラ
葉

ラ
ベ

ン
ダ

ー
花

ラ
ン

ブ
ー

タ
ン

果
実

リ
ュ

ウ
ガ

ン
果

肉
・
仮

種
皮

・
花

リ
ュ

ウ
キ

ド
全

草
リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

ア
イ

枝
・
葉

リ
ュ

ウ
ノ

ウ
D

ry
o
b
al

an
o
p
s 

ar
o
m

at
ic

a
樹

皮
リ
ョ
ウ

シ
ョ
ウ

カ
ノ

ウ
ゼ

ン
カ

ズ
ラ

花
リ
ョ
ク

ト
ウ

ブ
ン

ド
ウ

種
子

・
花

リ
ン

ゴ
酢

リ
ン

ゴ
汁

液
発

酵
の

食
用

酢
ル

イ
ボ

ス
葉

ル
リ
ジ

シ
ャ

ボ
ラ

ゴ
ソ

ウ
/
ボ

レ
イ

ジ
葉

・
花

ル
リ
ハ

コ
ベ

全
草

ル
リ
ヒ

エ
ン

ソ
ウ

ラ
ー

ク
ス

パ
ー

全
草

レ
イ

シ
＜

霊
芝

＞
マ

ン
ネ

ン
タ

ケ
/
ロ

ッ
カ

ク
レ

イ
シ

子
実

体
（
胞

子
を

含
む

）
レ

イ
シ

＜
茘

枝
＞

レ
イ

シ
カ

ク
/
枝

核
果

実
・
種

子
レ

オ
ヌ

ル
ス

ソ
ウ

全
草

レ
モ

ン
葉

乾
燥

物
を

茶
と

し
て

煎
じ

る
場

合
又

は
熱

水
抽

出
物

の
残

渣
に

限
る

レ
モ

ン
グ

ラ
ス

レ
モ

ン
ソ

ウ
茎

・
葉

レ
モ

ン
タ

イ
ム

葉
レ

モ
ン

マ
ー

ト
ル

葉
レ

ン
ギ

ョ
ウ

連
翹

葉
果

実
は

「
医

」
レ

ン
ゲ

ソ
ウ

地
上

部
レ

ン
セ

ン
ソ

ウ
カ

キ
ド

オ
シ

全
草

レ
ン

リ
ソ

ウ
豆

果
・
若

芽
ロ

ー
ズ

ヒ
ッ

プ
果

実
・
果

皮
･茎

・
花

ロ
ー

ズ
マ

リ
ー

マ
ン

ネ
ン

ロ
ウ

葉
ロ

ー
マ

カ
ミ
ツ

レ
頭

状
花

ロ
ベ

ー
ジ

レ
ビ

ス
チ

ク
ム

全
草

ワ
イ

ル
ド

チ
ェ

リ
ー

ワ
イ

ル
ド

ブ
ラ

ッ
ク

チ
ェ

リ
ー

樹
皮

ワ
イ

ル
ド

レ
タ

ス
ワ

イ
ル

ド
カ

ナ
ダ

レ
タ

ス
茎

・
葉

ワ
サ

ビ
ダ

イ
コ

ン
根

ワ
レ

モ
コ

ウ
チ

ユ
/
S
an

gu
is

o
rb

a 
o
ff
ic

in
al

is
根

･根
茎

注
１

）
　

「
名

称
」
及

び
「
他

名
等

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
生

薬
名

、
一

般
名

及
び

起
源

植
物

名
等

を
記

載
し

て
い

る
。

注
２

）
　

リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
成

分
本

質
（
原

材
料

）
の

う
ち

、
該

当
す

る
部

位
に

つ
い

て
、

「
部

位
等

」
の

欄
に

記
載

し
て

い
る

。
注

３
）
　

他
の

部
位

が
別

の
リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
場

合
等

、
そ

の
取

扱
い

が
紛

ら
わ

し
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

そ
の

旨
　

　
　

記
載

し
て

い
る

。
注

４
）
　

備
考

欄
の

「
医

」
は

「
専

ら
医

薬
品

と
し

て
使

用
さ

れ
る

成
分

本
質

（
原

材
料

）
リ
ス

ト
」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

。
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動

物
由

来
物

等
（
例

）
名

　
　

　
称

他
　

　
名

　
　

等
部

　
　

位
　

　
等

備
　

  
  
　

考
ア

キ
ョ
ウ

ウ
シ

/
ラ

バ
/
ロ

バ
皮

膚
を

水
で

煮
て

製
し

た
に

か
わ

ア
ザ

ラ
シ

油
ア

ズ
マ

ニ
シ

キ
ガ

イ
貝

肉
ア

リ
ア

リ
ノ

コ
ア

リ
・
ア

リ
の

子
ア

ワ
ビ

セ
キ

ケ
ツ

メ
イ

殻
イ

カ
イ

カ
ス

ミ
/
ウ

ゾ
ク

コ
ツ

/
コ

ウ
イ

カ
イ

カ
の

墨
・
甲

骨
イ

ワ
シ

サ
ー

デ
ィ

ン
ペ

プ
チ

ド
油

・
タ

ン
パ

ク
質

陰
茎

ウ
シ

/
ウ

マ
/
ト
ラ

/
ヒ

ツ
ジ

/
ブ

タ
/

ヘ
ビ

陰
茎

・
睾

丸
イ

ヌ
・
オ

ッ
ト
セ

イ
・
シ

カ
の

陰
茎

・
睾

丸
は

「
医

」
ウ

コ
ッ

ケ
イ

血
液

･卵
・
内

臓
・
肉

ウ
ナ

ギ
ヤ

ツ
メ

ウ
ナ

ギ
全

体
オ

オ
ト
カ

ゲ
全

体
オ

オ
ヤ

モ
リ

ゴ
ウ

カ
イ

/
G

ek
ko

 g
ec

ko
内

臓
を

除
い

た
全

身
オ

ッ
ト
セ

イ
カ

ロ
ペ

プ
タ

イ
ド

骨
格

筋
抽

出
物

陰
茎

・
睾

丸
は

「
医

」
カ

イ
エ

ン
イ

ト
マ

キ
ヒ

ト
デ

全
体

カ
イ

コ
カ

サ
ン

ガ
/
ゲ

ン
サ

ン
ガ

蛹
・
死

ん
だ

幼
虫

・
成

虫
・
糞

便
・
繭

・
幼

虫
の

抜
殻

・
卵

殻
カ

イ
バ

タ
ツ

ノ
オ

ト
シ

ゴ
全

体
カ

イ
リ

ュ
ウ

ギ
カ

イ
リ

ュ
ウ

/
セ

ン
カ

イ
リ
ュ

ウ
/

チ
ョ
ウ

カ
イ

リ
ュ

ウ
/
ト
ゲ

ヨ
ウ

ジ
全

体

カ
キ

＜
牡

蛎
＞

マ
ガ

キ
/
ボ

レ
イ

貝
殻

・
貝

肉
・
貝

肉
エ

キ
ス

カ
ギ

ュ
ウ

マ
ツ

カ
タ

ツ
ム

リ
腹

足
類

の
乾

燥
粉

末
核

酸
Ｄ

Ｎ
Ａ

/
Ｒ

Ｎ
Ａ

カ
ツ

オ
か

つ
お

節
/
か

つ
お

節
オ

リ
ゴ

ペ
プ

チ
ド

魚
乾

燥
物

カ
ニ

甲
羅

カ
メ

ウ
ミ
ガ

メ
全

体
カ

メ
ム

シ
九

香
虫

全
体

肝
臓

ウ
シ

/
ト
リ
/
ブ

タ
ウ

シ
・
ト
リ
・
ブ

タ
の

肝
臓

・
エ

キ
ス

肝
油

タ
ラ

等
魚

類
肝

臓
の

脂
肪

油
魚

油
イ

ワ
シ

等
の

精
製

油
血

液
ウ

シ
/
シ

カ
/
ブ

タ
ウ

シ
・
シ

カ
・
ブ

タ
の

血
液

・
血

漿
ヒ

ト
血

液
は

「
医

」

ゴ
ウ

シ
マ

ア
カ

ガ
エ

ル
ア

カ
ガ

エ
ル

の
輸

卵
管

骨
髄

ウ
シ

ウ
シ

骨
髄

ヒ
ト
骨

髄
は

「
医

」
骨

粉
ウ

シ
・
魚

類
等

の
骨

の
粉

末
コ

ブ
ラ

イ
ン

ド
コ

ブ
ラ

/
フ

ィ
リ

ピ
ン

コ
ブ

ラ
全

体
コ

ン
ド

ロ
イ

チ
ン

加
水

分
解

二
糖

海
洋

性
微

生
物

の
生

産
す

る
グ

リ
コ

サ
ミ
ノ

グ
リ
カ

ン
の

分
解

物
サ

ソ
リ

キ
ョ
ク

ト
ウ

サ
ソ

リ
食

塩
水

に
入

れ
殺

し
て

乾
燥

し
た

も
の

サ
メ

サ
メ

ナ
ン

コ
ツ

/
フ

カ
ヒ

レ
軟

骨
・
ヒ

レ
・
ヒ

レ
の

エ
キ

ス
サ

ン
ゴ

角
サ

ン
バ

ー
/
ト
ナ

カ
イ

/
ニ

ュ
ー

カ
レ

ド
ニ

ア
ジ

カ
/
フ

ァ
ロ

ー
ジ

カ
/
ベ

ル
ベ

ッ
ト

シ
カ

等
の

成
熟

し
た

角
・
袋

角
・
幼

角
レ

イ
ヨ

ウ
カ

ク
・
ロ

ク
ジ

ョ
ウ

は
「
医

」

シ
ジ

ミ
マ

シ
ジ

ミ
/
ヤ

マ
ト
シ

ジ
ミ

貝
肉

・
貝

肉
エ

キ
ス

シ
ャ

チ
ュ

ウ
サ

ツ
マ

ゴ
キ

ブ
リ

全
虫

心
臓

ウ
シ

/
ウ

マ
ウ

シ
・
ウ

マ
の

心
臓

ス
ク

ア
ラ

ミ
ン

サ
メ

の
肝

臓
ス

ッ
ポ

ン
シ

ナ
ス

ッ
ポ

ン
/
ベ

ッ
コ

ウ
血

液
・
卵

・
内

臓
・
肉

・
背

甲
・

腹
甲

精
巣

シ
ラ

コ
食

用
魚

類
の

精
巣

ソ
ウ

ヒ
ョ
ウ

シ
ョ
ウ

カ
マ

キ
リ

カ
マ

キ
リ
の

卵
鞘

胎
盤

ウ
シ

/
ヒ

ツ
ジ

/
ブ

タ
ウ

シ
・
ヒ

ツ
ジ

・
ブ

タ
の

胎
盤

ヒ
ト
胎

盤
は

「
医

」
胆

嚢
コ

イ
・
ヘ

ビ
の

胆
嚢

ウ
シ

・
ク

マ
・
ブ

タ
の

胆
汁

・
胆

嚢
は

「
医

」
チ

ン
ジ

ュ
ア

コ
ヤ

ガ
イ

/
シ

ン
ジ

ュ
外

套
膜

組
織

中
の

顆
粒

物
・

真
珠

・
貝

肉
ツ

バ
メ

巣
ツ

バ
メ

の
巣

名
　

　
　

称
他

　
　

名
　

　
等

部
　

　
位

　
　

等
備

　
  
  
　

考
軟

骨
爬

虫
類

・
哺

乳
類

の
軟

骨
抽

出
物

ニ
ホ

ン
ヤ

モ
リ

ヘ
キ

コ
/
G

ek
ko

 j
ap

o
n
ic

u
s

全
体

ニ
ワ

ト
リ

可
食

肉
部

か
ら

エ
タ

ノ
ー

ル
抽

出
し

て
濃

縮
し

た
も

の
・

胃
の

内
壁

（
ケ

イ
ナ

イ
キ

ン
）

乳
汁

バ
ニ

ュ
ウ

ウ
マ

の
乳

汁
ハ

チ
ハ

チ
ノ

コ
ハ

チ
の

幼
虫

ハ
ブ

ヒ
メ

ハ
ブ

全
体

ヒ
ル

ウ
マ

ビ
ル

/
ス

イ
テ

ツ
/
チ

ス
イ

ビ
ル

/
チ

ャ
イ

ロ
ビ

ル
全

体

ヒ
レ

イ
ケ

チ
ョ
ウ

ガ
イ

H
yr

io
p
si

s 
cu

m
in

gi
i

貝
殻

フ
グ

ノ
ク

ロ
ヤ

キ
フ

グ
/
マ

フ
グ

フ
グ

の
黒

焼
ヘ

ビ
ア

オ
マ

ダ
ラ

ウ
ミ
ヘ

ビ
/
ア

マ
ガ

サ
ヘ

ビ
/
エ

ラ
ブ

ウ
ミ
ヘ

ビ
/
ガ

ラ
ガ

ラ
ヘ

ビ
/
ヒ

ャ
ッ

ポ
ダ

全
体

蛇
毒

は
「
医

」

ホ
タ

テ
貝

殻
マ

ム
シ

ハ
ン

ビ
/
フ

ク
ダ

全
体

ミ
ツ

ロ
ウ

ハ
チ

が
分

泌
す

る
ロ

ウ
質

ミ
ド

リ
イ

ガ
イ

貝
肉

卵
黄

油
卵

黄
の

油
卵

殻
卵

殻
リ
ュ

ウ
シ

ツ
ケ

ン
ゴ

ロ
ウ

全
虫

ロ
ー

ヤ
ル

ゼ
リ
ー

メ
ス

バ
チ

の
咽

頭
腺

分
泌

物
注

１
）
　

「
名

称
」
及

び
「
他

名
等

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
生

薬
名

、
一

般
名

及
び

起
源

動
物

名
、

該
当

す
る

部
位

等
を

記
載

し
て

い
る

。
注

２
）
　

リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
成

分
本

質
（
原

材
料

）
の

う
ち

、
該

当
す

る
部

位
に

つ
い

て
、

「
部

位
等

」
の

欄
に

記
載

し
て

い
る

。
注

３
）
　

他
の

部
位

が
別

の
リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
場

合
等

、
そ

の
取

扱
い

が
紛

ら
わ

し
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

そ
の

旨
　

　
　

記
載

し
て

い
る

。
注

４
）
　

備
考

欄
の

「
医

」
は

「
専

ら
医

薬
品

と
し

て
使

用
さ

れ
る

成
分

本
質

（
原

材
料

）
リ
ス

ト
」
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

。



94 2019 Vol.44 No.3　広島県薬剤師会誌
３

．
そ

の
他

（
化

学
物

質
等

）
（
例

）
名

　
　

　
称

他
　

　
名

　
　

等
部

　
　

位
　

　
等

備
　

　
考

亜
鉛

ア
ス

タ
キ

サ
ン

チ
ン

ヘ
マ

ト
コ

ッ
カ

ス
藻

の
主

成
分

ヘ
マ

ト
コ

ッ
カ

ス
藻

は
「
非

医
」

ア
ス

パ
ラ

ギ
ン

ア
ス

パ
ラ

ギ
ン

酸
3
-
ア

ミ
ノ

プ
ロ

パ
ン

酸
β

‐
ア

ラ
ニ

ン
５

－
ア

ミ
ノ

レ
ブ

リ
ン

酸
リ
ン

酸
塩

5
-
A

m
in

o
le

vu
lin

ic
 a

ci
d
・

p
h
o
sp

h
at

e
光

合
成

細
菌

（
ロ

ド
バ

ク
タ

ー
・
セ

フ
ァ

ロ
イ

デ
ス

）
の

生
成

し
た

も
の

ア
ラ

ニ
ン
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。
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。
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さ
れ
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。

� 平成31年 3 月29日
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会理事長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様
� 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
� （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

要指導医薬品及び一般用医薬品の多言語情報の提供について（通知）

　このことについて、平成31年 3 月27日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局総務課及び同局医薬安全対策課から別紙
のとおり事務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）
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別　紙
	 事　務　連　絡
	 平成31年 3 月27日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）薬務主管課　 御中

� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

� 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

要指導医薬品及び一般用医薬品の多言語情報の提供について

　「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年 3月30日閣議決定）において、2020年に4,000万人、2030年には6,000
万人の訪日外国人旅行者数を目標として観光先進国の実現を目指す中、訪日外国人の増加に伴う医療の提供に関連す
る多様な問題に関係府省庁が対応するため、健康・医療戦略推進本部の下に「訪日外国人に対する適切な医療等の確
保に関するワーキンググループ」が設置されました。同ワーキンググループにおいて、別添のとおり「訪日外国人に
対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」（平成30年 6 月14日）がとりまとめられ、日本への入国後の対応とし
て「一般用医薬品等に関する多言語での情報提供の充実」が盛り込まれたところです。
　これを受け、要指導医薬品及び一般用医薬品（以下「一般用医薬品等」という。）の販売に際し、適切な情報提供
等が行われるよう、多言語での情報提供等に資する情報を下記のとおりまとめましたので、薬局、店舗販売業等の貴
管下関係者に御活用いただけますよう周知方お願いします。

記

1．一般用医薬品等の製品情報については、一般用医薬品等の製造販売業者等が英語をはじめとする各国語への翻
訳をしており、その翻訳された製品情報が製造販売業者等のウェブページ等から入手可能な場合があります。

2．多言語に対応した一般用医薬品等の情報検索については、セルフメディケーション・データベースセンターが
運営する「おくすり検索」英語版（以下「検索サイト」という。）が活用可能です。当該検索サイトでは、製品名、
薬効分類、症状等から一般用医薬品等を検索でき、薬局、店舗販売業等においても、一般用医薬品等を訪日外国
人に販売する場合等に活用できます。なお、薬局、店舗販売業等において一般用医薬品等の販売等の際は、必要
に応じて医療機関への受診勧奨を行う必要があります。
　（検索サイト　http://search.jsm-db.info/sp_en/）

3． 2．の検索サイトは英語で検索できますが、一部製品は、英語だけでなく中国語（繁体字・簡体字）及び韓国
語の情報もあります。また、英語、中国語（繁体字・簡体字）及び韓国語で作成されている検索サイトの使用ガ
イド（http://jsm-db.info/how-to-use/）が活用可能です。

� 平成31年 4 月 9 日
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様

� 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
� （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

ホストタウン事業実施時のアンチ・ドーピング等に関する 
医療機関等との情報共有・連携等について（通知）

　このことについて、平成31年 2 月22日付けで内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局より別紙
のとおり事務連絡がありました。



97広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.3

　ついては、ホストタウン自治体（県内市町）と各地域薬剤師会の情報共有等が進むよう、各地域薬剤師会への周知
をお願いします。
　なお、各ホストタウン自治体には地域政策局スポーツ推進課より情報提供しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別　紙
	 事　務　連　絡
	 2019年 2 月22日
ホストタウン自治体　各位

� 内閣官房東京オリンピック・
� パラリンピック推進本部事務局

ホストタウン事業実施時のアンチ・ドーピング等に関する 
医療機関等との情報共有・連携等について（周知）

　平素より、ホストタウン事業の推進に御協力賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、一部の自治体では、既にホストタウンにおける事前交流や事前キャンプが実施されているところであり、今
後、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、その動きは本格化していくものと理解しております。
　そのような中、事前合宿はもちろんのこと、事後交流を行うホストタウン自治体においても、選手が練習等におけ
る怪我や急な環境の変化等による体調不良などで、地元の医療機関・薬局等を利用する可能性もあると想定されます
が、医薬品の処方、一般用医薬品等が必要となった場合には、選手に対する＊1アンチ・ドーピングへの配慮が必要
となります。
　既に医療機関・薬局等との連携構築に着手されている自治体もあろうかと思いますが、ホストタウン自治体におい
ては、そうした事態に備え、医療機関・薬局等との間でアンチ・ドーピング等に関する情報共有、連携等が図られて
いることが重要であると考えています。
　つきましては、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会の各団体に対して、本件に関するホス
トタウン自治体との連携等について別添にて協力依頼を行いましたので御連絡申し上げますとともに、各自治体にお
かれましては、医療機関・薬局等との連携を密にして本事業を推進頂きますようお願い申し上げます。

＊ 1：アンチ・ドーピングについては、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のHP（https://www.playtruejapan.
org/code/）を参照ください。

	 また、日本薬剤師会のHPでは、「うっかりドーピング」の防止を目的としたアンチ・ドーピングガイドブッ
クを公開していますのでご参照ください。
（https://www.nichiyaku.or.jp/activities/anti-doping/about.html）

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局
担当：勝野・金子・林
TEL：03-3581-0924
e-mail：contact.host-town.q6u@cas.go.jp
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� 平成31年 4 月 3 日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
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薬　　　務　　　課

「医薬品の封の取扱い等について」に関する質疑応答集 
（Q＆A）について（通知）

　医薬品の封の取扱いについては、平成30年 8 月 1 日付け薬生発0801第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医
薬品の封の取扱い等について」において、封の考え方、封を行う際の留意点、封の状態を確認する方法の情報共有等
について及び封や容器包装の改善に向けた関係者の協働について示されているところです。
　今般、平成31年 3 月29日付けで、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課より質疑応答集が別紙のとお
り示されました。
　ついては、封の取扱いに注意するとともに、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別紙 1
	 事　務　連　絡
	 平成31年 3 月29日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　 御中

� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

「医薬品の封の取扱い等について」に関する質疑応答集（Q＆A）について

　医薬品の封の取扱いについては、平成29年 1 月に発生したC型肝炎治療薬の偽造品が流通した事案を踏まえて、
偽造品である医薬品等の流通の再発防止等の観点から「医薬品の封の取扱い等について」（平成30年 8 月 1 日付け薬
生発0801第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「通知」という。）を発出し、封の取り扱い等についてお
示ししているところです。
　この通知の趣旨、内容等についての質疑応答集を、別添のとおり取りまとめましたので、御了知の上、貴管下関係
団体、関係機関等に周知いただくとともに、指導等の際に活用いただくようお願いいたします。
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（
別
添
）

 

「
医
薬
品
の
封
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
平
成

30
年

8
月

1
日
薬
生
発

08
01

第
1
号
厚
生
労
働
省
医

薬
・
生
活
衛
生
局
長
通
知
）
に
関
す
る
質
疑
応
答
集
（
Ｑ
＆
Ａ
）

 
 

N
o
.
 

項
目
等
 

Ｑ
 

Ａ
 

1
 

販
売
包
装
単
位
 

「
販

売
包

装
単

位
」

は
、
「
医

療
用

医
薬

品
へ

の
バ

ー
コ

ー
ド

表
示

の
実

施
に

つ
い

て
」
（

平

成
1
8

年
9

月
1
5

日
付

け
薬

食
安

発
第

0
9
1
5
0
0
1
号
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
安
全
対

策
課
長
通
知
）
に
お
け
る
「
販
売
包
装
単
位
」

と
同
一
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。
 

（
通

知
 

１
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

考
え
方
に
つ
い
て
）
 

よ
い
。
 

2
 

販
売
包
装
単
位
 

例
え

ば
ド

ラ
ッ

グ
ス

ト
ア

で
小

売
り

さ
れ

る

単
本
の
ド
リ
ン
ク
剤
等
（
要
指
導
医
薬
品
・
一

般
用
医
薬
品
）
は
、
通
知
に
お
け
る
「
販
売
包

装
単
位
」
に
該
当
す
る
か
。
 

（
通

知
 

１
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

考
え
方
に
つ
い
て
）
 

該
当
す
る
。
な
お
、
局
長
通
知
中
「
卸

売
販

売
業

者
等

」
及

び
「

医
療

機
関

等
」
は
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用

医
薬
品
の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
、「

薬
局
・

薬
店

・
ド

ラ
ッ

グ
ス

ト
ア

等
」

及
び

「
消

費
者

等
」

と
読

み
替

え
て

適
用

す
る
。
 

3
 

販
売
包
装
単
位
 

局
長

通
知

で
示

さ
れ

て
い

る
「

販
売

包
装

単

位
」
と
は
、
通
常
、
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
医

療
機

関
等

に
販

売
さ

れ
る

最
小

の
販

売
包

装

単
位
と
あ
る
が
、
販
売
包
装
単
位
を
複
数
ま
と

め
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ま
と
め
箱
」
は
局
長
通
知

の
対
象
外
と
考
え
て
よ
い
か
。
 

（
通

知
 

１
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

考
え
方
に
つ
い
て
）
 

よ
い
。
な
お
、
ま
と
め
箱
以
外
の
形
態

（
例

え
ば

３
本

シ
ュ

リ
ン

ク
）

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
局

長
通

知
の

適
用

対
象
外
と
考
え
て
よ
い
。
 

4
 

ミ
シ

ン
目

・
ジ

ッ
パ
ー
 

開
封

用
の

ミ
シ

ン
目

以
外

に
解

体
用

の
ミ

シ

ン
目
を
個
装
箱
に
入
れ
て
い
る
が
、
解
体
用
の

ミ
シ

ン
目

か
ら

使
用

者
が

開
け

る
こ

と
を

想

定
し
て
何
か
対
策
が
必
要
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱
い
に
つ
い
て
 
１
ポ
ツ
関
係
）
 

使
用

者
が

開
封

用
、

解
体

用
ど

ち
ら

の
ミ

シ
ン

目
か

ら
開

け
て

も
容

易
に

原
状

に
復

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
れ

ば
、

解
体

用
の

ミ
シ

ン
目

を
入

れ
る

こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
解

体
用

の
ミ

シ
ン

目
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
、
開
封
用
の
ミ
シ
ン
目
に
は
「
開

封
口

」
で

あ
る

こ
と

が
判

る
旨

の
表

示
を
す
る
こ
と
。
 

5
 

剥
離
の
程
度
 

ど
の
程
度
、
容
器
又
は
包
装
の
資
材
の
一
部
が

剥
離
す
る
と
、
容
易
に
原
状
に
復
す
る
こ
と
が

医
薬

品
の

流
通

及
び

使
用

に
関

与
す

る
者

が
、

容
器

又
は

包
装

の
資

材
 

で
き
な
い
と
判
断
す
る
の
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱
い
に
つ
い
て
 
２
ポ
ツ
関
係
）
 

の
一

部
が

剥
離

し
た

こ
と

が
識

別
で

き
る
程
度
。
 

6
 

テ
ー
プ
 

「
販
売
包
装
単
位
」
で
も
あ
り
、
か
つ
「
元
梱

包
装
単
位
」
で
も
あ
る
段
ボ
ー
ル
に
貼
る
テ
ー

プ
も
無
地
は
認
め
ら
れ
な
い
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱
い
に
つ
い
て
 
４
ポ
ツ
関
係
）
 

無
地
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

7
 

テ
ー
プ
 

「
接

着
部

や
粘

着
の

テ
ー

プ
又

は
ラ

ベ
ル

を

剥
が
そ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
容
器
又
は
包
装

の
資

材
の

一
部

が
剥

離
す

る
等

の
仕

様
に

す

る
」
と
あ
る
が
、
粘
着
の
テ
ー
プ
又
は
ラ
ベ
ル

自
体

の
一

部
が

容
器

又
は

包
装

の
資

材
へ

展

着
し
残
存
す
る
等
の
、
テ
ー
プ
や
ラ
ベ
ル
で
も

よ
い
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱
い
に
つ
い
て
 
２
ポ
ツ
関
係
）
 

よ
い
。
 

8
 

テ
ー
プ
 

接
着

部
や

粘
着

の
テ

ー
プ

又
は

ラ
ベ

ル
を

剥

が
そ
う
と
し
た
場
合
に
、
容
器
又
は
包
装
の
資

材
の
一
部
が
剥
離
す
る
等
の
仕
様
で
あ
れ
ば
、

テ
ー

プ
又

は
ラ

ベ
ル

に
無

地
の

も
の

を
用

い

て
も
よ
い
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

２
ポ

ツ
及

び
４

ポ
ツ

関

係
）
 

無
地
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

9
 

テ
ー
プ
 

色
付

き
で

文
字

な
し

の
テ

ー
プ

又
は

ラ
ベ

ル

は
、
無
地
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
に
な
る
か
。
 

（
通
知
 
２
.
法
第

5
8
条
に
規
定
す
る
封
の
取

扱
い
に
つ
い
て
 
４
ポ
ツ
関
係
）
 

色
付

き
で

あ
っ

て
も

社
名

等
の

文
字

の
記

載
が

無
い

も
の

は
無

地
と

解
釈

す
る
。
 

1
0
 

テ
ー
プ
 

無
地
で
は
な
い
テ
ー
プ
又
は
ラ
ベ
ル
で
、
テ
ー

プ
又

は
ラ

ベ
ル

へ
の

印
刷

が
会

社
固

有
の

マ

ー
ク
や
社
名
ロ
ゴ
で
は
な
く
、
テ
ー
プ
又
は
ラ

ベ
ル

の
メ

ー
カ

ー
が

改
ざ

ん
防

止
テ

ー
プ

又

は
ラ
ベ
ル
と
し
て
販
売
し
て
い
る
も
の
で
「
納

入
時
開
封
済
品
は
使
用
不
可
」
等
の
文
字
入
り

の
テ
ー
プ
又
は
ラ
ベ
ル
は
用
い
て
も
良
い
か
。
 

（
通
知
 
２
.
法
第

5
8
条
に
規
定
す
る
封
の
取

扱
い
に
つ
い
て
 
４
ポ
ツ
関
係
）
 

よ
い
。
た
だ
し
、
文
字
が
開
封
部
分
に

か
か

る
よ

う
に

印
刷

等
の

工
夫

が
必

要
で
あ
る
。
 

 
な

お
、

会
社

固
有

の
マ

ー
ク

や
社

名
ロ

ゴ
が

印
刷

さ
れ

て
い

る
場

合

も
、

マ
ー

ク
や

ロ
ゴ

が
開

封
部

分
に

か
か
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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1
1
 

外
観

か
ら

容
易

に
判

別
、

気
づ

く
レ
ベ
ル
 

「
 
医

薬
品

の
封

が
開

か
れ

て
い

る
か

ど
う

か

販
売
包
装
単
位
の
外
観
か
ら
容
易
に
判
別
し
、

封
の

状
態

に
疑

念
が

あ
る

場
合

に
は

容
易

に

気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
と
あ
る
が
、
容

易
に

気
づ

く
こ

と
が

で
き

る
レ

ベ
ル

と
は

ど

の
程
度
の
も
の
を
い
う
か
。
 

（
通
知
 
２
.
法
第

5
8
条
に
規
定
す
る
封
の
取

扱
い
に
つ
い
て
 
５
及
び
６
ポ
ツ
関
係
）
 

医
薬

品
の

流
通

及
び

使
用

に
関

与
す

る
者
が
、
識
別
で
き
る
程
度
。
 

1
2
 

接
着

剤
等

以
外

の
方
法
 

接
着

剤
等

以
外

の
方

法
で

行
う

封
の

方
法

に

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
 

（
通
知
 
２
.
法
第

5
8
条
に
規
定
す
る
封
の
取

扱
い
に
つ
い
て
 
６
ポ
ツ
関
係
）
 

ヒ
ー

ト
シ

ー
ル

包
装

、
シ

ュ
リ

ン
ク

包
装
、
ブ
リ
ス
タ
ー
パ
ッ
ク
、
ピ
ル
フ

ァ
ー

プ
ル

ー
フ

キ
ャ

ッ
プ

（
タ

ン
パ

ー
プ
ル
ー
フ
キ
ャ
ッ
プ
）
、
封
か
ん
紙

等
が
考
え
ら
れ
る
。
 

1
3
 

接
着

剤
等

以
外

の
方
法
 

接
着
剤
等
以
外
の
方
法
と
し
て
、
販
売
包
装
単

位
に

シ
ュ

リ
ン

ク
包

装
や

ピ
ロ

ー
包

装
を

し

て
い

る
こ

と
を

記
載

す
る

等
の

工
夫

を
施

せ

ば
、
無
色
透
明
の
フ
ィ
ル
ム
で
シ
ュ
リ
ン
ク
包

装
又

は
ピ

ロ
ー

包
装

を
す

る
こ

と
は

認
め

ら

れ
る
か
。
 

（
通
知
 
２
.
法
第

5
8
条
に
規
定
す
る
封
の
取

扱
い
に
つ
い
て
 
６
ポ
ツ
関
係
）
 

認
め
ら
れ
る
。
 

1
4
 

定
期

的
な

見
直

し
 

「
発

売
か

ら
終

売
ま

で
定

期
的

に
封

の
見

直

し
を
行
う
」
と
あ
る
が
、
見
直
し
を
し
た
記
録

を
残
す
必
要
は
あ
る
か
。
 

（
通

知
 

２
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

取
扱
い
に
つ
い
て
 
７
ポ
ツ
関
係
）
 

今
後
、
関
係
団
体
及
び
行
政
か
ら
、
進

捗
状

況
の

調
査

を
受

け
る

こ
と

も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
記
録
を
残
す
こ
と
。  

1
5
 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の
掲
載
内
容
 

医
薬
品
の
流
通
の
各
段
階
の
流
通
当
事
者
が
、

封
の

開
封

の
有

無
を

適
切

に
確

認
す

る
こ

と

を
徹

底
す

る
こ

と
が

必
要

な
た

め
、
「

目
視

等

で
開

封
の

有
無

を
確

認
で

き
る

方
法

に
関

す

る
情
報
に
つ
い
て
、
医
療
用
医
薬
品
の
製
造
販

売
業

者
等

の
医

療
関

係
者

向
け

ホ
ー

ム
ペ

ー

ジ
で

の
掲

載
や

情
報

提
供

資
材

の
配

布
等

に

よ
り
、
医
薬
品
の
卸
売
販
売
業
者
、
薬
局
、
医

療
機

関
の

関
係

者
と

の
情

報
共

有
を

図
る

こ

と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
医
療
関
係
者
向

け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
掲
載
内
容
（
製
剤
写
真

な
ど
）
や
情
報
提
供
資
材
の
内
容
に
留
意
す
べ

例
と
し
て
、「

未
開
封
の
状
態
」
、「

開

封
方
法
」
、「

開
封
後
の
状
態
」
の
写
真

や
図

等
を

入
れ

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
（
別
紙
参
照
）
。
 

き
事
項
が
あ
れ
ば
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。
 

（
通

知
 

３
.
法

第
5
8
条

に
規

定
す

る
封

の

状
態

を
確

認
す

る
方

法
の

情
報

共
有

等
に

つ

い
て
）
 

1
6
 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の
掲
載
内
容
 

「
ま
た
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品

の
製
造
販
売
業
者
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
製
造

販
売

す
る

要
指

導
医

薬
品

及
び

一
般

用
医

薬

品
に

係
る
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別紙 2
	 薬生発0801第 1 号
	 平成30年 8 月 1 日

各　
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

　殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局長
� （公　　　印　　　省　　　略）

医薬品の封の取扱い等について

　医薬品の封の取扱いについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年
法律第145号。以下「法」という。）第58条に規定され、同条に規定する封の取扱いについては、「薬事法の施行につ
いて」（昭和36年 2 月 8 日付け薬発第44号厚生省薬務局長通知。以下「昭和36年施行通知」という。）の第九の 4にお
いて示してきたところです。
　平成29年 1 月に発生したC型肝炎治療薬の偽造品が流通した事案を踏まえて、医薬品の偽造品等の流通の再発防
止等の観点から、今後、法第58条の規定に基づく医薬品の封の取扱い等については下記によることとしますので、御
了知の上、貴管下関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導をお願いします。
　なお、昭和36年施行通知の第九の 4は削除します。

記

1．法第58条に規定する封の考え方について
　法第58条に規定する封（以下、単に「封」という。）は、医薬品の製造販売業者が販売包装単位として設定する
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医薬品を収めた容器又は被包に施すものを指す。
　この場合において、「販売包装単位」とは、通常、卸売販売業者等から医療機関等に販売される最小の販売包装
単位をいう。

2．法第58条に規定する封の取扱いについて
　封の規定は、医薬品がその容器又は被包に記載されている物と同一のものであり、偽造された物や異物が混入さ
れた物でないこと等を確保することを通じて、医薬品を使用する者の保護を図るため、医薬品の製造販売業者の責
務として設けられたものである。
　また、封に関しては、平成29年 1 月に国内において、C型肝炎治療薬が封を施された外箱から出され、添付文書
も付されていない状態で封が開かれていないものと同等のように扱われ、医薬品の卸売販売業者を通じて流通され、
薬局において患者に調剤される事案が発生した。また、諸外国においては、解熱鎮痛薬に毒物が混入され、それを
服用した人に重篤な健康被害を生じた事例など、医薬品に異物が混入される事案が発生している。
　このような立法の目的や偽造品の流通の事例等に鑑みれば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1号）第219条の規定が求めている内容は、例えば、医薬品の製
造販売業者において、以下の点に留意して封を行うことと解される。
・封に接着剤や粘着のテープ又はラベル（以下、「接着剤等」という。）を用いる場合には、接着部や粘着のテー
プ又はラベルを剥がさずとも医薬品の使用者が容易に封を開くことができ、かつ、封を開いた後は容易に原状
に復することが困難な仕様とすること。例えば、封を施す容器又は包装に開封用のミシン目や開封用のジッパー
等を設けること。
・封に接着剤等を用いる場合には、封を開くために接着部やテープ又はラベルを剥がした場合であっても、封を
開いた後は容易に原状に復することが困難となるよう、容器又は包装に工夫を施し、接着部や粘着のテープ又
はラベルを剥がそうとした場合には、容器又は包装の資材の一部が剥離する等の仕様にすること。
・封に接着剤等を用いる場合には、封を開かずに接着部や粘着のテープ又はラベルの貼付部等の隙間から容器又
は包装の内部に異物を容易に混入させることが困難となるようにすること。例えば、接着面積や粘着のテープ
又はラベルの貼付面積を可能な範囲まで大きくすること。併せて、容器又は包装の構造等に工夫を施すこと。
・封には、汎用的で模造が容易な無地のテープ又はラベルを用いないこと。
・医薬品の流通及び使用に関与する者が、医薬品の封が開かれているかどうか販売包装単位の外観から容易に判
別し、封の状態に疑念がある場合には容易に気づくことができるよう、封や容器又は包装に工夫を施すこと。
・接着剤等以外の方法で封を行う場合においても、偽造品へのすり替えや容器又は包装の隙間から内部に異物を
容易に混入させることが困難となるよう、また、医薬品の流通及び使用に関与する者が、医薬品の封が開かれ
ているかどうか販売包装単位の外観から容易に判別し、封の状態に疑念がある場合には容易に気づくことがで
きるよう、封や容器又は包装に工夫を施すこと。
・医薬品の製造販売業者は、自らが製造販売するそれぞれの医薬品について、発売から終売まで定期的に封の見
直しを行い、見直しの時点における技術水準や偽造品の流通事例等を考慮した上で、適切な封を施すこと。

　上記の留意点を踏まえた封の仕様については、医薬品の製造販売業者において早急に対応することが求められる。
医薬品の製造販売業者による団体において、この対応の状況について定期的に調査し、適切な対応や不十分な対応
を団体が把握して、各企業の対応が早期に完了するよう取り組むことが望まれる。
　また、医薬品の製造販売業者は、医薬品の封の偽造や異物混入を防止する技術について、医薬品の容器又は包装
等の関連事業者等が開発する新たな技術の活用を含め、自らが製造販売する医薬品の製品特性や偽造又は異物混入
のリスクに応じて、更なる技術の開発及び導入に取り組むことが求められる。

3．法第58条に規定する封の状態を確認する方法の情報共有等について
　医薬品の偽造品等の流通ルートへの混入を防止するためには、上記のように、医薬品の製造販売業者が医薬品に
適切な封を施した上で、医薬品の流通の各段階の流通当事者が、封の開封の有無を適切に確認することを徹底する
ことが必要である。
　そのため、医療用医薬品の製造販売業者においては、自らが製造販売する医療用医薬品に係る封の偽造や異物の
混入を防止する手法のうち、目視等で開封の有無を確認できる方法に関する情報について、医療用医薬品の製造販
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売業者等の医療関係者向けホームページでの掲載や情報提供資材の配布等により、医薬品の卸売販売業者、薬局、
医療機関の関係者との情報共有を図ることが求められる。
　また、要指導医薬品及び一般用医薬品の製造販売業者においては、自らが製造販売する要指導医薬品及び一般用
医薬品に係る封の偽造や異物の混入を防止する手法のうち、目視等で開封の有無を確認できる方法に関する情報に
ついて、要指導医薬品等の製造販売業者等のホームページでの掲載や情報提供資材の配布により、医薬品の販売業
者、薬局、医療機関の関係者及び消費者との情報共有を図ることが求められる。
　医薬品の販売業者や薬局、医療機関においては、予め、医薬品の製造販売業者が提供する上記の情報を参照する
とともに、医薬品の授受に当たって、医薬品に施された封の状態を確認し、不審な点があった場合には医薬品の製
造販売業者に確認を行うことが求められる。

4．法第58条に規定する封や医薬品の容器又は包装の改善に向けた関係者の協働について
　医薬品の製造販売業者は、自社が製造販売する医薬品の封や容器又は包装に関して、医薬品の販売業者、薬局、
医療機関等の関係者及び消費者から寄せられる意見等を踏まえて、自社において検討を行い、改善を図っていくこ
とが求められる。
　また、医薬品の製造販売業者の団体においては、医薬品の卸売販売業者と連携して、その時点における医薬品の
封かん方法等に係る技術水準や偽造品の流通事例等を踏まえて、封や容器又は包装に係る自主的なガイドラインの
策定や、その定期的な更新を行い、医薬品の製造販売業者における封や容器又は包装の改善に向けて継続的に取り
組んでいくことが望まれる。

� 平成31年 4 月 5 日
一般社団法人広島県医師会会長 様
一般社団法人広島県歯科医師会会長 様
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
広島県医薬品卸協同組合理事長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

調剤業務のあり方について（通知）
　このことについて、平成31年 4 月 2 日付け薬生総発0402第 1 号により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長より
別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　上田）

別　紙
	 薬生総発0402第 1 号
	 平成31年 4 月 2 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
� （公　　　印　　　省　　　略）

調剤業務のあり方について

　日頃から薬事行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
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　薬剤師法（昭和35年法律第146号）第19条においては、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤
するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないことを規定しています。
　調剤業務のあり方については、平成28年度厚生労働科学特別研究事業「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化
のための調査研究」において、「機械の使用や薬剤師の指示により他の従業者に行わせること」について検討が行わ
れていたところであり、当該研究結果も踏まえ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関す
るとりまとめ」（平成30年12月25日）において、薬剤師の行う対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保
を前提として対物業務の効率化を図る必要があり、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のために有効
な取組の検討を進めるべき」とされたところです。
　このため、調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以
外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について、下記のとおり整理しましたので、業務の参考とし
ていただくようお願いします。
　なお、今後、下記 2に示す業務を含む具体的な業務に関しては、薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推
進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ更に整理を行い、別途通知すること
としていることを申し添えます。

記

1　調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施するこ
とは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必
要があること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤
を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

2　具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者
が行う処方箋に記載された医薬品（PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品）の必要量
を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為につ
いては、上記 1に該当するものであること。

3　「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」（平成27年 6 月25日付薬食総発0625第 1 号厚生労働省医薬
食品局総務課長通知）に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、この
ことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

4　なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱っ
て差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダー
を確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬
剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

5　薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健
衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に
係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置
を講じること。
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地域薬剤師会だより地域薬剤師会だより

＜福山市薬剤師会＞

犯罪や交通事故から高齢者を守るための協定

会長　村上　信行

　昨年 7 月に福山市管内の東・西・北の 3 警察署と福
山・府中・深安地区・松永沼隈地区の 4医師会に福山市
歯科医師会と福山市薬剤師会の 6団体と標記の協定を行
いました。特殊詐欺や高齢者の交通事故への対策を、日
常的に高齢者と接する機会の多い医療関連機関との連携
で進めていく協定でした。締結時から 3 署で隔月に作
成した「安全・安心かわらばん」の会員薬局への広報
（FAX）に協力していました。薬剤師会独自の取組につ
いての懇談で、お薬手帳に貼るシールの話題となり、さ
らには、通常毎回服用時に手にするであろう「薬袋」の
活用に発展しました。本年 2月21日に警察署の音頭で建
設会社が作成協力した「着けよう反射材！防ごう夜間の
交通事故」と「ちょっと待て！詐欺かも！」の二種類の
ロゴを印刷したシールの交付式が署長室にて行われ、即
刻、会員薬局に配布、啓発依頼を行いました。警察関連
の情報では千葉県でも同様な取り組みがなされていて、
本邦 2例目の様でした。

＜廿日市市薬剤師会＞

平成30年度 廿日市市糖尿病予防教室
（検体測定）

　　副会長　石本　晃一郎

　廿日市市支部は廿日市市糖尿病予防教室において参加
者の検体測定を実施しました。
　糖尿病予防教室の対象者は平成29年度の国民健康保
険特定審査（集団検診）受診者のうち、 1）HbA1c が
6.0～6.4 2）糖尿病に関する服薬をしていない 3）尿

タンパク（－）の条件
を満たす方で申し込
まれた36名でした。
　全 6 回のプログラム
は、 1 回目が「目指
す姿と行動目標の設

定」および「検体測定」、 2 回目が市民公開講座「血糖
値が高いことは何を意味するのか？～糖尿病予防の重要
性」（JA広島総合病院副院長・糖尿病センター長　石田
和史先生）、 3回目が「運動効果を上げる方法」（健康運
動指導士　松本直子先生）であり、ワークショップ、講
演、運動教室が組み合わされています。さらに 4 回目
「ベジファーストのススメ～血糖値を急激に上昇させな
い食べ方」（広島県栄養士会　坂田良子先生）、 5 回目
「糖尿病の合併症を知って予防しよう～自分でできる身
体のメンテナンス」（JA広島総合病院　糖尿病認定看護
師　中元恵美先生）、 6回目「振り返りと評価」「検体測
定」と、調理実習や体のメンテナンスも含めた広範囲な
内容でした。参加者の方はこれらの意識付けや生活習慣
の改善によってHbA1c の低下を目指します。
　薬剤師会は 1 回目
と 6 回目（最初と最
後）で検体測定室を
開設しました。ワー
クショップの傍らで
HbA1c、血 糖 値、
脂質項目の測定を行
い、元 JA 広島総合
病院薬剤部長の大田
博子先生と私で結果
説明を実施しました。
約 1時間で36名測定という測定スケジュールでしたが、
支部の先生方の活躍で無事終わらせることが出来ました。
　 6回目には、廿日市市健康推進課より、住民による健
康づくり団体が紹介され、糖尿病予防についての相談場
所として薬局も紹介されました。予防教室終了後、既に
数名の方が薬局に相談に来られています。
　今年の薬剤師国家試験には、健康フェアでの指先採血
による結果を薬局に持参された方への対応を問う問題が
出題されました。今後とも行政や他職種の方々と連携し、
薬剤師会、薬局として、地域住民の方々の健康づくり活
動に協力できればと考えています。

福山市薬剤師会／廿日市市薬剤師会
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　広島県青年薬剤師会では、今後も「あっ、これ気にな
る！」と思っていただけるような勉強会やイベントを企
画します。青薬入会の有無や年齢は問わずどなたでも参
加していただけますが、青薬会員になると勉強会費は無
料！正会員（40歳未満の会員）のみではなく、準会員
（40歳以上の会員）も無料となりますので断然お得に参加
できます！会員募集は随時していますので、興味のある
方はお気軽にホームページやFacebook分室等からお問
い合わせください！

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　秋本　伸

　 2 月13日（水）、知っピン月イチ勉強会
を開催しました。「薬局の機能分化～地域密
着型薬局について～」との演題で、ププレ

ひまわりの梶原敏道先生にご講演いただきました。日本
在宅学会や行政の資料を基に、薬剤師における在宅医療
の必要性と業界の動向についてお話ししていただきまし
た。
　 3月17日（日）には、定例勉強会を開催しました。講
師は、日経DI クイズやケアネット副作用講座でおなじ
みの笹川大介先生です。勉強会の前日16日（土）に、ま
ず笹川先生を交えて前夜祭（飲み会）を開催しました。
会場は、紙屋町にある「喜多よし」です。先生を囲んで

真面目な話しからたわいのない話しまで、お酒の場なら
ではの貴重な交流が出来ました。本番の勉強会は、17日
（日）10時から13時までの 3時間、「薬剤師実践講座：腹
痛　ここまでわかると業務が楽しい！！」との演題でご
講演いただきました。前夜祭で日付けが変わるまで飲
みっぱなし、しゃべりっぱなしだった先生の体調を若干
心配していましたが、全く問題なかったようです。腹痛
患者に対して、明日からすぐに実践できるポイントやテ
クニックについてとてもわかりやすくお話ししてくださ
いました。また、先生の講演には参加者に対して強い
メッセージが含まれています。冒頭で「勇気とは、居心
地のいい自分を捨てることだ」と話されていたのが強く
印象に残りました。

広島県青年薬剤師会　勉強会のおしらせ

○知っピン月イチ勉強会
　日　時：６月20日（木）19：30～21：00
　会　場：広島県薬剤師会館
　テーマ：救急医療について（演題未定）
　講　師：広島大学病院　福島　隆宏先生
　参加費：	青薬会員（準会員・学生会員を含む）：無料 

非会員：1,000円	
学生（社会人入学は除く）：無料
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　新しい元号になりました。希望と期待で
何となく心がわさわさします。平穏な時が
流れることを期待します。

　 2月23日（土）19時から薬剤師会館にて第43回研修会
を開催しました。演題は「予防接種　ワクチンの果たす
役割～過去・これから～」講師は武田薬品の中沢聡先生
にお願いしました。
　これまで私はインフルエンザ予防接種をするときに、
自分がインフルエンザにうつらないよう予防するという
だけの思いで接種していました。昨年の日薬の学術大会
で、小児科の講師の先生が、何らかの理由で予防接種を
することができない方を守るために、接種できる周りの
方たちが予防接種をするという話を聞きました。そうい
えば、風疹抗体を持っていなかった妊婦を守るために、
職場のみんなが風疹の抗体を確認し、持っていない人は
ワクチンを打ったという話を聞いたことがありました。
自分がインフルエンザに感染しないことで、自分はイン
フルエンザを拡散しないんだと納得しました。
　女性薬剤師会の役員会を 3月30日（土）に開催し、今
年度の企画を話し合いました。

すずめ勉強会

「夏場に多い皮膚疾患」

日　時： 5月25日（土）19時から
場　所：広島県薬剤師会館

第44回研修会

「循環器の話（心電図）」

日　時： 6月22日（土）19時から
場　所：広島県薬剤師会館

すずめ勉強会

「栄養について」（仮題）

日　時： 7月20日（土）19時から
場　所：広島県薬剤師会館

　興味のあることを深く勉強していこうと思います。
　一緒に紐解いていきませんか。女性薬剤師会にご連絡
下さい。

広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子
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広島漢方研究会

3月月例会報告及び
慢性・難病フォーラムIN大阪のお誘い

理事長　鉄村　努

　 3月月例会では、1時限目に木原敦司先
生（ウォンツ西条西店）が「漢方初級講座
㉞・漢方薬で考える漢方病理　肝虚、肝実

編：加味逍遥散、抑肝散、小柴胡湯、桂枝茯苓丸」と題
して、肝に作用する生薬である柴胡・当帰を配合した加
味逍遥散と抑肝散、肝実に用いる小柴胡湯、駆瘀血剤で
ある桂枝茯苓丸について講義しました。各処方に関する

条文を読み、配合生薬を五味（酸・苦・甘・辛・鹹）に
分類して処方解説をしました。 2時限目は私が「不妊の
症例報告」と題して、40歳前後の妊娠を希望される患者
様に漢方薬を投薬して妊娠に至ったと思われる 6症例を
紹介しました。 3 時限目は勝谷英夫先生（勝谷漢方薬

局）が「安中散」と題して、和剤局方を出典とする “脾
胃の虚”の治療薬である安中散について、「漢方診療の実
際」「漢方百話」「勿誤方函」などの文献を基に解説され
ました。また、 7種類の配合生薬を持参して頂き、参加
者に見てもらい又臭いもかいでもらいました。 4時限目

は下本順子先生が『運気
論・2019年（己亥）の恵
方と運気』と題して、今
年の運気を紹介しました。
今年の前半は風気・風病
が流行り、後半は火気・
熱病が流行る傾向がある。
一年を通じて土（脾胃）
の弱りと、その原因であ
る木（肝）の猛威に注意
が必要な年であることを踏まえ、その予防、食事療法、
さらに治療法についてわかりやすく説明されました。
　広島漢方研究会の所属する（一社）日本漢方交流会が
主催します「第17回慢性、難病フォーラム」が、令和元
年 5月26日（日）大阪コロナホテルにおいて開催されま
す。毎年、薬剤師を中心に全国から約160名が参加する
研究会で、今年のテーマは「少子高齢化社会の婦人科疾
患」です。最初に基調講演①として　よこたクリニック
院長　横田直美先生が『性の健康を支える漢方』、基調講
演②は　シマヤ真鍋漢方薬局　真鍋立夫先生が『婦人雑
病について』という演題で講演されます。後半は 3名の
薬剤師が話題提供者として『婦人科疾患』について発表
します。詳細は日本漢方交流会ホームページでご確認く
ださい。
　広島漢方研究会では毎月薬剤師会館において勉強会を
行っており（ 9 月のみ広島大学広仁会館）、漢方をより
深く学びたい、生薬にふれてみたい！ ”とお考えの方は
オープン参加も可能です。（ 1日参加費3,000円・薬剤師
研修シール 3点（シール引換券の配布時間 9：30～10：
00、シールの配布は月例会終了時、漢方薬・生薬認定薬
剤師更新用としても使用可・予約不要）ぜひ参加されて
みてはいかがでしょうか。詳細は広島漢方研究会ホーム
ページ、広島県薬剤師会ホームページ研修会カレンダー、
または研究会事務局：薬王堂漢方薬局までお問い合わせ
ください。

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
℡：082−285−3395

【初級講座の講義予定】1時間目9:30～11：00
5月12日
『漢方基礎講座�　桂枝加芍薬湯、小建中湯、越
婢加朮湯、承気湯類で考える漢方病理』
６月９日
『漢方基礎講座�　桂枝加芍薬湯、小建中湯、越
婢加朮湯、承気湯類で考える漢方病理』
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広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

薬事情報室　吉川　光一郎
株式会社エバルス

　医薬品卸で働く薬剤師は患者様に直接関わることが少
なく、主に医薬品を安定供給すること、品質を確保する
こと、適正な情報をお伝えすることを使命として医療機
関の医師、薬剤師、看護師など医療従事者と係ることが
多いのが特徴です。エバルスには約50名の薬剤師が在席
しており社内では様々な部署で活躍しています。営業本
部で製品の販売推進をする部署、社内ルールや手順の監
査をする部署、MSとして医療機関に営業活動する薬剤
師、支店の管理薬剤師、薬事情報室で働く薬剤師など
様々です。
　今回は薬事情報室で働く薬剤師をご紹介します。薬事
情報室はエバルス広島支店（広島市南区大州）にありま
す。10名（男性 5名、女性 5名）の薬剤師が薬事情報研
修グループ、薬事管理グループ、医薬安全性推進グルー
プの 3つのグループに所属しています。
　薬事情報研修グループは主にDI、研修を行うグループ
で、DIでは広島支店内にある営業本部、広島第一営業部
など営業の部門と関わりがあり、営業方針に基づいた資
料作成、学術面の支援や、医療機関やMSから受けた問
合せの回答や依頼に対しては資材の手配などをしたりし
ます。研修関係では社外に向けて主に薬局などお得意先
や薬剤師会での研修会（勉強会）なども行う他、社内に
向けては新入社員やMSへ新製品や病態に関する研修に
ついては年間スケジュールを決めて実施し、若手薬剤師
に向けてはスキルアップのための研修なども行っていま
す。
　薬事管理グループは法律に則り社内ルール、手順を決
めたり支店全体のこれら管理に関する業務を行っていま

す。ハーボニー配合錠偽造問題による省令改正の際は社
内外へ改正点を周知したり関係部門と改正に関する対応
をしました。新製品や抗がん剤など取扱いに注意を要す
る一部製品では薬局や医療機関の先生方に販売上の得意
先情報など必要事項を確認したうえでないと販売できな
い製品の規制管理も行います。先生方にはお時間、お手
間を取らせてしまいご迷惑をおかけすることもあります
が今後も医薬品適正使用の主旨をご理解のうえ、ご協力
いただきますようお願い致します。また、エバルスは中
国 5県に21の支店、センターがあり、直接行って管理薬
剤師や支店長、物流担当者に薬事関連の業務相談や、指
導も行うこともあります。
　医薬安全性推進グループはPMSに係る業務、主に市販
直後調査、製造販売後調査などを行うグループで医薬品
の有効性、安全性に関する活動を行っています。市販直
後調査では新製品発売から半年間、未知の副作用が発現
していないか、適正にご使用いただけているかMSが薬
局や医療機関に聞き取りさせてもらっています。聞き取
りは決まった期間、期日内に実施、報告しなければなら
ないので、支店長や支店管理薬剤師と連携しながらMS
全員の進捗管理を行っています。製造販売後調査は製薬
メーカーから委託された品目、施設で特定使用成績調査
の調査票の回収業務や医療機関と調査に関する契約書作
成業務など専門的な業務も行います。
　グループによる仕事内容は異なりますがお互いに仕事
をフォローしていますので、休みや急な不在の場合もあ
わてることがないような体制になっています。
　また、比較的女性メンバーが多い部署ということもあ
りみんな話題のお菓子や流行スポット等に詳しく男性陣
は出張するとおしゃれなお土産を選ぶプレッシャーにも
負けないよう鍛えられていますが、それを話題のきっか
けとして和気あいあいとしてやっています。
　直接お会いする機会はあまりありませんが皆さまの身
近な存在として知っていただければありがたいです。
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テーマ：「薬剤師、新時代に向けて 」
会 期 ：令和元年10月27日（日）10：00〜17：00（予定）　
会 場：広島県薬剤師会館　広島市東区二葉の里 3 – 2 – 1

主 催：公益社団法人広島県薬剤師会
参加費：予約 2,000円　当日 3,000円　学生（社会人を除く）は無料　　　

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集

1 ．発表の形式について
（ 1 ）  口頭発表： 1 演題12分（発表10分・質疑 2 分）の予定

2 ．発表の内容について　
（ 1 ） 薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方
（ 2 ） 地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局の関わり　
（ 3 ） 患者への情報提供活動や情報収集　
（ 4 ） 医薬品に関する調査・研究　
（ 5 ） 学生実習の受け入れ　
（ 6 ） 災害時の対応
（ 7 ） その他、日常業務に参考となるもの

3 ．申込期間：令和元年 8 月 2 日（金）まで　発表要旨は 8 月23日（金）必着

4 ．申込方法
（ 1 ） 発表演題名（タイトルに施設名を入れることは、ご遠慮ください。）
（ 2 ） 発表者氏名（共同発表者がいる場合には発表者に○印を付けてください。）
（ 3 ） 所属（支部名、団体名など）　（ 4 ） 連絡先住所（自宅又は勤務先）、電
話番号、メールアドレス
以上をホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込
み下さい。

5 ．利益相反自己申告について
第39回広島県薬剤師会学術大会に演題をご登録いただくにあたり、その演題
において利益相反が生じる場合は、筆頭演者は発表演題に関係する企業など
との利益相反状態の申告が必要です。

6 ．倫理審査の確認について
人を対象とする医学系研究に該当する発表の場合は、倫理審査委員会の倫理
審査を受ける必要があります。

第39回 広島県薬剤師会学術大会

演　題　募　集
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7 ．問い合わせ先

〒732-0057　広島市東区二葉の里 3 - 2 - 1  
公益社団法人広島県薬剤師会　第39回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
TEL：082-262-8931（代）　FAX：082-567-6066
E-mail：yakujimu@hiroayaku.or.jp
ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

※採否については、大会実行委員会にて決定し、ご連絡いたします。

人が対象か？

審査対象外

審査対象外

審査対象外

倫理審査を受けて
ください。

医学・薬学分野か？

研究か？

Yes

No

Yes

No

Yes

No

「人」には患者情報なども
含まれます注）。

症例報告は研究に
含まれません注）。

倫理審査対象研究フローチャート

注）詳細は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」をご覧ください。

倫理審査が必要な研究テーマの例
・患者に対してアドヒアランスをアンケート調査する研究
・吸入指導の前後に手技を評価する研究
・過去の薬歴を調査して、副作用発現率を明らかにする研究

日本薬剤師会　臨床・疫学研究推進委員会作成「倫理審査対象研究フローチャート」
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　薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成31年 3 月末日現在  2,741名（内更新961名）

開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

5 月 7 日（火）19:30～21:00　学校法人福山大学宮地茂記念館
福山支部シリーズ研修会
テーマ：『医薬品の適正使用・薬物動態学の基礎』
演題：『DDS の時代』
講師：福山大学薬学部　薬物動態学研究室　金尾義治教授

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588 

1
研修費：一般1,000円
※事前の申し込みは必要あり
ません。

5 月 9 日（木）19:20～21:00　佐伯区民文化センター
第 １ 回学生実習合同報告会　みんなで薬剤師の卵を育てる会 IN 
広島佐伯
1 ）19:20～　演題①：『ひまわり薬局佐伯店での実習報告』

講師：安田女子大学　薬学部 ５ 年生　飴野真歩さん
演題②：『アポロ薬局での実習報告』
講師：広島大学　薬学部 ５ 年生　森本純加さん

2 ）19:50～　演題：『 ２ 型糖尿病の薬物治療～作用機序及びエビ
　　　　　　　　　 デンスに基づいた薬物選択について～』

講師：五日市記念病院　臨床薬剤科　和田卓也先生

広島佐伯薬剤師会
TEL・FAX

082-924-5957 
1 必ず事前申し込みをお願いし

ます。

5 月11日（土）15:00～17:00　
広島県薬剤師会館 ２ 階　ふたばホール
第523回薬事情報センター定例研修会
1 ）薬事情報センターだより
2 ）情報提供　大塚製薬株式会社
3 ）特別講演『腸とコンディショニングの関係性～腸内環境及び
　　　　　　　免疫賦活作用を有する乳酸菌について～』
　　大塚製薬株式会社　ニュートラシューティカルズ事業部
　　大津栄養製品研究所　所長　甲田哲之先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055 

1

受講料：会員1,000円、非会員
2,000円
※資料準備のため2019年 5 月
7 日（火）までに「氏名・勤務
先・会員の方は○」を記して、
FAX（082-567-6050）又はメー
ル（di@hiroyaku.or.jp）にて
お申し込みください。

5 月12日（日） 9 :30～16:00　
広島県薬剤師会館 2 階　ふたばホール
広島漢方研究会月例会　第644回
9 :30～11:00　漢方初級講座34『桂枝加芍薬湯、小建中湯、越婢 
　　　　　　  加朮湯、承気湯類で考える漢方病理』
　　　　　　  木原敦司
11:00～12:30　『漢方薬局の店頭経験』最近の症例を紹介しながら
　　　　　　  皆さんと一緒に考えます。
　　　　　　  鉄村努
13:30～15:00　『勿誤薬室方函口訣』射干麻黄湯より
　　　　　　  講義： 山崎正寿
15:00～16:00　『方剤に至るまでの考え方』　菊一瓔子
※“漢方初級講座”を好評開催中です！ 奮ってご参加ください！

主催
広島漢方研究会
問い合わせ先

テツムラ漢方薬局
082-232-7756 

3

参加費：広島漢方研究会会員
無料、会員外（オープン参加）
3,000円（学生1,500円）
※事前の申し込みは不要です。
お気軽にご参加ください 

5 月24日（金）19:20～21:00　佐伯区民文化センター
広島佐伯支部集合研修会　第209回
1 ）19:20～19:30　薬剤師会から報告事項
　　　　　　　　 会長　宗文彦
2 ）19:30～21:00　演題：『抗不整脈薬を理解する』
　　　　　　　　 講師：東広島医療センター
　　　　　　　　　　　 循環器内科　医長　原幹先生

広島佐伯薬剤師会
TEL・FAX

082-924-5957 
1 必ず事前申し込みをお願いし

ます。
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

5 月26日（日）15:00～18:00　広島県薬剤師会館
新薬剤師研修会2019
15:00～『薬剤師の職能・薬剤師会のはたらき』

広島県薬剤師研修協議会会長　松尾裕彰先生
16:00～『発見！あなたの薬剤師軸』

広島県薬剤師会常務理事　吉田亜賀子先生
18:00～　懇親会

主催
広島県薬剤師
研修協議会

広島県薬剤師会
広島県病院薬剤師会

問い合わせ先
082-262-8931

（広島県薬剤師会
事務局　木下）

2

参加費：500円（懇親会費含む）
参加対象：平成29～31年の国
家試験合格者（過去に参加経
験のある方は参加できません）
※参加希望の方は、氏名・性
別・勤務先を事務局宛にご連
絡ください。

7 月20日（土）15:00～17:00
広島県薬剤師会館 ２ 階　ふたばホール
第524回薬事情報センター定例研修会
1 ）薬事情報センターだより
2 ）情報提供『漢方エキス製剤の簡易懸濁について』　
　　　　　　　小太郎漢方製薬株式会社
3 ）特別講演『漢方薬を特性と薬効から理解を深める（仮）』
　　　　　　　広島漢方研究会　理事　木原敦司先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055 

1

受講料：会員1,000円、非会員
2,000円
※資料準備のため2019年 5 月
7 日（火）までに「氏名・勤務
先・会員の方は○」を記して、
FAX（082-567-6050）又はメー
ル（di@hiroyaku.or.jp）にて
お申し込みください。
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平成 年 月 日

会 員 各 位

広島県薬剤師会

担当 松尾裕彰副会長

研修認定薬剤師制度に関する重要なお知らせ

日本薬剤師研修センターからの通知がありましたので御連絡いたします。申請の際には

十分ご注意ください。

平成 年４月１日（都道府県薬剤師研修協議会受付）から、次のように変更になり

ます。

認定申請（新規、更新とも）に当たっては、従来の提出書類等（認定申請書、研修

手帳等）に加えて、「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）」の提出が

必須になります。

「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）」と「記載方法等」は日本薬

剤師研修センターｗｅｂサイトでご確認ください。

注意：申請の際に提出しなければ、認定の手続きを保留して連絡し、提出されてか

ら手続きを行いますので、認定が遅くなります。最終的に提出されなければ、認定は

行いません。

平成 年４月１日（都道府県薬剤師研修協議会受付）から、研修認定薬剤師の認定

申請料等の取扱いを、次のとおりとします。

認定申請料等として一旦振り込まれたものは、理由の如何を問わず返却しま

せん。

審査の結果、認定不可となった場合でも返却しません。

この一旦振り込んだ認定申請料等は、他の如何なるものにも流用することは

できません。例えば、後日再提出した認定申請の認定申請料として使用するこ

とはできません。

領収証は発行せず、振込明細等を以て領収証に代えます。

認定申請料等の振込明細等は、受付時から遡っておおむね３か月前までのもの

とします。これ以前のものの場合は、その理由をご説明いただきます。

平成 年４月１日以降に申請（都道府県薬剤師研修協議会受付）されたものについ

ては、確認事務処理の都合上、薬剤師研修手帳を研修認定薬剤師認定証送付時に返還せ

ず、後日改めて返還することとします。この取扱いは当分の間としますので、必要があ

る場合は、申請前に写しを保存されますようお願いします。
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　平成31年 ４ 月 １ 日（都道府県薬剤師研修協議会受付）から、次のように変更になります。

　認定申請（新規、更新とも）に当たっては、従来の提出書類等（認定申請書、研修手帳等）に
加えて、「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯学習の指標項目）」の提出が必須になります。

　「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯学習の指標項目）」と「記載方法等」はこのファイルの下に
掲載しています。

　注意：申請の際に提出しなければ、認定の手続きを保留して連絡し、提出されてから手続きを
行いますので、認定が遅くなります。最終的に提出されなければ、認定は行いません。

　詳細は　日本薬剤師研修センターホームページでご確認ください。
　生涯学習自己診断書はダウンロードしてください。
　http://www.jpec.or.jp/nintei/kenshunintei/index.html

公益財団法人日本薬剤師研修センター

研修認定薬剤師制度に関する重要なお知らせ（認定申請）

広島県薬剤師研修協議会　事務所移転のお知らせ
拝啓
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2018年 8 月の広島県薬剤師会の新築移転に伴い、広島県薬剤師研修協議会事務所も移転いたしました。
日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師申請用紙等の送付は、下記住所にお願い致します。

敬具　

広島県研修協議会会長
松尾裕彰

記

広島県薬剤師研修協議会（広島県薬剤師会内）
住　　所：〒732-0057 広島市東区二葉の里 3 丁目 2 番 1 号
電話番号： 082-262-8931
FAX番号： 082-567-6066

以上　
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生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）の記載方法等

１．初めに

この生涯学習自己診断表は、全職域にわたる薬剤師を対象とし、受講者が自ら研修す

るべき内容を選択したり、あるいは研修した内容を整理・確認するときの目安として用

い、今後の学習計画の立案の参考とするものです。

したがって、認定申請（新規又は更新）をする場合、それまでの学習状況を整理して、

現状達成度及び今後の自己学習必要度を確認してください。

記入は、すべての項目（全部で26あります）について行ってください。なお、研修内

容の例欄は、項目ごとに主な例を示したものです。

２．記載方法

①業務上必要度（A）欄

この欄には、自分の現在の業務の業務上の必要度を１点～10点で記入します。

業務上最も必要な項目であれば、10点となります。中程度の必要性であれば５又は

６点です。ほぼ必要がない場合は１点になります。

この業務上の必要度は、自分自身で判断して点数を付ければよく、他の人との整合

性をとる必要はありません。

②現状達成度（B）欄

この欄には、現時点での達成度を１点～10点で記入します。

十分に学習していると考える項目であれば、10点となります。なお、これは現時点

での達成度ですし、学習すべき内容は時間の経過とともに変化しますので、現時点で

は10点でも、将来は５点になることもあり得ます。ほとんど学習していなければ１点

になります。

この現状達成度も、自分自身で判断して点数を付けてください。

③自己学習必要度（A－B）欄

(A－B)を計算します（マイナスの値になったときは０とします）。その数値が大きい

ほど、学習が不足していることになります。

この数値によって不足している学習項目とその度合いがわかりますので、それを参

考として次の更新認定申請までに重点を置くべき研修内容を決めてください。

３．提出

①上部の該当欄に、氏名、提出日、勤務先分類（次の数字を記入。１：病院、２：薬局、

３：製薬企業、４：その他）及び自宅住所のうちの都道府県名を記載してください。

②記載した用紙は、認定申請書や研修手帳とともに提出してください。提出しなかった

場合は、認定審査を保留します。この場合、当初から提出した場合に比べて認定まで

の日数が多くかかります。忘れずに提出してください。最終的に提出されなければ、

認定は行いません。

③研修手帳は認定証とともに返却しますが、この用紙は返却しません。提出に当たって

は控えを残してください。返却の申し出や写しの交付には応じられません。

生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）の記載方法等
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様式第11－2

生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目） 用紙の大きさはA４判です。

　　　　　　氏名： 　提出日：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

この書類は返却しませんので、提出に当たっては控えを残してください。
勤務先分類（次の数字を記入。１：病
院、２：薬局、３：製薬企業、４：その他）

　自宅住所の都道府県名

◇本指標項目は、全職域にわたる薬剤師を対象とし、受講者が自ら研修するべき内容を選択したり、あるいは研修した内容を整理・確認するときの目安として用い、今後の学習計画

　 の立案の参考とする。

◇学習方法は、受講（座学、e-ラーニング）、実習などである。

◇（A）及び（B）には、各項目に 1～10 点を記入する。

  （A－B）の値により相対的に重点を置くべき研修内容を自己判断する。

業務上 現状 自己学習
必要度 達成度 必要度

（A） （B） （A－B）

Ⅰ　倫理、法令、制度 倫理

医療保険・介護保険制度

業務関連の法規

Ⅱ　基本的職能 調剤

製剤

医療安全

医薬品情報・医療情報

薬学的管理・指導

コミュニケーション技術

医薬品管理

医薬品試験

Ⅲ　疾病・薬物療法 病態と疾患

薬物療法

副作用

相互作用

Ⅳ　教育・研究 教育

研究

Ⅴ　地域住民の健康増進 健康管理

セルフメディケーション等

在宅医療

漢方薬・生薬

公衆衛生

災害対策

Ⅵ　医薬品開発・薬事行政 基礎薬学

薬事行政・医療行政

医薬品開発・流通

【大項目】 【項 目】

注：この指標項目は生涯研修全般に亙る自己診断に用いるものですので、【研修内容の例】欄の記載には研修認定薬剤師制度で単位の付与対象となる研修内容以外のものも含まれています。

【研修内容の例】

一般倫理、医療倫理、研究倫理、患者の権利、利益相反

診療報酬、調剤報酬、薬価基準、国民医療費、療養担当規則（薬担、療担）、介護保険

法規全般（守秘義務等）、医薬品医療機器等法、薬剤師法、医療法、麻薬及び向精神薬取締
法、ＰＬ法、毒物劇物取締法、個人情報保護法、臨床研究法

服薬指導、調剤監査、疑義照会、処方監査、服薬モニタリングと評価、調剤過誤（薬剤関連事
故）、後発医薬品の使用促進、調剤室管理（衛生、安全性、効率）

薬局製剤、院内製剤、注射薬等調製･交付業務、滅菌法、無菌操作法、中心静脈栄養法、経腸
栄養、体液・電解質管理、製剤台帳、製剤記録（管理）

医療過誤防止、業務手順書、ヒヤリ・ハット報告、医療安全情報、医薬品安全管理責任者、感染
制御、ハイリスク薬

医薬品情報全般、情報源（添付文書等）、診療情報（診療録、調剤録、レセプト情報等）収集と活
用、医療用語・表現、医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）、治療ガイドライン、
薬剤疫学、生物統計学、薬害、IT 技術、薬剤経済

薬歴管理、医師等医療従事者への情報提供、チーム医療、副作用モニタリング、ＰＯＳ、ＥＢＭ、
クリニカル・パス、薬薬連携、医薬品適正使用、処方解析、症例検討、ＱＯＬ、ポリファーマシー対
策

接遇、カウンセリング、コミュニケーション（患者・医療従事者）、臨床心理学

品質管理全般、注射薬管理、製剤管理、治験薬管理、麻薬･向精神薬管理、血液製剤管理、毒
劇薬管理、毒劇物管理、放射性医薬品管理

医薬品試験全般、規格試験、製剤試験、日本薬局方、バリデーション（分析）、体内薬物濃度測
定法

病態と疾患、疫学、症状、検査

代表的疾患と薬物療法、 妊婦（授乳婦）・高齢者・小児（新生児）の薬物療法、ＴＤＭ、臨床検査、
臨床薬理･臨床薬物動態（PK/PD）、個別化医療、ゲノム医療

発症機序、症状、対処法、過量投与・薬物中毒、副作用報告、副作用とその初期症状、医薬品・
医療機器等安全性情報報告制度

相互作用、薬物-薬物、薬物-食物、薬物-嗜好品

学校保健教育（薬物乱用防止教育を含む。）、実務実習教育、患者教育、薬剤師教育、薬育

研究計画立案、学会発表、論文投稿、臨床研究

健康管理全般、疾病予防、食生活指導、疾患の治療食、地域保健サービス、禁煙対策、健康サ
ポート機能、検体測定室

幼児・乳児ケア、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品、要指導・一般用医薬品、医
薬部外品・化粧品、日用品、ドーピング防止

地域包括ケアシステム、在宅患者訪問薬剤管理指導業務、介護用品・福祉機器、多職種連携、
認知症対策

工場業務見学、品質規格、非臨床試験、臨床試験、製造販売後調査、市販直後調査、総括製造
販売責任者、GLP、GMP、GCP、GQP、GPSP、GVP

全般、漢方製剤の適用、薬効評価、副作用、東洋医学（漢方方剤）、伝統医学、生薬、民間薬、
品質管理（生薬）

環境衛生（水、空気、光、音、放射線等）、院内感染対策、食品衛生、病原微生物、産業衛生、化
学物質対策、廃棄物対策、薬物乱用防止、学校薬剤師、母子保健

医療救護所での医薬品管理・交付、避難所の衛生管理、災害薬事コーディネーター、事業継続
計画（BCP：Business Continuity Plan）、災害医療救護

生化学、分子生物学、薬理学、薬物動態学、機能形態学、病理学、微生物学、薬剤学、製剤学、
有機化学、無機化学、分析化学、物理化学

医薬分業、承認審査・適正使用、医療・薬事監視、後発医薬品の使用、医薬品副作用被害救済
制度、再審査、再評価
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会営二葉の里薬局からのお知らせ
　会営二葉の里薬局 で、医療・衛生材料を備蓄して、分割販売する事業を開始しました。ご活用ください。

会営二葉の里薬局　管理薬剤師　三浦常代

【目的】
広島県内の保険薬局の在宅医療推進のため、（公社）広島県薬剤師会において、医療・衛生材料の分割販売を行う。

【備蓄する品目の選定】
医療・衛生材料供給体制検討委員会で選定した商品を備蓄する。

医療・衛生材料備蓄リスト及び販売価格は、広島県薬剤師会　会営二葉の里薬局ホームページで公開する。

医療・衛生材料備蓄リストに表示していない商品については、随時検討する。

【受け渡し】
場　　所	 会営二葉の里薬局

		  所在地：広島市東区二葉の里三丁目 ２ 番 １ 号

		  TEL：（082）567-6077　FAX：（082）567-6088

発注方法	 商品を譲り受けようとする者は、「医療・衛生材料分割販売　注文書」を FAX 送付し、電話で確認する。

対応時間	 月曜日～金曜日： 9 ：00～17：00（祝日・年末年始を除く）

受け取り	 会営二葉の里薬局での受け取りが基本

・譲受人は、「医療・衛生材料分割販売　注文書」、必要書類、印鑑、及び代金等を持参する（別表を

参照）。

・譲受人と譲渡人は、記載内容、持参物等を確認し、譲受人は「分割販売　譲受書」に署名・押印する。

・代金の決済は、商品の受け取り時に、現金にて行う。

・譲渡人は、「分割販売　譲渡書　兼　領収書」及び、商品を譲渡する。

　尚、送付希望の場合は、要相談（但し、送付は、保険薬局部会会員薬局のみとする）。

【販売価格】
保険薬局部会会員に対する販売価格は、上記ホームページで公開する。

保険薬局部会会員以外は、ホームページで公開する販売価格の1.5倍とする。

【返品】
譲渡した商品の返品は、原則行わない。

（公社）広島県薬剤師会「医療・衛生材料備蓄センター」利用手順
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別表．会営二葉の里薬局における医療・衛生材料販売　分割販売依頼者別確認事項および対応方法

※記録の必要性	 要：法令上、記録が定められる事項
	 要：法令上の趣旨や通知から、記録が望ましいとされる事項

　尚、当供給拠点は、地域の活動を支援するものであるため、薬局以外からの分割販売依頼があった場合には、
原則として、かかりつけ薬局を紹介する。

分割販売時に必要な法定表示および添付文書の付与について
　法定表示については、商品に貼付する（貼付が困難な場合は、「分割販売　譲渡書　兼　領収書」に記載）。
　添付文書がある商品は、添付文書を添付する。但し、譲受者は、最新の添付文書を確認する。

依頼者 医療 ･ 衛生材料
の分類 確認事項及び販売手順

記録の必要性

譲渡者 譲受者

保険薬局
部会
会員

高度管理医療機器 ① 保険薬局カードを確認

要 要
② 処方箋の有無を確認
・ 処方箋あり → 処方箋を確認 → 販売

・ 処方箋なし → 高度管理医療機器販売許可書を確認 → 販売 要 要

管理医療機器 ① 保険薬局カードを確認 → 販売 要 要

その他 ① 保険薬局カードを確認 → 販売 不要 不要

保険薬局
部会

非会員

高度管理医療機器 ① 薬局開設許可書（写し）にて、薬局開設許可番号を確認

要 要

② 保険薬局指定通知書（写し）にて保険薬局コードを確認

③ 処方箋の有無を確認
・ 処方箋あり → 処方箋を確認 → 販売

・ 処方箋なし → 高度管理医療機器販売許可書を確認 → 販売 要 要

管理医療機器 ① 薬局開設許可書（写し）にて、薬局開設許可番号を確認

要 要
② 保険薬局指定通知書（写し）にて保険薬局コードを確認
　 → 販売

その他 ① 薬局開設許可書（写し）にて、薬局開設許可番号を確認

不要 不要
② 保険薬局指定通知書（写し）にて保険薬局コードを確認
　 → 販売
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公益法人広島県薬剤師会「医療・衛生材料備蓄センター」　医療・衛生材料備蓄リスト

公益社団法人広島県薬剤師会「医療・衛生材料備蓄センター」 医療・衛生材料備蓄リスト

年 月 日現在

販売名 規格 製造販売業者等 一般的名称 分類 単位 販売価格
（税込み）

エラストポアハダ №５０ ㎜× ニチバン株式会社 粘着性布伸縮包帯 非医療機器 巻 円

オプサイト Ⅱ × ｃｍ（ﾊﾟｯﾄﾞ × ｃｍ）
スミス・アンド・ネフュー株式

会社

絆創膏・カテーテル被覆・保護

材
一般医療機 枚 円

カテリープＦＳロール × ニチバン株式会社
ロールタイプの透明粘着フィル

ム
一般医療機器 巻 円

カテリープラス × ニチバン株式会社 カテーテル被覆・保護材 一般医療機器 枚 円

サフィードネラトンカテーテル
先端開口・ 孔式

（ ）３３
テルモ株式会社 間欠泌尿器用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィードネラトンカテーテル
先端開口・ 孔式

（ ）３３
テルモ株式会社 間欠泌尿器用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィードネラトンカテーテル
先端開口・ 孔式

（ ）３３
テルモ株式会社 間欠泌尿器用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィード吸引カテーテル

口腔鼻腔用
× テルモ株式会社 気管支吸引用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィード吸引カテーテル

口腔鼻腔用
× テルモ株式会社 気管支吸引用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィード吸引カテーテル

口腔鼻腔用
× テルモ株式会社 気管支吸引用カテーテル 管理医療機器 本 円

サフィード吸引カテーテル

口腔鼻腔用
× テルモ株式会社 気管支吸引用カテーテル 管理医療機器 本 円

ジェイフィード栄養セット フリー 株式会社ジェイ・エム・エス 経腸栄養注入セット 一般医療機器 本 円

シルキーポアドレッシング
号 粘着部 ×

吸収部 ×
アルケア株式会社 救急絆創膏 一般医療機器 枚 円

セーフタッチコアレスニード

ルセット

×

針外径×長 × チュ

ーブ長

ニプロ株式会社
植込みポート用医薬品注入器

具
管理医療機器 本 円

セーフタッチプラグ ＳＴ－Ｐ ニプロ株式会社 静脈ライン用コネクタ 一般医療機器 個 円

デュオアクティブ ×
コンバテックジャパン株式会

社

局所管理ハイドロゲル創傷被

覆・保護材
管理医療機器 枚 円

テルフュージョン 連結管
プラスチック型×２ クレンメ付

き
テルモ株式会社 輸血用連結管 管理医療機器 本 円

テルモシリンジ カテーテル

チップ型
ｍ テルモ株式会社 経腸栄養注入セット 一般医療機器 本 円

ニプロフィルターセット

－

滴≒ ｍ ポアーサイズ

μｍ
ニプロ株式会社

自然落下式・ポンプ接続兼用輸

液セット
管理医療機器 本 円

ニプロ経腸栄養ボトル
ニプロ株式会社 経腸栄養注入セット 一般医療機器 本 円

ニプロ輸液セット －
針なし ニプロ株式会社

自然落下式・ポンプ接続兼用輸

液セット
管理医療機器 本 円

ネオフィード栄養セット ナチ

ュール ボトル付き
株式会社トップ 経腸栄養注入セット 一般医療機器 本 円

フローマックス × ” ニプロ株式会社 単回使用皮下注射用針 管理医療機器 本 円

優肌パーミロール 品番 × 株式会社ニトムズ
ロールタイプフィルムドレッシン

グ
非医療機器 巻 円

 

2019年 3 月 1 日現在
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永野　利香

慢性便秘症について

◆はじめに
　2017年10月に、慢性便秘症診療ガイドライン2017が発出されました。今回は、このガイドラインの簡単な紹介と、
便秘用薬の中で、2012年以降に発売された慢性便秘症に適応があるものを中心にまとめました。
　その他、慢性便秘症の診断基準などについても記載されていますので、詳細は当該ガイドラインをご参照ください。

（2020年に改訂版発刊予定）

◆便秘の定義
　本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態。

◆便秘の疫学
　わが国の便秘の有訴者率は、若年層では女性に多く、80歳以上では男女比はほぼ１：１。加齢とともに増加。

◆慢性便秘症の分類
・国際的な分類を取り入れつつ、日本の現状に即して分類。（表1）
・大腸癌などによる器質性狭窄性の原因を鑑別したあと、症状のみによって、排便回数減少型と排便困難型に分類。
・排便回数減少型において排便回数を厳密に定義する必要がある場合は、週に3回未満であるが、日常臨床では、

その数値はあくまで目安であり、排便回数や排便量が少ないために結腸に便が過剰に貯留して腹部膨満感や腹痛
などの便秘症状が生じていると思われる場合は、週に3回以上の排便回数でも排便回数減少型に分類してよい。

・排便困難型は、排便回数や排便量が十分あるにもかかわらず、排便時に直腸内の糞便を十分量かつ快適に排出で
きず、排便困難や不完全排便による残便感を生じる便秘。

・さらに必要に応じて、大腸通過時間検査や排便造影検査などの専門的検査によって、排便回数減少型は大腸通過
遅延型と大腸通過正常型に、排便困難型は「硬便による排便困難」と便排出障害（軟便でも排便困難）に病態分
類し、便排出障害はさらに器質性と機能性に分類。

・複数の病態を併せ持つ症例も存在することに留意する必要あり。

表１　慢性便秘（症）の分類（「慢性便秘症診療ガイドライン2017」より一部抜粋）

原因分類 症状分類 原因となる病態・疾患

器
質
性

狭窄性 大腸癌、Crohn（クローン）病、虚血性大腸炎など

非狭窄性
排便回数減少型 巨大結腸など

排便困難型 直腸瘤、直腸重積、巨大直腸、小腸瘤、Ｓ状結腸瘤など

機能性
排便回数減少型

特発性
症候性：代謝・内分泌疾患、神経・筋疾患、膠原病、便秘型過敏性腸症候群など
薬剤性：向精神薬、抗コリン薬、オピオイド系薬など
経口摂取不足（食物繊維摂取不足を含む）
大腸通過時間検査での偽陰性　など

排便困難型 硬便による排便困難・残便感（便秘型過敏性腸症候群など）
骨盤底筋協調運動障害、腹圧（怒責力）低下、直腸感覚低下、直腸収縮力低下  など
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◆慢性便秘症の治療
・保存的治療：食習慣を含む生活習慣の改善、摘便などの理学的療法、薬物療法が用いられる。（表2）
・外科的治療：保存的治療では病状の改善を認めず、便秘の病態評価により適応がある場合に実施。
・マグネシウムを含む塩類下剤では、高マグネシウム血症のおそれがあるので、定期的なマグネシウム測定が推奨

されている。
・刺激性下剤は、耐性や虚血性大腸炎の発症リスクの報告等もあるため、頓用または短期間の投与が提案されてい

る。

表2　慢性便秘症の保存的治療（「慢性便秘症診療ガイドライン2017」より一部改変）

（治療） （種類） （一般名） 推奨の
強さ

エビデンス
レベル

①生活習慣（食事、運動、飲酒、睡眠など） 2 C

②内服薬による治療
Ⅰ．プロバイオティクス 2 B
Ⅱ．膨張性下剤 カルボキシメチルセルロース等 2 C

塩類下剤 酸化マグネシウム等

1 AⅢ．浸透圧性下剤 糖類下剤 ラクツロース等

浸潤性下剤 ジオクチルソジウムスルホサクシネート

Ⅳ．刺激性下剤
アントラキノン系 センノシド等

2 B
ジフェニール系 ピコスルファートナトリウム水和物等

Ⅴ．上皮機能変容薬 クロライドチャネルアクチベーター ルビプロストン 1 A
Ⅵ．消化管運動賦活薬 5-HT4受容体刺激薬 2 A
Ⅶ．漢方薬 2 C

③バイオフィードバック療法（機能性便排出障害に対して） 2 A

④外用薬による治療
Ⅰ．座薬 ビサコジル坐剤等

2 C
Ⅱ．浣腸 グリセリン浣腸等

⑤摘便（直腸下部に貯留した便を自力で排出できない場合、徒手的に便を排出） 2 C

推奨の強さ

1（強い推奨）
“実施する”ことを推奨する

“実施しない”ことを推奨する

2（弱い推奨）
“実施する”ことを提案する

“実施しない”ことを提案する

エビデンスレベル

Ａ：質の高いエビデンス（High）
真の効果がその効果推定値に近似していると確信できる。

Ｂ：中程度の質のエビデンス（Moderate）
効果の推定値が中程度信頼できる。真の効果は、効果の効果推定値におおよそ
近いが、それが実質的に異なる可能性もある。

Ｃ：質の低いエビデンス（Low）
効果推定値に対する信頼は限定的である。真の効果は、効果の推定値と、
実質的に異なるかもしれない。

Ｄ：非常に質の低いエビデンス（Very Low）
効果推定値がほとんど信頼できない。真の効果は、効果の推定値と実質的に 
おおよそ異なりそうである。
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◆2012年以降発売された慢性便秘症用薬（表3）

表3　慢性便秘症に適応がある薬の概要（2012年以降発売）
※類似する表現をまとめたり、簡略化しています。詳細は各薬剤添付文書、インタビューフォームをご参照ください。

販売開始年月 2012年11月 2017年3月 2018年4月 2018年11月 2019年2月

ガイドライン
における種類 Ⅴ．上皮機能変容薬 Ⅴ．上皮機能変容薬 － Ⅲ．浸透圧性下剤 Ⅲ．浸透圧性下剤

薬効分類
クロライドチャネルアクチ
ベーター

グアニル酸シクラーゼ
C受容体アゴニスト

胆汁酸トランスポーター阻
害剤

慢性便秘症治療薬 生理的腸管機能改善剤・
高アンモニア血症用剤

成分名
ルビプロストン リナクロチド エロビキシバット水和物 マクロゴール4000／塩化ナ

トリウム／炭酸水素ナトリ
ウム／塩化カリウム

ラクツロース

薬品名
アミティーザカプセル12μg／
同カプセル24μg

リンゼス錠0.25mg グーフィス錠5mg モビコール配合内用剤 ラグノスNF経口ゼリー分
包12g

製造販売
会社名

マイランEPD アステラス製薬 EAファーマ
プロモーション提携／エー
ザイ
販売／持田製薬

EAファーマ
プロモーション提携／エー
ザイ
販売／持田製薬

三和化学研究所

禁忌

・腸閉塞（腫瘍，ヘルニア
等）

・本剤の成分に対し過敏
症の既往歴

・妊婦又は妊娠の可能性
のある婦人

・機械的消化管閉塞
・本剤の成分に対し過敏

症の既往歴

・腸閉塞（腫瘍、ヘルニア
等）

・本剤の成分に対し過敏
症の既往歴

・腸閉塞、腸管穿孔、重
症の炎症性腸疾患（潰
瘍性大腸炎、クローン
病、中毒性巨大結腸症
等）

・本剤の成分に対し過敏
症の既往歴

・ガラクトース血症

効能・効果
慢性便秘症（器質的疾患
による便秘を除く）

・便秘型過敏性腸症候群
・慢性便秘症（器質的疾

患による便秘を除く）

慢性便秘症（器質的疾患
による便秘を除く）

慢性便秘症（器質的疾患
による便秘を除く）

（該当箇所のみ抜粋）
・慢性便秘症（器質的疾

患による便秘を除く）

用法・用量

成人：
1回24μg
1日2回朝食後・夕食後
適宜減量

成人：
1日1回0.5mg食前
症状により0.25mgに減量

成人：
1日1回10mg食前
適宜増減
1日最高用量：15mg

（下記注１） （該当箇所のみ抜粋）
成人：
24g（2包）1日2回
適宜増減
1日最高用量：72g（6包）

慎重投与

・中等度又は重度の肝機
能障害

［本剤・活性代謝物の血中
濃度が上昇のおそれ]
・重度の腎機能障害

［本剤・活性代謝物の血中
濃度が上昇のおそれ］

－

重篤な肝障害
［胆道閉塞や胆汁酸分泌
低下では本剤の効果が期
待できない場合あり］ － －

相互作用 －

CYPの基質ではない。
CYP分子種に対する阻害
作用は弱い。
誘導作用無し。
P–糖蛋白質の基質ではな
い。

（下記注２）

－ －

注 ２  【相互作用】
・P– 糖蛋白質の阻害作用あり。
・併用により本剤の作用が減弱するもの：

　アルミニウム含有制酸剤（スクラルファート水和物、アルジオキサ等）
　コレスチラミン、コレスチミド

・併用により作用が増強するもの：
　ジゴキシン、ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

・併用により作用が減弱するもの：
　胆汁酸製剤（ウルソデオキシコール酸、ケノデオキシコール酸）
　ミダゾラム

注 １  【用法・用量】
水で溶解して経口投与。
2 歳以上 7 歳未満の幼児：
初回用量： 1 日 1 回 1 包。
以降、適宜増減し、 1 日 1 ～ 3 回、最大投与量
は 1 日量 4 包（ 1 回量 2 包）まで。
ただし、増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、
増量幅は 1 日量 1 包まで。

7 歳以上12歳未満の小児：
初回用量： 1 日 1 回 2 包。
以降、適宜増減し、 1 日 1 ～ 3 回、最大投与量
は 1 日量 4 包（ 1 回量 2 包）まで。
ただし、増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、
増量幅は 1 日量 1 包まで。

成人及び12歳以上の小児：
初回用量： 1 日 1 回 2 包。
以降、適宜増減し、 1 日 1 ～ 3 回、最大投与量
は 1 日量 6 包（ 1 回量 4 包）まで。
ただし、増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、
増量幅は 1 日量 2 包まで。
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◆各薬剤の特徴
○ルビプロストン（アミティーザ）

・小腸上皮頂端膜 （腸管内腔側）に存在するClC- 2クロライドチャネルを活性化
　→腸管内への水分分泌を促進し、便を軟らかくする
　→腸管内の輸送を高めて排便を促進。
・全身吸収により作用するのではなく、腸管局所で作用が発現し、吸収された後は速やかに代謝される。
・妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与禁忌。
・食後投与：副作用の消化器症状を軽減するため。

○リナクロチド（リンゼス）
・グアニル酸シクラーゼC（GC-C）受容体作動薬。
・腸管の管腔表面に存在するGC-C受容体を活性化
　→細胞内のサイクリックGMP（cGMP）濃度を増加
　→腸管分泌を促進、腸管輸送能を促進。
・ストレスや大腸炎によって引き起こされる大腸痛覚過敏を抑制。
・これらの大腸機能促進作用、痛覚過敏改善作用により、排便異常並びに腹痛／腹部不快感が改善。
・食前投与：食後投与では下痢の発現率が高いなどの理由による。

○エロビキシバット（グーフィス）
・回腸末端部の上皮細胞に発現している胆汁酸トランスポーター（IBAT）を阻害
　→胆汁酸の再吸収を抑制
　→大腸管腔内に流入する胆汁酸の量が増加
　→胆汁酸により大腸管腔内に水分が分泌、消化管運動が促進
　→便秘治療効果が発現。
・食前投与：食事摂取後に分泌された胆汁酸の再吸収を阻害することが必要であるため。
・食事をしないと効果がない：胆汁酸が食事摂取により分泌されるため。
・効果不十分時には増量が可能。
・消化管内で直接作用し、ほとんどが糞便中に排泄される。

○ポリエチレングリコール製剤（モビコール）
・ポリエチレングリコールと電解質を配合した、浸透圧性下剤。
・高分子量のポリエチレングリコール製剤であるマクロゴール4000の物理化学的性質による浸透圧効果
　→腸管内の水分量が増加
　→便中水分量が増加、便が軟化、便容積が増大
　→生理的に大腸の蠕動運動が活発化
　→用量依存的に便の排出を促進
　→腸管内の水分増加に伴い排便が滑らかになる。
・腸管内の電解質バランスを維持し、糞中水分の浸透圧を適切なレベルで保持するため、電解質配合。
・海外のガイドラインにおいて、慢性便秘症の治療薬として推奨されている。
・小児においても使用可能。
・効果不十分時には増量が可能。
・消化管内で直接作用し、ほとんどが糞便中に排泄される。

○ラクツロース製剤（ラグノスNF経口ゼリー）
・ラクツロースは、フルクトースとガラクトース各1分子から合成された人工二糖類。
・原薬を「日局」ラクツロースから結晶ラクツロースに変更して、夾雑物であるガラクトースや乳糖を少なくし

た製剤。
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・ラクツロース起因の甘み抑制と服薬性向上、スティック包装による携帯利便性向上を目的として開発された経
口ゼリー剤。

・浸透圧性下剤。
・体内に吸収されない。
・小腸で分解・吸収されることなく大腸に達する

①→腸管内容物の浸透圧を高める
　→腸管内への水の移動を促進
　→緩下作用を示す。
②→大腸で腸内細菌により分解
　→乳酸、酪酸等の有機酸が生成
　→浸透圧を高め、腸管の蠕動運動を促進
　→浸透圧性の緩下作用を示す。
③→産生された有機酸により腸管内pHが低下
　→ビフィズス菌、乳酸菌が増加
　→腸内環境が改善
　→アンモニア産生菌の発育が抑制
　→アンモニア吸収が抑制
　→血中アンモニア濃度が低下。
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お薬相談電話　事例集 No.117お薬相談電話　事例集 No.117

Ｑ．昨日、薬局でアレルギール錠というのを購入したのですが、［むくみ、排尿困難］がある人や［心臓病、高血
圧、腎臓病、緑内障］の診断を受けた人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください、と書
いてありました。また、以前購入したアネトンアルメディ鼻炎錠には、［前立腺肥大による排尿困難］の症状
のある人や［高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病］の診断を受けた人は服用しないでください、と書
いてありました。どういうわけで、そのように書いてあるのでしょうか？（70代男性）

Ａ．アレルギール錠に含まれている抗ヒスタミン薬（クロルフェニラミンマレイン酸塩＊1）の服用によって、膀
胱の排尿筋が緩むことで、前立腺肥大等による排尿困難の症状を悪化させたり、また、眼球の中を満たして
いる水（房水）の排出が妨げられ眼球の内圧が高まって、緑内障の症状を悪化させるおそれがあります。こ
れらは抗ヒスタミン薬の抗コリン作用によるものですが、抗ヒスタミン薬の種類によっては、抗コリン作用
が比較的少ないものもあります＊2。
その他の成分であるグリチルリチン酸カリウムを大量に摂取した場合や、比較的少量の摂取でも服用日数や
年齢、体格、体質、併用薬などによっては、四肢脱力・筋力低下、高血圧、全身倦怠感、むくみ等の症状が
あらわれるおそれがあります。これらの症状は、偽アルドステロン症＊3として報告されており、いずれの症
状も服用中止により数週間で回復することが多い、とされていますが、高齢者、高血圧、心臓病、腎臓病の
かたは注意が必要です。
また、アネトンアルメディ鼻炎錠に含まれるプソイドエフェドリン塩酸塩＊4は交感神経刺激作用により、前立
腺や膀胱出口の筋肉の閉まり具合が高まって排尿困難を悪化させたり、また、血圧を上昇させ、心拍数を増
加させるため、高血圧、心臓病、甲状腺機能亢進症（動悸・発汗・手のふるえ・いらいらなど）の症状を悪
化させたり、肝臓でのグリコーゲンの分解が促進され血糖値が上昇し、糖尿病を悪化させるおそれがあります。 

＊ 1 ：クロルフェニラミンマレイン酸塩を含む医療用医薬品は、［緑内障の患者］及び［前立腺肥大等下部尿路
に閉塞性疾患のある患者］には禁忌。

＊ 2：クロルフェニラミンマレイン酸塩などの第一世代抗ヒスタミン薬は、脳内移行性が高いので、鎮静や眠気、
認知機能障害などの有害反応が発現しやすい。また、ヒスタミンH1受容体への選択性が低く、抗コリン
作用による副作用の出現頻度も高い（これは、抗コリン作用がムスカリン受容体を介して発現し、ムス
カリン受容体とH1受容体は、アミノ配列の相同性が30％以上と、他の受容体と比較して最も高いことに
起因する）。これらの欠点を克服すべく開発された第二世代抗ヒスタミン薬は脳内移行性が低く、H1受
容体選択性が高い。（ただし、必ずしも第二世代が非鎮静性であるとは限らず、第二世代に分類されるケ
トチフェンは、ジフェンヒドラミンより高度に脳内に移行する。）現に、第二世代抗ヒスタミン薬を含む
OTC医薬品であるアレグラ FX（フェキソフェナジン塩酸塩）、クラリチン EX（ロラタジン）などには、
緑内障についての記載はなく、服用後に排尿困難、尿閉があらわれた場合には服用中止、と記載されて
いる。

＊ 3：甘草あるいはグリチルリチンを含有する医薬品が原因の場合には、服用開始後10日以内の早期に発症し
たものから、数年以上の服用の後に発症したものまであり、服用期間と発症との間に一定の傾向は認め
られないが、 3か月以内に発症したものが約40%を占める。低身長・低体重など体表面積が小さい人や代
謝機能が低下した高齢者に生じやすいとされる。また、高血圧や心不全における利尿薬（サイアザイド系、
ループ利尿薬）、糖尿病でのインスリン治療などで重篤化しやすいので注意が必要。

＊ 4：2019年 4 月現在、プソイドエフェドリン塩酸塩を含む医療用医薬品は、ディレグラ配合錠のみで、重症
の高血圧の患者、重症の冠動脈疾患の患者、狭隅角緑内障の患者、尿閉のある患者などに禁忌。

【参考資料】厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 偽アルドステロン症（2006），各製品添付文書
日本医事新報No.4945（2019.2.2）， 日本耳鼻咽喉科学会会報112巻 3 号（2009）

薬事情報センター



128 2019 Vol.44 No.3　広島県薬剤師会誌

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬・生活衛生局

医薬品・医療機器等
安全性情報  No.361・362

◎連絡先
〠100−8916　東京都千代田区霞が関 １− ２− ２
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

  ☎
 　
  03-3595-2435（直通）

　　　 03-5253-1111（内線）2755、2754、2756
（Fax）03-3508-4364
｛

この医薬品・医療機器等安全性情報は，厚生労働省において
収集された副作用等の情報を基に，医薬品・医療機器等のよ
り安全な使用に役立てていただくために，医療関係者に対し
て情報提供されるものです。医薬品・医療機器等安全性情報
は，独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
（http://www.pmda.go.jp/）又は厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能 です。

配信一覧はコチラ

PMDAメディナビでどこよりも早く安全性情報を入手
できます。
厚生労働省、PMDAからの安全性に関する必須情報をメールで配信
しています。登録いただくと、本情報も発表当日に入手可能です。

登
録
は
コ
チ
ラ

1 ．医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン… …………………… 3
2 ．添加剤としてソルビトール又は果糖を含有する静注製剤の
　　遺伝性果糖不耐症患者への使用に係る添付文書改訂について………………… 7
3 ．重要な副作用等に関する情報………………………………………………………………11
　　 1バロキサビル　マルボキシル������������������������11

2クエチアピンフマル酸塩��������������������������14
3①ボノプラザンフマル酸塩�������������������������16

②ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン…………… 16
③ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール………………16

4 ．使用上の注意の改訂について（その302）
　　 オセルタミビルリン酸塩　他（ 7 件）……………………………………………………………20
5 ．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………………22

1 ．医薬品による筋障害に関するゲノム研究について………………………………… 3
2 ．重要な副作用等に関する情報……………………………………………………………… 6
　　 1トラスツズマブ（遺伝子組換え）［バイオ後続品を含む］・・・……………………………… 6

2ニボルマブ（遺伝子組換え）………………………………………………………………  8
3パルボシクリブ……………………………………………………………………………… 10
4ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）………………………………………………………… 12

3 ．使用上の注意の改訂について（その301）
　　 エリグリスタット酒石酸塩　他（ ５ 件）…………………………………………………………14
4 ．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………………18

No.361　目次

平成31年（2019年）3月・平成31年（2019年）4月　厚生労働省医薬・生活衛生局

No.362　目次
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＜おまかせサービス導入メリット＞
・主要国際ブランドのクレジットカード、電子マネーやApple PayもJMSならまとめて契約ができます。
・各カード会社からの明細・お振込を一本化します
・お問い合わせは、ＪＭＳで対応いたします(各カード会社へお問い合わせする必要がなくなります）

＜取り扱いブランド＞

＜ご注意事項＞
*新規にクレジット+電子マネーをお申込み店様のみ対象となります。既にカード導入店様は対象外となります。
*電子マネーの導入には、ＬＡＮ環境が必要となります。

クレジットカード・電子マネーのお取り扱いご検討中のお店様に朗報です！
初年度費用(初期・ランニング費用)約14万円が、ＪＭＳおまかせサービス
でのお申し込みで今ならなんと無料！！

クレジット・その他 非接触電子マネー*

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

【キャンペーンお問い合わせ先】

「キャンペーン実施会社」

株 ジェイエムエス 中四国オフィス 担当：森川

連絡先：
平日 土日祝休

期間限定（2019年6月30日）までの導入費用無償キャンペーン！！

クレジットカード・電子マネーご導入のご案内

【お申込お手続きについて】

広島県薬剤師会事務局様（ ）または、キャンペーン実施会社（お問い合わせ先（ ）まで

ご連絡ください。弊社係員がご説明の上で、お手続きを致します。（ご訪問もしくはお電話でご説明致します。）

（会社概要）

名称： 株式会社ジェイエムエス

本社： 東京都新宿区大久保

住友不動産新宿ガーデンタワー

設立： 年 月

資本金： 万円

事業内容：クレジットカード事業などに関する

加盟店業務の代行業

株主 ： 株 ジェーシービー、三菱 ニコス 株

ユーシーカード 株

営業拠点：東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

仙台・大宮・横浜・広島
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平成30年度 第4回 （通算83回）ひろしま桔梗研修会報告

神戸薬科大学同窓会広島支部　影久　昌子
日　時：平成31年2月17日（日）13：00〜16：10
場　所：広島大学病院臨床管理棟3階　大会議室

　平成30年度第 4 回の研修会では、退院前カンファレン
スの症例検討と題して、県立広島病院薬剤科の笠原庸子
先生とファーマシィ薬局の佐藤賢治先生に病院薬剤師と
薬局薬剤師両方の立場から御講演頂きました。
　初めに、病院薬剤師の笠原先生から、退院支援が必要
な背景と退院前カンファレンスの目的・役割・実際の流
れなど概要の説明がありました。どんな職種の方が出席
されているか、病院側からの要望・在宅側からの確認・
引継ぎなど、どのような内容を話し合われるのかよくわ
かりました。その中で一番大切なことは、今後どのよう
な病状の変化が予想され、どのようになった時、入院が
必要になるかといったことでした。
　その後佐藤先生より保
険薬局の退院前カンファ
レンス参加の現状の話を
していただき、まだまだ
薬局薬剤師の参加の少な
さに驚きと情けなさを感
じました。訪問薬剤管理
指導・多職種とのカンファ
レンスを行っている薬局
は増えてきているが、人
手が足りない・時間がと
れないなどまだまだ問題
があり難しいところもあるようです。
　そ の 後、実 際 に あ る 独 居 高 齢 の CKD（chronic 
kidney disease；慢性腎臓病）患者様を想定して、退
院前カンファレンスのデモンストレーションを行い、処

方内容、今後のフォローなどを少人数グループでディス
カッションし、色々な意見を出し合いました。生活環境
や病態を考え、服用薬の変更はできないか、服用時間は
どのようにすればいいか、多職種との協力はどのようす
ればいいか、減薬はどのタイミングでしていけばいいだ
ろうかなどを検討しました。グループの中にも病院側・
薬局側両方の立場の方がいて、実際に行われていること、
今思っている疑問、こ
れからやれそうなこと、
を聞けてとても参考に
なりました。
　最後に、笠原先生が
これからの在宅での緩
和ケアにおいての薬剤
師の役割について話し
てくださいました。
　薬機法の改定もあり、
これからは投薬した後
も薬剤の服用状況・薬
学的管理を継続的に実
施していかないといけ
ません。そのためにも、
患者様のこれまでの経
過・生活状況・介護保険等の使用状況等話し合う中で、
退院前カンファレンスは非常に重要になってくると思い
ます。もっともっと薬局薬剤師にも声がかかるように地
域に密着した仕事をしていきたいと思います。

笠原先生と佐藤先生
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　皆さん、日頃のお仕事で薬の構造式をみることはありますか？
　学生時代にいつも見ていた構造式はいつのまにか忙しい業務に追われ、二の次になっ
ているかもしれません。しかし、実は薬の構造式には日頃行っている臨床業務に役立つ
情報が多くあります。薬理作用からは予想もできない副作用が構造式から予想できたり、
また、相互作用や体内動態も構造式から予測できるものも多いんです。
　我々薬剤師にしかできない“化学構造式を読み解く”技術を学び、明日からの業務に
役立てましょう。

（通算85回）

日   時：  ２０１９年７月２１日 (日) １３：３０～１５：００
受付　13：00〜 （Ｇ07認定1単位）

場   所： 広島県薬剤師会館　2階ふたばホール
広島県広島市東区二葉の里３丁目２番１号

テーマ：

演者： 神戸薬科大学　学長

宮田　興子　先生

参加費：　１,０００円　

申込み： 下記メールアドレスへ、氏名（ヨミガナ）、出身大学、勤務先、連絡先を記載して下さい。

(締切： 2019年7月12日)

　　　　　　　　　　　　　　※当日若干名は受付可能です。

主   催： 　神戸薬科大学生涯研修支援事業　 広島生涯研修企画委員会

問合せ： 　森川薬局青葉台店　　０８２９－３０－６７７８

  次回11月研修会のおしらせ！

講師： 大阪センプククリニック

　　　千福　貞博 　先生

日時： 11月30日土曜日　17時30分～20時40分

場所： 文化交流会館

『漢方定例研修会』

「医薬品の構造中に組み込まれた
　　　　　　　　　情報を読み取ろう～同種同効薬～」
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頂上での写真
左から 3番目が私

Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

GREEN-GO-ROUND　spin-off
～西日本豪雨復興支援～ in グリーンピアせとうち

東広島薬剤師会　島崎　一郎

　 3月 3日（日）小雨のなか、ランニングで寄付をするという大会に参加してきました。これはグリーンピア内の一
周2.6km、高低差130mのコースを 6 時間周回し、 1 周につき100円が呉市に寄付されるという大会です（参加費の
中から搬出されます）。復興支援ですから表彰はなく、ただひたすら 6時間周回してできるだけ多く呉市に寄付しま
しょうという大会ですからレースのような緊張感はなく、なごやかなムードで始まりました。ところがこの周回コー
ス、とんでもないハードなコースでほとんどが階段の登りと下りで、さらに雨で濡れているため埋め込んである木材
が非常に滑りやすく危険な状態でした。同じコースを何周もするわけですから、抜いたり抜かれたりするうちに顔見
知りになる人も増えてきて、苦しいなかにも世間話で気分転換できる場面もあり、頂上では一緒に写真を撮ったりし
ました。参加者は40人で一番沢山周回した人は16周で1,600円の寄付、私は11周で1,100円の寄付をすることができま
した。終わった後は、みんなでバーベキューをしてランニングで消費した脂肪をもとに戻して終了となりました。

スタート前の集合写真

下りの階段登りの階段11周目の私　疲れてます
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

二葉　里子

日日是好日

　私は、週に 1回お茶を習っています。長く続けていますが上達はしていません。師匠が喫茶去と言ってくださるの
で長く通えているようなものです。 1～ 2時間の稽古が、日常とは別空間であり、私の心のrefreshing time になっ
ています。
　稽古の日に師匠の家の門を開け、露地に入って蹲踞を使います。蹲踞の前にしゃがんで水を柄杓ですくい左手を清
め、柄杓を持ち替えて右手を清めます。また、柄杓を右手に持ち替えて、もう一杓水をすくって口を濯ぎ、最後に柄
杓の柄を清めます。一杓一杓　手や口を清めていると、時間の流れが日常とは異なってくるのです。

　身支度を整えて席中に入ります。扇子をひざ前に出し、師匠と同門に挨拶を
します。次に床を拝見します。床に向かうまで畳の真ん中を一畳四足で歩きま
す。床には、師匠が毎週季節にあったお軸やお花を飾って私たち弟子を迎えて
くれます。
　稽古では、お点前をしたり、拝見をしたり、お茶をいただいたり、八畳の空
間で楽しみます。柄杓でお釜に一杯の水を注いだ時に、お湯が沸く音が消えて
一瞬の静寂が訪れます。しかし、数秒後には再びシュンシュンシュンとお湯が
沸く音がしはじめ、その音がしだいに大きくなります。炉の火が消えかかった
頃に炭を足すと、炭がパチパチと音を立てて、再び火が強くなるのを感じます。
香を焚くと仄かに香ってきます。
　お手前をすると、私の日常や心の在り様が師匠には直ぐに解ってしまいます。
日常が充実していると、お手前も自然に呼吸にのってリズムも良く、形も決ま
るのです。それは不思議です。
　師匠や同門と一碗のお茶を

飲みながら、たわいも無い話をする日常とは違う空間が私にはあり
ます。日日是好日。この時間が私にはかけがえの無いものになって
います。
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66 ★

国府小学校国府小学校

国府小学校入口国府小学校入口

国道486号線

国道486号線
至福山→

至福山→

JR福塩線

JR福塩線
至 福山→

高木

さくらんぼ薬局　高木店
府中市高木町654

次回は、三次薬剤師会　オール薬局庄原店さんです。

　開設年月日：平成30年 1月15日
①今まで苦労したこと
　新規開局のため、どんな医薬品を在庫すべきか、悩
みました。以前は、応需先のドクターは大きな病院の
循環器で専門医をされていました。昨年、小さな町に
クリニックをオープンされてからは、地域の住民の方
の健康について全般を見られています。近隣の方は、
循環器以外の症状でも飛び込みでクリニックを受診さ
れるため、処方された薬の在庫が無いことがありまし
た。そんな場合でも、近隣の薬局の皆様や卸さんにご
協力いただき、薬を調達し調剤を行いました。できる
だけ患者様をお待たせしないように
と苦労しました。
②今までに喜ばれたこと
　近隣の住民の方に、『病院と薬局
があると、とても助かる、家の近く
に出来て良かった』と喜んでいただ
き、私たちも地域医療を支えること
ができ、働き甲斐を感じています。
③薬局の理念
　さくらんぼ薬局　高木店はさくら
グループ株式会社が運営する薬局
です。さくらんぼ薬局では、医療機
関からの院外処方箋を応需し、正
確な調剤、的確な医薬品情報の提供、良質な一般小売
薬品・健康食品の供給など、医薬品等を通して地域へ
の貢献を目指しています。
　特に医薬品という特殊性を考え、薬剤師をはじめ、
全社員が定期的に各メーカーの学術勉強会や社内勉強
会を実施し、知識の向上に取り組んでいます。

　患者様への医療品、医薬品情報の提供を、私たちス
タッフが、誠心誠意対応させて頂きます。
　最近では、医療モールの開発も手掛け、患者様を総
合的にケアできる会社を目指しています。
④これからの夢
　薬局に来られる皆さんが心地よく薬局を利用してい
ただけるように、店舗をきれいに保ち、丁寧な接客を
心掛け、地域密着の薬局になりたいと思っています。
⑤個人の趣味
　私の趣味についてですが、現在、私には小学 2年
生になる娘がいます。娘と一緒に楽しめることは無い
かと考えた結果、スイーツづくりが良いと思いつきま
した。料理をしない私ですが、休日には娘と一緒にス
イーツを作っています。
　先日は、アイスカタラーナを作
りました。アイスカタラーナは、バ
ニラアイスの表面をキャラメリゼ
したスイーツです。バニラアイス
は、生卵、生クリーム、バニラビー
ンズから作り、凍らせます。その
後、グラニュー糖を表面にふりかけ、ガスバーナーで
キャラメリゼします。簡単に作ることが出来ますが、
火を使うため男の私には適したレシピです。
　子どもも日々成長し、思春期ももう直ぐです。一緒
に遊べる時間は短いと思いますので、共有できる時間
を大切にして、今後も美味しいスイーツづくりをして
いきたいです。
⑥薬局のセールスポイント
　当薬局のセールスポイントは、広島県府中市の医療
モールの一画にある点です。
　現在、医療系の店
舗はクリニック、薬局、
接骨院と、飲食系のお
店は、カフェ、コンビ
ニエンスストアが営業
しています。
　様々な店舗が一画に集まっているので、地域の利便
性に貢献していると思います。今後、薬局を利用して
いただくとともに、近隣施設も利用していただき、地
域の健康、快適な生活をサポートできたらと思います。
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告　　　知　　　板

子育て応援団すこやか2019
協力スタッフ（薬剤師）募集  

　　　　　　　　　　日　時：2019年６月１日（土）・２日（日）　　 

　　　　　　　　　　場　所：広島テレビ（新社屋）広島コンベンションホール

  子どもたちの調剤体験・白衣de記念撮影（予定）の補助、お薬相談コーナー
　①土曜日午前・②午後、③日曜日午前・④午後の４部構成（シフト）です。

※是非、ご協力をお願いいたします。
  

参加申し込み・お問い合わせ：広島県薬剤師会事務局（℡  082-262-8931　担当：吉田）

第55回広島県薬剤師会定時総会開催通知（予告）

標記の会議を次のとおり開催いたします。
　　　　　　　　　　　　　　日　時：2019年６月16日（日）午後１時
　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師会館
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（公益社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

続

中途加入用

保険期間：2018年8月1日午後4時から2019年8月1日午後4時まで保険期間：2018年8月1日午後4時から2019年8月1日午後4時まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

手続きカンタン。
あなたの暮らしを補償します。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（平成30年8月1日）の満年齢をいいます。

免責期間（保険金をお支払いしない期間）を定めたタイプに加えて、入院による就業不能となった場合に1日目
から保険金をお支払いする「入院による就業不能時追加補償特約」（特約免責期間0日）をセットしたタイプもお
選びいただけます。

入院による就業不能には１日目から保険金をお支払い（Aタイプのみ）

おすすめ！おすすめ！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

選 す

保険期間開始前に既にかかっている病気・ケガにより就業不能になった場合には、本契約の支払い対象とは
なりません。（ただし、新規ご加入時の保険期間（保険のご契約期間）開始後１年を経過した後に開始した就業
不能については、保険金お支払いの対象となります。）

入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に
医師の管理下において治療に専念することをいいます。

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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制度の特徴制度の特徴

２４時間ガード！
業務中はもちろん業務外、国内および海外で、病気やケガにより就業不能
となった場合で その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します ＊2となった場合で、その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します。 ＊2

天災危険補償特約セット！

地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
就業不能も補償します

＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ご加入の際、医師の診査は不要です！

加入依頼書等にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお
引受け条件によってご加入いただくことがあります。

就業不能も補償します。

サ ビ ご案内

充実したサービスにより安心をお届けします！ （自動セット）

「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細はパンフレットに記載の「サービスのご案内」をご参照ください。

サービスのご案内

「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また 夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関

・デイリーサポート
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役

ご加入手続きについて

代理店 広医㈱までご連絡ください。追って加入依頼書をお送りします。
（ＴＥＬ：０８２－５６８－６３３０ ＦＡＸ：０８２－２６２－１６８８）

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

相談や暮らしのインフォメ ション等、役
立つ情報をご提供します。

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所得補償保険金額が事故直前12か月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度に保険金をお支

払いいたしますのでご注意ください。（他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。）

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。ただし、年齢（保険期間開始
時の満年齢）が満15歳以上の方に限ります。

16-T14226 平成30年6月作成

時 満年齢） 満 歳以 方 限り す。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

※2 ご家族とは、会員の方の配偶者、子供、両親、兄弟および会員の方と同居している親族をいいます。

●保険料の払い込みは加入翌月より毎月27日にご指定口座からの自動引き落としで便利です。

●残高不足等により２ヶ月続けて口座振替不能が発生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括し
て払込み頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。
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書 籍 等 の 紹 介

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬刊行物等の

ご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。

また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合

は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局
TEL（082）262-8931　FAX（082）567-6066

担　当：吉　田　　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

「保険薬事典プラス　平成31年 4 月版」
編　　著：薬業研究会／編
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5判、1,088頁
価　　格：定　　価　4,968円
　　　　　会員価格　4,470円
送　　料： 1部　500円

「薬効・薬価リスト　平成31年版」
編　　著：医薬情報研究所／制作
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5判、1,000頁
価　　格：定　　価　7,020円
　　　　　会員価格　6,300円
送　　料： 1部　500円

※価格はすべて税込みです。

「この患者・この症例にいちばん適切な薬剤が選べる同
効薬比較ガイド 2第 2版」
編　　著：黒山政一（編集）、明石貴雄（編集）、
	 厚田幸一郎（編集）、片山志郎（編集）、
	 髙橋美由紀（編集）、平山武司（編集）
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5判、312頁
価　　格：定　　価　3,024円
　　　　　会員価格　2,700円
送　　料： 1部　500円

「薬剤師のための臨床検査の知識　改訂 7版」
編　　著：笹隈富治子／監・編
	 金　美惠子／編
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：ポケット判、440頁
価　　格：定　　価　2,376円
　　　　　会員価格　2,100円
送　　料： 1部　500円

「薬価基準点数早見表　平成31年 4 月版」
編　　集：株式会社　じほう
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5判、1,000頁
価　　格：定　　価　3,888円
　　　　　会員価格　2,000円
送　　料： 1部　500円
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薬剤師国家試験 正答・解説

103回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

6 頁　問79 解　説

21頁　問85 解　説

32頁　問90 解　説

34頁　問175 解　説

39頁　問176 解　説
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Vol.44  No.3

2019年

5月号

今年は天候のおかげで、桜をなが～く楽しま

せていただきました。

一方、初夏を告げる花たちも次々と顔を出し

ています。

私たち薬剤師も環境変化に対応し、なが～く

医療に貢献していきましょう。

＜さばい婆＞

元号が変わるのはまだ先の事だと思っていましたら、気がついたら令和

の時代へ。早いなぁ。昭和、平成、令和 ３つの元号をまたぐとなぜがす

ごく歳を取った気がするのは私だけでしょうか。さて、薬剤師にとって

令和はどんな時代となるのか。頑張ろう！

＜IRON＞

新緑が広がるこの季節、

桜、藤棚、皐月の花が綺

麗です。その中での一杯

は至極の時です。

＜坊＞

この薬剤師会会誌に目をとおして頂くのは多くの方は超大型連休が終

わった頃だと思います。

皆様はどうお過ごしになられたでしょうか？

心置きなく連休を楽しんだ方もいらっしゃれば、普段積み残された仕事

に追われた方もいらっしゃると思います。

恐らく私は後者だったろうなと確信している今日この頃です。（涙）

＜ダーウィンの進化論＞

平成31年 3 月 1 日発行の No.280において誤植がございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていた
だきます。
P.34「NEXT GENERATION 研修会 Vol.1」
上から13行目：	【誤】田辺ナオ先生  →  【正】田邊厚雄先生

谷川　正之　　中川　潤子　　有村　典謙　　豊見　　敦
平本　敦大　　宮本　一彦　　安保　圭介　　下田代幹太
森広　亜紀　　松井　聡政　　水島美代子　　

編　集　委　員 

今年のGW、実は 9連休もあります。

こんなにお休みが続くと病気になりそうなので。。。

後半は仕事をして、山のような伝票をやっつけて

しまおうと思っています。（笑）

前半は家の掃除をして模様替えもしたいなぁ～～

ピッカピカになった家でお菓子を作って。。。

夢は広がります！！ (*^^*)

＜もい鳥＞
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保険薬局ニュース
令 和 元 年 5 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.27　No. 2 （No.149）

� 平成31年 2 月27日
� 広島県薬剤師会保険薬局部会

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

　平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、このことについて、警察庁交通局交通規制課長より、広島県健康福祉局長を通じて通知がありましたので、
ご案内いたします。

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内

　訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する
車両が、　訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得な
い場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となってお
ります。

　また、こうした業務の実情に鑑み、 1 つの駐車許可で、一定の期間、複
数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担
軽減に努めております。

　なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見
要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、必ずしも全ての
場合に許可が行われるわけではありません。

詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。

警察庁交通局交通規制課
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� 平成31年 3 月 8 日
� 広島県薬剤師会保険薬局部会

平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた
施設基準等の取扱いについて

　標記について、中国四国厚生局から連絡がありましたので、お知らせいたします。
　平成30年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について、平成31年 4 月 1 日以降も引き続き算定
する場合に、届出が必要とされている項目が示されました。
　調剤報酬においては、地域支援体制加算が該当し、平成31年 4 月 9 日までに届出を行い、同月末までに受理された
ものは同月 1 日に遡って算定することが可能とのことです。
　また、施設基準の届出項目ではありませんが、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局にお
ける薬剤服用歴管理指導料の算定（減算）については、平成31年 3 月31日まで経過措置となっているため、該当する
場合には、所定の様式による報告が必要となります。

〈薬剤服用歴管理指導料の算定（減算）について〉
薬剤服用歴管理指導料の注 9 に規定する保険薬局

1 ．「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、 6 月以内に再度処方箋を持参した患者
への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が
50％以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 ．手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年 3 月 1 日から当年 2
月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年 4 月 1 日から翌年 3 月31日まで適用す
る。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に
定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 ． 1 及び 2 により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、
直近 3 月間における 1 の割合が50％を上回った場合には、 2 にかかわらず、その時点で「適切な手帳の活用実績
が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

4 ．本規定の取扱いは、 1 年間の経過措置を設けており、平成30年 4 月 1 日から平成31年 2 月末日までの手帳の活用
実績をもって、平成31年 4 月 1 日から適用する。

5 ．本規定の報告については、別添 2 の様式84（調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類）を用いること。

中国四国厚生局 Web ページ
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_shinryo.html
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国会レポート
予算案審議は参議院へ

� 自由民主党組織運動本部本部長代理
� 参議院議員・薬剤師

藤井　もとゆき 

薬剤師連盟のページ

　平成31年度政府予算案は、 ３ 月 ２ 日の衆議院本会議にて可決し参議院に送付され、 ３ 月 ４ 日の予算委員会で審議を

開始しました。野党は、厚生労働省の毎月勤労統計の不適正調査問題等について、引き続き政府を厳しく追及すると

しており、委員会審議の遅れが懸念されます。来年度予算は、憲法の衆議院優越の規定により、本年度内に自然成立

することとなりますが、参議院としての意思を示すためにも、早急な審議を望みたいと思います。

　さて、今国会提出予定の薬機法等の改正法案は、自民党内での手続きが進められています。この改正で薬剤師・薬

局のあり方に関する事項は、

○薬剤師は、調剤した薬剤の交付時に限らず、患者の薬剤使用状況を継続的に把握し、薬学的知見に基づく指導を行

うこと。

○薬剤師は、薬剤の適切かつ効率的な提供に資するため、患者の薬剤使用に関する情報を他の医療提供施設の医師、

薬剤師等への提供に努めること。

○入退院時や在宅医療等に他の医療提供施設と連携して継続的に対応できる薬局を「地域連携薬局」、がん等の専門

的な薬学管理に他の医療提供施設と連携して対応できる薬局を「専門医療機関連携薬局」とし、都道府県知事によ

り、その認定うけた薬局は当該名称を表示できること。

○対面服薬指導義務の例外として、薬剤の適正な使用の確保が可能と認められる場合は、テレビ電話等による服薬指

導を行うことができること。

等です。地域医療の充実のためにも一刻も早い成立を図りたいと思います。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
平成から令和へ

� 自由民主党組織運動本部本部長代理
� 参議院議員・薬剤師

藤井　もとゆき 

　今上天皇は 4 月30日に退位され、 5 月 1 日に皇太子殿下が新たな天皇に即位されます。平成は戦争の無い平和な時

代でしたが、阪神淡路・東日本大震災をはじめ、多くの自然災害に見舞われました。また、少子高齢化の進展により

社会保障費が増大し、その財源の確保と財政規律の立て直しが最大の政策課題となりました。今年の消費税率引上げ

により、社会保障と税の一体改革は完了することとなります。これからは、団塊ジュニア世代が高齢者となり、現役

世代が一段と減少する2040年を見据え、一億総活躍社会の実現や先端技術を活用した生産性向上等を進め、人生100

年時代に相応しい社会制度を築き、令和の時代を生きる若者達が夢と希望を持ち続けられる世の中にしていかなけれ

ばなりません。

　さて、国会は新年度予算が成立し、政府等の提出法案の審議が進められています。先号でも記しましたが、薬剤師・

薬局のあり方を見直す、薬機法等の改正法案の審議も予定されています。

　昭和の後期に本格的に始まった医薬分業は、平成に入り順調な伸びを示し、病院で処方箋を受け取り、院外の薬局

で調剤してもらうのが日常となりました。他方、医薬分業の進展に伴い、その費用に見合うメリットが得られないと

の指摘もなされるところとなりました。「患者のための薬局ビジョン」に示された、地域住民や患者に真に寄り添う

薬剤師・薬局の実現に向け、そのための制度作りが進められようとしています。

　令和元年が、薬剤師・薬局にとって更なる飛躍への幕開けになるものと確信しています。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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全国会長・幹事長連絡協議会の開催

本田あきこ　オレンジ日記

日本薬剤師連盟　副会長　本田　あきこ

　 ３ 月 ２ 日（土）、 ３ 日（日）、千葉県船橋の会議施設で、会長・幹事長連絡協議会が開催されました。「あと ４ か月！

～本気だ！本田！！結果が全て～」をメインテーマとして、130名程の参加者のもと大変盛り上がった集会となりま

した。

　山本会長の挨拶で始まり、松本純衆議院議員、

とかしきなおみ衆議院議員からご挨拶をいただ

きました。続いて藤井基之参議院議員より「薬

剤師の未来と政治」との題名で特別講演が行わ

れ、次に、植田篤治西宮市議会議員より「勝つ

ために」と題した基調講演が行われました。そ

の後、私の挨拶として、これからの 4 か月を更に力強く走りぬくために、使命感を持って進んでいくことを申し上げ、

そして会場の皆様の更なるお力を賜りたく、深くお願いさせて頂きました。続いて岩本研幹事長より、「楽しくなけ

れば選挙じゃない」というタイトルで講演が行われました。パネルディスカッションは、「支援者をどう増やすか」

というテーマで行われました。 5 県の好事例の発表があり、参加の皆様が事例を持ち帰り明日からの活動に活かした

いと熱心にメモを取られている姿が印象的でした。

　 ２ 日目は小野春夫副幹事長挨拶の後、各都道府県が名簿獲得数について宣言を行い、尾島博司副会長の総括で閉会

となりました。ご参加された先生方と県別に写真を撮らせていただきました。私の HP のブログ （ 3 月 2 日） の日

本地図の上に掲載していますので、是非ご覧ください。

　地域の皆様が願う安全・安心な日常生活を確保するため、薬剤師の役割が更に発揮できる社会を創っていきたいと

思います。引き続き、ご支援ご指導を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

本田あきこの
ホームページ →

Facebook ページ
「本田あきこの部屋」 →

本田あきこ
メールマガジン →
登録をお願いいたします

下の QR コードから閲覧してください
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全国訪問活動を終えて

本田あきこ　オレンジ日記

日本薬剤師連盟　副会長　本田　あきこ

　私の全国訪問活動は、 3 月末をもって 2 巡目を終了することができ、 4 月からは重点地区の訪問活動を展開してい

ます。訪問活動の準備をしていただいた薬剤師連盟の役員や職員の皆様、訪問先の薬局、病院薬剤部、卸の事業所等

の皆様には、大変温かく迎えていただきました。訪問先では、さまざまなご意見をお聞きすることができ、更に見聞

を広げることが出来ました。また、各地で開催された集会では、参加される多くの方々が、私のイメージカラーであ

るオレンジ色の何かを身に着けて下さる、Something Orange がすっかり定着してきたように感じ、皆様との一体

感を覚え、とてもうれしく思いました。

　 2 年間にわたる全国の訪問活動を無事乗り切ることができましたのも、都道府県薬剤師連盟や薬剤師会の方々の、

献身的なお心配りがあったればこそと、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

　この 2 年間、無名であります本田あきこの名前と顔を覚えていただけるよう、できるだけ多くの皆様にお目にかかり、

握手をさせていただきました。 2 年目の全国支部訪問で握手ができたのは、約 4 万人でした。ホームページ、フェイ

スブック、メールマガジンを通じた活動も行っておりますが、名前の拡散には、まだまだ不足していると感じています。

ホームページの閲覧、フェイスブックのシェア、メールマガジンへの登録の呼びかけなど、会員の皆様の一層のご協

力をいただきたく、心よりお願い申し上げます。

　私の役目は、薬剤師の未来が一層明るいものになるような環境作りであると考えております。高齢者にも、若人に

も優しい社会を次世代につなぐ国創りのために、本田あきこは行動します。これまで以上のご支援をよろしくお願い

いたします。
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速 報

　広島県薬剤師連盟では、 3 月から毎月 1 回の開催を目標に、「女子カフェ」の企画・検討をしています。
　皆さんが気軽に集まれる場所を作ることで、もっと薬剤師連盟の活動や役割について知っていただきたい！皆さん
の持っている不満や要望を知り、その想いを本田あきこさんに伝えることができれば！と思い、『女子カフェ』を開
催することにしました。
　第 1 回は 3 月16日（土）15：00～　広島市東区尾長で開院されておられる『しょう整骨院』の鍼灸師　川口真実先
生をお招きし、『誰にでもできる健康ツボ療法』と題した講演をしていただきました。『曲地（きょくち）、合谷（ご
うこく）、足三里（あしさんり）、山陰交（さんいんこう）』と皆さんも一度は耳にしたことのあるツボを中心に分か
りやすく、実践も交えながら教えていただきました。先生は、ご講演中も参加者の悩みに丁寧に答えてくださり、ま
た講演後も参加者に取り囲まれ質問攻めにあいながらも、時間の許す限り質問にお答えいただきました。
　第 2 回は 4 月 7 日（日）14：00～　広島県病院薬剤師会　理事であり、五日市記念病院　薬剤科科長の荒川隆之先
生にお越し頂き、『アナフィラキシーショックとエピペン ®』をテーマにご講演いただきました。アナフィラキシー
とは？から始まり、その主な症状、エピペン® を使用すべき症状、エピペン ® の使い方についても詳しく教えていた
だきました。また、動画を見ながら、アナフィラキシーが起こったときの正しい
対処方法について確認することができました。
　連盟主催の「女子カフェ」ですので、連盟の活動や役割についても知っていた
だきたいと思い、『薬剤師の仕事と政治の関係とは？』『薬剤師連盟の活動について』
という内容等、平井副幹事長のお話しを伺う時間も作っています。
　薬剤師は女性の割合が多い職業ですが、結婚・出産・育児・介護などで離職す
るケースが多く、役職を引き受けて活動しているのは男性が多いのが現状です。
本田あきこさんが薬剤師であり、女性であること！！から、今回は同じ女性とし
て私達と一緒に本田さんを応援しませんか？政治は遠いもの、わからない、関わ
りたくないと思っておられる方も、先ずは、女子カフェに参加してみてください！
　第 3 回は 5 月25日（土）15：00～　うっかりドーピング（仮題）をテーマに、
広島県薬剤師会　アンチ・ドーピング活動推進委員会　委員　菊一滋先生にご講
演いただく予定です。2020年のオリンピックを前に、広島県にも海外から選手候
補の方たちが来られることになっています。OTC薬の選択について再確認しましょ
う！
　今後は、家族で楽しめる企画や屋外でのイベント等も考えていますので、楽し
い企画やアイデアがありましたら、ご連絡ください。よろしくお願いします。

「女子カフェ」を開催しています！

　平成31年施行　広島県議会議員選挙において、本連盟
より推薦しておりました ３ 名の方は当選されました。

広島市中区　　林だいぞう 氏
広島市西区　　山木しげる 氏
広島市佐伯区　冨永　健三 氏

　平成31年施行　広島市町選挙 ( 広島市長選挙 ) において
本連盟より推薦しておりました、松井一実氏は当選され
ました。
　平成31年施行　市長議会選挙（安芸郡熊野町議会議員
選挙）において本連盟より推薦しておりました、山野　
千佳子氏（薬剤師議員）は当選されました。

　なお、広島県内における薬剤師議員は ３ 名です。      

左から	 安芸高田市議会議員　　山根　温子氏
	 安芸郡熊野町議会議員　山野千佳子氏
	 安芸郡熊野町議会議員　上原　貢氏
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地方厚生局を装った
不審な電話にご注意ください。

中国四国厚生局

　最近、地方厚生局の職員と名乗る者から、医師の家族に対して、医師の勤務先や連絡先、
賠償保険の内容などを確認しようとする不審電話が相次いでいます。
　地方厚生局からこのようなお電話をすることはありませんので、回答しないようご注意
ください。

　不審と思われる場合は、すぐに答えるのではなく、相手の所属・氏名・電話番号をご確
認のうえ、中国四国厚生局企画調整課へお問い合わせください。

不審な電話・メールや訪問等があった場合

不審電話の内容

お問い合わせ

企画調整課
〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀 6 -30　広島合同庁舎 4 号館 2 階

電話番号：0 8 2 - 2 2 3 - 8 2 4 5　ファックス：0 8 2 - 2 2 3 - 8 2 6 5



平成30・31年度公益社団法人広島県薬剤師会 
代議員選挙・補欠の代議員選挙結果ついて

平成31年３月27日

公益社団法人 広 島 県 薬 剤 師 会
会  長  　 豊　見　雅　文

　平成31年２月19日告示の平成30・31年度公益社団法人広島県薬剤師会代議員選挙・補欠
の代議員選挙について、３月27日付けで公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会の荒
川隆之委員長より、安芸薬剤師会選挙区の当選者の報告を受けたので、公益社団法人広島
県薬剤師会代議員選挙細則第18条第２項により、当選者を告示いたします。

　なお、任期は平成32年６月の定時総会後に実施する予定の代議員選挙終了の時までです。

代議員選挙当選者
安芸薬剤師会選挙区（定数 １名・立候補者 １名）

立候補者氏名 獲得投票数 選挙結果

原　田　　靖　子 （無投票） 当　選

補欠の代議員選挙当選者
安芸薬剤師会選挙区（定数 1名・立候補者 1名）

立候補者氏名 獲得投票数 選挙結果

中　神　　　　徹 （無投票） 当　選



定価300円
発　行：〒732-0057　広島市東区二葉の里3丁目2番1号
 電話（082）262-8931㈹　FAX（082）567-6066
 ホームページ　http://www.hiroyaku.or.jp
 
印　刷：レタープレス株式会社

●本誌に対するご意見・ご感想はyakujimu@hiroyaku.or.jp宛にお送りください。

広島県薬剤師会誌　№281　2019 Vol.44 No.3（令和元年５月１日発行）

この印刷物は、環境に配慮した
植物油インクを使用しています。E-mail QR

2019 V
ol.44 N

o.3

5
月
号

　№
２
8
1

広

島

県

薬

剤

師

会

誌


	001-044
	045-047
	048-063
	064-067
	068-104
	105
	106-109
	110-117
	118-126
	127
	128
	129-131
	132-133
	134
	135
	136-137
	138
	139
	140



